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業務実績の総合評価 

 

総合評価：A 

 

（所  見） 

 大項目の評価結果の全てを「Ａ」と評価し、中期計画に対して業務が順調に進

捗していると判断したため、総合評価を「Ａ」とした。 

 

【第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置】 

・外部委員を加えたセンター機関会議に於いて指摘を受けた事柄を整理し、理事

会、経営企画会議におけるセンター業務運営方針や業務改善などに活用してい

るなど進捗している。 
・水産研究活動データベースを構築し、研究課題評価報告の作成、検索等が迅速に行

え、資金と得られた成果の分析等を正確かつ迅速にできるようになったことなど進

捗している。 
・委託プロジェクト研究や受託研究など外部資金を積極的に受け入れている。漁

獲物の外地での市場の開拓を行い自己収入の安定確保に取り組んだ。各研究所にお

ける組織の見直し。などを評価した。 
・社会的ニーズに応じた研究費の重点配分や外部資金の獲得を実施し、施設整備

、組織の統合等を行い、研究開発等の業務を効率的に取組むなど「資金等の効

率的利用及び充実・高度化」については業務が順調に進捗している。 

・会計システムの改善、アウトソーシングの促進、調査船の効率的運用等、「研

究開発支援部門の効率化及び充実・強化」に関しては計画通り進捗している。

・国内外との積極的な人事交流や人材派遣や「水産分野における温室効果ガス発

生量の推計」などの課題化の採択など計画が具体的に進捗している。 

・公的機関や民間企業との共同研究等を積極的に推進し、目標達成率150％とな

るなど計画を上回って業務が進捗している。 

・日・中・韓機関長会議、東南アジアでのワークショップを目標の160％開催す

るなど計画を大きく上回って業務が進捗している。 

 
【第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置】 
・栽培漁業センターで確立された技術については積極的に移転が行われていると

評価できる。一方で、技術移転後の栽培対象種について、今後どのようにセン
ターとしての独自性を発揮させた研究開発を行おうとしているのかを明確にす
べきである。 

・水産資源の持続的利用について、おおむね計画に沿った研究成果が挙げられて

いる。なかでも、ウナギ、カンパチの種苗生産技術の向上、海産魚仔魚の無換

水飼育への取り組みなど、種苗生産における研究の進展には著しいものがある

。成果の公表も活発で、現場へのフィードバックも盛んに行われていて、全体

的に高く評価できる。  
・増養殖の成果は確実に得られており，無換水飼育法や餌成分など，増養殖の新

しい展開に向けた取り組みは，省力・省コストかつ低環境負荷の増養殖の技術
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開発への取り組みであり，高く評価できる．これらは長期にわたる検討が必要

であり，継続した技術試験を行うことが望まれる．ウナギの増養殖への道は着

実に進められており，さらに熟卵親魚の捕獲は水産庁の評価を高め，今後の進

展を大いに期待できる．クロマグロやヒラメなどの成果もあり，新規増養殖技

術の開発は高く評価できる． 

・後継者対策、産地からの販売強化、地域水産物のブランド化など、水産業経営

を社会科学的に分析し、利益性の高い産地形成に積極的に取り組んでほしい。

より現場に近い都道府県とさらなる連携を考えてもよいのではないか。 

・水産業や漁村の持つ多面的な機能を積極的に評価することは、水産業や漁村の

活性化につながると考える。これまで見過ごされていた、または重要視されて

こなかった機能等を掘り起こし、低下した機能を回復させるなど、その機能に

付加価値を与えるような取り組みをさらに強化してほしい。 

・遺伝子資源の確保は国が責任をもって行う事業であり、水研センターとして着

実に目標を達成していることは評価出来る。 
・法に基づく事業を着実に行っている。また耳石温度標識の採捕結果など、今後

の研究に期待したい。 
・水産庁および農林水産省からの委託事業を着実に実施しており、行政との連携

はなされている。 
・総じて「成果の公表、普及・利活用の促進」の目覚ましい進展がみられ，評価

も高い． 

・水研センターからの講師派遣に関する規定を制定し、積極的な講師派遣を行っ

ていることは評価できる。今後とも一般の社会への水研センターの認知度の向

上に役立つことであるので、引き続き積極的な対応をお願いしたい。 

 

【第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画】 
・平成21年度において、業務経費、一般管理費ともに平成20年度よりも削減した

予算を策定した。にもかかわらず、交付金に対する執行率は全体として交付金
の92.25%になっている。この原因は、燃油価格の低めの推移もあったものとお
もわれる。 
また、総務省政策評価･独立行政法人評価委員会等から指摘があった複数年契
約についての基準の明確化と明示、1者応札・1者応募への対策、契約監視委員
会の設置などの取り組みをおこなっており評価できる。 

・給与や手当などについても見直しを行っており評価できる。 
・計画に基づきすべての内容を実施、処理しており充分に評価できる。 

人件費については、対１７年度比５．５％の削減となり努力が感じられる。ま
た、一般管理費、業務経費の削減、効率化もなされており、申し分ない。 

・平成２１年度予算について、管理費の削減率など目標を適切に実施し、改善へ
の努力が行われており、評価できる。 

 
【第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】 
・施設整備5カ年計画（9件中8件）、補正予算案件（3件）、繰越案件（2件）の

施設整備が計画的に行われたことは、評価できる。 
・センターが所有する施設及び船舶の将来構想に関して、産官学の関係組織と密

接に連携協議して、我国の幅広い水産に関する調査研究開発がより一層充実し
て行えるようになることが望まれる。 

・外部の研究者を積極的に受け入れた、他団体、他の独法との人事交流、ポストド
クター派遣制度（独立行政法人日本学術振興会研究員）の活用などを評価する。 
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・将来的に優秀な人材を確保するため、短期的および中長期的展望に基づいた人
材確保戦略を策定し、その戦略に基づき計画的に人材を確保することが望まれ
る。 

・法人や業務成果の情報をHPと機関誌などで情報公開を行い、また個人情報の適
切な管理・保護を行ったことは、評価できる。 

・新たに「セクシュアル・ハラスメント」の相談窓口を外部に設置したこと、働く人
の代表で構成される安全衛生委員会を設置していることなどを評価する。 

・国際的に関心が高まっている海産ほ乳類などを用いて行う試験研究および動物実験
は、国内外の動物愛護団体からの妨害が予想されるため、水研センターとして的確
に対応できるよう協議しておく必要がある。 
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評 価 項 目（大項目） 評価 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

  Ａ 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す 

  る目標を達成するためとるべき措置 

  Ａ 

 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画   Ａ 

第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

  Ａ 

 

評価単位ごとの評価シート（総括表） 

評 価 項 目（評価単位） 評価 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき 

   措置 

  Ａ 

 

 

 

 

 

 

１ 効率的・効果的な評価システムの確立と反映   
２ 資金等の効率的利用及び充実・高度化 

３ 研究開発支援部門の効率化及び充実・高度化 

４ 産学官連携、協力の促進・強化 

５ 国際機関等との連携の促進・強化 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関す 

   る目標を達成するためとるべき措置 

  Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 効率的かつ効果的な研究開発等を進めるための配慮事項 

２ 研究開発等の重点的推進 

 (1) 水産物の安定供給確保のための研究開発 

 (2) 水産業の健全な発展と安全・安心な水産物供給のための 

    研究開発 

 (3) 研究開発の基盤となる基礎的・先導的研究開発及びモニ  
     タリング等 

３ 行政との連携 

４ 成果の公表、普及・利活用の促進 

５ 専門分野を活かしたその他の社会貢献 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

   
  Ａ 

 

  Ａ 

  Ａ 

  Ａ 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画   Ａ 

 

 

 

 

 

１ 予算及び収支計画等 

２ 短期借入金の限度額 

３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、 

 その計画 

４  剰余金の使途 

  Ａ 

  － 

  － 

 

  － 

第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項   Ａ 

 

 

 

 

 

１ 施設及び船舶整備に関する計画  
２ 職員の人事に関する計画  
３ 積立金の処分に関する事項 

４ 情報の公開と保護 

５ 環境・安全管理の推進 

  Ａ 

  Ａ 

  － 

 Ａ 

  A 
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別表５ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

総合評価票 
 独立行政法人水産総合研究センター

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大 項 目 の       
評 価 結 果       
 
 
 
 
 
 
 
 

項  目  名 ランク ウエイト

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべ 
 き措置 

Ａ 
２０／ 
１００ 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向 
 上に関する目標を達成するためとるべき措置 

Ａ 
５０／ 
１００ 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計
  画 

Ａ 
２０／ 
１００ 

第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 Ａ 
１０／ 
１００ 

 
集約結果 

 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

（計算式） Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 
 
3×(20／100)＋3×(50／100)＋3×(20／100)＋3×(10／100)＝３ 

 
 
 
 
 
そ の 他 の       
検 討 事 項       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
項  目  名 所     見 

 
① 評価の有無・内容 
 

基礎項目において、Ｓ評価とされた項目はなかった
。 

 
②財務諸表の内容 
 

内容について、特に問題とすべき点はなかった。  
         

 
③業務運営の効率化への取組状況 
 

全般にわたり、積極的な取組が認められ、順調に進
捗している。 

 
④中期計画に記載されている事項以
外の特筆すべき業績 
 

特筆すべき業績はなかった。 

 
⑤災害対策等緊急的業務への対応状
況 

災害対策等緊急的業務はなかった。            
 

 
 
 
 
 
総 合 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（所   見） 
 大項目の評価結果の全てを「Ａ」と評価し、中期計画に対して業務が順調に進捗してい
ると判断したため、総合評価を「Ａ」とした。 
 
【第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置】 
・外部委員を加えたセンター機関会議に於いて指摘を受けた事柄を整理し、理事会、経営

企画会議におけるセンター業務運営方針や業務改善などに活用しているなど進捗して

いる。 
・水産研究活動データベースを構築し、研究課題評価報告の作成、検索等が迅速に行え、資金

と得られた成果の分析等を正確かつ迅速にできるようになったことなど進捗している。 
・委託プロジェクト研究や受託研究など外部資金を積極的に受け入れている。漁獲物の外

地での市場の開拓を行い自己収入の安定確保に取り組んだ。各研究所における組織の見直

し。などを評価した。 
・社会的ニーズに応じた研究費の重点配分や外部資金の獲得を実施し、施設整備、組織

の統合等を行い、研究開発等の業務を効率的に取組むなど「資金等の効率的利用及び

充実・高度化」については業務が順調に進捗している。 
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・会計システムの改善、アウトソーシングの促進、調査船の効率的運用等、「研究開発

支援部門の効率化及び充実・強化」に関しては計画通り進捗している。 

・国内外との積極的な人事交流や人材派遣や「水産分野における温室効果ガス発生量の推

計」などの課題化の採択など計画が具体的に進捗している。 

・公的機関や民間企業との共同研究等を積極的に推進し、目標達成率150％となるなど

計画を上回って業務が進捗している。 
・日・中・韓機関長会議、東南アジアでのワークショップを目標の160％開催するなど
計画を大きく上回って業務が進捗している。 
 
【第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置】 
・栽培漁業センターで確立された技術については積極的に移転が行われていると評価でき

る。一方で、技術移転後の栽培対象種について、今後どのようにセンターとしての独自

性を発揮させた研究開発を行おうとしているのかを明確にすべきである。 

・水産資源の持続的利用について、おおむね計画に沿った研究成果が挙げられている。

なかでも、ウナギ、カンパチの種苗生産技術の向上、海産魚仔魚の無換水飼育への取

り組みなど、種苗生産における研究の進展には著しいものがある。成果の公表も活発

で、現場へのフィードバックも盛んに行われていて、全体的に高く評価できる。 
・増養殖の成果は確実に得られており，無換水飼育法や餌成分など，増養殖の新しい展

開に向けた取り組みは，省力・省コストかつ低環境負荷の増養殖の技術開発への取り

組みであり，高く評価できる．これらは長期にわたる検討が必要であり，継続した技

術試験を行うことが望まれる．ウナギの増養殖への道は着実に進められており，さら

に熟卵親魚の捕獲は水産庁の評価を高め，今後の進展を大いに期待できる．クロマグ

ロやヒラメなどの成果もあり，新規増養殖技術の開発は高く評価できる． 

・後継者対策、産地からの販売強化、地域水産物のブランド化など、水産業経営を社会

科学的に分析し、利益性の高い産地形成に積極的に取り組んでほしい。より現場に近

い都道府県とさらなる連携を考えてもよいのではないか。 

・水産業や漁村の持つ多面的な機能を積極的に評価することは、水産業や漁村の活性化に

つながると考える。これまで見過ごされていた、または重要視されてこなかった機能等

を掘り起こし、低下した機能を回復させるなど、その機能に付加価値を与えるような取

り組みをさらに強化してほしい。 

・遺伝子資源の確保は国が責任をもって行う事業であり、水研センターとして着実に目標

を達成していることは評価出来る。 
・法に基づく事業を着実に行っている。また耳石温度標識の採捕結果など、今後の研究に

期待したい。 

・水産庁および農林水産省からの委託事業を着実に実施しており、行政との連携はなされ

ている。 

・総じて「成果の公表、普及・利活用の促進」の目覚ましい進展がみられ，評価も高い．
・水研センターからの講師派遣に関する規定を制定し、積極的な講師派遣を行っているこ
とは評価できる。今後とも一般の社会への水研センターの認知度の向上に役立つことであ
るので、引き続き積極的な対応をお願いしたい。 
 
【第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画】 
・平成21年度において、業務経費、一般管理費ともに平成20年度よりも削減した予算を

策定した。にもかかわらず、交付金に対する執行率は全体として交付金の92.25%にな

っている。この原因は、燃油価格の低めの推移もあったものとおもわれる。 

また、総務省政策評価･独立行政法人評価委員会等から指摘があった複数年契約につ

いての基準の明確化と明示、1者応札・1者応募への対策、契約監視委員会の設置など

の取り組みをおこなっており評価できる。 

・給与や手当などについても見直しを行っており評価できる。 

・計画に基づきすべての内容を実施、処理しており充分に評価できる。 

人件費については、対１７年度比５．５％の削減となり努力が感じられる。また、一

般管理費、業務経費の削減、効率化もなされており、申し分ない。 

・平成２１年度予算について、管理費の削減率など目標を適切に実施し、改善への努力
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が行われており、評価できる。 
 
【第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項】 
・施設整備5カ年計画（9件中8件）、補正予算案件（3件）、繰越案件（2件）の施設整

備が計画的に行われたことは、評価できる。 

・センターが所有する施設及び船舶の将来構想に関して、産官学の関係組織と密接に連

携協議して、我国の幅広い水産に関する調査研究開発がより一層充実して行えるよう

になることが望まれる。 

・外部の研究者を積極的に受け入れた、他団体、他の独法との人事交流、ポストドクター

派遣制度（独立行政法人日本学術振興会）の活用などを評価する。 
・将来的に優秀な人材を確保するため、短期的および中長期的展望に基づいた人材確保

戦略を策定し、その戦略に基づき計画的に人材を確保することが望まれる。 

・法人や業務成果の情報をHPと機関誌などで情報公開を行い、また個人情報の適切な管

理・保護を行ったことは、評価できる。 

・新たに「セクシュアル・ハラスメント」の相談窓口を外部に設置したこと、働く人の代表で

構成される安全衛生委員会の設置していることなどを評価する。 
・国際的に関心が高まっている海産ほ乳類などを用いて行う試験研究および動物実験は

、国内外の動物愛護団体からの妨害が予想されるため、水研センターとして的確に対
応できるよう協議しておく必要がある。 

 
 
評価委員会水産分科会（委員名） 
 

 
小野委員 
 

 

7



別表４ 
 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

大項目評価票 

 
 

 
独立行政法人水産総合研究センター

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
 

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト 

 
１ 効率的・効果的な評価システムの確立と反映    

 
Ａ 

 
４／１００

 
２ 資金等の効率的利用及び充実・高度化   

 
Ａ 

 
４／１００

 
３ 研究開発支援部門の効率化及び充実・高度化   

 
Ａ 

 
４／１００

 
４ 産学官連携、協力の促進・強化   

 
Ａ 

 
４／１００

 
５ 国際機関等との連携の促進・強化 

 
Ａ 

 
４／１００

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

（計算式）   Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 
 
 3×(4／100)＋3×(4／100)＋3×(4／100)＋3×(4／100) 
＋3×(4／100)÷(20／100)＝３ 
 

（所  見） 
・外部委員を加えたセンター機関会議に於いて指摘を受けた事柄を整理し、理事会、経

営企画会議におけるセンター業務運営方針や業務改善などに活用しているなど進捗し

ている。 
・研究活動データベースを構築し、研究課題評価報告の作成、検索等が迅速に行え、資金と

得られた成果の分析等を正確かつ迅速にできるようになったことなど進捗している。 
・委託プロジェクト研究や受託研究など外部資金を積極的に受け入れている、漁獲物の

外地出の市場の開拓を行い自己収入の安定確保に取り組んだ、各研究所における組織の見

直し、などを評価した。 
・社会的ニーズに応じた研究費の重点配分や外部資金の獲得を実施しし、施設整備、

組織の統合等を行い、研究開発等の業務を効率的に取組むなど「資金等の効率的利

用及び充実・高度化」については業務が順調に進捗している。 

・会計システムの改善、アウトソーシングの促進、調査船の効率的運用等、「研究開

発支援部門の効率化及び充実・強化」に関しては計画通り進捗している。 

・国内外との積極的な人事交流や人材派遣や「水産分野における温室効果ガス発生量の

推計」などの課題化の採択など計画が具体的に進捗している。 

・公的機関や民間企業との共同研究等を積極的に推進し、目標達成率150％となるなど

計画を上回って業務が進捗している。 

・日・中・韓機関長会議、東南アジアでのワークショップを目標の160％開催するなど

計画を大きく上回って業務が進捗している。 

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、堤専門委員 
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別表４ 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

大項目評価票 

 独立行政法人水産総合研究センター

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評 価 対 象       
項 目 名       

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する
ためとるべき措置 

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 

基  礎  項  目  名 ランク ウエイト 

１ 効率的かつ効果的な研究開発等を進めるための配慮事項 Ａ １／１００

２ 研究開発等の重点的推進 Ａ ４０／１００

３ 行政との連携 Ａ ４／１００

４ 成果の公表、普及・利活用の促進 Ａ ２．５／１００

５ 専門分野を活かしたその他の社会貢献    Ａ ２．５／１００

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

（計算式）   Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 
 
 3×(1／100)＋3×(40／100)＋3×(4／100) 
＋3×(2.5／100)＋3×(2.5／100)÷(50／100)＝３ 

（所  見） 
・栽培漁業センターで確立された技術については積極的に移転が行われていると評価でき

る。一方で、技術移転後の栽培対象種について、今後どのようにセンターとしての独自

性を発揮させた研究開発を行おうとしているのかを明確にすべきである。 

・水産資源の持続的利用について、おおむね計画に沿った研究成果が挙げられている。

なかでも、ウナギ、カンパチの種苗生産技術の向上、海産魚仔魚の無換水飼育への取

り組みなど、種苗生産における研究の進展には著しいものがある。成果の公表も活発

で、現場へのフィードバックも盛んに行われていて、全体的に高く評価できる。 
・増養殖の成果は確実に得られており，無換水飼育法や餌成分など，増養殖の新しい展

開に向けた取り組みは，省力・省コストかつ低環境負荷の増養殖の技術開発への取り

組みであり，高く評価できる．これらは長期にわたる検討が必要であり，継続した技

術試験を行うことが望まれる．ウナギの増養殖への道は着実に進められており，さら

に熟卵親魚の捕獲は水産庁の評価を高め，今後の進展を大いに期待できる．クロマグ

ロやヒラメなどの成果もあり，新規増養殖技術の開発は高く評価できる． 

・後継者対策、産地からの販売強化、地域水産物のブランド化など、水産業経営を社会

科学的に分析し、利益性の高い産地形成に積極的に取り組んでほしい。より現場に近

い都道府県とさらなる連携を考えてもよいのではないか。 

・水産業や漁村の持つ多面的な機能を積極的に評価することは、水産業や漁村の活性化に

つながると考える。これまで見過ごされていた、または重要視されてこなかった機能等

を掘り起こし、低下した機能を回復させるなど、その機能に付加価値を与えるような取

り組みをさらに強化してほしい。 

・遺伝子資源の確保は国が責任をもって行う事業であり、水研センターとして着実に目標

を達成していることは評価出来る。 
・法に基づく事業を着実に行っている。また耳石温度標識の採捕結果など、今後の研究に

期待したい。 

・水産庁および農林水産省からの委託事業を着実に実施しており、行政との連携はなされ

ている。 

・総じて「成果の公表、普及・利活用の促進」の目覚ましい進展がみられ，評価も高い．

・水研センターからの講師派遣に関する規定を制定し、積極的な講師派遣を行っているこ

とは評価できる。今後とも一般の社会への水研センターの認知度の向上に役立つことで

あるので、引き続き積極的な対応をお願いしたい。 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、荒井専門委員、窪川専門委員 
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別表４ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

大項目評価票 
 

 
独立行政法人水産総合研究センター

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画    
                           

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 

 
基  礎  項  目  名 

 
ラ ン ク 

 
ウエイト

 
１ 予算及び収支計画等    
 

 
   Ａ 
 

 
２０／ 
 １００ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

（計算式）  Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 
 
 3×(20／100)÷(20／100)＝３ 

（所  見） 

・平成21年度において、業務経費、一般管理費ともに平成20年度よりも削減した予算を

策定した。にもかかわらず、交付金に対する執行率は全体として交付金の92.25%にな

っている。この原因は、燃油価格の低めの推移もあったものとおもわれる。 

また、総務省政策評価･独立行政法人評価委員会等から指摘があった複数年契約につ

いての基準の明確化と明示、1者応札・1者応募への対策、契約監視委員会の設置など

の取り組みをおこなっており評価できる。 

・給与や手当などについても見直しを行っており評価できる。 

・計画に基づきすべての内容を実施、処理しており充分に評価できる。 

人件費については、対１７年度比５．５％の削減となり努力が感じられる。また、一

般管理費、業務経費の削減、効率化もなされており、申し分ない。 

・平成２１年度予算について、管理費の削減率など目標を適切に実施し、改善への努力

が行われており、評価できる。 
 

 
評価委員会水産分科会（委員名） 
 

 
小坂委員、横田委員、白石専門委員 
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別表４ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

大項目評価票 
 独立行政法人水産総合研究センター

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評 価 対 象       
項 目 名       

 
第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
 

 
評価結果及び
ウ エ イ ト       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
基  礎  項  目  名 

 
ランク 

 
ウエイト 

 
１ 施設及び船舶整備に関する計画    

 
  Ａ 

 
２／１００ 

 
２ 職員の人事に関する計画 

 
  Ａ 

 
４／１００ 

 
４ 情報の公開と保護 

 
  Ａ 

 
２／１００ 

 
５ 環境・安全管理の推進 

 
  A 

 
２／１００ 

 
 

 
 

 
 

 
評価委員会に 
お け る 評 価       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｓ 
Ａ 
Ｂ 
Ｃ 
Ｄ 

（計算式）Ａ：３点  Ａ：２．５以上３．５未満 
 
 3×(2／100)＋3×(4／100)＋3×(2／100)＋3×(2／100) 
÷(10／100)＝３．０ 

（所  見） 

・施設整備5カ年計画（9件中8件）、補正予算案件（3件）、繰越案件（2件）の施設整

備が計画的に行われたことは、評価できる。 

・センターが所有する施設及び船舶の将来構想に関して、産官学の関係組織と密接に連

携協議して、我国の幅広い水産に関する調査研究開発がより一層充実して行えるよう

になることが望まれる。 

・外部の研究者を積極的に受け入れた、他団体、他の独法との人事交流、ポストドクター

派遣制度（独立行政法人日本学術振興協会研究員）の活用などを評価する。 
・将来的に優秀な人材を確保するため、短期的および中長期的展望に基づいた人材確保

戦略を策定し、その戦略に基づき計画的に人材を確保することが望まれる。 

・法人や業務成果の情報をHPと機関誌などで情報公開を行い、また個人情報の適切な管

理・保護を行ったことは、評価できる。 

・新たに「セクシュアル・ハラスメント」の相談窓口を外部に設置したこと、働く人の代表で

構成される安全衛生委員会の設置していることなどを評価する。 
・国際的に関心が高まっている海産ほ乳類などを用いて行う試験研究および動物実験は

、国内外の動物愛護団体からの妨害が予想されるため、水研センターとして的確に対
応できるよう協議しておく必要がある。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 小野委員、安元委員、上田専門委員 
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別表３ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

中項目評価票 

 独立行政法人水産総合研究センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 対 象       

項 目 名       

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ２ 研究開発等の重点的推進 

基 礎 項 目 の       

評価結果及び

ウ エ イ ト       

 

 

 

 

基  礎  項  目  名 ラ ン ク ウエイト 

（１）水産物の安定供給確保のための研究開発 Ａ ２２．９／ １００

（２）水産業の健全な発展と安全・安心な水産物供 

 給のための研究開発    
Ａ ７．６／１００ 

（３）研究開発の基盤となる基礎的・先導的研究開 

 発及びモニタリング等  
Ａ ９．５／１００ 

 

評価委員会に 

お け る 評 価       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

 （計算式）      Ａ：３点   Ａ：２．５以上３．５未満 

 

 3×(22.9／100)＋3×(7.6／100)＋3×(9.5／100) 
÷(40／100)＝３ 

（所  見） 
・水産資源の持続的利用について、おおむね計画に沿った研究成果が挙げられている。

なかでも、ウナギ、カンパチの種苗生産技術の向上、海産魚仔魚の無換水飼育への取

り組みなど、種苗生産における研究の進展には著しいものがある。成果の公表も活発

で、現場へのフィードバックも盛んに行われていて、全体的に高く評価できる。 
・増養殖の成果は確実に得られており，無換水飼育法や餌成分など，増養殖の新しい展

開に向けた取り組みは，省力・省コストかつ低環境負荷の増養殖の技術開発への取り

組みであり，高く評価できる．これらは長期にわたる検討が必要であり，継続した技

術試験を行うことが望まれる．ウナギの増養殖への道は着実に進められており，さら

に熟卵親魚の捕獲は水産庁の評価を高め，今後の進展を大いに期待できる．クロマグ

ロやヒラメなどの成果もあり，新規増養殖技術の開発は高く評価できる． 

・漁業による環境破壊は厳に慎まねばならない。操業の効率化と混獲回避を両立させるに

は高度な技術が必要とされようが、それにチャレンジすることが水研センターに求めら

れている。引き続き、成果を上げられることを期待する。 
・後継者対策、産地からの販売強化、地域水産物のブランド化など、水産業経営を社会

科学的に分析し、利益性の高い産地形成に積極的に取り組んでほしい。より現場に近

い都道府県とさらなる連携を考えてもよいのではないか。 

・水産業や漁村の持つ多面的な機能を積極的に評価することは、水産業や漁村の活性化に

つながると考える。これまで見過ごされていた、または重要視されてこなかった機能等

を掘り起こし、低下した機能を回復させるなど、その機能に付加価値を与えるような取

り組みをさらに強化してほしい。 

・遺伝子資源の確保は国が責任をもって行う事業であり、水研センターとして着実に目標

を達成していることは評価出来る。 
・法に基づく事業を着実に行っている。また耳石温度標識の採捕結果など、今後の研究に

期待したい。 

評価委員会水産分科会（委員名） 小川委員、荒井専門委員、窪川専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 効率的・効果的な評価システムの確立と反映    
基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

４．０／１００ 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

（１）事務事業評価 

  ア センターの業務運営に関する評価  Ａ 

  イ 研究開発等の課題評価       Ｓ 

（２）個人業績評価 

  ア 研究職・調査技術職の評価     Ａ 

  イ 一般職等の評価           Ａ 

 

○業務進捗状況 

（１）事務事業評価 

ア．センターの業務運営に関する評価 

・外部委員を加えたセンター機関評価会議等を開催し、２０年度の自己評価を実施し、ホ

ームページで公表した。また、改善を要する評価結果へのフォローアップ及び外部委員

の指摘に対する対応方針の整理を行うなど、評価結果を業務運営に反映した。 

・センター機関評価会議の外部委員の改選に当たり、地方公共団体の意見等も反映できる

よう留意して人選を進めた。 

イ．研究開発等の課題評価 

・研究開発等の課題評価において、評価の客観性・透明性をより高め、中課題進行管理へ

の効果的な反映を図ることを主な目的として、それぞれの研究所等で行っていた小課題

評価会議を廃止し、新たに研究課題評価会議を設けた。２１年度は３月に中央水産研究

所で会議を開催し、中課題毎の進捗状況の把握や中課題進行管理方策の検討を行った。

・評価手法の効率化・高度化を図るため、水産研究活動データベースを構築し、研究課題

評価報告の作成、検索等が迅速に行える環境を整えるとともに、中課題毎の投入資金と

得られた成果の分析等を正確かつ迅速にできるようにした。 

・農林水産研究情報総合センターに配備されている文献情報データベースWeb of Scienc
eを使用し、センター全体の論文業績に対する国際ベンチマーク解析を試行的に実施し

た。 

・成果発表会や石川県及び長崎県における利用加工セミナー、水産業関係研究開発推進会

議等の活動を通じ、地方自治体、研究機関、関係団体のみならず、一般消費者や学生と

の間で意見交換やアンケートを実施し、センターの成果に対する意見や期待及び浸透度

等を把握し、双方向コミュニケーションを図った。 

・研究予算の配分に当たっては、これら評価結果による重点化等を行うとともに、評価委

員の指摘等を業務運営に反映させた。     

・水産庁等からの受託事業の評価については、担当課から意見や要望等を受け、その結果
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を課題の評価や研究開発業務の運営に反映させた。 

（２）個人業績評価 

ア) 研究開発職については、研究の活性化を図り、創造的な研究活動を奨励する立場から

業績評価を実施した。また、研究管理職についてはその結果を１２月期の勤勉手当に反

映させた。一般の研究開発職員については、評価結果の処遇への反映方針を決定した。

評価結果は平成２２年度の１２月期の勤勉手当に反映させる。 

イ) 一般職、技術職及び船舶職については、国の状況を踏まえつつ、組織の活性化と実績

の向上を指標とした新たな評価システムの導入に向け試行を行った。 

・評価システムの試行を円滑にするため、新たに評価者となった者を対象に評価者研修を

実施した。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

（１）イ 研究開発等の課題評価については、評価会議体制の改善とデータベースの構築

による研究評価の効率化の達成により、Ｓ評価とした。その他については、２１年度計

画に示された評価指標内容をすべて実施しているためＡ評価とした。また、これら下位

項目の積み上げにより、本項目についてはＡ評価とした。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・外部委員を加えたセンター機関会議に於いて指摘を受けた事柄を整理し、理事会、経営

企画会議におけるセンター業務運営方針や業務改善などに活用しているなど進捗して

いる。 
・研究活動データベースを構築し、研究課題評価報告の作成、検索等が迅速に行え、資金と得

られた成果の分析等を正確かつ迅速にできるようになったことなど進捗している。 
・センター機関評価に外部委員を登用し、結果をＨＰで公表し、研究活動データベース

を構築し活用している。また、成果発表会で双方向のコミュニケーションを図る「効

率的・効果的な評価システムの確立と反映」については計画に対して業務が順調に進捗

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小野委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ２ 資金等の効率的利用及び充実・高度化    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

４．０／１００   

 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

○下位項目 

（１）資金 

  ア 運営費交付金          Ａ 

  イ 外部資金            Ａ 

  ウ 自己収入の安定的な確保     Ａ 

（２）施設・設備 

  ア 計画的な更新・整備        Ａ 

  イ 共同利用の促進         Ａ 

（３）組織               Ａ 

（４）職員の資質向上及び人材育成    Ａ 

 

○業務進捗状況 

（１）資金 

ア）一般研究では、課題毎の評価等に基づき134課題中39課題に研究費の重点配分を行い

引き続き競争的環境の醸成を進めた。 

・プロジェクト研究課題についても、評価結果に基づき予算査定等を実施し、継続課題1
8課題中6課題に予算の重点配分を行った。さらに社会的ニーズに対応してカツオの分布

来遊関連研究開発を含む13課題を新たに採択し、積極的に研究開発を推進した。 

イ）農林水産省の委託プロジェクト研究や「我が国周辺水域資源調査推進委託事業」等の

受託事業の企画競争、各種公募による競争的研究開発資金について、都道府県等の他機

関との共同提案を含め積極的に提案・応募し、外部資金の獲得に努めた。特に、新たな

農林水産政策を推進する実用技術開発事業で新規6課題、継続11課題、文科省科学研究

費補助金では新規10課題、継続16課題の研究資金を獲得した。 

・独立行政法人農業環境技術研究所等の他機関からの要請に応じ、センターの目的に合致

する受託費等の外部資金を積極的に受け入れた。 

ウ）漁獲物の水揚げ・販売時において、販売委託先である組合又は問屋等の販売方針等の

確認や、各調査船の漁獲物水揚げ時における製品状態、重量等の立ち会い検査を行って

、売り払いの適正化を図るとともに、適正な水揚港の選択や漁獲物の品質向上にも取り

組み、自己収入の確保に努めた。また、今年度においては外地での新しい市場の開拓も

行い、自己収入の安定確保に取り組んだ。 

・平成２０年度に制定した実験施設等貸付要領により、事務・事業に支障のない範囲で、

実験施設等を外部の研究機関等の利用を促進し、使用料を取ることにした。平成２１年

度は11件（631.7万円）の利用があった。 

・旧受託出張規程を見直し、新たに依頼出張受入規程を平成２１年６月に制定し、講師派

遣や指導等の依頼業務に対して、組織として派遣料を取るよう改訂した。 
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（２）施設・整備 

ア) 第二期中期計画中の施設整備５ヵ年計画に基づき、水産工学研究所における海洋工学

総合実験棟曳引車速度制御設備改修その他工事を含め、本年度整備計画９案件中8案件

を計画通りに完工した。1案件については、確認済証が下りるのに不測の日数を要し着

工自体が大幅に遅れたことにより、財務省に明許繰越工事の許諾を得て、平成22年4月
末完工予定となった。 

・年度途中に交付決定された中央水産研究所実験棟分析設備更新工事を含め、補正予算案

件3件についても、迅速な対応と効率的工法の採用により年度内に全て完工した。 

イ) 施設及び機械に関しては、共同研究開発の場としてオープンラボの利用計画を作成し

、他機関との共同研究開発の積極的な推進を図るとともに、各研究所等の利用状況の把

握に努め、法人内相互利用による効率化に努めた。 

・平成２１年度の固定資産等の遊休化の状況と減損兆候並びに調査船運航率（平成２１年

度）を調査した結果、遊休化１件（水産工学研究所潮汐波浪平面水槽実験棟及び同附属

設備）と減損兆候を示している資産１件（瀬戸内海区水産研究所建設仮勘定施設費減額

通知に伴う支出済み設計費等の減損）があった。船舶運航率は、93.5％であった。 

 

（３）組織 

・本部において、研究開発の業務効率化、他の機関との一層の連携を図るため、業務推進

部と業務企画部を統合し研究推進部を設置した。 

・社会連携推進本部長を設置した。 

・情報関連業務を一元化するため、総務部のネットワーク管理係を経営企画部広報室に移

行し、情報管理係を設置した。 

・水産工学研究所において、漁船漁業の省エネ化やコスト削減等、水産業の構造改革を通

じた産業競争力の回復・強化に所内横断的な対応を行うため、漁業生産工学部と水産情

報工学部を統合し、「漁業生産・情報工学部」とし、下部組織としては研究室を廃止し

、漁船工学グループ、漁具・漁法グループ、水産情報工学グループを設置した。 

 水産土木工学部においても研究室を廃止し、水産基盤グループと生物環境グループを設

置した。各グループの研究開発の基盤を構成する専門領域については研究チームとして

位置付け、グループの機能の維持・発揮を図った。当面の緊急課題（省エネ対策技術開

発・実証・普及及び水産業のシステム化による生産・経営効率の改善）への迅速かつ確

実な対応のため、所内横断的な対応組織として、「水産業システム研究センター」を設

置した。本センターに、エネルギー利用技術タスクグループ、生産システムタスクグル

ープ、養殖工学タスクグループを設置し、各タスクグループに研究チームを設置した。

・遠洋水産研究所において、南極海洋生物資源保存委員会への対応、並びに外洋域海山の

生態系管理に関連した研究にも対応するため、南大洋生物資源研究室を外洋生態系研究

室に改組した。 

・研究開発等の業務に効率的に取組み、早期に有効な成果を得る観点から、第３期中期計

画に向けた組織の見直しの検討に着手した。 

 

（４）職員の資質向上及び人材育成 

・社会的要請等に適切に対応するため、職員の採用方針の策定及びテニュア審査制度の制

定に伴う、人材育成プログラムの職員採用方法の変更の改正作業を行った。 

・多様な採用制度（第４－２（２）「人材の確保」を参照）を活用した人材採用の実施、

国外を含めた他機関との人事交流やセンター内の部門間の人事交流等を引き続き促進

した。 

・業務実地研修など、業務に必要な研修実施及び資格取得の支援を引き続き行うとともに

、社会人大学院制度等を活用した学位取得を進めるための支援として、通学・受講等に

要する時間について職務専念義務を免除することとし、平成２１年度は3機関8名の活用

があった。 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 ２１年度計画に示された評価指標内容をすべて実施しているためＡ評価とした。また、

これら下位項目の積み上げにより、本項目についてはＡ評価とした。 
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上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・委託プロジェクト研究や受託研究など外部資金を積極的に受け入れている、漁獲物の外

地での市場の開拓を行い自己収入の安定確保に取り組んだ、各研究所における組織の見直

し、などを評価した。 
・社会的ニーズに応じた研究費の重点配分や外部資金の獲得を実施し、施設整備、組織

の統合等を行い、研究開発等の業務を効率的に取組むなど「資金等の効率的利用及び

充実・高度化」については業務が順調に進捗している。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

小野委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ３ 研究開発支援部門の効率化及び充実・高度化    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

４．０／１００ 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

（１）管理事務業務の効率化、高度化    Ａ 

（２）アウトソーシングの促進       Ａ 

（３）調査船の効率的運用         Ａ 

 

○業務進捗状況 

（１）管理事務業務の効率化、高度化 

・ネットワーク回線の改善により新たに８事業所で、Web化された会計システムの利用が

可能となった。 

（２）アウトソーシングの促進 

・微生物等の同定・査定の業務等について、コスト比較を勘案しつつアウトソーシングを

行った。 

（３）調査船の効率的運用 

・平成２１年度に策定した運行計画をもとに効率的な運航に努めた。平成２２年度につい

ても、研究所から提出された調査計画を調査船調査計画審査会で精査・調整し、可能な

限り共同調査及び多目的調査を取り込んだ効率的な運航計画を作成した。 

・資源調査等の実施のため、水産庁漁業調査船と連携した調査テーマを協議し、調査船調

査計画を作成するなど、連携を図った。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

  ２１年度計画に示された評価指標内容をすべて実施していることから、Ａ評価とした。

これら下位項目の積み上げにより、本項目についてはＡ評価とした。 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・Web化された会計システムの利用できる事業所が８事業所ふえた点など業務が進捗している。

・会計システムの改善、アウトソーシングの促進、調査船の効率的運用等、「研究開発

支援部門の効率化及び充実・強化」に関しては計画通り進捗している。 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 小野委員、安元委員、堤専門委員 

 

18



別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ４ 産学官連携、協力の促進・強化    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

４．０／１００ 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

 なし 

 

○業務進捗状況 

・国外との研究交流や人材交流を積極的に進めるために、国内外の機関からの依頼により

、長期4名、短期延べ118名の職員を海外へ派遣した。 

・連携大学院や包括連携協定により人材育成、共同研究について積極的に取組み、大学と

の連携、協力関係を推進した。 

・研究開発コーディネーター等により、地域の水産業に共通する課題を解決するため、他

機関と連携を図りつつ研究開発ニーズの把握を行い、研究所間の融合を意識して、横断

的な研究開発課題の立案に取り組んだ。平成２１年度は、「水産分野における温室効果

ガス発生量の推計」や「カツオ一本釣り漁船における餌料用カタクチイワシの飼育温度

と喚水量の最適化による省エネ化技術の開発」など、計14課題を課題化し採択した。

・公的機関や民間企業等との共同研究を積極的に推進し、２１年度は、年間104件につい

て共同研究を実施した。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 積極的な人材派遣、大学との連携・協力関係を推進するとともに、年度計画を大幅に上

回る共同研究契約数（年度計画70件以上）があったことから、Ｓ評価とした。 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・国内外との積極的な人事交流や人材派遣や「水産分野における温室効果ガス発生量の推

計」などの課題化の採択など計画が具体的に進捗している。 

・公的機関や民間企業との共同研究等を積極的に推進し、目標達成率150％となるなど

計画を上回って業務が進捗している。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小野委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 ５ 国際機関等との連携の促進・強化    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

４．０／１００ 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

 なし 

 

○業務進捗状況 

・日中韓水産研究機関で締結した研究協力に関する覚書（ＭＯＵ）に基づき、１１月に中

国海南島で日中韓機関長会議を開催し、大型クラゲ共同研究、魚類繁殖技術・病害防除

技術等での活動を評価するとともに、人工魚礁・海洋牧場ワークショップを開催した。

・センターとＳＥＡＦＤＥＣとの共催により、人工礁に関するワークショップをマレー  

シアとタイで開催した。 

・漁業分野における日ロ間の科学技術協力計画に基づき、ロシア太平洋漁業海洋研究所（

ＴＩＮＲＯ）の科学者を受け入れ、サンマ・マサバ・スケトウダラ等の生態学及び現存

量に関する報告及び意見交換等を実施した。 

・二国間協定等に基づき国際共同研究をアメリカ合衆国、ノルウェー、韓国等と20件実施

した。また、ＳＥＡＦＤＥＣ、中国水産科学研究院、韓国水産科学院等と11件の国際ワ

ークショップを実施した。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 国際共同研究等を積極的に行うとともに、ＳＥＡＦＤＥＣとの研究協力を強化するなど

、国際機関等との連携強化に努めており、年度計画を大幅に上回る国際共同研究と国際

ワークショップ件数（年度計画7件以上）があったことから、Ｓ評価とした。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

（所  見） 
・国際機関などとの連携強化、国際共同研究が積極的に行われている。 

・日・中・韓機関長会議、東南アジアでのワークショップを目標の160％開催するなど
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計画を大きく上回って業務が進捗している。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

小野委員、安元委員、堤専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 １ 効率的かつ効果的な研究開発等を進めるための配慮事項    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

（１）研究開発業務の重点化               Ａ 

（２）海洋水産資源開発事業の見直し           Ａ 

（３）さけ類及びます類のふ化及び放流事業の見直し    Ａ 

 

○業務進捗状況 

（１）研究開発業務の重点化 

・第二期中期計画の柱として位置づけた「水産物の安定供給確保のための研究開発 」及

び「水産業の健全な発展と安全・安心な水産物供給のための研究開発」を重点的に実施

した。          

・ブロック会議等を通じて技術開発ニーズを把握するとともに、都道府県が実施している

技術開発の進捗状況を把握し、情勢分析を行った。 

・サワラ、トラフグ、ヒラメ等について、4分野12課題、延べ13回の技術研修会を行うと

ともに、講師派遣による技術移転を行った。   

・公立試験場等で十分な対応が出来ない魚病や広域的課題については、センターとして必

要な協力、連携を行った。 

（２）海洋水産資源開発事業の見直し 

・大中型まき網漁業においては、省人・省エネルギー効果を取り入れた完全単船型まき網

漁船を用いて新たな操業システムの開発に取り組み、今漁期のカツオ来遊資源の大幅な

減少の影響を受け年間想定水揚げ金額は下回ったものの、船上凍結サバ製品の生産量増

（前年の約4倍）による水揚げ金額上昇を実証する等、概ね順調な成果が得られた。 

・遠洋底びき網漁業においては、表中層共用型トロール漁具を用いて、インド洋公海にて

キンメダイを主対象とした操業調査を行い、収益の改善を図るための漁獲技術の開発に

取り組むなど、漁船漁業の安定的な経営に資する調査を実施し、想定漁期の後半期にお

けるキンメダイ浮上群を対象とした漁獲技術が確立できた。 

（３）さけ類及びます類のふ化及び放流事業の見直し 

・さけ類及びます類の個体群の維持を目的とするふ化及び放流（計1億3,900万尾）を計画

通り実施した。 

・国際資源対策推進委託事業に係る調査船調査において、統合メリットを活かして北海道

区水産研究所とさけますセンターが連携し、さけ類及びます類の生活サイクルに合わせ

た一貫したデータの収集・解析の成果を、サケ資源変動に関する検討会等で活用した。

・さけますセンターが北水研、中央水研、日水研と連携し、交付金プロジェクト「河川の

適正利用による本州日本海域サクラマス資源管理技術の開発」の３カ年の実施結果を総
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括し、本州日本海域のサクラマス資源再生に向けた指針を取りまとめ、成果普及用のパ

ンフレットを制作した。 

・さけますセンター本所実験室、飼育室、電子顕微鏡室等を養殖研究所、札幌魚病診断・

研修センターと共同利用し、施設の有効活用を図った。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

  各項目は計画に従い順調に実施されており、２１年度計画に示された評価指標内容をす

べて実施しているためＡ評価とした。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 

・第二期中期計画の柱として位置づけた研究については、十分な成果を上げていると高

く評価する。一方で、目標達成のために膨大な研究資金が投入されている。資金の主

たる部分は国民の税金であることに鑑み、常に経費の無駄を排し、適切な使用を目指

してもらいたい。 

・栽培漁業センターで確立された技術については積極的に移転が行われていると評価できる。

一方で、技術移転後の栽培対象種について、今後どのようにセンターとしての独自性を発揮

させた研究開発を行おうとしているのかを明確にすべきである。 

・さけ類及びます類の個体群の維持のために行われている放流事業については、河川ごと

に全個体を標識して放流することによって、放流後の海洋における分布や回遊など、生

物学的に意味があるだけでなく、将来の資源管理に活用可能な重要な情報が得られてい

る。このような研究成果をもっと積極的に記述するべきではないか。 

・サケマスセンターと複数の水研が連携してプロジェクト研究を実施したことは、水産総

合研究センター内の組織の共同研究の成果として評価できる。 

・第二期中期計画の柱を重点的に実施したことが成果として表れ，順調に進捗している

．様々な確立した技術を必要な場へ積極的に移行し，技術のニーズや開発進展状況の

情報分析も行っている点で，センター全体の活性化が促されている．北海道区水産研

究所とさけますセンターとの連携は軌道に乗り始めている．センター内の施設を利用

した正確・高度な成果の獲得にも努めており，さけ・ますの孵化および放流事業の新

しい展開が見え始めた．今後も大いに期待できる．これらは統合のメリットならびに

現場と研究室との協力・連携の推進によるものであり，高く評価できる．順調に進捗

している． 

また，漁獲技術の開発は成果が出始め，順調である．安全面も考慮した漁船漁業の

安定へのさらなる技術向上が期待される． 

・ブロック会議等を通じて都道府県の技術開発動向を把握し、情報分析を行ったとあるが、

情報分析の結果、どのようなことが明らかとなったのか。また、その結果は都道府県に

どのような形で還元されているのか、簡単な説明があれば良いと思う。 
・遠洋底引き網漁業の収益の改善を図るための漁獲技術とは具体的にはどのような技術な

のか、既存技術の導入なのか、まったく新たな技術なのか。後者であれば大いに評価で

きる。 
・成果普及用のパンフレットはどのようなところに配布され、それが実際の現場で評価さ

れているのかどうか、フォローアップが必要である。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小川委員、荒井専門委員、窪川専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ２ 研究開発等の重点的推進 

 （１）水産物の安定供給確保のための研究開発 

 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

 ア．水産資源の持続的利用のための管理技術の開発 

（ア）主要水産資源の変動要因の解明             Ａ 

（イ）水産資源を安定的に利用するための管理手法の開発    Ａ 

（ウ）水産資源の維持・回復技術の開発            Ａ 

（エ）水産資源の合理的利用技術の開発            Ａ 

 

○業務進捗状況 

当該項目のアウトカムは、「水産物の安定供給確保」であり、そのために「水産資源の持

続的利用のための管理技術の開発」として上記(ア)～(エ)の項目に取り組んだ。 

(ア)は、主要水産資源の変動要因を解明し、資源評価及び将来予測の精度を向上させるこ

とによって、水産資源の持続的利用のための管理技術の開発を図ることを目的としてい

る。２１年度は、日本海の餌プランクトンの変動とカタクチイワシ資源への影響、サン

マとヒラメへの環境影響の定量評価、東シナ海の魚類成育場マップ作成と輸送経路の推

定、スケトウダラとカタクチイワシの被食減耗の定量的評価、スルメイカの加入量変動

と海洋環境との相関解析、スケトウダラの加入量モデルや生命表の定量解析への着手な

どの成果を上げる進捗が見られ、課題統合など運営上の工夫・努力もなされた。22課題

のうちＳ評価6、Ａ評価14、Ｂ評価2であり、本項目はＡ評価と判断される。 

(イ)は、我が国周辺及び公海域並びに外国経済水域等における主要水産資源の資源評価を

高度化するとともに、生態系機能の保全に配慮した資源管理技術を開発することによっ

て、水産資源の持続的利用のための管理技術の開発を図ることを目的としている。２１

年度は、東北沖太平洋の環境収容力の把握、アジ・サバ漁況予測手法の開発と経済に配

慮して資源管理・回復を図る漁獲方策の構築、日本海の生態系モデル構築、サケ資源量

変動の試算、ツチクジラ目視調査法の完成、マグロ類資源評価への不確実性の影響評価

法と資源動態モデルやパラメータ推定手法の改善などの成果を上げる進展が見られ、課

題統合など運営上の工夫・努力もなされた。17課題のうちＡ評価16、Ｂ評価1であり、

本項目はＡ評価と判断される。 

(ウ)は、地域の重要資源の維持・回復に必要な管理システムを開発することによって、水

産資源の持続的利用のための管理技術の開発を図ることを目的としている。２１年度は

、瀬戸内海におけるトラフグの放流効果のシミュレーション、周防灘の底魚類食関係の

生態系モデルによる定量化と漁獲圧削減効果の予測・評価、本州日本海域のサクラマス

資源再生指針の取りまとめ、アワビ類の天然漁場における資源動態シミュレーション解
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析の実施、温暖化に関連した藻場造成技術の野外への適用による九州の磯焼け対策の具

体的進捗、有明海のタイラギの斃死原因の解析の進展などの成果を上げた。8課題のう

ちＳ評価2、Ａ評価6であり、本項目はＡ評価と判断される。 

(エ)は、水産資源を効率的に活用する漁業生産技術や混獲回避技術などを開発して漁業生

産に導入し、生態系に配慮した漁業管理手法を高度化することによって、水産資源の持

続的利用のための管理技術の開発を図ることを目的としている。平成２１年度は、遠洋

かつお釣漁業、まぐろ、いか、さんま等の漁業の効率的操業、漁場探索、省エネ等に関

する技術、海外まき網漁業の小型魚混獲回避手法、まぐろはえ縄漁業における混獲回避

措置導入の効果予測手法、底びき網漁業の環境影響緩和技術、漁業管理に関する生態系

動態の把握手法などの技術開発成果を上げた。9課題のうちＳ評価1、Ａ評価7、Ｂ評価1
であり、本項目はＡ評価と判断される。 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

上記のように、４つの下位項目とも本項目「水産資源の持続的利用ための管理技術の開

発」及び、最終的な出口である「水産物の安定供給確保」に向けて、適切に計画が設定

されており、進捗も順調あるいは予定を上回っており、成果も十分に上がっていること

などから、当該項目の評価は順調（Ａ）とした。 

 

○下位項目 

 イ．水産生物の効率的・安定的な増養殖技術の開発 

（ア）種苗の安定生産技術の開発と飼養技術の高度化         Ａ 

（イ）生態系機能の保全に配慮した種苗放流・資源培養技術の開発    Ａ 

（ウ）新規増養殖技術の開発                    Ａ 

（エ）病害防除技術の開発                     Ａ 

 

○業務進捗状況 

 当該項目のアウトカムは、「水産物の安定供給確保」であり、そのために「水産生物の

効率的・安定的な増養殖技術の開発」として、上記（ア）～（エ）の項目に取り組んだ

。 

（ア）の中課題は安定的種苗生産技術や環境にやさしく高品質な飼餌料の開発を目指して

いる。２１年度は種苗生産過程における初期減耗を防除するための無換水飼育法が開発

されつつあり、異体類やハタ類などで実証規模での有効性が示された。カンパチ養殖用

種苗の国産化を目指し、親魚飼育環境条件の制御で12月の早期採卵が安定するようにな

るとともに、中国産天然種苗に比べ低コストでの生産が可能となった。餌料生物の効率

的な培養法として、Ｌ型ワムシで濃縮淡水クロレラの適正な給餌量を把握し、栄養価の

高いワムシの培養技術を開発した。低環境負荷の養魚飼料開発のため、アルコール抽出

処理や発酵処理を行った大豆油かすを用いた飼料の投与法を検討し、マダイやニジマス

の生理状態及び飼育成績の改善効果を明らかにした。20課題のうち、Ｓ評価２、Ａ評価

18であり、本項目はＡ評価と判断される 

（イ）の中課題は放流効果の実証技術並びに天然集団の遺伝的多様性に配慮した資源培養

技術を目指している。２１年度はサワラで放流シミュレーションモデルを開発し、再生

産効果などを明らかにした。マツカワなどで経年的なモニタリングを行い、定量的な放

流効果を実証し、併せて放流手法・放流サイズ・放流時期など最適放流条件を把握した

。トラフグでは、遺伝情報から放流魚の再生産を明らかにし、種苗放流が資源の維持・

回復に果す役割、再生産が天然集団へ及ぼす遺伝的影響を明らかにしつつある。サクラ

マスでは遺伝的集団構造の解析を行い、北海道・本州太平洋・本州日本海の3地域間で

分化していることを把握した。また、食品添加剤を用いた標識が24ヵ月にわたり識別で

きるなど、標識技術の開発で実用化に向けた成果が得られた。16課題すべてがＡ評価で

あり、本項目はＡ評価と判断される。 

（ウ）の中課題では，種苗生産が困難な魚介類の安定的な種苗生産技術及び遺伝子情報に

基づく育種技術など新たな増養殖技術開発に取り組んでいる。２１年度はウナギでは1

00日齢までの生残率を第1期の10倍程度の向上を今期の目標とし、飼餌料、飼育方法の

改良・改善によって生残率が向上し、今期中の目標値達成の見通しを得た。また、前年
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度に引き続きマリアナ諸島西方海域で天然ウナギ調査を実施し、抱卵親魚の捕獲など画

期的な成果を得た。クロマグロでは人工採卵のために不可欠な鎮静剤による不動化技術

を開発するとともに、飼育初期の24時間照明により、仔魚の沈降防止を図ることにより

、生残率が大きく向上した。養殖対象種の新品種作出等では， ヒラメにおいてDNAマ

ーカーを用いて連鎖球菌感染症の抵抗性親魚候補を選抜でき、ブリに関しても連鎖解析

用の家系を作出した。16課題のうち、Ｓ評価3、Ａ評価13であり、本項目はＡ評価と判

断される。 

（エ）の中課題は病害防除技術の高度化を目指している。２１年度はコイヘルペスウイル

ス病で、通常感染性を持たない脳の残存ウイルスを脳組織の培養すると再活性化するこ

とを確認し、感染源となる可能性を示した。また、感染耐過魚検出のためのコイ抗KH
V抗体検出ELISAキットを完成した。異体類の未知ウイルス病で、病魚からの原因ウイ

ルス精製と全ゲノム塩基配列解読に成功しPCR等診断への道を拓いた。新たにガイドラ

インに採用された特定疾病コイ春ウイルス血症(SVC)のPCR法の検証を感染実験魚で

行い、腎臓が最適供試臓器で、特異性等に問題が無いことを示した。さらに、ヒラメの

健康診断用「抗体・プロテインチップ」を完成させその使用マニュアル作成し、普及に

向けた現場での検証の段階となった。9課題すべてがＡ評価であり、本項目はＡ評価と

判断される。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 各中課題は、中期計画通りないし計画以上に進捗している。水産生物の効率的・安定的

な増養殖技術の開発に向け、業務の達成状況もロードマップ通りと判断される。特筆す

べき成果も得られており、論文等のアウトプットも良好であることから、総合してＡ評

価とした。 

 

○下位項目 

 ウ．水産生物の生育環境の管理・保全技術の開発 

（ア）沿岸域生態系の保全・修復技術の開発                     Ａ 

（イ）内水面生態系の保全・修復技術の開発                     Ａ 

（ウ）外来生物や有毒・有害生物等の影響評価・発生予察 

   ・被害防止技術の高度化                     Ｓ 

（エ）生態系における有害物質等の動態解明と影響評価手法の高度化    Ａ 

 

○業務進捗状況 

 本項目のアウトカムは、「水産物の安定供給確保」のための「水産生物の生育環境の管

理・保全技術の開発」であり、そのため、上記(ア)～(エ)の中課題に取り組んだ。 

(ア)：沿岸域生態系の保全・修復技術の開発を目指し、２１年度は沿岸域の栄養塩等の調

査を継続し、陸起源の懸濁粒子及び栄養塩の負荷が出水期に集中することを明らかにし

、内湾の魚種別漁獲量は窒素・リンの流入負荷量との間に単峰型または正の相関を示す

ことを確認した。三重県五ヶ所湾について養殖環境簡易指標（ISL：水深×流速２） の

空間分布の計算等を実施して、水質を悪化させない養殖生産量の上限を推定した。さら

に沿岸修復技術では、枝状サンゴの幼生分散範囲が狭く地域特異性が高いこと等を確認

し、植食性魚類の影響が強い長崎県沿岸でウニ類の個体群管理によって春藻場が造成可

能なことを実証した。１小課題の進捗状況がB評価となったものの、36小課題がＡまた

はＳ評価であり、中課題は順調に進捗していると評価される。 

(イ)：内水面生態系の保全・修復技術の開発を目指し、２１年度はダム取水による減水が

生息可能面積の減少と生産量の低下という2つの要因を通してイワナの資源量減少を引

き起こすことを明らかにし、漁場環境改善のために取水量を減らす合意形成に向け、取

水の減量による発電量の減少分を金額に換算した。陸封性サケでは、ヒメマスの資源加

入過程と人工産卵床の有用性を明らかにするとともに、イワナ集団で初めて加入量・成

長・生残・総産卵数等の人口統計学的パラメータを記録した。さらに、内水面水産重要

６種の産卵床造成技術のDVDとパンフレットを作成し、関係機関へ配布した。9小課題す

べての進捗状況がＡまたはＳ評価であり、中課題は順調に進捗していると評価される。

(ウ)：外来生物や有毒・有害生物等の影響評価・発生予察・被害防止技術の高度化を目指
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し、２１年度は遺伝子組換え魚の安全性の検討及び有毒・有害生物等の分析・検出技術

の確立、出現予測技術の開発を行った。遺伝子組換え水生生物で、メダカ雌とF2雄の交

雑により得られた卵はすべて孵化までに死亡し、F2雌とメダカ雄の交雑では受精卵が得

られないこと等を確認した。日本でも初めて、コクロディニウム赤潮の種となる可能性

があるハイアリンシスト（透明シスト）の形成を確認した。大型クラゲ国際共同調査の

東シナ海における調査結果から、今年度大型クラゲが大発生する可能性をいち早く警報

として発信した。また、潜在的なカワウ被害を受けやすい場所のハザードマップを作成

し、カワウへの各種の食害対策について費用と効果を算出した。23小課題のうちＳ評価

12課題、Ａ評価11課題であり、中課題は計画以上に順調に進捗していると評価される。

(エ)：有害物質等の動態解明と影響評価手法の高度化を目指し、２１年度はイソゴカイを

用いた人工底質からの、ナフタレン、フェナントレン、ピレン及びクリセンによる複合

暴露の試験結果を解析し、取り込み速度定数や排泄速度定数を得、これらの値から生物

底質濃縮係数を明らかにした。大阪湾沿岸の表層海水から抽出した化学物質の海産藻類

、甲殻類及び魚類に対する急性毒性試験を実施し、何れも藻類に対する毒性が最も強い

ことを明らかにした。また、広島湾で採集した海水中Sea-Nine 211濃度は、0.1-58ng/L
の範囲であった。7小課題すべてがＡ評価であり、中課題は順調に進捗していると評価

される。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

  いずれの中課題も適切に設定されたロードマップに沿って実施されており、アウトカム

に向かって順調に進んでいる。また、研究体制、予算配分、進捗状況の把握等マネジメ

ントも適切に行われている事からＡ評価とした。中課題（ウ）については、多くの競争

的資金を取得し、緊急的課題にも取り組み、多くのアウトプットが得られている。 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 

・水産資源の持続的利用について、おおむね計画に沿った研究成果が挙げられている。

なかでも、ウナギ、カンパチの種苗生産技術の向上、海産魚仔魚の無換水飼育への取

り組みなど、種苗生産における研究の進展には著しいものがある。成果の公表も活発

で、現場へのフィードバックも盛んに行われていて、全体的に高く評価できる。 
・S評価が多いことは，研究の展開が実を結び，順調に発展していることを示している

．日本近海における生態系構造把握は成果が得られてきた．日本海のカタクチイワシ

と餌プランクトンとの関係を3年間にわたる調査の成果，混合域でのプランクトン調

査，東シナ海での主要魚種の卵稚仔分布マップの作成，スケトウダラやスルメイカの

資源量変動への新知見など，いずれも継続的および多数の調査が重要であることがわ

かる．海洋環境の中長期的変動にも着眼した生態系の解析もなされ，水産事業に直結

することが期待される．今後は継続調査をしつつ，過去の成果も入れたゴールの方向

を定めることが望まれる． 

データの質と量が向上しつつある中で，現存データの処理法および解析法の発展が

みられ，有用魚種およびツチクジラの資源変動や資源評価に進捗があった．資源管理

は学際的研究であり，社会的ニーズの考慮もあり，さらに高度な管理を目指して，柔
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軟な飛躍が期待される． 

・水産資源量の維持・回復技術では，周防灘での生態系構成群と漁獲圧，藻場と環境

，広域でのアワビ類幼生の移動分散，有明海のタイラギと環境など，問題解決型で成

果を出しており高く評価できる． 

・水産資源の合理的利用技術の開発では，かつお・まぐろ類，イカ類に集中し，先端技

術を積極的に導入して多くの技術開発成果が得られ，高く評価できる．特許申請は，

技術提供の利便性もあるだろうが，今後さらに増えることが望まれる． 

・増養殖の成果は確実に得られており，無換水飼育法や餌成分など，増養殖の新しい展

開に向けた取り組みは，省力・省コストかつ低環境負荷の増養殖の技術開発への取り

組みであり，高く評価できる．これらは長期にわたる検討が必要であり，継続した技

術試験を行うことが望まれる．業績もよい．生態系保全に配慮した放流技術の開発は

，時間がかかる継続による地道な研究であるが，生態への影響評価，遺伝的集団構造

の解析，成長と免疫力強化，食品添加剤を素材とした標識の効果に目立った成果が表

れ，大変順調に進捗している．トピック的要素は薄いが今後もしっかりと開発を進め

る必要がある．次にウナギの増養殖への道は着実に進められており，さらに抱卵親魚

の捕獲は水産庁の評価を高め，今後の進展を大いに期待できる．クロマグロやヒラメ

などの成果もあり，新規増養殖技術の開発は高く評価できる．病害防御技術の開発は

コイヘルペスウィルス病の感染源特定に一歩近づき，その他の病害にも多くの結果を

残している．一方で現場での診断や防御の基盤整備も進み，常に病気と闘わなければ

ならない増養殖の在り方に一石を投じている．総じて増養殖技術の開発は大変順調に

進捗している． 

・生育環境の管理・保全技術の開発は，大規模調査・研究の途上にあって部分的成果と

なる研究や，逆に小課題が多い傾向もみられるが，沿岸域や内水面は生活圏に近い場

であり，多くの課題を同時にこなす必要は理解できる．沿岸域の栄養塩等の調査，藻

場造成への各種調査，ダム取水とイワナ資源量との関係，内水面の魚類生息のための

基礎データ収集など，順調に進展している．一方，有毒・有害生物や有毒化学物質は

近年ますます注目され，その対処法の開発は急を要する場合も多い．S評価とA評価の

多さも緊急性と重要さの表れである．遺伝子組換え生物の生殖の検証，コクロディニ

ウム赤潮の原因究明の飛躍的前進，クラゲ類の大発生メカニズムの解明とその実用，

化学物質汚染水域での調査と解析，新規防汚物質等の毒性評価など，応用も踏まえて

着実に研究が進捗しており，高く評価できる． 

・資源評価に資する定量的な研究の成果が出ているようで、評価できる。 
・沿岸資源の管理に資する成果が出ている。この成果が実際に資源管理の現場で如何に反

映されているかをフォローすることも重要である。 
・漁業による環境破壊は厳に慎まねばならない。操業の効率化と混獲回避を両立させるに

は高度な技術が必要とされようが、それにチャレンジすることが水研センターに求めら

れている。引き続き、成果を上げられることを期待する。 
・種苗生産技術はわが国が世界に誇れる数少ない分野であり、特に初期餌料に関しては技

術的にも困難な課題が多いなか、順調に成果が上がっていると思う。 
・サワラのシミュレーションモデルに加えて、テレメトリー手法などで実海域の調査も行

うべきと考える。 
・ウナギ・クロマグロはこれからのわが国水産養殖の要となる魚種である。完全養殖の技

術が確立されつつある中、国の重要施策として安定的な種苗生産技術の確立と供給体制

を整える必要があろう。このための基幹的な役割を担って欲しい。 
・魚病の問題に関して、早期診断のための検査キットの開発など、所期の成果が上がって

いる。 
・三重県五カ所湾での養殖環境簡易指標を十分に評価して、全国に適応できる技術にして

欲しい。 
・内水面生態系は開発にともない極めて脆弱である。重要な課題であるが生産量が少ない

ことからともすれば見落とされがちであるが、十分業務は進捗していると思われる。 
・23 課題中 S 評価が 12 課題と、極めて順調に進んでいる。 
・食の安全性を担保する上でも重要な課題であるが、調査結果の公表に当たっては慎重に

されたい。 
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評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小川委員、荒井専門委員、窪川専門委員 
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表２ 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ２ 研究開発等の重点的推進 

 （２）水産業の健全な発展と安全・安心な水産物供給のための研究開発    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

（ア）水産業の経営安定に関する研究開発と効率的漁業生産技術の開発    Ａ 

（イ）生産地域の活性化のための水産業の生産基盤整備技術の開発      Ａ 

（ウ）水産物の機能特性の解明と高度利用技術の開発            Ａ 

（エ）安全・安心な水産物供給技術の開発                 Ａ 

 

○業務進捗状況 

(ア)：水産業の経営安定条件の解明及び漁業の経営効率の向上などに必要な漁業生産技術

の開発を目的としている。２１年度は、所得水準や労務条件以外の多様な要素も抽出し

、担い手の確保に必要な要素の定量的解析を試みた。また、国内イカ加工業と国内イカ

漁業との連携の必要性を改めて検証した。さらに、既存船の省エネ対策の一つとして船

体副部改造による効果を検証した。また、表中層トロール操業では南インド洋西部公海

域で企業的操業の可能性を確認するとともに、日本海のスルメイカ分布予測システムが

漁期の開始期及び終了期を予測することに有効であることを確認した。22小課題の評価

がすべてＡまたはＳであるため、この中課題は順調に進捗していると評価した。 

(イ)：生産地域の活性化のために必要な基盤整備技術の開発及びその手法の高度化を目的

としている。２１年度は、千葉県沿岸のキンメダイ漁場の黒潮流軸直下の水深350ｍ～3
00ｍのなだらかに変化する海底において、ハの字状、逆ハの字状の隆起した地形の前面

、あるいは背後域など、キンメダイが蝟集する場所は限られていることが明らかになり

、人工的な漁場造成が可能であることが判明した。また、銚子漁港地域をモデルとして

、漁港施設が担っている防災機能を抽出・整理して現状の機能特性を分析するとともに

、災害が発生した場合の被害低減に向けた災害復旧シナリオを構築した。さらに、時系

列的な減災対策を検討し、その実施方策や各主体間での連携方法を構築した。4小課題

のすべてがＡ評価であり、この中課題は順調に進捗していると評価した。 

(ウ)：水産物の有用な機能の解明と評価及び未利用資源等の利用技術の開発並びに品質保

持技術及び利用高度化技術の開発を目的としている。２１年度は、ホタテガイやノリに

含まれる紫外線吸収アミノ酸の香粧品への添加可能性を確認した。また、肉質評価のバ

イオマーカーを検索し，肉質軟化の分子メカニズムを明らかにした。さらに、高鮮度凍

結マグロの品質維持のための解凍法を確立し，解凍硬直と色調劣化の抑制を可能とした

。また，サンマの高鮮度維持のための冷凍回数，冷凍温度，製品包装材等の品質基準を

策定した。16小課題の評価がすべてＡまたはＳであるため、この中課題は順調に進捗し

ていると評価した。 

(エ)：水産物の種や原産地の判別技術及び凍結履歴等の識別技術の開発並びに有害微生物
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や生物毒等の防除技術などの水産物の利用に伴うリスクの低減技術の開発を目的とし

ている。２１年度は、ＤＮＡアレイ分析法の市販品・加工品への適用、鮮度や凍結保管

条件等の近赤外線分析精度に及ぼす影響等を検討し、実用レベルに近づいた。また、マ

グロ・ウニ・アサリ・養殖ブリについて、トレーサビリティー導入・普及の条件等の検

討を進め、日本型水産業に対応したシステムに必要な条件を解明し、実験的に実証し、

提案を行った。さらに、魚肉由来のメチル水銀の代謝及び蓄積機構等の解析を行うこと

により、解毒の分子機序が解明されつつある。８小課題の評価がすべてＡまたはＳであ

るため、この中課題は順調に進捗していると評価した。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 上記のように、いずれの中課題も計画通りに順調に進捗しており、ロードマップが適切

に設定されていること、アウトプットが順調であること、進行管理も適切であることな

どを総合してＡ評価とした。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 

・後継者対策、産地からの販売強化、地域水産物のブランド化など、水産業経営を社会

科学的に分析し、利益性の高い産地形成に積極的に取り組んでほしい。より現場に近

い都道府県とさらなる連携を考えてもよいのではないか。 

・国民の関心の高い、水産物のトレーサビリティーや安全性に対して、多くの成果が上

がっていて、国民のニーズにこたえていると高く評価される。 

・水産物の機能解明や品質保存技術の改良についても、十分な業務実績が上がっていて

、成果の公表も盛んに行われており、十分評価できる。 

・水産業の経営安定と効率的漁業生産技術の開発のために，国内加工業と国内漁業の連

携構造の検証，魚場形成予測情報システムの構築，さまざまな大型・中型操業システ

ムや漁法の開発，省エネ漁船への改良など，特に省人省力省エネと，明確な目標のも

とに多くの技術開発がなされた．自然を相手とする水産業の現場では，これらの前進

は高く評価でき，S・A評価の多さも納得できる．しかしながら，実用化の定着には時

間が必要であり，さらなる前進を期待する． 

・生産基盤整備では，魚場の詳細な調査と解析，漁港の防災機能に着目した施設整備の

検討，藻場・干潟等の再生への調査がなされた．調査研究の対象の選択は的確であり

，基礎情報の積み上げは着実になされており，順調に進捗している． 

・水産物から得られる様々な生体物質を有用な利用に供する研究が，順調に進展してい

る．蓄養技術の開発への貢献もみられる．分析・測定方法の精度・確度がそれらの研

究には重要である．そこで共同研究や受託研究で多くの協力者を得て幅広く研究を展

開し，開発の精度・確度を高めることも視野に入れ，今後に期待したい． 

・安全・安心な水産物供給技術の開発は地味であるが，必須の研究開発である．鮮魚1

尾ずつを識別するトレーサビリティー試行，凍結履歴判別法の確立，漁港・産地市場

での使用海水中の滅菌法の開発，貝毒除去，マグロ類などのメチル水銀摂取問題の解

明など，どれ一つをとっても国民に役に立つ研究開発であり，慎重かつ速やかに進展

することを期待したい． 

・定量的解析は重要であり、今後も詳細なデータ解析を続けて貰いたい。 
・実際の海域における地形と海洋構造の比較検討は重要であり、他の海域、漁場における

比較検討も必要だと思う。また、漁港の防災対策は東海・東南海地震など大規模な災害
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が予想される地域では計画的に進めるべきで、そのための技術開発は重要である。 
・水産物の高度利用技術の開発は、付加価値を高めるためにも重要な課題である。紫外線

吸収アミノ酸などの成果が得られており評価できる。 
・日本型水産業に対応したトレーサビリティーの実証は重要であり、今後は普及を目指し

た取組に期待したい。 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小川委員、荒井専門委員、窪川専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ２ 研究開発等の重点的推進 

 （３）研究開発の基盤となる基礎的・先導的研究開発及びモニタリング等    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

（ア）基盤となる基礎的・先導的研究開発                  Ａ 

（イ）地域活性化のための手法の開発及び多面的機能の評価・活用技術の高度化 Ａ 

（ウ）主要水産資源の調査及び海洋環境等のモニタリング           Ａ 

（エ）遺伝資源等の収集・評価・保存                    Ｓ 

（オ）さけ類及びます類のふ化及び放流                   Ａ 

 

○業務進捗状況 

  本項目のアウトカムは、「水産業の健全な発展と安全・安心な水産物供給を支える基礎

的・先導的な研究開発及びモニタリング等」であり、そのために上記（ア）～（オ）の

項目に取り組んだ。 

（ア）では、海洋環境と資源変動との関係把握、海況予測モデル開発や地球温暖化影響評

価、水産生物ゲノムや海藻等のバイオマス資源化等の基盤技術開発を目的としている。

２１年度は、海況予測モデルの精度を向上させた。また、温暖化影響対策として魚類や

ノリの適応技術開発を進めたほか、マイワシの資源増大期の海況特性を解明した。基盤

技術開発では、安価・小型機器によるクジラ類の追跡技術を開発した。バイオマス資源

化では、海藻分解菌の分解酵素遺伝子を解析した。その他の研究開発についても、計画

通りもしくはそれ以上の進捗であった。37小課題のうちＳ評価が13、Ａ評価が24とさ

れたことから、本項目もＡ評価と判断される。 

（イ）では、地域特性を活かした地域活性化手法と多面的機能評価手法の開発を目的とし

ている。２１年度は地域特産品としてのカタクチイワシの処理加工技術において、加工

機械の改良とすり身の品質を確認した。水産業や漁村の持つ多面的な機能については、

アユの摂餌活動による水質改善費用やアサリ等の沿岸資源が社会教育や環境保全等へ

果たす効果を評価した。8小課題のうちS評価が2、Ａ評価が6とされたことから、本項目

はＡ評価と判断される。 

（ウ）では、長期モニタリングによる海洋生態系データベースの構築、放流効果の実証や

国際資源調査研究を目的としている。２１年度はさけ・ます漁業30年分の海洋調査デー

タ整備やブリ漁獲が短期沿岸水温変動と相関することを明らかにした。また、放流種苗

のサイズと回収率の関係や食害防止方法を開発した。さらに、我が国周辺水域の重要魚

種52種84系群について資源評価を行い、説明会等を通じて広報に努めるとともに、かつ

お・まぐろ類等の科学的知見を国際会議で報告した。8小課題すべてがＡ評価とされた

ことから本項目もＡ評価と判断される。 
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（エ）では、産業上重要な水産生物遺伝資源の特性調査・長期保存と配布を目的としてい

る。２１年度は配布可能な藻類・微細藻類を23点増やしたほか、有償で27点の配布を行

った。今期の目標は100点の配布であり、既に有償で111点配布し目標を達成した。小

課題での進捗状況は、S評価とされており、本項目における進捗状況もS評価と判断され

る。 

（オ）では、さけ・ます類の持続的な個体群維持と資源状況把握を目的としており、これ

らのふ化放流については、毎年度、水産資源保護法（昭和26年法律第313号）に基づく

ふ化放流等を実施することになっている。２１年度は、河川別に全ての幼稚魚に耳石温

度標識を施し数値目標通りの放流を実施した。この結果、2小課題すべてがＡ評価とな

ったため、本項目もＡ評価と判断される。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 当該項目を構成する各下位項目のアウトカムの把握は適切であり、ロードマップの設計

と出口は適切に計画されている。進捗状況については、上記のように、中期計画通りな

いし計画以上に進捗しており、業務の達成状況もロードマップ通りであると判断される

。各小課題の評価結果はＳが16、Ａが40であり、総合するとＡ評価とした。 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 

・海洋における様々な事象のモニタリングやモデリング、水産生物のゲノム解析、水産

資源の利用等に関する基盤的研究に十分な成果を上げていると評価できる。 

・水産業や漁村の持つ多面的な機能を積極的に評価することは、水産業や漁村の活性化に

つながると考える。これまで見過ごされていた、または重要視されてこなかった機能等

を掘り起こし、低下した機能を回復させるなど、その機能に付加価値を与えるような取

り組みをさらに強化してほしい。 

・海洋環境や水産資源に関するモニタリングは、それを継続することによって研究の基礎

データとしての価値が生じるわけだから、引き続き欠かさずにモニタリングを継続して

ほしい。 

・重要水産生物資源の保存は、遺伝育種や他の応用研究に多大な貢献をすることが期待

されるので、今後、さらに充実してほしい。 

・さけます放流に関しては、資源維持のための業務にとどまらず、全個体を標識して放

流することによって、海洋における分布や回遊に関するデータが得られていることを

評価する。放流によってサケマス資源管理に資する新たな情報が得られていることか

ら、研究としての本事業の側面を明確にする必要がある。 

・基礎的・先導的研究開発は，海洋環境測定，海況予測モデル構築，遺伝子解析，音響

による種判別技術開発など，広い分野にわたっている．それぞれは順調に成果を出し

ており，S・A課題も多く，特許2件の取得や多数の学会発表などにみられる活発な研

究の展開があり，個々の基礎研究の十分な進捗がみられる．一方，他機関との連携の

増加，研究開発後の利用目的の精査にも，一層の基礎研究の発展に向けて，今後の飛

躍を期待したい．  

・地域活性化は最近の不況傾向もあり，重要事項に位置づけられるが，その実行は容易

ではない．その中で，カタクチイワシの有効利用法の開発，アユの生態とそれを取り

巻く環境や経済価値との評価方法の開発，内湾域の沿岸資源の評価など，地域に密着

した評価を行い，順調に進捗していると言える． 

・長期モニタリングは，調査を継続しながらデータを整備し，さらにその過程で調査項

目が増えたり精度のよい調査方法に移行したりなど，常に前進している．さけ・ます

漁業30年分の海洋調査データ整備など，蓄積されたデータの解析と有効利用をさらに

進められたい．データの公開も順調であり，国内だけでなく国際的にも貢献している
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．総じて高く評価できある． 

・藻類・微細藻類，微生物のサブバンクのアクティブコレクションの配布は有償・無償

ともに順調に伸びており，この事業の成果は高く評価できる．コレクションの付帯情

報の質の高さも評価されていると考えられ，さらなる発展が期待できる．小課題1件

であるが，S評価に同意する． 

・ふ化放流事業は順調に行われ，幼稚魚への耳石温度標識による新たな調査の準備もで

きている．業績は発表誌の選択や学会発表への積極的参加で今後得られていくであろ

う．事業は順調に進捗している． 

・海況予測モデルの精度向上に関して、どの程度精度が向上したのか評価はどのようにな

っているのかを明確にすべき。 
・加工機械と改良すり身の品質を確認した、とあるが、確認した結果、その評価は良かっ

たのか悪かったのかを明確にすべき。 
・長期モニタリングは継続していくことに意味があり、性急な成果を期待するべきではな

い。しかし、データベースを構築していくことは重要であり、評価できる。 
・遺伝子資源の確保は国が責任をもって行う事業であり、水研センターとして着実に目標

を達成していることは評価出来る。 
・法に基づく事業を着実に行っている。また耳石温度標識の採捕結果など、今後の研究に

期待したい。 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小川委員、荒井専門委員、窪川専門委員 
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別表２ 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ３ 行政との連携    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

 なし 

 

○業務進捗状況 

・水産庁の行政施策に応えるため企画提案し、２７件の委託事業を受けた。このうち「我

が国周辺水域資源調査推進委託事業」においては、実施要領で定める魚種について、都

道府県試験研究機関を含む調査体制を構築し、精度の高い資源調査の実施及び資源管理

に必要な的確な資源評価を行うとともに、関係者へこれらの科学的データ・知見に基づ

いた資源管理上の指導・助言、資源状況に関する情報提供を行ったほか、「大型クラゲ

発生源水域における国際共同調査」や「新たなノリ色落ち対策技術開発」等において、

水産行政施策の推進に対応した。 

・農林水産省の行政施策に応じ、3件の委託事業を受けた。このうち「貝毒安全対策事業

」においては、二枚貝の毒化原因種としての危険性を詳細に把握し，有毒プランクトン

をモニタリングする際の基礎的知見を整理したほか、「魚類防疫技術対策事業」等にお

いて、消費・安全行政施策の推進に対応した。 

・行政施策推進上必要として行った調査船開洋丸・照洋丸の資源調査航海に、水産庁から

の依頼により研究者を派遣し、調査に参加するとともに、「大型クラゲ各種委員会」、

「国際捕鯨委員会(IWC)」、「大西洋マグロ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）」等国際

交渉等に積極的に対応し、水産政策の立案及び推進において、科学技術的側面から助言

、提言を行った。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

  水産庁等からの要請に的確に対応し、行政との連携に努め、計画が順調に進捗したこと

から、Ａ評価とした。 

 

 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  
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評価結果） 

 

 

 

（所  見） 

・行政サイドからの要請に対し、的確に対応していると認められる。 

・行政との連携は，滞りなく行われている．順調に進捗している． 
・水産庁および農林水産省からの委託事業を着実に実施しており、行政との連携はなされ

ている。 
 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

 小川委員、荒井専門委員、窪川専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ４ 成果の公表、普及・利活用の促進    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保              Ａ 

（２）成果の利活用の促進 

  ア 研究開発等を成果の活用・普及及び事業化まで 

    見据えた取り組みとするための活動                Ａ 

  イ 単行本、マニュアルの刊行                    Ｓ 

  ウ マスメディア、ＨＰ等での主要な研究成果の積極的広報       Ａ 

  エ  ＨＰアクセス件数の確保                     Ｓ 

  オ 継続的なデータベース化                     Ａ 

  カ 成果の基準・指針等への反映                   Ａ 

  キ 成果発表会の開催                        Ｓ 

  ク 研究所公開                           Ａ 

  ケ 日光庁舎の観覧業務の実施                    Ａ 

（３）成果の公表と広報 

  ア 成果の積極的広報                        Ａ 

  イ シンポジウムの開催                       Ａ 

  ウ 論文公表及び研究報告の発刊                   Ａ 

   エ 技術報告の刊行                         Ｓ 

   オ 広報誌の発行                          Ａ 

   カ ニューズレターの発行                      Ａ 

   キ メールマガジンの発信                      Ａ 

   ク 技術論文誌の創刊                        Ａ 

   ケ 教育活動への協力                        Ａ 

  コ 問い合わせを通じた研究成果の広報                Ａ 

  サ 海洋水産資源開発事業で得られた結果の情報提供と報告書の発行   Ａ 

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進                 Ａ 

 

○業務進捗状況 

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保 

・研究所等においては、本部広報室と広報併任者等を中心とした対応窓口及び対応手順を

明確にする等の適切な説明体制をとり、取材報告をデータベース化し対応内容を共有し

て外部への説明を適切に行った。 

・広報誌（ＦＲＡＮＥＷＳ）、ニューズマガジン(おさかな瓦版）、メールマガジン(おさ

38



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かな通信）の発刊や、ホームページ、プレスリリース、ミュージアムでの夏休み展示、

アグリビジネス創出フェア、農林水産祭、食のブランドニッポン等の関係機関が主催す

るイベントへの出展、センター主催の成果発表会等において、センターの実施している

研究内容等を積極的に展示・説明した。 

・広報誌や成果発表会等でアンケートをとって意見や要望を聴取した。 

・地方公共団体、民間等との連携を強化することにより、地域や産業界等のニーズを的確

に収集・把握するため、研究開発推進会議や専門特別部会等を開催し、研究情報の共有

を図るなど、研究開発に反映させた。 

（２）成果の利活用の促進 

・現場への成果の普及促進及び現場の意見等を研究開発の企画立案に資するため、業界や

地域住民を対象とし、地域に密着した地域水産加工セミナー（石川県七尾市、長崎県長

崎市）や出前講義等を実施した。 

・水産技術交流プラザでは、「省エネ技術」や「安全で安心な養殖技術」など業界や地域

の関心が高いテーマを設定し、技術交流セミナーを５回開催した。また、アグリビジネ

ス創出フェアやジャパン・インターナショナル・シーフードショーに出展し研究成果の

普及に努めた。 

・センターの保有する特許等知的財産については、利用しやすいようにホームページや冊

子「特許・技術情報」により発信し、企業化等を進めた。 

イ) 水研センター叢書としてプロジェクト研究成果をまとめた「地球温暖化とさかな」等

2冊を出版した。 

ウ）クロマグロゲノム解読やウナギの産卵回遊調査結果など、主要な成果について、報道

関係者にレクチャーを行った。大量発生した大型クラゲの状況・予測や対応について水

産庁と連携して勉強会を開催したり、マスコミ乗船調査を実施した。 

エ) ホームページへは年間で34万2,717件のアクセスがあり、成果の普及やセンターの活

動への理解促進に貢献した。 

オ) 新たな研究成果等の情報を水生生物情報データベースに組み入れるなど、継続的なデ

ータベース化を実施した。また、水生生物情報データベースに対する外部攻撃があり、

収録されている個人情報（ログインID、パスワード、E-mailアドレス）の漏えい被害

が確認されたことから、データベースの稼働を停止し、情報漏えい対象者に情報漏えい

の連絡と注意喚起を行うとともに、所定の手続きにより水産庁関係部局に報告を行った

。さらに、今後の外部攻撃を防止するために、プログラムの改修及びシステムの再構築

を行い、外部攻撃による被害防止対策措置を講じた。 

カ) 水産庁委託による、「我が国周辺水域資源調査推進委託事業」等により得られた、精

度の高い資源調査結果及び資源管理に必要な資源評価結果や、「大型クラゲ発生源水域

における国際共同調査」等において得られた最新の情報について、水産庁と共同で広報

を行うとともに、関連する指導・助言・情報提供を行うことにより、水産行政施策の推

進に対応した。 

・大量かつ広範囲に出現した大型クラゲへの対応として「大型クラゲ発生源水域における

国際共同調査」の実施及び漁具改良マニュアルの第４版を作成した。 

・国際資源について資源評価をとりまとめホームページ等で公表し、水産庁の国際交渉に

おける科学的情報として活用されるよう努めた。 

・各種講習会で、平成２０年度に作成したパンフレット「漁船漁業の省エネルギー」をテ

キストとして使用し、漁船漁業の省エネルギー技術の啓蒙普及に務めた。 

キ) 平成２１年１０月２８日に、都内で「探り、知り、そして活かす水産研究」をテーマ

として成果発表会を開催し、約200名の参加者を得た。また、日本海区水産研究所、養

殖研研究所、開発調査センターでもそれぞれテーマを決めて成果発表会を実施した。

ク) 各研究所・支所で近隣の一般市民を対象とした一般公開を実施し、合計約6,700人の

来場者にセンターの活動を知ってもらい、水産研究への関心を高めることに貢献した。

・各研究所や栽培漁業センター等で漁業者や関係団体、一般等を対象とした出前講義や来

所見学への対応を行った。 

・さけますセンター千歳事業所構内に設置されている「さけの里ふれあい広場」（体験館

・展示館）では、通算入場者10万人を突破した。年間入場者数は5,020人であった。つ

くばリサーチギャラリーでは、ウナギ産卵回遊調査の様子を映した動画を流したり、可
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能な限り新しい研究成果をパネルとして展示できるように展示内容の見直しを行った。

ケ）「さかなと森の観察園」は、7月に開催された世界生物オリンピックのエクスカーシ

ョンの対象に選定され、世界56カ国から約230人の高校生が訪れた。 

・園内にある「おさかな情報館」には『「海とさかな」自由研究・作品コンクール』で理

事長賞を得た作品を展示するなど、子どもが関心を持ちやすい展示に努めた。年間入場

者数は23,780人であった。 

（３）成果の公表と広報 

ア) 主要な研究成果等のプレスリリースを67件行った。また、プレス関係者との懇談会を

通じてセンターの主要な成果の紹介を行った。 

イ)ゲノム研究については、シンポジウム「海洋ゲノム情報を活用した革新的食料生産技

術の開発」他1件を実施したほか、農林水産省技術会議事務局のプロジェクト研究成果

としてシンポジウム「クラゲの海からさかなの海へ」、「地球温暖化と農林水産業」を

開催した。 

ウ) 学会誌等で417編の論文（査読あり、共著含む）を公表した。 

・水産総合研究センター研究報告を2回発行した。 

・これまでの研究業績については、日本農学進歩賞を含め、18件の学会賞・論文賞を受賞

した。学会発表については、海外を含め3件のベストプレゼンテーション賞を受賞した

。 

エ～ク) 広報誌・ニューズレター・研究報告・技術報告・事業報告書等の印刷物は計画に

添って順調に発行したほか、メールマガジン等のネットワーク情報ツールを用いた情報

発信を計画通り行った。技術論文誌「水産技術」は第2巻1号及び2号を発行した。 

ケ) 小学校から大学まで水産業や水産研究に関する出前講義を実施したほか、栽培漁業セ

ンターを中心に中学生等の職場体験に協力している。また、さけますセンター、中央水

産研究所では高校生向け合宿科学学習プログラム「サイエンスキャンプ」を実施し、青

少年の育成活動に努めた。 

コ) マスコミ等の各種機関や一般からの問い合わせ(1,058件)に対応、また写真・映像の

貸し出し(113件)を行うなど、研究成果の広報活動に努めた。 

サ) 海洋水産資源開発事業の調査で得られた結果を取りまとめ、関係漁業者等へ情報提供

するとともに、調査報告書を11編発行した。 

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進 

・職務発明届が出された研究成果は16件あり、センター知的財産ポリシーに従い、特許等

として権利化し実施許諾先の企業活動を通して普及をはかる必要があると判断した職

務発明を15件出願した。海外については、PCT出願を3件行った。 

・センターが保有する公開可能な知的財産権について、ホームページによって情報開示す

るとともに、水産技術交流セミナーを5回開催したほか、アグリビジネス創出フェアー

・シーフードショー(東京・大阪）に出展し、積極的に宣伝活動に努め、利活用を図っ

た。また、TLO（技術移転機関）を活用して民間への利活用を図った。 

・特許権等実施契約については、新たに3件実施契約を締結したほか、技術援助契約とプ

ログラム著作権利用許諾契約を新たに締結した。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

  刊行図書については目標(1回以上)を上回っていること、ホームページアクセスは目標(

15万件以上)を大幅に上回っていること、成果発表会は目標(1回以上)を大幅に上回っ

ていること、技術報告の刊行数は目標(1回以上)を上回っていることから、それぞれＳ

評価とした。また、下位項目の積み上げにより、本項目についてはＡ評価とした。 
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上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 

・様々な機会をとらえて研究成果を活発に一般に公開していて、参加者からの反応もア

ンケート調査等によって把握し、双方向のコミュニケーションが確保されている。 

・研究成果の論文による公表数が目標値を大きく上回り、研究活動が活発に行われてい

る。 

・広報誌やホームページ（ＨＰ）など、さまざまな媒体と機会をとらえて成果の公開が

盛んに行われている。特にＨＰへのアクセス数が目標の２倍を超えていることなど、

一般市民から専門家までの幅広いニーズにこたえ、広く情報提供が行われている点は

高く評価される。ＨＰへの攻撃があったとのことだが、今後も一層の情報管理をお願

いしたい。 

・今後も研究成果のデータベース化を進め、有用な情報提供につとめてほしい。 

・それらの中の項目が細分化され，評価もなされているが，総じて「成果の公表、普及

・利活用の促進」の目覚ましい進展がみられ，評価も高い．研究機関は競って成果の公

表をしている中で，重要な成果をタイミング良く出すことが最重要であり，その点は計

画には入っていないが，劇的に改善され，進捗状況は大変よい．多くの項目がＳ評価に

相当するが，事項が多いため，総じてＡ評価とした． 
・国民との双方向コミュニケーションは，多面的な方策がみられ，外に向けた説明の適

切化，紙媒体やインターネットやメールによる発信，アンケート等による意見の収集

など，多くの実績を挙げた．順調に進捗している．今後は効果の分析にも力を入れ，

効率的な方策の選択も考慮した進展を期待する． 

・成果の利活用は，多くの目標項目からなり，それぞれに目標は達成している．水研セ

ンター叢書2冊の出版は成果として大きく，内容も若い世代向けの工夫がなされてい

る．データベースの充実は期待されるところである．個人情報漏えいもその後の対応

が的確になされ，評価できる．冬期の来場者が少ないさけますセンター千歳事業所や

日光庁舎の施設活用も順調に伸びている．ホームページのアクセス数が多いことも，

多くの広報活動を行っている成果として特筆できる．総じて計画を大きく上回って進

捗している． 

・成果の公表と広報は，いずれの項目の目標も達成し，大いに上回っている項目もある

．センター主催のシンポジウムはタイムリーで興味深い主題を取り上げ，回数も多く

，高く評価できる．第2回，3回と同タイトルでの継続も考えてはどうだろうか．論文

数は共著を含むが，数は十分目標を達成している．今後は日本語の短い論文でも筆頭

著者で出せるように組織の支援も期待する．また研究への支障とならないよう配慮し

た広報活動は奨励され，プレスリリースなどの増加による活発化は高く評価できる．

航海のまとめと調査報告書の発行は順調に進捗している． 

・特許等は順調に出願に努め，TLOによる民間への利活用も行っている．順調に進捗し

ている．今後もさらに積極的かつ的確な知的財産の利活用を進めるよう期待する．水

産技術交流プラザの「特許・技術情報」は一般にも分かり，大変よい冊子である． 

・各種の広報誌を定期的に出版されている。また、その内容にも工夫がなされており評価

できる。それぞれの記事に対する読者の反応など、定期的にアンケート調査を行うなど、

紙面の充実に努力されたい。 
・各種のイベントを企画・実施しており、評価できる。 
・数値目標も達成されており、評価できる。マスコミ等からの問い合わせ件数は、他の研

究機関と比較しておそらく多いと思うが、特にどのような問い合わせが多いのかなど、
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内容を分析すると、今後の広報活動の参考になるのではないか。 
 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

 小川委員、荒井専門委員、窪川専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 ５ 専門分野を活かしたその他の社会貢献    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

（１）分析及び鑑定（研究管理課）                   Ａ 

（２）講習、研修等（研究管理課）                   Ｓ 

（３）国際機関、学会等への協力                    Ａ 

  ア 国際機関及び国際的研究活動への対応              Ａ 

  イ 学会等学術団体活動への対応                  Ａ 

（４）各種委員会等                          Ａ 

（５）水産に関する総合的研究開発機関としてのイニシアティブの発揮   Ａ 

（６）カルタヘナ法への対応                      Ａ 

 

○業務進捗状況 

（１）分析及び鑑定 

・専門的な知識や技術を活かして144件の分析・鑑定を実施した。 

（２）講習、研修等 

・諸機関を対象として資源管理等の講習会や研修会を55回開催した。 

・センターが持つ高度な学術、技術を普及するため各種講習会に講師 291名を派遣すると

ともに、国内外からの研修生等を219名受け入れた。 

３）国際機関、学会等への協力 

ア)国際機関との連携を強化するため、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）、東南アジア漁業開

発センター(ＳＥＡＦＤＥＣ)養殖部門(ＡＱＤ)、海洋水産資源管理開発部門(ＭＦＲＤ

ＭＤ)、北太平洋遡河性魚類委員会(ＮＰＡＦＣ)へ職員を引き続き派遣した。 

・ＳＥＡＦＤＥＣ等の要請に応じて、職員を専門家として海外へ派遣した。 

・国際的研究活動を推進するため、国際共同研究等２０件、国際ワーク ショップ・シン

ポジウム11件を実施した。また国際学会・集会等にも審査委員会により計画的に職員を

派遣、国際交流、人材育成に努めた。 

・北太平洋の海洋科学に関する機関(ＰＩＣＥＳ)年次会議、天然資源の開発利用に関する

日米会議（ＵＪＮＲ）等に職員を派遣し、国際会議の活動に積極的に貢献した。 

・水産庁からの補助を受け大型クラゲに関する国際共同調査を関係国と連携して実施し、

成果は国際ワークショップを開催して公表した。 

イ) 日本水産学会等に研究成果を報告するとともに、シンポジウム等の運営に協力するな

ど、学会等の諸活動について積極的に貢献した。 

（４）各種委員会等 

・国等が主催する各種委員会の委員等への就任・出席依頼に積極的に対応し、本年度は、
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延べ377名を派遣した。また、６月には、依頼出張受入規程を制定し、その円滑な運用

に努めた。 

（５）水産に関する総合的研究開発機関としてのイニシアティブの発揮 

・研究開発コーディネーター等による情報収集をもとに、「天然日本ウナギの資源生態に

関する調査」等のプロジェクト研究の成果等を積極的にプレス発表した。 

・海洋環境モニタリング情報等を収集し、各種データベースを構築するとともに、ホーム

ページで迅速に外部に提供し、データの効率的利用を促進した。 

・ＦＡＯほか4国連機関が組織し、11国際機関と45カ国が運営に協力する、汎世界的な水

産海洋学術情報のデータベースである、Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts

「ＡＳＦＡ」については、センターが我が国のナショナルセンターを担った。９月にイ

ンド・ゴアで開催されたASFA諮問会議へはJapan Reportを提出した。 

・地方公共団体、民間等との連携を強化するため、北海道、東北等8つの地域ブロック及

び２つの共通分野の研究開発推進会議と6つの専門特別部会(水産工学、養殖等)を開催

し、農林水産省の事業等への共同提案課題の検討を行った。 

（６）カルタヘナ法への対応 

・遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく立入検査等

について、農林水産大臣からの指示は無かった。 

・環境省から水産庁を通じ遺伝子組換え体が疑われる魚について、遺伝子を組換えた生物

であることを確認するための検査について準備の要請があり、準備した。実際の検査依

頼は無かった。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

  講習会や研修会については、目標(25回以上)を大幅に上回っていることから、Ｓ評価と

した。また、下位項目の積み上げにより、本項目についてはＡ評価とした。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 

・様々な形で、国内、国際的に社会貢献が行われていることを高く評価する。 

・分析および鑑定での社会貢献は十分に行われているが，依頼元がさらに多様になるこ

とを期待する．144件の多さは評価できる．  

・講習，研修会の実施と講師派遣は数多くなされており，各種研修生の受け入れも積極

的である．特筆すべきは，積極的に多数のインターン実習生等や外国人研究生の受入

およびJSPSの特別研究員の受入を行っており，若い世代への水産業への理解を高める

上で重要なことである．進捗状況は高く評価される． 

・国際機関への派遣や国際会議・委員会への参加は，研究機関で急増している業務であ

り，国際研究集会への派遣や外国人研究者来訪などの国際交流が積極的になされてい

る．国内の主要学会での活動も継続して行われ，国内外の研究交流や専門からの協力

は順調に進められている． 

・委員会等への出席も多く，社会的貢献は大きいが，職員の負担増にならないように必

要最低限の人数構成で臨む工夫も今後の課題であろう． 

・大型プロジェクトの推進，大規模データベース構築と公開，他機関や民間等との連携

体制の作出で，イニシャティブを取り，順調に進捗している．いずれの要素も今後の

水産学・水産業の中心となる上で重要な展開であり，さらなる発展を期待する． 

・水研センターからの講師派遣に関する規定を制定し、積極的な講師派遣を行っているこ

とは評価できる。ただ特定の研究者への講師派遣依頼が集中するなど、おそらく運用に

当たっては様々な問題もあろうかと思うが、今後とも一般の社会への水研センターの認

知度の向上に役立つことであるので、引き続き積極的な対応をお願いしたい。 
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評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小川委員、荒井専門委員、窪川専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 １ 予算及び収支計画等    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

２０／１００ 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

 なし 

 

○業務進捗状況 

・平成21年度予算のうち、運営費交付金を充当して行う事業については、一般管理費対前

年度比3%、業務経費対前年度比１％、統合に伴う減額等により削減した予算をもとに、

一般管理費は前年度に対する削減率を目標にコピー経費などの削減を図り、業務経費は

研究課題採択方式による査定により一層の精査を実施した。平成21年度の一般管理費の

対20年度予算ベース比は94.12％、業務経費は99.24％であり、平成21年度においては

、これらの予算を基に適切に執行を行っており、効率化目標は確実に達成している。

・具体的には、運営費交付金の執行率（当期振替額と当期交付額の比）は、法人全体では

92.25％、試験研究・技術開発勘定では92.85％、海洋水産資源開発勘定では89.20％で

あった。 

・海洋水産資源開発勘定の執行予算の約半分は自己収入予算によるものであり、執行にお

いてはその自己収入予算を優先的に使用することとしていること、支出についても大き

な位置を占めている価格変動の激しい船舶燃油が比較的低位に推移したことなどによ

り、結果的に、当年度の運営費交付金の執行率が90%を切ることとなったものである。

当該交付金の執行状況(89.20%)が業務運営に与えた影響については、当該業務の評価

結果（研究課題単位ではＡ評価以上）などから判断して、なかったと考えられる。 

・人件費については、「行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）」を踏まえ、

業務及び組織の合理化、効率化を推進することにより、最終年度となる平成22年度に平

成17年度人件費から５％以上の確実な削減となるよう計画的に取り組んでいるところ

である。平成21年度においては、対17年度比94.5％となった。 

・契約事務の合理化・効率化を図るため、次の取組を実施した。 

（１）複数年契約を適切に実施することとし、契約事務取扱規程を改正（平成21年12月1

日付け）し、複数年契約に係る取扱基準を明確に定めた。平成21年度においては、平成

22年度から始まる契約の一部で複数年契約の拡大を行った。 

（２）平成21年度は、類似案件の取り纏めを行い、これまで少額随契となっていた契約案

件を一般競争入札へ移行するなど、契約事務の効率化と競争性・透明性を確保するため

の取り組みを実施した。この結果、20年度に3カ年分を一括計上した船舶建造費補助金

で契約した船舶建造契約 3件5,026,327千円を20年度契約から除き、20年度と21年度の

対比を行うと、一般競争入札における件数の割合は20年度の約44％から約47％に増加

、金額の割合は約39％から約47％に増加した。 

（３）１者応札・１者応募の改善に向け、「１者応札・１者応募に係る改善方策」を定め
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（平成21年7月作成)、①公告期間等の十分な確保、②情報提供の拡充、③業務内容の明

確化、④業務準備期間の十分な確保など、１者応札を防止し競争性を確保するための取

り組みを実施した。この結果、一般競争入札における１者応札の割合は、20年度の約3

6％から21年度の約28％に減少した。 

（４）契約事務の適切な実施を確保するため、これまで事後審査のみだった競争入札等推

進会議の審査項目に事前審査の項目を加え(平成21年12月1日改正）、一定金額（工事

、製造：5,000万円、財産購入、役務の提供等：1,700万円）以上の契約について契約

手続きに入る前に審査を実施することとし、平成21年度については9回の審査を実施し

た。 

（５）平成21年11月17日閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に

基づき、平成21年11月24日付けで設置した契約監視委員会（外部有識者４名(公認会計

士2名、ジャーナリスト1名、弁護士1名）及びセンター監事２名で構成）において、平

成20年度に締結した契約を基に契約方式等の点検及び見直しを行い理事長に報告する

とともに、点検結果を主務省に提出し、平成22年5月にセンターのホームページで公表

した。 

（６）平成20年度に作成した総合評価落札方式マニュアルの根拠を明確にするため、契約

事務取扱規程を改正（平成21年4月1日付け）し取扱基準を定めるとともに、企画競争・

公募の取扱についても基準を定めた。その結果、平成21年度は研究委託事業で総合評価

落札方式による一般競争入札を実施（1件)するとともに、企画競争・公募についても取

扱基準に従って適切に実施(176件)された。 

・「独立行政法人の職員の給与等の水準の適正化について」（平成21年12月17日総務省行

政管理局事務連絡）を踏まえて、水上等作業手当について特殊勤務手当の適切性の視点

から見直しを行い、手当創設時（昭和５２年制定: 水産庁北海道さけますふ化場）以来

、業務内容に変わりはないが、業務量が相対的に減少し、業務の実施方法にも改善が認

められたこと、設備の改善が行われたこと等の理由から、支給対象期間を２ヶ月間短縮

し、１２月から２月とすることとした。 

・福利厚生費については、国に準じた取り扱い（運営費交付金・自己収入を問わず支出は

行わない）としており、法定外福利費については、「独立行政法人の職員の給与等の水

準の適正化について」（平成21年12月17日総務省行政管理局事務連絡）を踏まえて、

永年勤続表彰に係わる副賞について、国と同様の取り扱いとすることとした。 

・収支における当期総利益47百万円は、受託事業等の自己財源による事業費の損益差47

百万円（受託事業等の自己財源により取得した資産の残存簿価相当）と、事業外収益（

生命保険事務手数料等）0.4百万円の合計額である。なお、当該利益は経営努力による

利益でないため、目的積立金は申請していない。 

・利益剰余金315百万円は、前中期目標期間積立金23百万円、積立金244百万円（平成18

、19、20年度の各年度の当期総利益の合計額）及び当期総利益47百万円により構成さ

れており、これらの大部分が、現預金の伴わない、受託事業等の自己財源による事業費

の損益差（受託事業等の自己財源により取得した資産の残存簿価相当）である。 

・試験研究・技術開発勘定での当年度の受託収入は、収入予算に対しては532百万円余り

の減となったが、政府補助金等収入は、783百万円増加しており、相対的には増加して

いる。 

・資金計画については、短期借入を行わないことを前提とし、時期によって変動が大きい

船舶関連経費や施設費支出に支障をきたすことのないよう収入、支出の管理を行った。

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 ２１年度計画に示された評価指標内容をすべて実施しているため、本項目についてはＡ

評価とした。 
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上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 

・平成21年度において、業務経費、一般管理費ともに平成20年度よりも削減した予算を

策定した。にもかかわらず、交付金に対する執行率は全体として交付金の92.25%にな

っている。この原因は、燃油価格の低めの推移もあったものとおもわれる。 

また、総務省政策評価･独立行政法人評価委員会等から指摘があった複数年契約に

ついての基準の明確化と明示、1者応札・1者応募への対策、契約監視委員会の設置な

どの取り組みをおこなっており評価できる。 

・給与や手当などについても見直しを行っており評価できる。 

・計画に基づきすべての内容を実施、処理しており充分に評価できる。 

・人件費については、対１７年度比５．５％の削減となり努力が感じられる。また、一

般管理費、業務経費の削減、効率化もなされており、申し分ない。 

・平成２１年度予算について、管理費の削減率など目標を適切に実施し、改善への努力

が行われており、評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小坂委員、横田委員、白石専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 １ 施設及び船舶整備に関する計画    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

２．０／１００ 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

 なし 

 

○業務進捗状況 

・第二期中期計画中の施設整備５ヵ年計画に基づき、水産工学研究所における海洋工学総

合実験棟曳引車速度制御設備改修その他工事を含め、本年度整備計画９案件中8案件は

計画通りに完工した。1案件については、財務省に明許繰越工事の許諾を得て、平成２

２年４月末完工予定となった。 

・年度途中に交付決定された中央水産研究所実験棟分析設備更新工事を含め、補正予算案

件3件についても、すべて年度内に完工した。 

・２０年度からの繰越を承認された案件2件については、予定通り５月末及び７月末に完

工した。 

・西海区水産研究所の陽光丸代船建造等の詳細仕様について、全体会議、各分科会により

打合せを行うとともに進捗状況を把握し、適宜修正を行い、１１月末日に起工式を行っ

た。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 ２１年度計画に示された評価指標内容をすべて実施しているため、本項目についてはＡ

評価とした。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
・進捗状況を把握し、適宜修正を行っている。 
・施設整備5カ年計画（9件中8件）、補正予算案件（3件）、繰越案件（2件）の施設整

備が計画的に行われたことは、評価できる。 

・船舶の代船建造を委員会におけるモックアップにより修正を行い、起工式を行ったこ

とは、評価できる。 

・センターが所有する施設及び船舶の将来構想に関して、産官学の関係組織と密接に連
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携協議して、我国の幅広い水産に関する調査研究開発がより一層充実して行えること

となることが望まれる。 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小野委員、安元委員、上田専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 ２ 職員の人事に関する計画    
 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

４．０／１００ 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

（１）人員計画 

  ア 方針                                        A 

  イ 人員に係る指標                                  A 

（２）人材の確保                                      A 

 

○業務進捗状況 

（１）人員計画 

ア)業務量の変化に対応した柔軟な組織運営の促進を図り、人事課において各業務部門を

統括した一元的な人事管理（人事の交流を含む適切な職員の配置）を行うことにより、

業務運営の効率的、効果的な推進を図った。 

・研究開発力強化法の趣旨に基づき、任期付研究員の採用と適切な配置について検討し、

17名の任期付研究員を採用した。 

イ) 人員に係る中期計画の円滑な推進を図るため、削減計画に基づくく人件費の範囲内で

人員を確保した。研究開発力強化法の趣旨に基づく削減の対象外となる人件費の適正な

範囲内で任期付研究員を採用した。 

（２）人材の確保 

・応募者と採用者に占める女性割合に乖離が生じないよう努めながら優れた人材を確保す

るために、国家公務員採用試験合格者からの採用、選考採用及び任期付研究員採用に引

き続き取り組んだ。また、国家公務員採用試験合格者については面接試験を受けられる

有資格者とし、国家公務員採用試験合格者以外の者にあっては、水研センターが実施す

る試験（記述式）と面接試験により合格した者を採用する、新たな採用方針を策定した

。 

・研究担当幹部職員については、定年退職者ポストを公募対象ポストとして公募を検討し

たが、今回は適当なポストがなく公募できなかった。 

・国家公務員採用試験制度の活用により研究開発職員Ⅰ種2名（内女性0名、応募者10名（

応募者中女性3名））を採用した。 

・選考採用により一般職員3名（内女性3名、応募者20名（応募者中女性9名））、研究開

発職員4名（内女性1名、応募者6名（応募者中女性1名））、技術職員1名（内女性0名

、応募者8名（応募者中女性1名））を採用した。 

・任期付研究員の人事の透明性と研究意欲を確保するため、テニュア審査制度を導入し、

その対象となる任期付研究員17名（内女性1名、応募者47名（応募者中女性4名））を

採用した。 

・研究活動の活性化を図る観点から、関係他機関と協議を行うことにより外部の研究者を
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積極的に受け入れ、地方公共団体（青森県）、独立行政法人（国際農林水産業研究セン

ター）との人事交流を行った。 

・ポストドクター派遣制度（独立行政法人日本学術振興会特別研究員）の活用により4名

を受け入れた。 

・高年齢者雇用安定法が改正された事に伴う再雇用制度により、25名を再雇用した。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

２１年度計画に示された評価指標内容をすべて実施しているため、本項目についてはＡ評

価とした。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
・外部の研究者を積極的に受け入れた、他団体、他の独法との人事交流、ポストドクター

派遣制度（独立行政法人日本学術振興会研究員）の活用などを評価した。 
・人件費削減計画の範囲内で優れた人材確保を確保するため、国家公務員採用試験合格

者からの採用、選考採用および任期付研究員採用に取り組んだこと、および新たな採

用方針を策定したことは、評価できる。 

・将来的に優秀な人材を確保するため、短期的および中長期的展望に基づいた人材確保

戦略を策定し、その戦略に基づき計画的に人材を確保することが望まれる。 

・新たな人材を公募する場合は、公募期間を1ヶ月以上設け、関連する学会ニュースや

業界誌なども活用し、可能であれば公募期間前に予告を出すなどして、出来る限り広

く公募を周知して、優秀な人材を確保することが望まれる。 

 

 

 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小野委員、安元委員、上田専門委員 
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別表２ 

 

平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 ４ 情報の公開と保護 

 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

２．０／１００ 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

 なし 

 

○業務進捗状況 

・法人や業務成果の情報について、ホームページ、機関誌等で情報公開を行った。 

・独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき３件の開示請求があり、規

程等に従い適切に開示を行った。また、情報公開ファイルの更新を行った。 

・個人情報については法律に従い保有個人情報台帳の更新等を適切に行った。また、個人

情報の取扱等適切な管理について改めて文書により徹底を図った。 

 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 ２１年度計画に示された評価指標内容をすべて実施しているため、本項目についてはＡ

評価とした。 

 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
・ホームページの更新や機関誌などで情報公開をとどこおらずに行っている。 
 

・法人や業務成果の情報をHPと機関誌などで情報公開を行い、また個人情報の適切な管

理・保護を行ったことは、評価できる。 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

小野委員、安元委員、上田専門委員 

 

別表２ 
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平成２１年度 独立行政法人水産総合研究センター業務実績評価 

基礎項目評価票 

 

 

 

独立行政法人水産総合研究センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基 礎 項 目 名       

 

 

第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 ５ 環境・安全管理の推進 

 

基 礎 項 目 の       

ウエイト数値 

 

２．０／１００ 

   
 

自己評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている 

 

○下位項目 

 なし 

 

○業務進捗状況 

・センターが平成２０年度に実施した環境配慮活動について、９月１５日付けで「環境報

告書２００９」として取りまとめ、関係諸機関に配布するとともに、ホームページ上で

公開した。 

・労働安全衛生法に基づき本部及び研究所等に使用者及び労働者の代表で構成される安全

衛生委員会を設置し、職場の安全衛生について点検・確保に努めた。 

・苦情相談窓口は各水産研究所等に設置しているが、職員の一層の利便性を考慮して、新

たに「セクシュアル・ハラスメント」の相談窓口を外部に設置した。        

             

・災害時の迅速な連絡体制の強化を促進するため、災害時の職員安否確認システムの本格

運用を開始した。平成２１年８月１１日に発生した静岡沖地震(最大震度６弱)において

、システムが正常に稼働し、該当職員の安否を確認することが出来た。 

・実験動物を用いる実験は、動物実験規程に基づき適正に実施した。 

 

○評価に至った理由 (特筆すべき事項を含む) 

 環境・安全管理の推進については、年度計画に対して業務が順調に進捗した。本項目に

ついてはＡ評価とした。 

 

上記自己評価

に対する評価

委員会におけ

る検証 

（委員会にお

ける基礎項目

評価結果） 

 

 

 

ラ ン ク

 

 

 

 

 

 Ｓ ： 計画を大きく上回って業務が進捗している 

 Ａ ： 計画に対して業務が順調に進捗している 

 Ｂ ： 計画に対して業務の進捗がやや遅れている 

 Ｃ ： 計画に対して業務の進捗が遅れている 

  Ｄ ： 計画に対して業務の進捗が大幅に遅れている  

 

（所  見） 
・新たに「セクシュアル・ハラスメント」の相談窓口を外部に設置したこと、働く人の代表で

構成される安全衛生委員会を設置していることなどを評価する。 
・環境・安全管理の推進は、環境報告書2009の公開、職場の安全衛生の点検・確保、外

部の「セクシャル・ハラスメント」相談窓口の設置、職員安否確認システムの本格運

用など、評価できる。 

・国際的に関心が高まっている海産ほ乳類などを用いて行う試験研究および動物実験は

、国内外の動物愛護団体からの妨害が予想されるため、水研センターとして的確に対
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応できるよう協議しておく必要がある。 

 

評価委員会水産分科会（委員名） 

 

 

小野委員、安元委員、上田専門委員 
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独立行政法人水産総合研究センター基礎項目別ウエイト付け一覧表

基礎項目 項 目 名 項目種類 ウエイト

20 /100第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 大 項 目

4.0 /100○ １ 効率的・効果的な評価システムの確立と反映 中 項 目

4.0 /100○ ２ 資金等の効率的利用及び充実・高度化 中 項 目

4.0 /100○ ３ 研究開発支援部門の効率化及び充実・高度化 中 項 目

4.0 /100○ ４ 産学官連携、協力の促進・強化 中 項 目

4.0 /100○ ５ 国際機関等との連携の促進・強化 中 項 目

50 /100第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関 大 項 目

する目標を達成するためとるべき措置

1.0/100○ １ 効率的かつ効果的な研究開発等を進めるための配慮事項 中 項 目

40 /100２ 研究開発等の重点的推進 中 項 目

1 22.9/100○ ( ) 水産物の安定供給確保のための研究開発 小 項 目

2 7.6/100○ ( ) 水産業の健全な発展と安全・安心な水産物供給のため 小 項 目

の研究開発

3 9.5/100○ ( ) 研究開発の基盤となる基礎的・先導的研究開発及び 小 項 目

モニタリング等

4.0/100○ ３ 行政との連携 中 項 目

2.5/100○ ４ 成果の公表、普及・利活用の促進 中 項 目

2.5/100○ ５ 専門分野を活かしたその他の社会貢献 中 項 目

20 /100第３ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画 大 項 目。）

20 /100○ １ 予算及び収支計画等 中 項 目

○ ２ 短期借入金の限度額 中 項 目 －

○ ３ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、 中 項 目 －

その計画

○ ４ 剰余金の使途 中 項 目 －

10 /100第４ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 大 項 目

2.0/100○ １ 施設及び船舶整備に関する計画 中 項 目

4.0/100○ ２ 職員の人事に関する計画 中 項 目

○ ３ 積立金の処分に関する事項 中 項 目 －

2.0/100○ ４ 情報の公開と保護 中 項 目

2.0/100○ ５ 環境・安全管理の推進 中 項 目
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独立行政法人水産総合研究センターの平成２１年度に係る

業務実績に関する評価補足資料

農林水産省独立行政法人評価委員会水産分科会



１ 平成２０年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等（政策

評価・独立行政法人評価委員会）について

平成２０年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等について（政

策評価・独立行政法人評価委員会）は、別添１により対応した。

２ 平成２１年度業務評価の取組状況について

平成２１年度業務評価の取組状況については、別添２により対応した。

３ 平成２０年度業務実績評価についての指摘（水産分科会）の対応状況について

平成２０年度業務実績評価についての指摘（水産分科会）の対応状況については、別添

、 。３のとおり取りまとめ 第３７回水産分科会にて水産総合研究センターより説明があった

４ 随意契約見直し計画の実施状況について

随意契約見直し計画については、別添４により対応した。

５ 業務実績報告書に関する国民からの意見募集について

平成２２年８月６日から１６日までの間、水産庁内にある水産分科会のホームページに

おいて、平成２１年度業務実績報告書を掲載し、国民からの意見募集を行ったが、特段の

意見は寄せられなかった 。。
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平成２０年度業務実績評価の結果等についての意見（政策評価・独立行政法人評価委員会） 

【（独）水産総合研究センター】 

【各法人共通】 

評価結果 対応状況 所見 

（契約の適正化） 

平成20年度における契約の適正化に関する貴委員会の評価にお

いて、①評価を行うにあたり監事から監査の状況についてヒアリ

ングを実施し、②評価結果において契約の適正化に関する質問お

よびそれに対する法人の回答を添付するなどの工夫がなされてい

る。 

しかしながら、農林水産省11法人(農林水産消費安全技術センタ

ー、種苗管理センター、家畜改良センター、水産大学校、農業・

食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術

研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総

合研究センター、農畜産業振興機構)の契約の適正化に関する評価

結果について、以下のとおり改善すべき点がみられた。 

  

(1)契約に係る規程類に関する評価結果 

契約に係る規程類の整備状況については、当委員会から貴委員

会に対し、平成19年度評価意見を通知しているところであり、同

意見においては、「独立行政法人における契約の適正化について

（依頼）」（平成20年11月14日総務省行政管理局長事務連絡。以

下「行政管理局長事務連絡」という。）をも踏まえて評価するこ

複数年契約を適切に実施する

こととし、契約事務取扱規程

を改正（平成21年 12月 1日付け

）し、複数年契約に係る取扱

基準を明確に定めた。平成21

年度においては、平成22年度

適切に対応された。 

別添１
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とを求めている。 

貴委員会における平成20年度評価結果をみると、貴省所管13法

人の中で、行政管理局長事務連絡において要請されている事項に

未措置のものがある11法人のうち4法人については、複数年契約に

関する会計規程等における規定状況等について、「19年度より複

数年度契約を実施しているが、21年中に会計規程等に明記する」

などの言及がなされている。 

しかしながら、７法人については、表4-(1)のとおり、例えば、

複数年契約に関する規定が会計規程等において明確に定められて

いないにもかかわらず、評価結果においては、明確な規定が設け

られていないことについて言及されていないなどの状況がみられ

た。 

例えば、独立行政法人は、国と異なり複数年契約を締結するこ

とが可能であるが、発注者の都合による契約期間中途の契約解除

が困難であるため、事業環境の急激な変化により業務の変更や休

止が生じたり、十分なサービスの質が確保できなかったりした場

合において、かえって契約の固定化による弊害を招くおそれもあ

ることから、適正な運用を図るため、複数年契約を締結する場合

の要件等をあらかじめ定めておくべきであり、その規定の整備内

容の適切性等について検証し、評価結果において明らかにする必

要があると考える。 

今後の評価にあたっては、契約の適正化を図る観点から、契約

から始まる契約の一部で複数

年契約の拡大を行った。 
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に係る規程類の整備の有無及び規定内容を把握した上で、これら

の規程類の整備内容の適切性、行政管理局長事務連絡において要

請されている事項の措置状況等について厳格に評価を行うととも

に、その結果を評価結果において明らかにすべきである。 

(2)契約事務手続きに係る執行体制や審査体制の確保に関する評

価結果 

契約事務手続きに係る執行体制や審査体制の確保に関して、農

林水産省13法人においては、表4-(2)のとおり、「契約審査委員会

」、「入札監視委員会」などの組織を設置し、このうち5法人にお

いては、外部の第三者を構成員とする組織を有しており、評価結

果において、「外部の第三者から構成される契約審査委員会にお

いて契約の適正性に関する審査が行われている」旨の言及などが

なされている。 

また、上記13法人においては、表4-(2)のとおり、「監事・会計

監査人のチェック強化」や「契約部門・原課の体制強化等」など

の措置も採られており、評価結果において、「全ての契約につい

て、監事監査において徹底したチェックが行われている」旨の言

及などがなされている。 

しかしながら、表4-(2)のとおり、以下の②～④に留意した検証

が評価結果において言及されていない等の状況がみられた。（括

弧内は該当法人数） 

①  審査体制の整備方針(整備していない場合は整備しないことと

②競争入札等推進会議で一定

金額以上の契約について、契

約手続きに入る前に事前審査

を実施することや、契約事務

における契約監視委員会の位

置付けを理解できるよう、契

約事務における一連のプロセ

スを整理した(別添参照) 

③平成21年 11月 17日閣議決定

「独立行政法人の契約状況の

点検・見直しについて」に基

づき、平成21年 11月 24日付け

で設置した契約監視委員会（

外部有識者４名(公認会計士2

名、ジャーナリスト1名、弁護

士1名）及びセンター監事2名

で構成）において、平成20年

度に締結した契約に対する契

適切に対応された。 
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した方針)(0法人) 

②契約事務の一連のプロセス(4法人) 

③執行・審査の担当者(機関)の相互けん制(3法人) 

④審査機関から法人の長に対する報告等整備された体制の実効性

確保の考え方(3法人) 

今後の評価にあたっては、法人の業務特性(専門性を有する試験・

研究法人等)、契約事務量(契約金額・件数等)及び職員規模などを

勘案した上で、当該審査体制等が契約の適正性確保の観点から有

効に機能しているかの検証結果について、評価結果において明ら

かにすべきである。 

約方式等の点検及び見直しを

行い理事長に報告するととも

に、点検結果を主務省に提出

し、平成22年5月にセンターの

ホームページで公表した。 

(3)随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関する評価結果 

随意契約見直し計画の実施・進捗状況等に関して、農林水産省

所管10法人については、表4-(3)のとおり、競争性のない随意契約

件数の削減について、法人が自ら掲げた削減目標件数を既に達成

しており、評価結果において｢契約に関しては、監事による監査及

び監査室による内部監査、契約審査委員会の点検等の取組により

、随意契約(受託研究費による研究委託費を除く随意契約によらざ

るを得ないもの)の割合が減少しており、随意契約見直し計画を順

調に進捗させていることは評価できるが、競争入札における1者応

札については原因のさらなる分析と対応策を期待する。｣など競争

性のない随意契約の見直しが着実に実施されている旨、評価がさ

れている。 

随意契約見直し計画の実施に対

する取り組みを加速するため、平

成21年度は、類似案件の取り纏

めを行い、これまで少額随契と

なっていた契約案件を一般競

争入札へ移行するなど、契約事

務の効率化と競争性・透明性を

確保するための取り組みを実

施した。 

この結果、20年度に3ヶ年分を

一括計上した船舶建造契約3件

5,026,327千円を20年度契約か

適切に対応された。 
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また、3法人の随意契約については、削減目標件数に達していな

いものの、｢随意契約により行っていた契約を見直し、平成20年度

新たに4件を一般競争入札等に移行するなど、随意契約見直し計画

の達成に向け取り組まれている。｣などの評価がされている。 

しかしながら、今後の評価に当たっては、随意契約に対する厳し

い批判があることを踏まえ、法人の取組を加速させるよう随意契

約見直し計画の実施・進捗状況等の検証結果について、引き続き

評価結果において明らかにすべきである。 

ら除いて、20年度と21年度の対

比を行うと、全件数に対する一

般競争入札件数の割合は20年

度の約44％から約47％に増加、

金額の割合は約39％から約47

％に増加した。 

(平成22年5月に公表した随契

見直し計画で、調査対象外とし

た行政財産の使用許可に伴う

財産使用料（都道府県用船）を

除いて集計したため、平成20

年度評価における集計値とは

異なっている) 

(4)契約の第三者委託に関する評価結果 

国においては、契約の第三者委託に関して、｢公共調達の適正化

について｣(平成18年8月25日財計第2017号)により、特定委託契約

を行う場合には、不適切な再委託により効率性が損なわれないよ

うその適正な履行を確保しなければならないとされており、国と

同様に独立行政法人においても適切に対処することが要請されて

いる。農林水産省所管13法人については、特定委託契約の適正な

履行確保のため、｢特定委託契約の再委託の承認・届出等を実施し

ている｣などの措置を講じているとしているが、評価結果において

特に指摘されていない  
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は、以下のような状況がみられた。 

農林水産省所管3法人については、表4-(4)-①のとおり、一括再

委託の禁止措置、再委託の把握措置について、契約書のひな型等

において措置条項を定めていないなど、その実効性が必ずしも十

分に担保されているとは言い難い状況にあるが、その原因・理由

を明らかにした上で評価がされていない。 

特に随意契約は、その者にしかできないことを理由として締結

されているものが多く、当該契約の再委託率が高い場合は、随意

契約理由との整合性に問題を生じるとも考えられ、また、関連公

益法人等との取引等の透明化が求められていることから、関連公

益法人等に対して再委託がなされるような場合、間接的に関連公

益法人等と取引があることとなるため、その状況を明らかにした

うえで評価を実施していく必要があると考えられる。 

今後の評価にあたっては、再委託の必要性等について、競争性、

透明性の確保の観点からより厳格な検証を行い、必要に応じ、改

善方策の検討などを促すとともに、その結果を評価結果において

明らかにすべきである。 

なお、一般競争入札においても、１者応札で再委託割合が高率(

50%以上)となっており、かつ同一の再委託先に継続して再委託が

されている案件がある法人について、表4-(4)-②のとおりの状況が

みられたが、これらの案件については、十分に競争の効果が発揮

されているかどうか、適正な履行の確保ができているかどうかと
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いう観点から、今後の評価にあたっては、1者応札と再委託割合の

関係にも留意をしつつ評価をすべきである。 

(5)一般競争入札における1者応札に関する評価結果 

一般競争入札における1者応札の改善方策については、｢独立行

政法人における契約の適正化について(依頼)｣(平成21年4月13日

及び7月3日総務省行政管理局長事務連絡)により、1者応札につい

て改善方策を取りまとめ、平成21年7月末までに公表するよう、各

府省を通じて独立行政法人に要請されたところであり、現在すべ

ての法人において改善方策がとりまとめられ、ウェブサイトで公

表されているところである。 

一般競争入札における1者応札に関し、農林水産省所管8法人に

ついては、評価結果において、1者応札となっている原因等の把握

がなされた上で、この改善方策の妥当性等について言及されてい

る。 

しかしながら、4法人については、評価結果において1者応札と

なっている原因等の把握がなされた上で、改善方策の妥当性等に

ついて言及されていない。 

特に、表4-(5)のとおり、7法人については、平成19年度に比べて1

者応札割合が増加しているが、うち4法人については、原因等につ

いて評価結果において言及されていない。 

今後の評価に当たっては、一般競争入札において制限的な応札

条件が設定されていないかなど、競争性・透明性の確保の観点か

１者応札・１者応募の改善に向

け、「１者応札・１者応募に係

る改善方策」を定め（平成21

年 7月作成)、①公告期間等の十

分な確保、②情報提供の拡充、

③業務内容の明確化、④業務準

備期間の十分な確保など、１者

応札を防止し競争性を確保す

るための取り組みを実施した。

この結果、一般競争入札におけ

る１者応札の割合は、20年度の

約37％から21年度の約29％に

減少した。 

また、１者応札の改善に向けて

入札説明書を受け取りながら

入札を辞退した者から事情聴

取を実施（29件）した。その結

果、「仕様を満たすことが出来

ない」「必要な要員を確保でき

ない」などの意見が寄せられた

適切に対応している。 
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らより厳格な検証を行い、必要に応じ改善方策の再検討などを促

すとともに、1者応札の状況を踏まえた上で、その原因等について

も評価結果において明らかにすべきである。 

ため、改めて仕様書の見直しを

行うとともに、研究機器等保守

業務の調達については、引続き

準備期間を十分に確保するな

どの取り組みを実施した。 

 

(6)個々の契約の合規性等に関する評価結果 

 (関連法人に係る委託の妥当性に関する評価結果) 

【農業・食品産業技術総合研究機構】 

本法人には、特定関連会社が2社あり、研究業務等を委託してい

るが、本法 人と当特定関連会社との間の業務委託契約(発注額：

約0.3億円、特定関連会社 における事業収入に占める当法人の発

注額割合それぞれ36.4%、31.5%)について 業務実績報告書等に記

載されているものの、当該契約の妥当性等について評価 が行わ

れていない。 

今後の評価に当たっては、特定関連会社との業務委託契約の妥

当性等について評価を行うべきである。 

【森林総合研究所】 

本法人には、関連公益法人等が1社あり、研究業務等を委託して

いるが、本 法人と当該関連公益法人等との間の業務委託契約(発

注額 :約1.1億円、関連公益 法人等における事業収入に占める当法

人の発注額割合80.8%)について業務実績 報告書等に記載されて

特に指摘されていない  
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いるものの、当該契約の妥当性等について評価が行われ ていな

い。 

今後の評価にあたっては、特定関連会社との業務委託契約の妥

当性等について評価を行うべきである。 

（諸手当及び法定外福利費の適切性確保） 

１ 諸手当 

(1)給与水準に影響する諸手当の適切性 

独立行政法人101法人中、平成20年度の事務・技術職員、研究職

員、病院医師及び病院看護師のいずれかの給与水準について、対

国家公務員指数が100を超えている51法人について、給与水準に影

響する諸手当で、国の諸手当と同じ目的で支給しているが、国よ

り高い支給額を定めていたり、国と支給額算定方法等が異なって

いたりするもの(以下｢国と異なる諸手当｣という。)を設けている

法人は、39法人(延べ76手当)となっており、また、法人独自の諸

手当を設けている法人は、17法人(延べ27手当)となっている。 

貴委員会の評価結果をみると、以下の諸手当について、支給す

る理由やその適切性が明らかにされていなかった。 

今後の評価に当たっては、給与水準の適正に向けて講ずる措置が

十分なものとなっているかという観点から、国と異なる諸手当及

び法人独自の諸手当を支給する理由を検証した上で、その適切性

について評価結果において明らかにすべきである。  

 

特に指摘されていない  
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  事項  法人名  

 

 

国と異な

る諸手当 

 

俸給の特別調整 農業者年金基金 

専門スタッフ職調整

手当 

農林漁業信用基金 

 

 

(2)給与水準に影響しない諸手当の適切性 

独立行政法人101法人中、給与水準に影響しない諸手当で、国と

異なる諸手当を設けている法人は、9法人(延べ12手当)となってお

り、また、法人独自の諸手当を設けている法人は、20法人(延べ53

手当)となっている。 

貴委員会の評価結果をみると、以下の法人の諸手当については

、手当を支給する理由やその適切性が評価結果において明らかに

されていなかった。 

今後の評価に当たっては、社会一般の情勢に適合したものとな

っているかという観点から、国と異なる諸手当及び法人独自の諸

手当を支給する理由を検証した上で、その適切性について評価結

果において明らかにすべきである。 

特に指摘されていない  

 

 

 

事項 法人名  

 

 

法人独自の諸手当 

 

家畜改良センター、農業・食品

産業技術総合研究機構 

 

２ 法定外福利費 福利厚生費については、国に準  
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独立行政法人101法人における法定外福利費の支出状況をみる

と、多くの法人において、従来から支出を行っていないか、国に

おけるレクリエーション経費の見直しを契機としてあるいは自発

的に、平成20年度以降、支出を廃止するよう見直しが行われてい

るものがある。 

貴委員会の評価結果をみると、「レクリエーション経費等の福

利厚生費については、国の取扱いに準じ、適切に対応が取られて

いた。」などとされている。 

今後の評価に当たっては、以下の法人からの支出について、多

くの法人が支出を行っていない又は支出を廃止するよう見直しを

行っている状況も踏まえ、国民の理解を得られるものとなってい

るかという観点から、その適切性を評価結果において明らかにす

べきである。その際、｢独立行政法人のレクリエーション経費につ

いて｣(平成20年8月4日総務省行政管理局長通知)においては、国費

を財源とするレクリエーション経費については支出しないこと、

国費以外を財源とする場合でも厳しく見直すこととされているこ

とに留意する必要がある。 

じた取り扱い（運営費交付金・

自己収入を問わず支出は行わ

ない）としており、法定外福利

費については、「独立行政法人

の職員の給与等の水準の適正

化について」（平成21年 12月 1

7日総務省行政管理局事務連絡

）を踏まえて、永年勤続表彰に

係わる副賞について、国と同様

の取り扱いとすることとした。

 

適切に処理されている。 

 

 

 

 

 

事項 法人名 

文化・体育・レクリエーシ

ョンに関連する事業に対す

る法人からの支出(互助組

織が法人からの補助(包括

森林総合研究所、農畜産業振興機構

、農林漁業信用基金 
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補助を含む。)を受けて行う

支出も含む。) 

 

 

慶弔見舞金、永年勤続表彰

等の個人に対する給付等に

係る事業に対する法人から

の支出(互助組織が法人か

らの補助を受けて行う支出

も含む。) 

 

 

 

農林水産消費安全技術センター、種

苗管理センター、家畜改良センター

、水産大学校、農業・食品産業技術

総合研究機構、農業生物資源研究所

、農業環境技術研究所、国際農林水

産業研究センター、森林総合研究所

、水産総合研究センター、農畜産業

振興機構、農業者年金基金、農林漁

業信用基金 

福利厚生代行サービス(福

利厚生全般の運営のサービ

スを提供するアウトソーサ

ーと契約(外部委託))又は

カフェテリアプラン(従業

員に費用と連動したポイン

トを付与し、その範囲内で

福利厚生メニューの中から

選択させる制度)に対する

法人からの支出(互助組織

農畜産業振興機構 
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が法人からの補助を受けて

行う支出も含む。) 
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【法人個別】 

独立行政法人水産総合研究センター 

評価結果 対応状況 所見 

 本法人の組織については、中期計画において、｢栽培漁業センタ

ー等における事務及び事業について、比較的近接する箇所に設置

しているものとの一元化等の見直しを行う。中でも国や地元自治

体等のニーズに適切に対応する観点から、北海道、瀬戸内海、沖

縄にある法人内組織及び増養殖分野については、先行的に研究開

発等の分野の重点化や組織の一元化を実施し、上記以外の栽培漁

業センターについても順次再編統合等の見直しを行う。｣こととさ

れており、平成18年度には、北海道、瀬戸内海、沖縄にある法人

内組織及び増養殖分野について先行的な見直しが行われていると

ころである。 

 しかしながら、その後、その他の栽培漁業センターについての

再編統合等の見直しや見直しに向けての検討状況については、業

務実績報告書に記載はなく、それらの取組についての評価もなさ

れていない。 

 今後の評価に当たっては、中期計画に基づく栽培漁業センター

の再編統合等の見直しの検討状況について評価を行うべきである

。 

統合に伴う組織の効率化につ

いては、中期計画期間全体で取り

組むべきこととして順次実施し

ている。  
平成 19 年度には水研センター

本部に設置されたさけます管理

課を廃止し、栽培管理課にさけま

す管理係を設置しており、計画に

対して業務が順調に進捗してい

るとの評価をした。このように本

中期計画に記載された組織の効

率化については平成 18・19 年度

に実施したが、効率的な業務運営

については継続して努力を続け

ている。  
例えば、養殖研究所では、ウ

ナギの完全養殖に向け、その基

礎技術となる親魚の成熟、採卵

や仔魚の飼育技術、餌料の開発

などを行い、志布志栽培漁業セ

ンターでは、これらの基礎技術

を 応 用 し て 種 苗 の 量 産 化 に 向

けた飼育試験を行っている。一

体 と な っ た 取 り 組 み に よ り 世

界 で 初 め て ウ ナ ギ の 完 全 養 殖

に成功した。  

・適切に取組まれている。 

・中期計画期間全体で取り組

まれており、組織の効率的

な運営について努力を継

続しており成果が上がっ

ていると考える。 

・栽培漁業センターはH15年

に水産総合研究センター

に統合され、そのうちの６

センターについてはH18年

に水研組織の中に組み入

れられた。したがって、現

状では、10の栽培漁業セン

ターと水研内の組織とな

った6つの旧センターから

成る。志布志の例が挙げられ

ているが、志布志を含め、残

る10の栽培センターをどの

ように再編統合していくか、
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水研とどのように組織統合

していくかを明確にすべき

である。 

 平成20年度に交付された海洋資源開発勘定に係る運営費交付金

約27.1億円のうち、年度末の運営費交付金債務残高が約2.7億円(交

付額の約10.0%)となっているが、財務諸表においてその発生要因

は明らかにされておらず、また、業務運営に与える影響について

事業報告書等で明らかにされていない。 

 今後の評価に当たっては、運営費交付金の執行状況が業務運営

に与える影響についても事業報告書等で明らかにさせた上で評価

を行うべきである。 

平成２０年度の運営費交付金の

執行率を勘定別に見ると、試験研

究 ・ 技 術 開 発 勘 定 に お い て は

93.4％、海洋水産資源開発勘定に

おいては 89.96％であった。  
海洋水産資源開発勘定におけ

る運営費交付金の収益方法につ

いては、「独立行政法人会計基準」

に従い、自己収入を優先的に支出

に充当することとされている。  
海洋水産資源開発勘定におい

ては、漁獲量の多寡や魚価の変動

を伴う漁獲物売却収入には大き

な年変動があるため、当該収入が

増加すれば、運営費交付金の執行

率が下がることも有り得る。  
平成２０年度においては、漁獲

物売却収入が予定より多かった

こと等により執行率が９０％を

わずかに下回る結果となったが、

法人全体での運営費交付金の執

行率は９２．８％となっていたこ

とから、特段の問題はないものと

認識している。  
平成２１年度の運営費交付金

の 執 行 率 は 、 法 人 全 体 で

92.25％、試験研究・技術開発

・運営費交付金の執行状況は

全体として問題は感じら

れない。むしろ、効率的に

執行され業務運営上なん

ら問題なし。 

 

16



勘定で 92.85％、海洋水産資源

開発勘定で 89.20％であった。

これは、支出について大きな位

置 を 占 め て い る 価 格 変 動 の 激

しい船舶燃油が、比較的低位に

推移したことなどにより、結果

的に、当年度の運営費交付金の

執 行 率 が 90%を 切 る こ と と な

ったものである。当該交付金の

執行状況(89.20％）が業務運営

に与えた影響については、当該

業務の評価結果（研究課題単位

ではＡ評価以上）などから判断

して、問題はなかったと考えら

れる  
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経理責任者等 ⑮納品物引き渡し 検査職員

　●　契約事務における一連のプロセス

＜一般競争入札＞

①契約依頼票作成
経理責任者等

（契約依頼票の承認を事
務委任された原課の長）

役　　職　　員
⑰納品物引き渡し 検査職員

⑯検収
②契約依頼票審査・承認 　　　　　　　　　③契約依頼票提出 ⑩入札公告 ⑮納品

経理責任者等
（契約権限を事務委任さ

れた研究所長等）

⑧予定価格裁定伺い

⑨予定価格の決定

                    契約担当係

④内容審査、契約方式の検討
⑦予定価格積算 ⑪入札

業　　　　者

⑬契約決議書決裁
⑫落札者の決定

⑭契約書締結

⑤契約方式等の妥当性に
関する事前審査依頼

　　　　　　　　  ⑱契約事務の事後
　　　　　　　　　   評価資料提出

　

　
　　　　⑥審査結果通知
　　　　（契約方式等決定）

⑲契約事務の事後評価

競争入札等推進会議

契　約　監　視　委　員　会

⑳競争性のない随意契約の見直しを更に徹底して行うとともに、一般競争入札等についても
真に競争性が確保されているか、点検、見直しを行う

※経理責任者等とは、経理責任者（総務部長）より契約権限又は契約依頼票の承認権限を事務委任された者をいう。

※⑤は、支出の原因となる契約のうち、予定金額（単価契約にあっては年間予定総額）が、5,000万円以上の工事又は製造、

　1,700万円以上の財産の買入、物件の借入又は役務の提供に限る。

※⑱は、支出の原因となる契約のうち、予定価格が随意契約限度額を超える契約に限る。
※⑳は、監事及び外部委員（学識経験者等）３名以上で構成し、原則として年１回以上開催する。

＜少額な随意契約＞

①契約依頼票作成
経理責任者等

（契約依頼票の承認を事
務委任された原課の長）

役　　職　　員
⑮納品物引き渡し 検査職員

⑭検収
②契約依頼票審査・承認 　　　　　　　　　③契約依頼票提出 ⑧見積書依頼 ⑬納品

経理責任者等
（契約権限を事務委任さ

れた研究所長等）

⑥予定価格裁定伺い

⑦予定価格の決定

　　　　　　　契約担当係
④内容審査、契約方式の検討
⑤予定価格積算

⑨見積書提出

業　　　　者

⑩契約決議書決裁 ⑪注文書提出

⑫注文確認書提出

※経理責任者等とは、経理責任者（総務部長）より契約権限又は契約依頼票の承認権限を事務委任された者をいう。

※⑤、⑥及び⑦は、予定価格が１００万円を超えないときは、書面による積算を省略できる。

※⑫は、100万円を超える契約を締結するときは、注文確認書に替えて請書を徴取する。

別添
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平成２１年度業務評価の取組状況
（独）水産総合研究セ
ンター

評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
第１　基本的な視点 「第１　基本的な視点」関係
１　法人の業務に係る政策評価を踏ま
えて、その業務を評価していること。

●　新中期目標の初年度に当たる法人
について、設定されている中期目標
と、当該目標に係る業務によって達
成・貢献することが求められている政
策目的との関係（又は政策の中での位
置付け）について分析

－

２　評価に際しては、常に、効率性、
生産性等の向上による業務の推進、業
務の対象となる国民に対するサービス
の質の向上を志向していること。

●　効率性、生産性、サービスの質の
向上に係る取組とその成果の検証

中期計画に記載された経費の効率化に努めると共に、削減
された予算計画の中で、効率的に業務を行うように努めて
きた結果、研究独法として求められている研究成果につい
ては、今中期期間における経費削減にもかかわらず質・量
共に増加傾向にあり、効率性･生産性を重視した取り組みが
なされている。

・適切に取り組まれて
いる。
・費用対効果について
の成果を公表すること
で、取り組みの成果と
して評価がよりよくな
ると考える。

３　法人の業務の内容、業務の分析と
それに基づく評価、課題と展望を国民
に分かりやすく説明することにより、
法人業務に対する国民の理解を深める －法人業務に対する国民の理解を深める
ことを志向していること。

－

別添２
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
（法人の業務に係る政策目標が達成さ
れ、ひいては国民生活の向上が図られ
るべきことを念頭に置き、上述３つの
視点について、常に問題意識を持ちな
がら、評価結果の適正性が確保されて
いるかについて評価を行うもとする。
その際、当該評価が以下の各法人に共
通する個別的な視点について適切に
扱っているかを関心事項とする。）

●　評価の基準の客観性・明確性
●　分析、結論に至る考え方・理由・
根拠及び評価の結果についての説明の
分かりやすさ
●　評価を通じて、法人に対して、業
務運営の改善・向上等を促すアプロー
チ

・外部委員を加えたセンター機関評価会議等により自己評
価を実施し、ホームページで公表している。また、改善を
要する評価結果へのフォローアップ及び外部委員の指摘に
対する対応方針の整理を行う等、評価結果を業務運営に反
映した。
・独立行政法人評価委員会の評価結果や委員の指摘につい
ては、理事会、経営企画会議等におけるセンター業務運営
方針の改善や業務改善等の実施を行っている。
・センター機関評価会議の外部委員の改選に当たり、地方
公共団体の意見等も反映できるよう留意して人選を進め
た。
･研究開発等の課題評価において、評価の客観性・透明性を
高め、中課題進行管理への効果的な反映を図ることを主な
目的として小課題の評価方法を改善し、平成２０年度まで
各研究所研究部等で行っていた小課題評価会議を廃止した
上で、新たに研究課題評価会議を設けることにより、中課
題単位で小課題を一括して評価するよう諸規定の改正を
行った。２１年度は中央水産研究所１カ所で３月に開催
し、中課題毎の進捗状況の把握や中課題進行管理方策の検
討を行った。
･評価手法の効率化・高度化を図るために水産研究活動デー
タベースを作成し、中課題毎の投入資金と得られた成果の
分析等を正確かつ迅速にできるようにした。
農林水産研究情報総合センタ に配備されている文献情報

・評価結果の公表を心
がけることで国民の理
解が進むものと期待す
る。
・適切なプロセスを経
て評価が実施されてい
る。

･農林水産研究情報総合センターに配備されている文献情報
データベースWeb of Scienceを使用して、センター全体の
論文業績に対する国際ベンチマーク解析を試行的に実施し
た。

第２　各法人に共通する個別的な視点 「第２　各法人に共通する個別的な視
点」関係

　１　政府方針等 　「１　政府方針等」について
○　法律、閣議決定及びその他政府の
種々の改革方針（以下「政府方針」と
いう。）において、法人が当該年度に
取り組むこととされている事項につい
ての評価や、府省評価委員会が取り組
むこととされている評価が、的確に行
われているか。

－
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　当委員会が主務大臣に通知した勧
告の方向性のうち、当該年度において
取り組むこととされている事項や、当
該委員会に通知した年度業務実績評価
意見において指摘した事項についての
評価が的確におこなわれているか。

●　当委員会が主務大臣に通知した勧
告の方向性のうち、平成21年度におい
て取り組むこととされている事項につ
いての法人の取組状況 －

○　当委員会がこれまで府省評価委員
会に示してきた業務実績評価に関する
関心事項等を踏まえた評価の取組が行
われているか。

●　平成２０年度業務実績評価におけ
る指摘事項への対応（他の項目でフォ
ローアップすることとした事項を除
く。）

平成２０年度業務実績評価における指摘事項への対応結果
を、主務省独法評価委員会に提示した上で対応内容を説明
し、評価委員による評価を受けている。

・適切に対応してい
る。
・取り組みを評価する

○　法人の業務等に係る国会審議、会
計検査、予算執行調査等の指摘事項等
を踏まえた評価が行われているか。

次のアプローチに特にる留意
●　これまでに実施された事業仕分け
の評価結果を踏まえた業務の見直し等
に踏み込むアプローチ

－

● 「独立行政法人が行う事業の横断 現在検討を行っているところである。 ・検討の結果が待たれ●　「独立行政法人が行う事業の横断
的見直しについて」（平成22年5月18日
行政刷新会議）で示された横断的見直
しの方針に沿った資産・事業・組織に
関する見直し等に踏み込むアプローチ

現在検討を行っているところである。 ・検討の結果が待たれ
るものである。
・全体の推移を見守る
べきである。

●　整理合理化計画 対応が凍結されるまでに実施された、整理合理化計画への
対応状況については、添付のように整理し、その内容を主
務省独法評価委員会に報告している。

・適切に対応されてい
る。

２　財務状況 「２　財務状況」について

（１）　当期総利益（又は当期総損
失）
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　当期総利益（又は当期総損失）の
発生要因が明らかにされているか。ま
た、当期総利益（又は当期総損失）の
発生要因の分析を行った上で、当該要
因が法人の業務運営に問題等があるこ
とによるものかを検証し、業務運営に
問題等があることが判明した場合には
当該問題等を踏まえた評価が行われて
いるか。

・収支における当期総利益47百万円は、受託事業等の自己
財源による事業費の損益差47百万円（受託事業等の自己財
源により取得した資産の残存簿価相当）と、事業外収益
（生命保険事務手数料等）0.4百万円の合計額である。な
お、当該利益は経営努力による利益でないため、目的積立
金は申請していない。
・利益剰余金315百万円は、前中期目標期間積立金23百万
円、積立金244百万円（平成18、19、20年度の各年度の当期
総利益の合計額）及び当期総利益47百万円により構成され
ており、これらの大部分が受託事業等の自己財源による事
業費の損益差（受託事業等の自己財源により取得した資産
の残存簿価相当）であり、現預金の伴わないものである。
・経常損益の発生は、受託事業等の自己財源による資産の
取得と同資産の減価償却費用の発生が主な要因となってい
る。当年度の経常損益は損失となっているが、前中期目標
期間において取得した資産の償却額と同額の前中期目標期
間繰越積立金を取り崩すことにより、最終的に当期総利益
を計上している。

・特に問題はない。適
切に処理されている。
・当該利益の内容につ
いての検討がなされて
いる。

（２）　利益剰余金（又は繰越欠損
金）

○　利益剰余金が計上されている場 ●　法人又は特定の勘定で、年度末現 利益剰余金は計上していない。○　利益剰余金が計上されている場
合、国民生活及び社会経済の安定等の
公共上の見地から実施されることが必
要な業務を遂行するという法人の性格
に照らし過大な利益となっていないか
について評価が行われているか。

●　法人又は特定の勘定で、年度末現
在で100億円以上の利益剰余金を計上し
ている場合において、当該利益剰余金
が事務・事業の内容等に比し過大なも
のとなっていないかとの観点から、そ
の規模の適切性についての評価に留意
する。

利益剰余金は計上していない。

○　繰越欠損金が計上されている場
合、その解消計画の妥当性について評
価されているか。当該計画が策定され
ていない場合、未策定の理由の妥当性
について検証が行われているか（既に
過年度において繰越欠損金の解消計画
が策定されている場合の、同計画の見
直しの必要性又は見直し後の計画の妥
当性についての評価を含む）。さら
に、当該計画に従い解消が進んでいる
かどうかについて評価が行われている
か。

繰越欠損金は計上していない。

（３）　運営費交付金債務
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　当該年度に交付された運営費交付
金の当該年度における未執行率が高い
場合において、運営費交付金が未執行
となっている理由が明らかにされてい
るか。

・運営費交付金の執行率（当期振替額と当期交付額の比）
は、法人全体では92.25％、試験研究・技術開発勘定では
92.85％、海洋水産資源開発勘定では89.20％であった。
・海洋水産資源開発勘定の執行予算の約半分は自己収入予
算によるものであり、執行においてはその自己収入予算を
優先的に使用することとしていること、支出についても大
きな位置を占めている価格変動の激しい船舶燃油が、比較
的低位に推移したことなどにより、結果的に、当年度の運
営費交付金の執行率が90%を切ることとなったものである。

・未執行分の理由が燃
油価格の下落に起因し
ていることは外部要因
であり、理由が明確と
なっている。
・効率的に執行されて
おり、問題はない。

○　運営費交付金債務（運営費交付金
の未執行）と業務運営費との関係につ
いての分析を行った上で、当該業務に
係る実績評価が適切に行われている
か。

・当該交付金の執行状況（89.20%）が業務運営に与えた影
響については、当該業務の評価結果（研究課題単位ではＡ
評価以上）などから判断して、なかったと考えられる。

・上記理由より適切と
評価する。

３　保有資産の管理・運用等 「３　保有資産の管理・運用等」につ
いて

（１）保有資産全般の見直し 　保有する資産全般の見直し状況につ
いて、「独立行政法人の抜本的な見直
しについて」（平成21年12月25日閣議
決定）、「独立行政法人整理合理化計
画」（平成19年12月25日閣議決定）等画」（平成 年 月 閣議決定）等
を踏まえ、以下に示す法人における取
組等に関する評価に特に留意する。そ
の際、積立金の規模にも注目する。ま
た、財源調達の際の実質的なコストを
勘案し、それに見合う便益が得られる
かどうかを慎重に検証した上で、保有
資産の要否及び種類を決定しているか
考慮する。

　　ア　実物資産
○　実物資産について、保有の必要
性、資産規模の適切性、有効活用の可
能性等の観点からの法人における見直
しの状況及び結果についての評価が行
われているか。

●　建物、構築物、土地等について
ⅰ）法人の任務・設置目的との整合
性、任務を遂行する手段としての有用
性・有効性等
ⅱ）事務・事業の目的及び内容に照ら
した資産規模の適切性
ⅲ）現在の場所に立地する業務上の必
要性等
ⅳ）資産の利用度等
ⅴ）経済合理性
といった観点に沿った保有の必要性に
ついての検証（民間等からの賃貸によ
り使用するものについても、これに準
じて検証）

・財務諸表や事業報告書等において、実物資産の現況や増
減内容、減損資産等について明らかにしている。
・実物資産の取得、使用、管理及び処分については、諸規
程に則り手続きと承認が行われるようマニュアル等を作成
して全体に周知徹底を図っている。
・保有する実物資産については、毎年度減損確認等の調査
を実施することによって、資産の現状把握に努めている。
・施設・土地等を借入しているものがあるが、いずれも業
務の推進上必要。

・継続的検討と公表を
期待する。
・資産状況の把握を
行っており問題なし。

じて検証）
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
●　上記の検証結果及び財務諸表にお
ける減損又はその兆候の状況を踏ま
え、
ⅰ）本来業務に支障のない範囲での有
効活用可能性の多寡、
ⅱ）効果的な処分
といった観点に沿った処分等の検討及
び検討結果を踏まえた取組

・平成22年1月末現在で、固定資産等の遊休化の状況と減損
兆候並びに調査船運航率を調査した結果、①水産工学研究
所潮汐波浪平面水槽実験棟及び同附属設備②瀬戸内海区水
産研究所建設仮勘定施設費減額通知に伴う支出済み設計費
等について減損を認識した。船舶運航率は9隻平均93.5%で
あった。
・①の施設については、経年による老朽化が著しく、今後
の使用が見込まれないことから、平成22年度予算において
取り壊しを行う予定である。

・資産の継続的見直し
の姿勢を評価する

○　政府方針を踏まえて処分等するこ
ととされた実物資産についての処分等
の取組状況が明らかにされているか、
その上で取組状況や進捗状況等につい
ての評価が行われているか。

・平成21年度は該当無し
・平成19年度独立行政法人整理合理化計画において、調査
船1隻を縮減することとしていたものについては、平成20年
3月31日に探海丸の売却処分を行い、その内容について主務
省独法評価委員会における評価を受けた。

　　イ　金融資産
○　金融資産について、保有の必要
性、事務・事業の目的及び内容に照ら
した資産規模の適切性について評価が
行われてるか。

●　個別法に基づく事業において運用
する資産（以下「事業用資産」とい
う。）について、任務を遂行する手段
としての有用性・有効性、事務・事業
の目的及び内容等に照らした資産規模
の適切性の観点からの見直し及び見直
し結果を踏まえた取組

・平成21年度予算のうち、運営費交付金を充当して行う事
業については、一般管理費対前年度比3%、業務経費対前年
度比１％及び統合に伴う減額等により削減した予算をもと
に、一般管理費は前年度に対する削減率を目標に削減を図
り、業務経費は研究課題の査定において一層の精査を実施
した。平成21年度の一般管理費の対20年度予算ベース比は
94.12％、業務経費は99.24％となっており、これらの予算

・適切である。
・継続的に適正な対応
を期待する。
運営費交付金は適正に
執行されて効率化目標
を達成している。資金
繰りも良好である。し結果を踏まえた取組

●　事業用資産以外も含め、保有する
現金・預金、有価証券の資産しつい
て、負債や年度を通じた資金繰りの状
況等を考慮した上での、保有の必要
性、保有目的に照らした規模の適切性
の観点からの見直し及び見直し結果を
踏まえた取組
●　融資等業務以外の債権のうち貸付
金について、当該貸付の必要性の検討

94.12％、業務経費は99.24％となっており、これらの予算
について効率化目標を確実に達成しつつ適切な執行を行っ
ており、資産規模は適切である。
・平成21年度においても予算、収支、資金計画を作成し
て、確実な予算把握と執行及び資金繰りに努めている。な
お、借入金はない。
・有価証券については、平成21年度においても資金運用委
員会に諮り、適正な購入、運用に努めている。

繰りも良好である。

・試験研究・技術開発勘定においては、政府出資に係る資
本金見合の不動産売却額を保有しており、独立行政法人通
則法の改正施行が行われた場合には国庫返納することとし
ている。
・海洋水産資源開発勘定においては事業収支リスクが大き
いため、かかるリスクを吸収分散させるための緩衝財源と
して政府出資金を保有している。
・財務諸表や事業報告書等において、金融資産の現況や増
減の理由、金融商品の時価等について明らかにし、主務省
独法評価委員会における評価を受けている。

・適切に対応してい
る。
・継続的に対応してほ
しい
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　資産の売却や国庫納付等を行うも
のとなった場合は、その法人の取組状
況や進捗状況等について評価が行われ
ているか。

－

　　ウ　知的財産等
○　特許等の知的財産について、法人
における保有の必要性の検討状況につ
いての評価が行われているか。

●　実施許諾等に至っていない知的財
産について、その原因・理由、実施許
諾の可能性、維持経費等を踏まえた保
有の必要性の観点からの見直し及び見
直し結果を踏まえた取組

・適切に対応してい
る。
・多くの知的財産を保
有していることを認識
し、戦略的な活用方法
を探ってほしい

○　検討の結果、知的財産の整理等を
行うこととなった場合は、その法人の

・知的財産の管理は、水産総合研究センター知的財産ポリ
シー、職務発明規程、特許権等実施規程、独占的実施権許
諾要領、プログラム等取扱規程、特許権等譲渡規程、研究
ライセンス取扱規程、研究成果等管理規程に基づき実施し
ている。
・センターが保有すべき知財かどうかやその運用について
は、職務発明規程に定められた知的財産管理委員会でポリ
シーに基づき判断している。委員会では、新規の職務発明
の出願の是非に加え、すでに出願した特許や保有中の特許
についても費用対効果の観点から、審査請求の可否や権利
維持の是非について適宜検討している。平成２１年度に
は、職務発明届が出された研究成果１６件のうち１５件を
出願、1件については権利化を行わず論文発表等により広く
周知し普及する方が良いと判断した。また、出願中の特許
のうち利用・実施の実績がなく将来利用・実施が見込まれ
ない発明２件については、審査請求を行わないこととし
た。共同出願人の民間企業より提案のあった特許協力条約
に基づいた(PCT)出願については 当該国で実施が見込めな行うこととな た場合は、その法人の

取組状況や進捗状況等についての評価
が行われているか。

に基づいた(PCT)出願については、当該国で実施が見込めな
いと判断し、外国出願の手続を行わなかった。
・平成15年9月30日以前に出願した特許権については、法律
により特許料(年金)の支払が免除されており、現在、保有
している特許権55件中(内1件US)、年金が必要な特許権は4
件(内1件US)である。残りの51件は、所有継続のための経費
負担を要しないことから特許権所有を継続している。維持
経費が必要な特許権等については、年金支払時等の節目
に、当該発明が陳腐化していないか、実用化の見込みがあ
るかを検討し、権利を維持するか否かを判断している。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
（２）資産の運用・管理

　　ア　実物資産

○　活用状況等が不十分な場合は、原
因が明らかにされているか。その妥当
性についての評価が行われているか。

●　建物、構築物、土地等について
ⅰ）活用状況等の把握
ⅱ）活用が低調な場合は、その原因の
明確化及びその妥当性の検証
ⅲ）維持管理費、施設利用収入等の把
握
ⅳ）アウトソーシング等による管理業
務の効率化及び利用拡大等による自己
収入の向上に係る取組
※　民間等からの賃貸により使用する
ものについても、これに準じて評価

・資産の遊休・稼働状況等の把握を毎年実施し、活用状況
の把握に努め、効率的利用の促進を図っている。
・施設・機械等について、法人内相互利用による効率的活
用に努め、共同研究開発の場として利用を推進するととも
に、延べ39施設をオープンラボとしてホームページに掲載
し、他機関との共同利用を積極的に推進した。21年度実績
は、法人内相互利用 64件、外部利用108件であった。
・施設点検業務等のアウトソーシング、事務手続きのＷｅ
ｂ化等のＩＴ利用により、管理業務の効率化を実施してい
る。
・実験施設等貸付要領（平成20年12月）に基づき施設等の
貸付を行い、平成21年度９件を業務に支障のない範囲で貸
出し、施設利用収入として、472万円の自己収入があった。
・民間等から賃貸により使用している施設等は、事業用敷
地、調査船繋留、海水取水管の設置等の施設・土地等、な
らびに一定期間のみ使用する調査機械・器具等であり、業
務推進上必要不可欠なものである。
・これらの内容については、毎年主務省独法評価委員会に
報告して評価を受けている。

・適切に処理・対応さ
れており問題ない。
・さまざまな対応を評
価する

○　実物資産の管理の効率化及び自己
収入の向上に係る法人の取組について
の評価が行われているか。

資産の減損に係わる調査実施結果、法人内相互利用の状
況、外部機関による施設等の利用状況について、機関評価
会議で自己評価すると共に、主務省独法評価委員会に報告
し、評価されている。
また、監事監査規定に基づく各年度監査計画の監査対象項
目として適切に監査を実施している。

・適切に対応してい
る。
・継続的実施を期待す
る
・監査も行われており
問題ない。

　　イ　金融資産

　　　a)　資金の運用

○　資金の運用について、次の事項が
明らかにされているか。（ⅱについて
は事前に明らかにされているか。）
ⅰ　資金運用の実績
ⅱ　資金運用の基本的方針（具体的な
投資行動の意思決定主体、運用に係る
主務大臣、法人、運用委託先間の責任
分担の考え方等）、資産構成、運用実
績を評価するための基準（以下「運用
方針等」という。）

●　個別法に基づく事業において運用
する資産について、運用方針等の明確
化及び運用体制の確立

●　融資等業務による債権で貸借対照
表計上額が100億円以上のものについ
て、貸付・回収の実績のほか、貸付の
審査及び回収率の向上に向けた取組

・資金の運用については、資金運営要領を定めると共に、
毎年資金運用委員会を開催して、運用方針を検討してい
る。
・平成21年度においては、6月12日に資金運用委員会を開催
して、海洋水産資源開発勘定の政府出資金を財源にした有
価証券（満期保有目的の国債（償還日平成22年6月20日））
の運用と取引金融機関を決定した。

・継続的に運用実績の
評価を期待する・
・資金運用委員会が機
能しており、運用に問
題なし。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　資金の運用体制の整備状況につい
ての評価が行われているか。 －

○　資金の性格、運用方針等の設定主
体及び規定内容を踏まえて、法人の責
任について十分に分析しているか。

－

　　　b)　債権の管理等

○　貸付金、未収金等の債権につい
て、回収計画が策定されているか。回
収計画が策定されていない場合、その
理由の妥当性についての検証が行われ
ているか。

－

○　回収計画の実施状況についての評
価が行われているか。評価に際し、
ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債権等の
金額やその貸付金等残高に占める割合
が増加している場合、ⅱ）計画と実績
に差がある場合の要因分析が行われて
いるか。

－

　　ウ　知的財産等

○ 特許権等の知的財産について 特 ● 特許権等の知的財産に いて 出 センタ の研究開発に基づく特許等知的財産の適切な権 知的財産の認識と整○　特許権等の知的財産について、特
許出願や知的財産活用に関する方針の
策定状況や体制の整備状況についての
評価が行われているか。

●　特許権等の知的財産について、出
願・活用の実績及びそれに向けた次の
取組
ⅰ）出願に関する方針の策定
ⅱ）出願の是非を審査する体制の整備
ⅲ）知的財産の活用に関する方針の策
定・組織的な活動
ⅳ）知的財産の活用目標の設定
ⅴ）知的財産の活用・管理のための組
織的体制の整備　当

・センターの研究開発に基づく特許等知的財産の適切な権
利化と利活用を図り、もって研究開発成果の効率的な社会
への還元を促進するためのセンターの戦略として、平成１
８年１０月に、センターにおける特許権等の取得と知的財
産の利活用に係る基本的な方針について、「独立行政法人
水産総合研究センター知的財産ポリシー」を策定してい
る。
・出願是非の審査は、職務発明規程、特許権等実施規程、
独占的実施権許諾要領、プログラム等取扱規程、特許権等
譲渡規程、研究ライセンス取扱規程、研究成果等管理規程
に基づき実施している。
・各研究所等において職務発明審査会を設置し、職務発明
の認定及び権利化の必要性等について専門的科学的観点か
ら審査している。
・センター本部に研究開発担当理事も含めた知的財産管理
委員会を設置し、職務発明に係る特許権等の承継及び出願
の可否その他センターの知的財産に関する重要事項を審議
するとともに、知的財産マネージャー及び社会連携推進
コーディネーターを配置して知的財産権の取得、管理、利
活用に関する業務の集中化を図っている。

・知的財産の認識と整
理に引き続き取り組ん
でいただきたい
・適切に対応されてい
る。

○　実施許諾等に至っていない知的財
産の活用を推進するための取組につい
ての評価が行われているか。

社会連携推進本部を中心に、水産技術交流プラザなどの活
動として各種セミナーの開催や展示会への出展などを行
い、これら知的財産の有効活用を図っているところであ
る。

・活動を評価する
・適切に対応してい
る。

４　人件費管理 「４　人件費管理について」
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
（１）　給与水準
○　国家公務員と比べて給与水準の高
い法人については、以下のような観点
から厳密なチェックが行われている
か。
・　給与水準の高い理由及び講ずる措
置（法人の設定する目標水準を含む）
についての法人の説明が、国民に対し
て納得の得られるものとなっている
か。
・　法人の給与水準自体が社会的な理
解の得られる水準となっているか。

・平成21年度の集計によれば、事務・技術職員の場合、対
国家公務員比95.9、対他法人比90.4、研究職員の場合、対
国家公務員比91.7、対他法人比91.7となっており、国家公
務員や他法人のいずれと比べても給与給与水準は低く、問
題はないと考えられる。

その水準に問題はない
と思われる。

○　国の財政支出割合の大きい法人及
び累積欠損金のある法人について、国
の財政支出規模や累積欠損の状況を踏
まえた給与水準の適切性に関する法人
の検証状況をチェックしているか。

・平成21年度の支出予算の総額に占める国からの財政支出
の割合は、86.2％である。また累積欠損金はない。
・平成21年度の事務・技術職員と国家公務員行政職（一）
との給与水準（年額）の比較指数は95.9％であり、問題は
ないと考えられる。
・なお、集計結果並びに給与水準の適切性に関する法人の
検証状況を報告すると共に、ホームページ上で公表してい

継続的な検討姿勢が重
要である
・むしろ低い感があり
問題ない。

（２）　総人件費
○　取組開始からの経過年数に応じ取
組が順調であるかどうかについて、法
人の取組の適切性についての検証が行

・人件費については、「行政改革の重要方針」（平成17年
12月24日閣議決定）を踏まえ、業務及び組織の合理化、効
率化を推進することにより 最終年度となる平成22年度に

・人件費に対する努力
を評価する。
・順調に推移してお人の取組の適切性についての検証が行

われているか。また、今後、削減目標
の達成に向け法人の取組を促すものと
なっているか。

率化を推進することにより、最終年度となる平成22年度に
平成17年度人件費から５％以上の確実な削減に向けて計画
的に取り組んでいるところである。
・平成21年度においては、対17年度比94.5％となり、本中
期末には順調に計画を達成できる見込である。

・順調に推移してお
り、問題ない。

（３）　その他
○　法人の福利厚生費について、法人
の事務・事業の公共性、業務運営の効
率性及び国民の信頼確保の観点から、
必要な見直しが行われているか。

●　諸手当及び法定外福利費につい
て、平成20年度業務実績評価における
調査結果及び指摘事項への対応につい
ての評価に特に留意する。その際、
「独立行政法人の法定外福利厚生費の
見直しについて」（平成22年5月6日総
務省行政管理局長通知）の内容に留意
する。

・諸手当については、特に指摘事項はない。
・法定外福利費については、永年勤続表彰等の個人に対す
る給付を見直し、平成22年度から国と同等の取り扱いとす
ることとした。
・なお、「独立行政法人の法定外福利厚生費の見直しにつ
いて」（平成22年5月6日総務省行政管理局長通知）の要請
内容に該当する事例はない。

適切に対応している。

●　レクリエーション経費以外の福利
厚生経費（法定外福利費）について、
経済社会情勢の変化を踏まえた、事
務・事業の公共性・効率性及び国民の
信頼確保の観点からの法人の見直し等
の活動

・法定外福利費の見直しとして、永年勤続表彰等の個人に
対する給付を見直し、平成22年度から国と同等の取り扱い
とすることとしている。

・適切に対応してい
る。
・継続的検討を期待す
る
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
※　諸手当及び法定外福利費について
は、２０年度業務実績評価において調
査を行い悉皆的２次評価を行った。
　２０年度業務実績の２次評価では多
数の指摘を行っており、それらの改善
を促すため、その対応状況をフォロー
する。
　「独立行政法人の法定外福利厚生費
の見直しについて」（平成22年5月6日
総務省行政管理局長通知）により、要
請された法定外福利厚生費の見直し内
容にも留意し、フォローアップする。

５　契約 「５　契約について」
（１）　契約に係る規程類、体制
○　契約方式等、契約に係る規程類に
ついて、整備内容や運用の適切性等、
必要な評価が行われているか。

　契約について、平成20年度業務実績
評価における調査結果及び指摘事項へ
の対応ほか、「独立行政法人の契約状
況の点検・見直しについて」（平成21
年11月17日閣議決定）に基づき法人が
行うこととされた点検及び見直しの取
組状況について評価に特に留意する。

契約 年度業務実

・契約事務取扱規程を改正(平成21年4月1日付け)し、総合
評価落札方式及び企画競争・公募の取扱基準を定めた。そ
の結果、平成21年度は研究委託事業で総合評価落札方式に
よる一般競争入札を実施(1件)するとともに、企画競争・公
募についても取扱基準に従って適切に実施(176件)された。
・経費節減と契約事務の効率化を目的とした複数年契約を
適切に実施するため、契約事務取扱規程を改正(平成21年12
月1日付け)し、複数年契約に係る取扱基準を明確に定め
た 成 年度 お 成 年度 始まる契約

・適切に対応してい
る。
・対応について評価す
る
・全体的に問題ない。

※　契約については、２０年度業務実
績評価において調査を行い悉皆的２次
評価を行った。
　２０年度業務実績の２次評価では多
数の指摘を行っており、まずは、それ
らの改善を促すためその対応状況を
フォローする。
　併せて、上記21年11月の閣議決定に
基づく法人の取組についても評価

た。平成21年度においては、平成22年度から始まる契約の
一部で複数年契約の拡大を行った。
・１者応札・１者応募の改善に向け、「１者応札・１者応
募に係る改善方策」を定め(平成21年7月作成)、①公告期間
等の十分な確保、②情報提供の拡充、③業務内容の明確
化、④業務準備期間の十分な確保など、１者応札を防止し
競争性を確保するための取り組みを実施した。その結果、
一般競争入札における１者応札の割合は、平成20年度の約
37%から、平成21年度の約29%に減少した。
・平成21年11月17日閣議決定「独立行政法人の契約状況の
点検・見直しについて」に基づき、平成21年11月24日付け
で設置した契約監視委員会(外部有識者４名(公認会計士2
名、ジャーナリスト1名、弁護士1名)及びセンター監事2名
で構成)において、平成20年度に締結した契約を基に契約方
式等の点検及び見直しを行い理事長に報告するとともに、
点検結果を主務省に提出した。

○　契約事務手続に係る執行体制や審
査体制について、整備・執行等の適切
性等、必要な評価が行われているか。

・「契約事務の一連のプロセス」は、別紙のとおりであ
る。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
（２）　随意契約見直し計画
○　「随意契約見直し計画」の実施・
進捗状況や目標達成に向けた具体的取
組状況について、必要な評価が行われ
ているか。

・平成19年度に策定した「随意契約見直し計画」について
は、平成20年度中に達成した。平成21年度は類似案件の取
り纏めを行うなど、これまで少額随契となっていた契約案
件を一般競争入札への移行するなど、契約事務の効率化と
競争性・透明性を確保するための取り組みを実施した。こ
の結果、平成21年度の一般競争入札の件数は対20年度比約
24%増、金額も平成20年度に3ヶ年契約した船舶建造契約 3
件5,026,327千円を除くと対20年度比約32%増加した。

・適切に対応してい
る。
・継続的検討を期待す
る

（３）　個々の契約
○　個々の契約について、競争性・透
明性の確保の観点から、必要な検証・
評価が行われているか。

・契約事務の適切な実施を確保するため、これまで事後審
査のみだった競争入札等推進会議の職務に事前審査の項目
を加え(平成21年12月1日改正）、一定金額（工事、製造：
5,000万円、財産購入、役務の提供等：1,700万円）以上の
契約について契約手続きに入る前に審査を実施することと
し、平成21年度については９回の審査を実施した。

・事前および事後の審
査を継続的に行うこと
を期待する
・十分に対応されてい
る。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
６　内部統制 「６　内部統制について」
○　内部統制（業務の有効性・効率
性、法令等の遵守、資産の保全、財務
報告書等の信頼性）にに係る取組につ
いての評価が行われているか。

（注）内部統制に係る取組について
は、総務省の「独立行政法人における
内部統制と評価に関する研究会」が平
成22年3月に取りまとめた報告書を参考
とする。

●　法人の長がリーダーシップを発揮
できる環境は整備されているか。
●　法人のミッションを役職員に対
し、具体的に周知徹底しているか。
●　法人のミッション達成を阻害する
課題（リスク）のうち、組織全体とし
て取り組むべき重要なものについて把
握し、対応しているか。また、それを
可能とするための仕組みを適切に構築
しているか。
●　法人の長は、内部統制の現状を適
切に把握しているか。また、内部統制
の充実・強化に関する課題がある場合
には、当該課題に対応するための計画
が適切に作成されているか。
●　マネジメントの単位ごとのアク
ションプランを設定しているか（評価
指標の設定を含む）。
●　アクションプランの実施に係るプ
ロセス及び結果について、適切にモニ
タリングを行い、その結果を次のアク
ションプランや予算等に反映されてい
るか

・理事長・理事による理事会において、理事長のリーダー
シップの下で必要事項の決定が行われている。さらに各研
究所長を招集して経営企画会議を開催し、決定事項を伝達
するとともに具体的な指示が研究現場に徹底するよう、理
事長からの直接指示を行っている。日々の突発的な事案に
関しても、毎週1回、理事長・理事・監事・監査役・本部内
関係部長が出席して、直近の業務運営状況を報告し必要な
情報を共有した上で、理事長がその場で的確かつ必要な経
営判断を下すこととしており、理事長がリーダーシップを
発揮できる環境は整備されている。

・理事長は、法人のミッションを役職員に徹底するよう、
機会ある毎に職員への訓辞を行うと共に、役職員との活発
な意見交換を意識している。

・理事長の指示に従い、当センターのミッションである研
究活動について、中期計画に記述された大課題－中課題-小
課題の各レベルで到達目標を明示している。中課題以下の
レベルについては本部研究開発コーディネーターと中課題
進行管理者が、小課題担当者と協議をした上で年度計画を
策定することにより業務を遂行しており、当センターの
ミッションの下に個々の研究課題が進むよう対応してい
る

・適切に対応してい
る。
・内部統制の本質を見
極めて、制度を運用し
ていただきたい。
・理事長のリーダー
シップが発揮されるシ
ステムになっていると
思うが、理事長のマネ
ジメントに関する監査
について、記述がな
い。

るか。
●　監事監査において、法人の長のマ
ネジメントについて留意したか。
●　監事監査において把握した改善点
等については、必要に応じ、法人の
長、関係役員に対し報告しているか。

る。
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
・ミッション達成を阻害する直近のリスク要因としては、
燃油高騰による調査活動の阻害などが考えられるが、一昨
年の価格高騰時には本部と各研究所の担当部署が連携して
調査航海の優先順位や節約可能燃油量を検討し、調査活動
の縮減を可能な限り回避することに成功した。ミッション
達成を阻害するリスク要因への対応については、本部－研
究現場の連携協議の仕組みを活かして臨機応変に対応して
いる。

・毎週1回行われる直近の業務運営状況報告によって、必要
な情報が共有され、理事長は内部統制の現状を適切に把握
している。また、監事現地監査の中で内部統制の充実・強
化に関する課題がある場合には、研究実施面・契約業務・
コンプライアンス対応等、個々の担当部門により対応して
いる。
・当センターの主要ミッションである研究活動について
は、大課題－中課題-小課題の各レベルで中期計画内での到
達目標を明示し、特に中課題と小課題のレベルでは年度計
画を策定して業務を遂行している。業務運営に関しても、
年度ごとのアクションプランである年度計画を設定してい
る。

・研究部門と業務運営の二つに分けて、自己評価を実施す
ると共に外部委員からの評価を受け 業務上修正すべき点ると共に外部委員からの評価を受け、業務上修正すべき点
についてはフォローアップ項目として次年度計画の中で実
施することで対応している。
・年度途中の実施状況モニタリングの結果、追加措置を必
要とする場合には、研究部門と業務運営部門ともに本部と
関係場所または本部内で調整して対応することにより、当
該アクションプランの実施プロセスを改善するとともに次
のアクションプランや予算等に反映させている。
・監事監査において、法人の長のマネジメントについて留
意した結果は、監事意見書に反映されている。
・監事現地監査については、監事から理事長に対する報告
書が提出され、その内容は関係役職員にも周知されるとと
もに、必要な改善点等については理事長からの指示により
関係職員が適宜対応している。

７　関連法人 「７　関連法人」について
○　法人の特定の業務を独占的に受託
している関連法人について、当該法人
と関連法人との関係が具体的に明らか
にされているか。当該関連法人との業
務委託の妥当性について評価が行われ
ているか。

－
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評　価　の　視　点　　 具　体　的　取　組 対　応　状　況 所見
○　関連法人に対する出資、出えん、
負担金等（以下「出資等」という。）
について、法人の政策目的を踏まえた
出資等の必要性の評価が行われている
か。

●　委託先における財務内容を踏まえ
た上で、業務委託の必要性、契約金額
の妥当性等についての評価
●　出資目的の達成度、出資先の経営
状況を踏まえた上で、出資を継続する
必要性についての評価

－

８　中期目標期間終了時の見直しを前
提にした評価

「８　中期目標期間終了時の見直しを
前提にした評価」について

○　中期目標期間終了時において、主
務大臣が行う法人の組織・業務の全般
にわたる見直しを前提にした評価が行
われているか。

●　中期目標において、目標期間中に
取り組むこととされている事項のう
ち、取組時期等が明記されていないも
のについて、目標達成に向けた各年度
における具体的な取組状況の評価
●　業務実績の評価にとどまらず、業
務の必要性や新たな業務運営体制の考
察に踏み込むアプローチ

・本部内に設けた検討チームにより、第３期中期計画の策
定に向けた第２期中期計画の進捗状況の点検を進め、特に
研究課題について水産業を取り巻く課題や行政施策の動向
を踏まえて重点的に研究開発すべき事項を抽出するととも
に、その結果を踏まえて組織・業務全般にわたる検討作業
を開始した。

・適切である。
・継続的な見直しを期
待する

９　業務改善のための役職員の具体的
なイニシアティブ等についての評価

「９　業務改善のための役職員の具体
的なイニシアティブ等についての評
価」について価」

○　法人の業務改善のための具体的な
イニシアティブを把握・分析し、評価
しているか。

●　法人業務に対する国民のニーズを
把握して、業務改善を図る取組を促す
アプローチ
●　法人における職員の積極的な貢献
を促すための取組（例えば、法人の姿
勢やミッションを職員に徹底する取組
や能力開発のための取組等）を促すア
プローチ

・都道府県、大学、民間企業等の関係機関との連携、課題
設定等を目的に実施している、水産業関係研究開発推進ブ
ロック会議等での検討結果、並びに各水産研究所が主催し
ている研究所運営会議において外部委員から指摘された内
容等、外部から指摘を受けた法人の業務改善にかかわる内
容を把握し、業務改善に向けた対応を図っている。
・法人の業務改善のための役職員による具体的なイニシア
ティブを促進するために、個々人の能力開発を重視した
「人材育成プログラム」の改訂を行うと共に、「業務改善
提案制度」を設置した。

・適切である。・
・関係諸機関との連携
や業務改善に対する一
連の対応は評価でき
る。
・業務改善に向けた取
り組みは適切に行われ
ている。
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◆独立行政法人の整理合理化計画の対応状況 

法人名：独立行政法人水産総合研究センター 

整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

各独立行政法人の事務・事業及び組織等について講

ずべき措置 

   

(1) 事務･事業の見直し等 

国民にとって真に不可欠な事務･事業以外は廃止

すべきであり、引き続き独立行政法人が行うことと

される事務・事業についても規模の適正化・効率化

等を推進する。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

(2) 法人の廃止、民営化等 

① 事務・事業の見直しを踏まえ、組織を存続する

必要が認められないものは廃止する。 

② 事務・事業自体は国が関与する必要があるが事

業性の認められる法人等の事務・事業であって、

効率的・機動的な経営の実施が可能となるなど、

民間主体又は全額政府出資の特殊会社で実施さ

せることができるものについては、民営化、全額

政府出資の特殊会社化を行う。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

(3) 統合、他機関・地方への移管 

類似業務を行っている法人、融合効果の見込め

る研究開発型の独立行政法人、小規模な法人であ

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

別添
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

って業務運営の効率化等が図られるものについ

ては、他法人との統合や他機関・地方への移管を

行う（他の主務大臣の所管に係る法人の行う関連

業務（研究開発・政策研究業務、病院業務、国際

業務など。）を含む。）。 

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

(4) 非公務員化 

簡素で効率的な政府を実現するための行政改

革の推進に関する法律（平成18 年法律第47 号。

以下「行政改革推進法」という。）第52 条の規

定に基づき、役職員に国家公務員の身分を与える

ことが必要と認められないときは、特定独立行政

法人の役職員の非公務員化を行う。 

中期計画   

平成１８年度実績 （非公務員化済み）  

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置    

１．独立行政法人の効率化に関する措置    

(1) 随意契約の見直し    

① 独立行政法人の契約は、原則として一般競争入

札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争

性のない随意契約は含まない。以下同じ。）によ

ることとし、各独立行政法人は、随意契約による

ことができる限度額等の基準について、国と同額

の基準に設定するよう本年度中に措置する。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・平成１９年６月に随意契約の限度額を国

基準へ見直すとともに、企画競争及び公募

を導入。 

 

平成２１年度実績   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

今後の予定  

② 各法人が策定する随意契約見直し計画におい

て、独立行政法人全体で、平成18 年度に締結した

競争性のない随意契約１兆円のうち、約７割（0.7 

兆円）を一般競争入札等に移行することとしてお

り、これらを着実に実施することにより、競争性

のない随意契約の比率を国並みに引き下げる。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績 平成１９年１２月に随意契約見直し計画

を公表し、真にやむを得ないものを除き一

般競争入札等へ移行。 

 

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

③ 各独立行政法人は、契約が一般競争入札等によ

る場合であっても、特に企画競争、公募を行う場

合には、真に競争性、透明性が確保される方法に

より実施する。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績 Ｈ１９契約から、①応募要件等について、

必要最低限の条件に留める、②応募要領等

をホームページ上で公表する、③審査基準

により厳正な審査を実施する、など競争

性・透明性の確保を図っている。 

 

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

④ 随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び

契約の適正な実施について、監事及び会計監査人

による監査、評価委員会による事後評価において、

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

36



整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

それぞれ厳正にチェックする。 平成２０年度実績 ・役員、他部門の職員をメンバーとする競

争入札等推進委員会を随時開催（平成 20
年度 4 回）しているほか、監事による監

査を実施している。年度当初においては、

当該年度の購入計画と前年度の契約状況

の事後審査を行った。また、農林水産省独

立行政法人評価委員会においても、適切に

評価を実施した。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

⑤ 各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏ま

えた取組状況をウェブサイトに公表し、フォロー

アップを実施する。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・取組状況をウェブサイトで公表してい

る。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

(2) 保有資産の見直し    

① 各独立行政法人は、基本方針及び専門調査会の

議論等を踏まえ、保有する合理的理由が認められ

ない土地・建物等の実物資産の売却、国庫返納等

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

を着実に推進し、適切な形で財政貢献を行う。 平成２０年度実績  当センターの保有資 

産は全て業務推進の 

ための資産であり、 

合理的理由が認めら 

れない土地・建物等 

は存在しない。 

平成２１年度実績   

今後の予定   

② 各独立行政法人は、上記の売却等対象資産以外

の実物資産についても、引き続き、資産の利用度

等のほか、本来業務に支障のない範囲での有効利

用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性とい

った観点に沿って、その保有の必要性について不

断に見直しを実施する。その際、継続する事務・

事業に当該資産が必要と判断される場合であって

も、証券化等による資産圧縮について検討する。

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績  当センターの保有資 

産は業務推進のため 

の資産であり、利用 

度も高いため、証券 

化等を検討すべき資 

産には当たらない。 

平成２１年度実績   

今後の予定   

③ 各独立行政法人は、不要となった金融資産の売

却やそれに伴う積立金の国庫返納を行うととも

に、既存貸付金の売却・証券化の検討・促進や不

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

良化している貸付けの早期処分等により金融債権

について圧縮の方向で見直しを行う。また、金融

資産の運用については、運用の効率性の向上に向

けて、運用体制の確立と運用方針の明確化を図る。

平成２０年度実績  当センターには不要 

となった金融資産や 

それに伴う積立金は 

ない。 

平成２１年度実績   

今後の予定   

④ 保有資産の見直しの状況については、監事によ

る監査、評価委員会による事後評価において、そ

れぞれ適切にチェックする。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・保有資産については、監事の定時監査等

において適切に監査を実施。また、農林水

産省独立行政法人評価委員会においても、

適切に評価を実施した。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

(3) 官民競争入札等の積極的な適用 

競争の導入による公共サービスの改革に関する

法律（平成18 年法律第51 号）に基づく官民競争

入札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の

提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削

減を図る。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

(4) 給与水準の適正化等    
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等に

ついて、独立行政法人が公的主体と位置付けられ

ることや財政支出を受けていることも踏まえ、以

下の点について対応する。 

ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政

改革推進法の規定に沿って着実に 削減に取り組

むこと。 

イ 主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高

い法人に対して、その水準が高い理由及び講ずる

措置について公表し、国民に対して納得が得られ

る説明を行うとともに、社会的に理解が得られる

水準とするよう要請すること。 

ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及

び累積欠損のある法人に対して、給与水準が適切

なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果

たすものとし、国民の理解が得られないものにつ

いては、水準そのものの見直し等適切に対応する

よう要請すること。 

エ 主務大臣は、各独立行政法人に対して、独立行

政法人の長の報酬を各府省事務次官の給与の範

囲内とするよう要請すること。 

オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・人件費については、「行政改革の重要方

針(平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）」を踏

まえ、業務及び組織の合理化、効率化を推

進することにより、最終年度となる平成

22 年度に平成 17 年度人件費から 5%以上

の削減を確実に達成するため、計画的に取

り組んでいるところである。本中期末には

順調に計画を達成できる予定である。 
・事務・技術職員の場合、ラスパイレス指

数は対国家公務員比 97.4、研究職員の場

合、対国家公務員比 92.7 となっており、

国家公務員より低い。 
・給与水準については、個人情報保護に留

意しつつ、ホームページ上で公表してい

る。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

報酬について、個人情報保護にも留意しつつ、法

人の長と同様に、個別の額を公表すること。 

② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用によ

り、役員の報酬及び職員の給与等にその業績及び

勤務成績等を一層反映させる。特に、役員につい

ては、当該役員の各期の業績が適切に報酬額に反

映されることが必要である。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・研究部門の管理職については、業績評価

結果への処遇反映を実施。その他の職員に

ついては、評価システムの導入に向け試行

を行った。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる

説明がなされているか等の観点から、監事による

監査、評価委員会による事後評価において、それ

ぞれ厳格にチェックする。 

 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・当センターの給与規程等は、ホームペー

ジでも公表済み。また、監事の定時監査に

おいて適切に監査を実施。また、農林水産

省独立行政法人評価委員会においても、適

切に評価を実施した。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

２．独立行政法人の自律化に関する措置    
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

(1) 内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備    

① 業務遂行体制の在り方 

ア 各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理

の導入等により適切な人事評価を行うとともに、

その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層

反映させることにより業務遂行へのインセンティ

ブを向上させる。また、主務大臣は各独立行政法

人の長について、また、各独立行政法人の長は当

該法人の役員について、職務の執行が適当でない

ため法人の業務の実績が悪化した場合であって、

当該役員に引き続き職務を行わせることが適当で

ないと認めるときは解任事由となり得ることを再

確認する。 

イ 各独立行政法人は、民間企業における内部統制

制度の導入を踏まえ、独立行政法人における役職

員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制に

ついて、会計監査人等の指導を得つつ、向上を図

るものとし、講じた措置について積極的に公表す

る。 

エ 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、特定

独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間その他

の勤務条件を公表するよう努める。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・研究部門の管理職については、業績評価

結果への処遇反映を実施。その他の職員に

ついては、評価システムの導入に向け試行

を行った。 
・コンプライアンス体制と基本方針を定

め、職員全体に周知するとともに、全職員

対象の研修及びハンドブック等の配布を

検討した。 
・職員の勤務時間その他の勤務条件をホー

ムページ上で公表している。 
・平成 20 年度にホームページ上で国民か

らの意見募集が出来るよう、改善を図っ

た。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

オ 各独立行政法人は、その業務・マネジメントに

関し国民の意見募集を行い、業務運営に適切に反

映させる。 

② 関連法人等との人・資金の流れの在り方 

ウ 独立行政法人の長等の役員については、公募制

の積極的活用等により、適材適所の人材登用を徹

底する。 

エ 各独立行政法人は、独立行政法人と関連法人と

の間における人と資金の流れについて、透明性を

確保するため、独立行政法人から関連法人への再

就職の状況及び独立行政法人と関連法人との間の

補助･取引等の状況について、一体としての情報開

示を実施する。 

オ 各独立行政法人は、関連法人への再就職に関連

して不適正な契約の発生等がある場合には、その

責任において、人と資金の流れについて適正化を

図る。 

カ 随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、

情報開示の状況について、監事及び会計監査人に

よる監査で厳格にチェックするとともに、評価委

員会において事後評価を行う。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・役員、他部門の職員をメンバーとする競

争入札等推進委員会を随時開催（平成 20
年度 4 回）し、契約事務の適切な実施及

び透明性を確保するための検討をしてい

るほか、監事による監査を実施している。

また、年度当初においては、当該年度の購

入計画と前年度の契約状況の事後審査を

行っている。また、農林水産省評価委員会

においても、適切に評価を実施した。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

③ 管理会計の活用及び情報開示の在り方 中期計画   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

ア 各独立行政法人は、管理会計の活用により、事

務・事業別、部門別といった単位における費用を

明確にしつつ、費用対効果の分析を適切に行うこ

と等により、経営の効率化を図る。 

イ 各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な

区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・事業予算について、事業所、部門別に要

求を行った上で審議、配分する方法により

管理会計の実施をし、経営的効率化を図っ

ている。 
・平成 19 年度より、簡潔に要約された財

務諸表の掲載等、示された標準的書式に従

い勘定に基づく開示を行っている。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

④ 監事監査等の在り方 

ア 主務大臣は、監事の機能を強化するため、在任

期間の延長を検討するほか、責任の明確化の観点

から、決算関連業務を考慮した任命を行う。また、

規模の小さい法人の負担等を考慮する必要はある

ものの、常勤監事を置くよう努める。その際、マ

ネジメントの肥大化を招くことのないよう、配慮

すべきである。 

ウ 各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を

含めた入札・契約の状況、給与水準の状況、内部

統制の状況及び情報開示の状況について、監査で

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・定期監査及び現地監査において、監査役

と連携して実施している。 
・研究独法連絡会等において、相互間の情

報交換・連携を随時実施している。 
・監査報告書を評価委員会へ提出し、連携

を図っている。 
 

 

平成２１年度実績   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

厳格にチェックする。  また、このために必要な

監査体制を適切に整備する。 

エ 各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・

連携を強化する。 

オ 評価委員会は、監事による監査の状況を踏まえ、

連携して評価に当たる。 

今後の予定   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   

⑥ 事後評価の在り方 

ア 主務大臣は、中期目標について、その達成度を

厳格かつ客観的に評価するため、法人の業務の全

般にわたり可能な限り網羅的かつ定量的な指標を

設定するなど、法人が達成すべき内容や水準を明

確化及び具体化する。また、中期目標の達成状況

等に応じて、当期又は次期の中期目標の内容や期

間について必要に応じ柔軟に検討する。 

イ 評価委員会は、関連法人を有する独立行政法人

について、連結財務諸表、個別財務諸表等の情報

を関連法人に関するものを含めて的確に把握した

上で評価を実施する。 

エ 評価委員会は、独立行政法人の評価の際、業務・

マネジメント等に係る国民の意見募集を行い、そ

の評価に適切に反映させる。 

オ 各独立行政法人は、評価結果を役職員の給与・

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・該当する関連法人は存在しない 
・理事長・理事・監事の退職金算定に当た

っては、主務省の指導に従い、在職中の評

価結果を役員退職金に反映することとし

ている。 
・農林水産省ホームページで事業報告書を

掲載し、意見募集を行っている。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

退職金等の水準、そのマネジメント体制等に反映

させる。 

⑦ 情報開示の在り方 

ア 独立行政法人に関する情報開示については、国

民の理解が得られるよう、分かりやすく説明する

意識を徹底する。 

イ 国民の情報へのアクセスの円滑化のため、例え

ば、財務諸表上のデータについて一覧性ある形で

情報開示するほか、独立行政法人のウェブサイト

における情報へのアクセスを容易化する。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・外部委員を加えたセンター機関評価会議

等を開催し、１９年度の自己評価を実施し

た後、外部委員の指摘に対する対応方針の

整理を行うなど、評価結果を業務運営に反

映するとともにホームページで公表した。

・財務諸表、事業報告等をホームページで

開示している。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

(2) 国から独立行政法人への財政支出    

国から独立行政法人への財政支出は、3.5 兆円

（平成19 年度当初予算ベース）であるが、事務・

事業の見直し、随意契約の見直し等による費用削減

を図ることはもとより、寄附金募集の拡大に向けた

取組の強化など、自己収入の増大に向けた取組を推

進することを通じて、中期的には国への財政依存度

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績   

平成２１年度実績   

今後の予定   
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

を下げることを目指す。 
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◆独立行政法人の整理合理化計画の対応状況 

法人名：独立行政法人水産総合研究センター 

整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

（別表）    

各独立行政法人について講ずべき措置    

水産総合研究センター    

事務及び事業の見直し 

【水産に関する技術の向上に寄与するための総合

的な試験及び研究等】 

   

○水産業関係研究開発推進ブロック会議等を通じ

て、都道府県、大学、民間企業などの関係機関との

連携を推進するとともに、課題設定においても役割

分担を徹底する。 

○平成20年度に研究課題の重点化に向けた点検を

実施する。 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・「独立行政法人整理合理化計画」（平成

19 年 12 月 24 日閣議決定）に基づき、水

産業関係研究開発推進ブロック会議等を

通じた都道府県、大学、民間企業等の関係

機関との連携の推進、課題設定における役

割分担を図った。 

第２期中期計画の中間年であるため、課

題ごとの進捗状況を十分踏まえ、研究課題

毎に①中期計画推進上の優先度②共通分

野間の仕分けや統合の可能性の確認③都

道府県、民間との重複の有無の確認、役割
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

分担の明確化の視点から研究課題の重点

化に向けた点検を実施し、課題の内容変更

等を行った。 

平成２１年度実績   

今後の予定   

組織の見直し 

【組織体制の整備】    

○平成20年度以降の調査船の全体運航計画を見直

し、平成19年度中に調査船１隻を縮減する。 

 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・平成 19 年度（平成 20 年 3 月 31 日付）

に調査船１隻（探海丸）を縮減した。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

運営の効率化及び自律化 

【業務運営体制の整備】    

○外部アドバイス制の導入や船員による点検・修理

の実施によりドック費用を削減する。 

 

 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・ドック時の点検・修理に当たっては、船

舶職員以外の専門家のアドバイスを得て、
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

本部、当該船舶の船舶職員間で意見交換を

図り、安全航行の確保、適切な調査の実施

の観点からの必要に応じた無駄のない点

検・修理を行うとともに、工賃節減のため

船員自ら可能な修理等を実施するなど、費

用の節減を図っている。 

平成２１年度実績   

今後の予定   

○通信回線契約の見直しにより経費削減を図る。 

 

中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・通信回線の利用計画については、平成

19年 12月 19日に一般競争入札を実施し、

平成 20 年度の利用料は、従前より概ね年

間 800 万円程度の経費節減となった。 

 

平成２１年度実績   

今後の予定   

【自己収入の増大】    

○各種利用料の見直しを行う。 中期計画   

平成１８年度実績   

平成１９年度実績   

平成２０年度実績 ・各種利用料の見直しを行い、新たに既存  
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整理合理化計画の内容 対応状況 備考 

の実験施設等を業務に支障のない範囲で

広く一般に貸し付ける仕組みを設ける（平

成 20 年 12 月）とともに、研究成果を水研

叢書として取りまとめ、市販本として広く

一般に提供する仕組みを設け（平成 20 年

6 月）、自己収入の増大に努めた。 

 役職員の委員講師の派遣料を自己収入

に組み入れることを検討した。 

  

平成２１年度実績   

今後の予定   
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平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 現 在
平 成 ２ ０ 年 度 業 務 実 績 評 価 に つ い て 指 摘 を 受 け た 事 項 に 係 る 対 応 状 況

法 人 名 ： 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー

中期計画の対応箇所 評価結果における意見・指摘の内容 法人の対応状況

第１－１ ○研究職について、研究管理職としてのキャリ ○研究職員の処遇は、業績審査に基づく昇格制度
「効率的・効果的な評価 アパスだけではなく、研究専門職としての処遇 により決定されており、優れた研究のスペシャリ
システムの確立と反映」 とキャリアパス確立についても検討されたい。 ストへの処遇が可能な制度となっているところで

ある。
極めて優れた研究業績をあげ、その分野のスペ

シャリストとして育成していくことが適当と審査
された者については、研究専門職としての処遇を
図って参りたい。

○科学論文の発表については、水産の試験研究 ○科学論文については、論文数や被引用状況を指
機関のトップとして、質・量ともに最高レベル 標に各国の水産関係研究機関との比較を実施した
の成果を目標として欲しい。 結果、質量共に各国の水産研究機関と同等のレベ

ルにあることが確認された。
現場の研究職員は、総人件費削減に伴う研究者

数減少の状況下で、当センターの重要な業務であ
る水産庁等からの委託研究業務遂行と業務報告書
の作成等に追われているものの、学術論文として

。の成果公表については今後とも努力していきたい
平成２１年度は学会誌等で４１７編の論文を公

表し、これまでの研究業績について、日本農学進
歩賞を含め１８件の学会賞を受賞した。学会発表
についても、海外を含め３件のベストプレゼンテ
ーション賞を受賞した。

第１－２ ○研究課題に対する評価結果の反映について ○研究開発等の課題評価において、評価の客観性
「資金等の効率的利用及 は、公平な評価システムを確立し、資源配分へ ・透明性をより高め、中課題進行管理への効果的

別添３
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び充実・高度化」 の反映を強化してはどうか。 な反映を図ることを主な目的とし、それぞれの研
究所等で行っていた小課題評価会議を廃止し、新
たに研究課題評価会議を設けた。２１年度は３月
に中央水産研究所で研究課題評価会議を開催し、
中課題毎の進捗状況の把握や中課題進行管理方策
の検討を行った。

評価手法の効率化・高度化を図るため、水産研
究活動データベースを作成し、研究課題評価で用
いる様式の作成、検索等が迅速に行える環境を整
えた。本システムにより、中課題毎の投入資金と
得られた成果の分析等が可能となった。

研究資源の配分については、各中課題に設定さ
れた小課題に対して、中課題の目標達成を意識し
た重点配分と、評価結果に基づく追加配分を併せ
て実施している。評価結果の資源配分への反映は
重要ではあるものの、同時に中課題全体の目標達
成にも配慮する必要があると考えている。

第１－３ ○調査船の効率的運用については、金額的にみ ○水研センターに求められている海洋調査研究活
「研究開発支援部門の効 ても極めて重要であるため、効率化に向けた中 動レベルを維持し、人件費削減と調査船の運航維
率化及び充実・高度化」 長期的な視点からの検討が必要ではないか。 持経費縮減に対応していくためには、先進的な研

究開発にかかわる調査を、最新の観測機器とその
操作に習熟した乗組員が配置されている、水研セ

。ンター調査船により優先的に実施する必要がある
このため、積極的な用船の利用により定型的な

調査のアウトソーシング化を図ることにより、水
研センター船の運航を確保する必要があり、平成
２１年度には用船４７航海を実施することで、水

。研センター船１３０航海を実施することが出来た
調査船経費の削減のため、平成１９年度にはや

むなく水研センター調査船１隻の減船を行ったと
ころであるが、現在のところ水研センター調査船
の運航率は平均93.5%とフル稼働に近い状態にあ
る。
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漁船の用船等で実施可能な定型的な調査に関し
ては、積極的に用船を使用する方向で検討を進め
ているが、現状ではこれ以上の用船経費の確保は
困難な状況にある。

第１－４ ○重要な水産調査に関しては、個別的な事案に ○地方自治体研究機関など他機関を含めた水産研
「産学官連携、協力の促 関してだけではなく包括的な連携が重要であ 究の方向性については、農林水産省ならびに水産
進・強化」 り、将来的な構想を示す必要はないか。 庁が「水産基本法 「水産基本計画 「農林水産」、 」

研究基本計画」等方針を定め、水研センターも１
構成実施機関として達成に向けた業務を行ってい
る

、他機関との連携に関する個々の事案については
これまでも水産業関係研究開発推進ブロック会議
等を通じ、都道府県、大学、民間企業等の関係機
関との連携、課題設定における役割分担、協力の
促進・強化に努めてきたところであり、今後とも
関係機関との連携強化、協力の促進に努めて参り
たい。

○人事交流を組織内外で積極的に進めるべきで ○組織融合を推進する観点から、通常の人事異動
ある。特に組織内での交流を旧組織を越えて推 の中で旧組織を越えた人事交流を実施している。
進されたい。 外部組織との人事交流についても、組織及び研究

活動の活性化を図る観点から、積極的に推進して
いる。

○幹部へ登用する人材に関しては、積極的に外 ○外部組織との人事交流は、単に幹部登用の点の
部機関での経験を持たせるような人事交流を推 みならず、組織及び研究活動の活性化に重要であ

、 。進されたい。 ることから 引き続き積極的に推進して参りたい

第１－５ ○ 食の安全やリスクコミュニケーションに関 ○日中韓水産研究機関（水研センター、中国水産
「国際機関等との連携の しては、国際共同研究、国際機関との連携を積 科学研究院、韓国国立水産科学院）の研究協力覚
促進・強化」 極的に推進し、特にアジア諸国との連携強化に 書による研究項目の一つとして 「水産食品の安、

努められたい。 全性に関する研究」があり、２１年度には韓国研
究者を受入、ノロウイルス分析法に関する研修を
実施した。また、東南アジアの地域国際機関であ
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る東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）による
水産物の安全に関する会議へ職員を派遣し、バイ
オトキシン分析に関する専門的知識の提供等を行
った。

○資源管理・漁業管理を考える上でもロシアと ○[ご指摘の通り、評価資料にはロシアとの研究協
の研究交流は重要であるため、評価資料にはロ 力に関する記述が欠落していたため、今年度の業
シアとの研究交流に関する記述を入れる必要が 務実績報告書から記載漏れがないよう対応する。
ある。 なお、平成２１年度は、

・漁業分野における日ロ間の科学技術協力計画に
、 （ ）基づき チンロ ロシア太平洋漁業研究センター

の科学者を受け入れ、サンマ・マサバ・スケトウ
ダラ等の生態学及び現存量に関する報告及び意見
交換等を実施した。

なお、ロシアとの研究交流については、日ロ漁
業専門家・科学者会議で計画案を作成し、日ロ漁
業合同委員会で採択された漁業分野における科学
技術協力計画に基づき、毎年、水研センターとチ
ンロ（太平洋漁業研究センター）との間で実施し
ている。

第２－２－（１） ○水産物の安定供給という課題に対して多面的 ○新たな研究シーズに関しては、水産業関係研究
「水産物の安定供給確保 に研究を展開すれば、新たな研究のシーズも生 開発推進会議等により情報収集をし、農林水産省
のための研究開発」 まれる可能性が高い。研究計画に沿って業務実 の「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発

績を挙げることのみにこだわらず、新しい研究 事業」など競争的資金に応募することにより課題
の展開にも眼を向ける姿勢を期待する。 化を図るとともに、それが困難な場合には水研セ

ンターの交付金プロジェクトの重点分野に指定し
課題化に努めており、今後も新しいニーズに対し
て対応していきたい。

○マナマコの安定供給とアワビの資源把握につ ○激動するナマコ国際市場を的確に把握し情報提
いて、これまでの成果の応用に向けてさらに解 供を行うとともに、簡便な資源量推定法および幼
析と実践を期待する。 生着生礁を開発し、生産現場への研究展開を行う

ことにより、ナマコ資源管理や添加技術の高度化
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に努めている。
ナマコについて平成２１年度は、擬似ナマコを

利用した資源量推定法、竹林礁による稚ナマコ着
、 、底促進 効率的な雌雄・成熟度判別法の開発など

実用的な技術開発を行った。
アワビの資源把握について平成２１年度には、

重要資源の維持・回復に必要な管理システムの開
。 、発を目的としたパラメータ収集を進めた さらに

磯根生物の餌場および着底場としての藻場の機能
評価を目的として、北米における浮遊幼生の定量
採集とPCR-RFLP 等を用いた種判別の実施、浮遊幼S

生の移動分散に関するシミュレーションのため、
磯根の空間配置を反映したモデルの作成などを行
った。

今後は得られた成果の発信を通して、成果の応
。用と重要資源の維持回復の実践に努めて参りたい

○餌料開発については、その改良が全体のコス ○カンパチについては、自発摂餌能を利用した給
ト削減にもつながる増養殖の大事なポイントで 餌システムを養殖現場に取り入れることで、従来
あり 更に技術開発が進展することを期待する の給餌方法による養殖手法よりも成長と増肉係数、 。

が改善された。ニジマスでは低環境負荷の養魚飼
料開発を進め、無魚粉飼料の実用化にむけて大き
く前進するよう対応している。

○魚介類のワクチン開発については、予防およ ○診断・治療・予防を結びつけ 水産用医薬品 治、 （
、 、 ） 、び早期発見のための診断においても成果があが 療薬 予防薬 消毒薬 の開発促進に資するため

っている。今後は、診断と治療を結びつける取 「独立行政法人水産総合研究センター水産業関係
組が期待される。 研究開発推進会議」－「水産増養殖関係研究開発

推進特別部会」－「魚病部会」の傘下に、水研セ
ンター、都道府県水産試験場等研究機関、養殖業
界、及び薬業界等をメンバーとする「水産用医薬
品開発促進連絡会」を新設し、診断と治療を結び
つける取組を推進している。
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○水研センターの利点を活かし、アサリなどの ○大量種苗放流型のアサリ漁業が確立している東
ベントスやコンブなどの藻類について、地域間 京湾・三河湾・広島湾の三大内湾域を対象に、活
における比較・検討を考慮した研究が進展する 性化方策について域間の比較検討を進めている。
ことを期待する。

○遺伝子組み換え生物については、水産生物で ○遺伝子組み換え生物に関しては 「遺伝子組み、
も将来増加することは必定であるため、食用と 換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の
なる水産生物の安全性についての研究が進展す 確保に関する法律」への対応を中央水産研究所に
ることを期待する。 おいて遺伝子組み換え生物の特定手法の開発を行

っているところである。将来、食用の遺伝子組み
換え水産生物が作出された場合、その安全性につ
いて確認を行っていきたい。

、○有害化学物質の生物影響評価手法や検出方法 ○センター内部と外部との情報交流を図るために
等の研究の成果については、全国に展開する水 有害化学物質に関しては、有害物質部会（漁場環
研センターの利点を活かし、センター内及び外 境保全関係研究開発推進特別部会）を開催し、そ

、 「 」部との情報交流が盛んになることを期待する。 の中で シンポジウム 漁場環境保全と環境修復
を行い、話題提供するとともに、情報交流を行っ
た。

一方、赤潮に関しては、赤潮・貝毒部会（水産
業関係研究開発推進会議漁場環境保全関係研究開
発推進特別部会）を開催し関係機関との情報交流
を行うとともに 「東アジアにおける重要有害・、
有毒プランクトンに関する第６回シンポジウム(EA
STHAB 6)」において、日中韓３国を中心とした赤

、潮・貝毒に関する情報交換と協議を実施しており
今後も発展させていく方向で対応している。

第２－２－（２） ○「経営安定」については、漁村の疲弊や魚価 ○漁業の経営安定に対しては、対象漁業の特性と
「水産業の健全な発展と の低迷など、水産業の現場が抱える深刻な現実 地域事情を踏まえつつ解析･検討を行い、個別課題
安全・安心な水産物供給 への正面からの取り組みが少ない。水産業が抱 の解決に繋げるよう成果の普及に努めている。ま
のための研究開発」 える深刻な問題についても取り組む姿勢が期待 た、燃油高騰や魚価低迷など喫緊の課題について

される。 は新規に交付金プロジェクトを立てて対応してい
る。
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魚価低迷に対しては、産地における販売強化の
成功事例研究から水産産地が取組む浜値向上対策
をマーケティング視点から評価し、定量的解析手
法で一般化するとともに、養殖魚の銘柄や地域ブ
ランドの確立要件を検討し、現場ニーズに則した
成果を得つつある。その成果は、水産経済部が組
織化し、水産普及員や都道府県の水産担当部課が
会員となっている「水産経済連絡会」の研修素材
として提供している。

省エネ対策としては、平成20年度末に「漁船漁
業の省エネルギー」マニュアルを発行後、各地で
説明会を開き、技術支援を行っている。また、こ
れまでの成果として、日本海のスルメイカ漁業の
経営支援を目指す漁場形成予測情報システムの予
測データをホームページにアップした。さらに、
２１年度から２年間の交付金プロジェクトとして
イカ釣り漁業におけるＬＥＤ漁灯の効果検証を開
始している。

、労働環境の改善に寄与する省力化対策としては
①日本海西部海域を対象とした省人型小型底引き
網漁業におけるかけまわし漁具の開発、②近海ま
ぐろ延縄漁業における省人・省力型延縄操業シス
テムの開発、③南西諸島及び九州西方海域におい
て小型船を用いた近海かつお釣り漁業操業システ
ムの開発など、省力及び経営コストを引き下げう
る次世代型の漁船操業システムの総合的な開発を
進めつつあり、得られた成果は、国の支援事業を
通じて地域に普及しうるものとして水産業界から
期待されている。

これらの成果を含めて、今後も水産現場に寄与
しうる技術開発とその普及に努めてまいりたい。

○水産業の基盤整備や地域の活性化の関連から ○水産基盤整備や地域の活性化に関連して、漁港
みて、災害時の対応についても水研センターが 漁村が有する多面的機能を評価し、効果的に発現
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地域と一体となって考えていくことが望まれ させる観点から検討を進めている。例えば、漁港
る。 施設が担っている防災機能に注目して、銚子漁港

地域をモデルにした津波等大規模災害発生時にお
ける減災対策方策（行動対応指針）を作成した。

○低・未利用魚貝藻類の食用化の検討等は水産 ○低・未利用棘皮動物については、平成２１年度
業の活性化に寄与すると考えられるため、積極 もガンガゼについて食用化の検討を行った。食用
的に他の研究成果を活用し、新規有用物質の発 に不適な時期やむき身（生殖巣）の鮮度指標とな

、見等へ繋がるよう期待する。 る (アデノシン リン酸)の分解速度についてATP 3
キタムラサキウニにおける研究成果を活用して比
較を行い、ガンガゼの食用化には生殖期の制御と

。 、鮮度保持が重要であることを明らかにした また
熊本産食用ヒトデについて、産卵期には食用に適
していることを明らかにした。さらに、低・未利
用軟体動物では、最近沖縄県で利用が検討されて
いるマガキガイや、鹿児島県で利用されているク
マノコガイについて検討を進め、軟体部に やEPA

が少量確認される等の知見を得るなど、研究DHA
を進めている。

○漁獲後の加工処理の開発も大事であり、船と ○水産加工の発展及び質の高い水産物供給へ寄与
陸の情報共有・協力により、水産加工の発展及 する研究開発に関係して、例えばマグロについて
び質の高い水産物供給へ寄与する研究開発の推 は、クロマグロ肉質軟化の分子メカニズム解明，
進を期待する。 養殖時のセレン補給による栄養改善の可能性と取

り上げ手法改善の有効性立証、高鮮度凍結メバチ
の解凍硬直と色調劣化を抑制する解凍法確立、等
を実施した。
また、現在資源状態が良好なサンマについても、
グローバル商材化を目指した鮮度保持技術，フィ
レ製造技術，すり身化技術の開発および効率的漁
獲手法の開発に取り組むなど、高品質水産物の流
通加工技術の開発を進めている。

第２－２－（３） ○（３）の研究課題については、相互の研究課 ○重点領域３は研究開発の基盤となるもので、広
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「研究開発の基盤となる 題の関連性が薄いため、全体の評価が難しい。 範な分野にわたっており相互に関係が薄いものが
基礎的・先導的研究開発 次期には項目の整理が必要ではないか。 含まれているのは事実である。今後は重点領域３
及びモニタリング等」 で得られた基盤的な成果について、重点領域１、

２に活かしていきたい。

○今後は水産生物のゲノム研究の急速な展開が ○他の中課題において、海洋環境と資源変動とゲ
予想されるため、モニタリングによる海洋環境 ノム情報を結びつけた水産物のモニタリングに関
と資源変動とゲノム情報を結びつけた水産物の する研究を進めている。例えば、海洋環境につい
基盤研究の構築が必要であろう。研究が推進さ ては、赤潮プランクトンなどをDNAマーカーで検出
れることを期待する。 する研究、資源変動については、資源集団をDNAマ

ーカーで個体群として詳細に解析していく研究を
進めている。平成２２年３月に当センターが策定
した「水産ゲノム研究戦略」の中でもご指摘の点
を重点分野としており、今後とも精力的に進めて
いくことにしている。

○地域活性化のために、カタクチイワシ、フナ ○地域活性化を目的とした地域密着型の研究開発
及びアサリ等で実施されているような地域密着 は、研究対象の特性と地域ニーズによって手法や
型の研究開発が進展することを期待する。 研究分野が大きく異なっている。カタクチイワシ

で実施されている鮮度保持や加工機械改良、資源
特性評価による加工原料としての有効利用研究、
水田フナ放養が生態系に与える影響の多面的機能
評価手法の開発、都市近郊内湾域のアサリを中心
とした沿岸資源の社会教育や環境保全に及ぼす機

、 。能と効果等 研究専門分野も大きく異なっている
同様に、地域活性化に向けた研究として、天然

河川におけるアユの摂餌活動による富栄養化汚濁
防止と景観維持機能の経済価値の評価や、栽培漁
業の地域経済への波及効果推定上の問題点整理等
を実施しているが、今後も地域ニーズを精査した
上で、必要研究分野の人材による有効な地域密着
型研究の進展に向けて努力していきたい。
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第２－４ ○優れた研究成果をＨＰ、シンポジウム、イベ ○科学論文については、論文数や被引用状況につ
「成果の公表、普及・利 ント等々で積極的に公開している姿勢は高く評 いて各国の水産関係研究機関との比較を実施した
活用の促進」 価できるが、研究成果を公表した論文数が意外 結果、質量共に各国の水産研究機関と同等のレベ

に少ないので、学術論文としての公表にも力を ルにあることが確認された。
入れることを望む。 現場の研究職員は、総人件費削減に伴う研究者

数減少の状況下で、当センターの重要な業務であ
る水産庁等からの委託研究業務遂行と業務報告書
の作成等に追われているものの、成果の学術論文

。としての公表について今後とも努力していきたい
平成２１年度は学会誌等で４１７編の論文を公

表し、これまでの研究業績について、日本農学進
歩賞を含め１８件の学会賞を受賞した。学会発表
についても、海外を含め３件のベストプレゼンテ
ーション賞を受賞した。

○次世代へ向けたアウトリーチ活動の推進を期 ○従来より実施してきた研究所一般公開や博物館
待する。 における夏休み展示などのイベントでの研究紹介

の他、高校生向けのサイエンスプログラムも実施
している。また、２１年度は小学校高学年以上を
対象とした広報誌「おさかな瓦版」のリニューア
ルや水産総合研究センターの研究紹介チラシを改
善したところである。今後はこれらの資料を活用

、 。し 次世代へ夢のある研究開発を伝えていきたい

○今後も成果のアピールを強化し、水研センタ ○社会との連携を積極的に推進し成果の情報提供
ーについての認知度の普及に努めることを期待 や技術移転を行うしくみとして、社会連携推進本
する。 部を設置している。この中で水産技術交流プラザ

を開設し 「省エネ技術 「安全安心な養殖技術」、 」
など関心の高いテーマを設定してセミナーを開催
するほか、水産物のゲノム研究や大型クラゲ対応
技術等について水研センターがリードをとり、大
学や他の研究機関とシンポジウムを開催すること
によって、水研センターのプレゼンスを高めてい
く努力を続けていきたい。
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第２－５ ○専門知識を活かして様々な社会貢献を行って ○国際共同研究については、引き続き水研センタ
「専門分野を活かしたそ いると評価される 「国際共同研究」について ー運営費交付金による予算を確保し、国際共同研。
の他の社会貢献」 は、研究のさらなる発展・深化のために海外の 究の推進を図っている。さらに、各研究所等を対

研究者とも活発な共同研究を望む。 象に海外の研究機関・研究者との研究交流・研究
。 、協力に係る実態調査を実施した 調査結果を基に

今後、国際共同研究への発展に向け働きかけを強
化して参りたい。
なお、平成２１年度には２０件の国際共同研究を
実施した。

○今後も日本開催の関連国際集会への積極的な ○平成２１年度には６件の国際シンポジウム/ワー
取組を期待したい。 クショップを日本で主催あるいは共催した。今後

とも、関連する国際研究集会への積極的な取組に
努めていきたい。

第３－１ ○給与規定の中で国と異なる手当てである「水 ○水上等作業手当については、手当創設時（昭和
） 、「予算及び収支計画等」 上等作業手当」については、困難な業務として ５２年制定: 水産庁北海道さけますふ化場 以来

国の施設であるときから定められてきたもので 業務量が相対的に減少し、業務の実施方法にも改
あり 手当の廃止については慎重に検討しつつ 善が認められたこと、設備の改善が行われたこと、 、
見直しを進められたい。 等の理由から、支給対象期間を２ヶ月間短縮して

１２月から２月とすることとした。

○運営費交付金執行率、人件費削減、国と異な ○運営費交付金執行率について、勘定ごとの執行
る手当見直し、随意契約から一般競争への移行 率が90％を下回った場合には、その原因及び事業
とチェック体制の強化、当期総利益、利益剰余 への影響について事業報告書等に記載する予定で
金の発生経緯説明等、の各項目については一層 ある。
の取り組み強化を望みたい。 人件費削減については、計画どおり達成される

予定である。
水上等作業手当については、上述のとおり見直

しを行ったところである。
契約については、当年度の契約実績や契約監視

委員会の設置等によるチェック体制について、業
務実績報告書等に記述する予定である。加えて、
一連の契約プロセスを別添により示すこととした
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い。
当期総利益・利益剰余金については、事業報告

書等により説明を十分に行うこととしている。

第４－２ ○国家公務員採用試験合格者からの採用に代わ ○平成２２年度研究職の採用から、国家公務員Ⅰ
「職員の人事に関する計 る採用方針を早期に公開し、優秀な人材を確保 種試験合格者を採用面接時の有資格者としつつ、
画」 することが望まれる。 当該試験合格者以外の者にあっても補完的に水研

センターが実施する専門試験（記述式）と面接試
験により合格した者を選考の上、採用する方針と
した。また平成２１年度の専門試験実施に当たっ
ては、本部・各水研等が各大学等に広く周知活動
を行ったうえで、平成２２年３月に実施し、５名
採用予定のうち４名（応募者６６名）の採用を内
定した。

○任期付研究員に対するテニュア審査制度を早 ○平成２１年度にテニュア審査制度を制定し、平
期に制度化し、人事の透明性と研究意欲を確保 成２１年９月には平成１９年４月までの採用者６
することが望まれる。 名について審査を実施し、６名を合格とした。さ

らに平成２２年３月には平成２０年４月までの採
用者８名を審査し、８名を合格とした。

○人事採用に関しては、トップクラスの人材を ○優秀な人材を組織内に維持するとともに、トッ
、どのように確保し組織内に維持するかが重要で プクラスの人材を中途採用により確保することは

あり、中途採用を含めて採用を考えることが重 研究開発独法として重要なことであるが、高い処
要ではないか。 遇により人材の維持確保を図ることは、交付金を

原資として運営されている独立行政法人として、
国民からの理解を得にくい側面もある。
現在進行中の研究開発独法制度改革における論点
にもなっているので 、制度的な対応が可能にな、
れば、柔軟に対応して参りたいと考えている。

○コンプライアンスマニュアルを策定し、法令 本部内にコンプライアンス総合窓口を設置し各第４－４ ○
遵守に関する内部統制体制の整備が望まれる。 場所のコンプライアンス推進責任者と連携し体制「情報の公開と保護」

の強化に取り組んだ。
、コンプライアンス基本方針を周知徹底するため
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外部コンサルタント及び本部役職員により、各研
究所等において研修を行なった。併せてコンプラ
イアンス・マニュアルを作成し、全役職員に配付
した。

○水産業は全般に環境産業であると言われる ○２０年度に策定した「温室効果ガス排出抑制実第４－５
が、環境に対する配慮は必ずしも十分とは言え 施計画」に基づいて、各事業所の温室効果ガス排「 」環境・安全管理の推進
ない。水研センターが環境に対する配慮の分野 出抑量を公表した。平成１６年度を基準として平
で先導的に活動することを期待する。 成２４年度までに１６%削減の目標を立てたが、２

０年度で既に達成し、さらなる削減を目指してい
る。また、２０年度に「水産業エネルギー技術研
究会」を発足させ、省エネ技術の開発を行うとと
もに、シンポ・パンフ等で普及・啓蒙を図ってい
る。

平成２１年度は、センターが平成２０年度に実
施した環境配慮活動について、９月１５日付けで
「環境報告書２００９」として取りまとめ、関係
諸機関に配布するとともに、ホームページ上で公
開した。

各種講習会で、平成２０年度に作成したパンフ
レット「漁船漁業の省エネルギー」をテキストと
して使用し、漁船漁業の省エネルギー技術の啓蒙
普及に務めた。
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・契約を見直して
いることを評価す
る
・適切に取り組ま
れている。

年度新規契約も含めて競争性のない随
上 は、やむを得ないと考え

研 等の扱いについては、
研究であることの実態を

つ いることから、平成２２
競 資金の公募に際し、共同
て
再委託したものは下記の表に記載して

入札への移行を予定
としているものがある

て点検・
を
等

競

ト等
法

競争

研究
採択
たも

042,572千円

政財
中

所　　見

92.1

79.7%)

12.3%)

(7.9%)

(100%)

(45.2%)

(51.5%)

金額（千円）
(96.7%)

見直し後
な

6,714,577
(100%)

6,494,813

219,764

3,036,429

いも
合計

0年度に事

(3.3%)
3,458,384

○　随意契約見直し計画の実施状況
（独）水産総合研究センター

見直し計画 実施状況（平成22年6月30日現在）

１．随意契約等の見直し計画
（１）随意契約の見直し
　　平成２０年度において、締結した随意契約等につい
　行い、以下のとおり、新たな随意契約等の見直し計画
　　今後、随意契約については、事業所敷地の借り上げ
　やむを得ないと考えられるものを除き、速やかに一般
　移行することとした。
　　なお、この他、国の公募型委託試験研究プロジェク
　ついては、農林水産省において政府全体の研究開発
　を踏まえて検討することとしているため、下記の表の
　随意契約に記載していない。
　　国等の企画競争や競争的資金の公募に際し、共同
  中核機関として応募し、外部専門家等の審査の上に
  当該研究グループに所属する機関に対して再委託し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   222件、1,

　　また、精査した結果、調査対象でないと判明した行
　可に伴う財産使用料（15件、132,326千円）も下記の表

いない　い い。

１．随意契約等の見直し計画
（１）随意契約の見直し
　　平成２２年５月、平成２０年度
　画をＨＰにて公表し、平成２２
　意契約は、事業所敷地の借り
　られるものに限定した。
　　なお、国の公募型委託試験
　現在、主務省において、複数機
　踏まえて委託契約のあり方に
　年第一四半期に、国等の企画
　研究グループの中核機関とし
　ープに所属する機関に対して
　いない。　　233件、1,062,497千

　　第１四半期において競争性の
　目標を若干下回っているが、こ
　している案件で平成２３年度当
　ためである。

見直しを
策定する。
、現下では、

争入札等に

の取扱いに
人の在り方
性のない

グループの
された後、
の。

産の使用許
に記載して

において締結した随意契約の見直し計

げ等、現下で

究プロジェクト
関による共同
いて検討されて
争や競争的

応募し、採択された後、当該研究グル

円

ない契約の割合は件数、金額ともに
れは一般競争
初に実施目標

平成２０年度実績

251
(64.5%)

平成２２年度第一四半期実績

件数

182

(89.0%)

282

(24.5%)
69

(11.0%)
31

(100%)

件数 金額（千円） 件数 金額（千円

競争性のある契約
(87.8%) (97.5%) ( %) (98.1%)

2 13,972,695
競争性のある契約

545 13,893,373 57

一般競争入札
(63.9%) (67.8%) ( (95.2%)

13,560,619
一般競争入札

397 9,665,067 495

企画競争、公募等
(23.8%) (29.7%) ( (2.9%)

412,076
企画競争、公募等

148 4,228,306 77

競争性のない契約
(12.2%) (2.5%) (1.9%)

9 277,792
競争性のない契約

76 357,113 4

合　　計
(100%) (100%) (100%)

1 14,250,486
合　　計

621 14,250,486 62
（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得な の。
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため が一致しな

い場合がある。
（注３）見直し後の競争性のない随意契約には、平成2
     業が終了した事案（26件、88,194千円）を含む。

別添４
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545
52.1

284

66.5

・一者応札・一者
応募について見直
しを行い，競争入
札への変更を行っ
ていることを評価
する。
・適切に行われて
いる

。

し
者応札・一者応募とな

更 変更、公告期間の見直
ついても同様の見直しを

うち一者応札・一者応募
ト イント下回った。

割

者応
おり
た。
削減
によ

189
31.0

(2.1%)

(0.4%)

・一者応札・一者
応募について見直
しをを評価する。
・適切に処置され
ている

成 的取り組み

争性のない随意契約
中心に点検

るた

一致

と

組み
実施
、
施。

他

（２）一者応札・一者応募の見直し
  　平成２０年度において、競争性のある契約のうち一
　となった契約について点検・見直しを行い、以下のと
　契約手続き等を見直す必要があるものが見受けられ
  　今後の調達については、競争性のない随意契約の
　ら結果に留意、改善しつつ、契約手続きを進めること
　争性の確保に努める。

（２）一者応札・一者応募の見直
  　平成２０年度において競争性
　った契約について、仕様の変
　しを行うとともに、平成２２年度
　行った。
　　第１四半期において、競争性
　の割合は、件数で５．１ポイン

札・一者応募
、契約の条件、

に加え、これ
り、一層の競

のある契約の一
、参加要件の

新規の契約に

のある契約の
、金額で６．５ポ

（平成２０年度実績） （平成２２年度第一四半期実績）
実　績 件数 金額（千円） 件数 金額（千円）実　績

競争性のある契約
13,893,373

競争性のある契約
251 6,494,813

うち一者応札・一者応募
( %) (71.5%)

9,932,827
うち一者応札・

(47.0%) (65.0%)
一者応募

118 4,223,233
（注）上段（　　%）は競争性のある契約に対する （注）上段（　　%）は競争性のある契約に対する割合を示す合を示す。

(一者応札・一者応募案件の見直し状況）
見直し方法等 件数 金額（千円）

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実
(

施
%) (60.0%)

189 5,954,736
（注１）

仕様の変更 189 5,954,736
参加条件の変更 3 8,660
公告期間の見直し 189 5,954,736
その他その 189 5 954 7365,954,736

契約方式の見直し（総合評価落札方
般競争入札へ移行）

式を含 (む一 %) (38.7%)
88 3,846,930

その他の見直し
(1.3%)

6 129,272

点検の結果、指摘事項がなかったもの
(0.0%)

1 1,890
（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があ
場合がある。
（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が
ある。
(注３)上段（　　%）は平成２０年度の一者応札・一者応募
する割合を示す。

め一致しない

しない場合が

なった案件に対

２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り
（１）契約監視委員会等による定期的な契約の点検の
　　契約監視委員会等により、競争性のない随意契約
  一者応札・一者応募になった案件を中心に点検を実

２．随意契約等見直し計画の達
（１）契約監視委員会等による定
　　平成２２年７月２７日に、平成
　し、平成２２年度第一四半期に
　（264件）、一者応札・一者応募
　を実施した。

へ向けた具体
期的な契約の点検の実施
22年度第１回契約監視委員会を実施
契約締結した競
になった案件（118件）を

66



・見直しの結果，
競争入札への移
行が実現したこと
を評価する。
・適切に対応して
いる。

・引き続き検証を
期待する
・適切に対応して
いる。

・計画に基づく移
行である。
・適切に対応して
いる

、供給元が一に特定される出版元から
ジ ２年購読分

。
年

の際は、近隣地価等
て引き続き検証した。

外 と共同で実施する研
う は、随意契約の根拠

号「国、地方公共
と 年６月８日に削除し、
ととした。

にお
て、

で
行す

を

・計画に基づいた
調査である。
・適切に対応して
いる。

・引き続き検証を
期待する。
・適切に対応して
いる。

・落札後の契約辞
退が生じなかった
ことを評価する
・適切に対応して
いる。

部 ついて、予定価格調
性

と 入札者の能力を確認
じなかった。

し
、事前に問い合わせが

理 ートやヒアリングで調
に、ホームページ上に

5日)し、一者応札・一
の した。

て、
成す

う、
する

に応
ケ

口を
促進

（２）随意契約等の見直し
①　一般競争入札へ移行
　　外国雑誌の調達は供給元が一に特定される出版物
  競争入札へ移行する。

（２）随意契約等の見直し
①　一般競争入札へ移行
　　外国雑誌の調達については
　直接購入する外国雑誌（電子
　は平成２１年１０月に一般競争
　　平成２３年購読分は平成２２
　予定である。

除き、一般
ャーナル）を除き、平成２

入札を実施した
１０月ごろに一般競争入札を実施する

②　契約価格の妥当性の検証
　　土地賃貸借契約等の契約更新に当たっては、近隣
  借料等との比較等を通じた契約価格の妥当性につい
  検証する。

②　契約価格の妥当性の検証
　　継続して行う土地賃貸借契約
　との比較を行うなど契約価格の

ける土地
引き続き

等の契約更新
妥当性につい

③　競争的資金の場合を除き、外部の研究機関と共同
  究計画において、同機関と行う契約は企画競争に移

③　競争的資金の場合を除き、
  究計画において、同機関と行
　規定である契約事務取扱規程
　団体その他公法人と契約する
　今後、企画競争に移行するこ

実施する研
る。

部の研究機関
契約について
第30条第1項第７
き」を平成２２

④　予定価格調書の作成
　　　国等から受託した研究の一部再委託契約につい
   の妥当性について検証するため予定価格調書を作

④　予定価格調書の作成
　　国等から受託した研究の一
　書を作成し、契約価格の妥当

契約価格
る。

再委託契約に
について検証した。

⑤　業務内容の周知徹底
     落札後の契約の辞退による随意契約を生じないよ
  の周 知徹底を図り、必要に応じ入札者の能力を確認

⑤　業務内容の周知徹底
　　入札内容の周知徹底を図る
　するなどした結果、落札後の契

入札内容
。

ともに、適切に
約の辞退は生

（３）一者応札・一者応募の見直し
     一者応札・一者応募の原因を究明して、その原因
   とることが重要である。このため、広く関係者からアン
   ホームページ上に入札等の改善意見を聴取する窓
   措置を講ずるとともに、併せて、可能な限り、競争が
   約に移行する。

（３）一者応札・一者応募の見直
    一者応札・一者応募の原因を
　あった業者等に入札不参加の
　査する(対象延２４１社、回答延
　入札等の改善意見を聴取する
　者応募の原因を分析し、今後

じた対応を
ートをとる、
設ける等の
される契

究明するため
由等をアンケ

２０５社）ととも
窓口を設置(7月

契約の参考と
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・一般競争入札へ
の移行を評価す
る。
・適切に対応して
いる。

・速やかな作成を
期待する
・適切に対応して
いる。

・期間の見直しを
評価する。
・適切に対応して
いる。

、
行

、 。
備 慮しさらに公告・公示

より
、調達内容の

に
般

総
合評

方式
作成し、仕様
具体的に示

もに
間に延

・情報開示は引き

待する。
・適切に対応して
いる。

せた。

期間を延長

報
すい

、 内容に応 十分な公告 に 。

①　一般競争入札への移行
　　特殊な器具、機材の調達契約であり、現在、公募に
  ものについても、競争の可能性があるものについては
  周知を図り、一般競争入札に移行する。
　　また、保守、点検、修理に係る契約についても、同様
  性があるものについては、調達内容の周知を図り、一
  移行する。

①　一般競争入札への移行
　　公募により行っていた特殊な
　検、修理に係る契約について
　可能な限り一般競争入札に移

行っている

競争の可能
競争入札に

器具、機材の調達契約及び保守、点
競争の可能性をより厳密に調査し、

した。

②　総合評価方式の導入拡大
　　 ア　一般漁船の用船契約については全ての契約に
       方式による一般競争入札を導入することとし、総
       ガイドラインを作成する。
　　イ　一般漁船の用船契約について、総合評価落札
      競争への移行を支援するための業務マニュアルを
      書の作成や予定価格の設定等の各種入札手順を
      す。
　　　　　（平成２３年３月を目途に作成予定）

②　総合評価方式の導入拡大
　　 一般漁船の用船契約につい
　総合評価方式のガイドライン及
　（平成２２年１２月を目途に作成

合評価落札
価方式の

による一般

て総合評価落札方式に移行するため、
び業務マニュアルの作成に着手した。
し、平成２３年度契約より実施の予定）

（４）その他
①　公告・公示期間の延長
     原則、公告・公示期間を１０営業日に延長するとと
   によっては、その内容に応じて十分な公告・公示期   によっては その じて 公示期間

（４）その他
①　公告・公示期間の延長
     公告・公示期間については
　仕様内容によっては、入札準

期間を延長した

、仕様内容
長する。

した。
延長する

原則１０営業日に延長した
の期間等も考

②　情報開示の促進
　   広く契約情報が伝わるよう中小企業庁の官公需情
   トにリンクするとともに、仕様内容を国民にわかりや
  な表現に改める等の積極的な情報開示を行う。

 
②　情報開示の促進
　   調達予定情報を定期的にＨ
　入札等の更新情報を配信する
  企業庁の官公需情報ポータル

、より適切 (7月7日)とともに、引き続き中小
サイトにリンクさ

続き行うことを期Ｐに掲載するほか、ＲＳＳ方式によりポータルサイ
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独立行政法人水産総合研究センターの
平成２１年度に係る業務実績に関する評価シート



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

A B C D E F 

平成２１年度　独立行政法人水産総合研究センター業務実績に関する評価シート

序文 序文
（略） （略）
第１　中期目標の期間
センターの中期目標の期間は、平成１８
年４月１日から平成２３年３月３１日までの
５年間とする。

第２　業務運営の効率化に関する事項 第１　業務運営の効率化に関する目標を
達成するためとるべき措置

第１　業務運営の効率化に関する目標を達成する
ためとるべき措置

　運営費交付金を充当して行う事業につ
いては、業務の見直し及び効率化を進
め、一般管理費については、中期目標期
間中、毎年度平均で前年度比で少なくと
も３％の削減を図るほか、業務経費につ
いては、中期目標期間中、毎年度平均で
少なくとも前年度比１％の削減を行う。
　また、人件費については、「行政改革の
重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決
定）を踏まえ、今後５年間において、国家
公務員に準じた人件費削減（退職金及び
福利厚生費（法定福利費及び法定外福利
費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた
給与改定部分を除く。）の取組を行うとと
もに、国家公務員の給与構造改革を踏ま
えた給与体系の見直しを進める。
　以上に加えて、センター全体として、管
理部門等の効率化を行い、統合メリットを
発現することにより、中期目標期間の最
終年度において、平成１７年度一般管理
費比で１０％相当額の抑制を行う。

　運営費交付金を充当して行う事業につい
ては、業務の見直し及び効率化を進め、
一般管理費については、中期目標期間
中、毎年度平均で少なくとも前年度比３％
の削減を図るほか、業務経費について
は、中期目標期間中、毎年度平均で少なく
とも前年度比１％の削減を行う。
　また、人件費については、「行政改革の
重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決
定）を踏まえ、今後５年間において、５％以
上の削減（退職金及び福利厚生費（法定
福利費及び法定外福利費）を除く。また、
人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除
く。）を行うとともに、国家公務員の給与構
造改革を踏まえて、職員の給与について
必要な見直しを進める。
　以上に加えて、センター全体として、管理
部門等の効率化を行い、統合メリットを発
現することにより、中期目標期間の最終年
度において、平成１７年度一般管理費比で
１０％相当額の抑制を行う。

　運営費交付金を充当して行う事業については、
業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費及び
業務経費は、それぞれ少なくとも前年度比３％、
１％の削減を行う。
  人件費については、「行政改革の重要方針（平成
１７年１２月２４日閣議決定）」等を考慮し、業務及
び組織の合理化、効率化を推進することにより、計
画的な削減を行う。
  また、センター全体として、統合メリットを発現する
ことにより、業務運営の効率化を進め、一般管理費
等の抑制を行う。

※第３の１で記載する。

１　効率的・効果的な評価システムの確立
と反映

１　効率的・効果的な評価システムの確立
と反映

１　効率的・効果的な評価システムの確立と反映
A

（１）事務事業評価 （１）事務事業評価

ア．センターの業務運営に関する評価
　評価の客観性・透明性を確保するため、外部委
員を加えたセンター機関評価会議等による評価を
行い、その結果を業務運営に反映させるとともに、
これらを公表する。また、理事会等において評価結
果の活用等も含め、業務運営の基本方針について
検討を行う。
　評価の方法等については、より良い評価制度の
実現に向けて情報収集に努めるとともに、必要に
応じ改善を行う。

ア．センターの業務運営に関する評価
・外部委員を加えたセンター機関評価会議等を開催し、２０年
度の自己評価を実施し、ホームページで公表した。また、改
善を要する評価結果へのフォローアップ及び外部委員の指摘
に対する対応方針の整理を行う等、評価結果を業務運営に
反映した。
・独立行政法人評価委員会の２０年度の評価結果や委員の
指摘についても、理事会、経営企画会議等におけるセンター
業務運営方針や業務改善等の検討に活用した。
・これまでそれぞれの年度評価において、中期計画には記載
されているが年度計画に記載がなく実績もない項目について
は、ウエイトを付けないようにその都度ウエイトの変更を行っ
ていたが、中期計画中は変更しないようウエイト付けを改正し
た。
・センター機関評価会議の外部委員の改選に当たり、地方公
共団体の意見等も反映できるよう留意して人選を進めた。

評価中期目標 中期計画 ２１年度計画 ２１年度業務実績

 　センターは、業務の質の向上と業務運
営の効率化を図るため、独立行政法人評
価委員会（以下「評価委員会」という。）の
評価に先立ち、自ら業務の運営状況及び
成果について外部専門家・有識者等を活
用しつつ点検を行う。評価結果は、評価
委員会の評価結果と併せて業務の運営
に適切に反映する。
　研究開発等の課題の評価については、
成果の質を重視するとともに、できるだけ
具体的な指標を設定して取り組む。また、
研究成果の普及・利用状況の把握、研究
資源の投入と得られた成果の分析を行
う。評価結果は、資金等の配分や業務運
営に適切に反映させる。
　また、職員の業績評価は、その結果を
適切に資金等の配分、処遇等に反映させ
る。

所見

・外部委員を加えたセンター機関会議に於いて指
摘を受けた事柄を整理し、理事会、経営企画会議
におけるセンター業務運営方針や業務改善などに
活用しているなど進捗している。
・研究活動データベースを構築し、研究課題評価
報告の作成、検索等が迅速に行え、資金と得られ
た成果の分析等を正確かつ迅速にできるように
なったことなど進捗している。
・センター機関評価に外部委員を登用し、結果をＨ
Ｐで公表し、研究活動データベースを構築し活用し
ている。また、成果発表会で双方向のコミュニケー
ションを図る「効率的・効果的な評価システムの確
立と反映」については計画に対して業務が順調に
進捗している

　独立行政法人評価委員会の評価に先立
ち、自らの業務の運営状況及び成果につ
いて評価の公正さを高めるため外部評価
委員を加えた評価を実施し、その評価結
果を、業務運営及び中期計画の進行管理
に適切に反映するとともに公表する。ま
た、評価手法の効率化及び高度化を図る
ため必要に応じて評価システムの改善を
行う。
　研究開発等の課題評価については、成
果の質を重視するとともに、客観性、信頼
性の高い評価の実施に努め、また主要な
成果の普及・利用状況の把握、研究開発
等に関わる資源の投入と得られた成果の
分析を行う。さらに評価結果は、資金等の
配分に適切に反映させる。
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

A B C D E F 
イ．研究開発等の課題評価
　研究開発等の課題評価において、外部委員を加
えた評価会議を行うなど評価の客観性・透明性を
確保する。また、アウトカムの視点に立った評価の
方法については、実施の状況を勘案しつつ、課題
評価方法等の改善を行う。
  評価手法の効率化及び高度化を図るため、必要
に応じて評価システムの改善を行う。
  主要な成果の普及・利用状況の把握のため、経
営企画コーディネーター、研究開発コーディネー
ター及び広報等の組織の活動を通じ、地方自治
体、研究機関、関係団体等との双方向コミュニケー
ションを図るとともに、研究開発等に係わる資源の
投入と得られた成果を整理し、分析を開始する。
　さらに、評価結果を資源の配分等の業務運営に
反映させる。

（２）個人業績評価 （２）個人業績評価

ア．研究開発職については、研究の活性化を図り、
創造的な研究活動を奨励する立場から業績評価を
実施する。また、管理職についてはその結果を処
遇に反映させるとともに、その他の研究開発職員
については、平成２１年度の本格実施と２２年度の
処遇反映に向けて取り組む。

･研究の活性化を図り、創造的な研究活動を奨励する立場か
ら業績評価を実施した。
･管理職についてはその結果を12月期の勤勉手当に反映さ
せた。
･一般の研究開発職員については、評価結果の処遇への反
映方針を決定した。評価結果は平成２２年度の12月期の勤勉
手当に反映させる。

イ．一般職、技術職及び船舶職については、組織
の活性化と実績の向上を指標とした新たな評価シ
ステムの導入に向け、前年度の試行結果に基づく
改善点等に留意し、試行を行う。

・国の状況を踏まえつつ、組織の活性化と実績の向上を指標
とした新たな評価システムの導入に向け試行を行った。また、
評価システムの試行を円滑にするため、新たに評価者となっ
た職員を対象に評価者研修を実施した。

２　資金等の効率的利用及び充実・高度
化

２　資金等の効率的利用及び充実・高度
化

２　資金等の効率的利用及び充実・高度化
A

（１）資金 （１）資金 （１）資金

ア．運営費交付金 ア．運営費交付金

・委託プロジェクト研究や受託研究など外部資金を
積極的に受け入れている、漁獲物の外地出の市
場の開拓を行い自己収入の安定確保に取り組ん
だ、各研究所における組織の見直し、などを評価し
た。　センターは、中期目標の達成のため、運

営費交付金を効率的に活用して研究開

イ．研究開発等の課題評価
･研究開発等の課題評価において、評価の客観性・透明性を
より高め、中課題進行管理への効果的な反映を図ることを主
な目的として小課題の評価方法を改善した。昨年度まで外部
委員を加えてそれぞれの研究所等で行っていた小課題評価
会議を廃止し、新たに研究課題評価会議を設け、中課題単位
で小課題を一括して評価するよう諸規定の改正を行った。２１
年度は中央水産研究所１カ所で３月に開催し、中課題毎の進
捗状況の把握や中課題進行管理方策の検討を行った。
･評価手法の効率化・高度化を図るため水産研究活動データ
ベースを作成し、研究課題評価で用いる様式の作成、検索等
が迅速に行える環境を整えた。また、このシステムによりこれ
まで研究者が研究課題評価以外の要請により何度も業績の
入力をしていた点が、一度で済むようになった。本システムを
使うことにより、中課題毎の投入資金と得られた成果の分析
等が正確かつ迅速にできるようになった。
･農林水産研究情報総合センターに配備されている文献情報
データベースWeb of Scienceを使用して、センター全体の論文
業績に対する国際ベンチマーク解析を試行的に実施した。
･成果発表会や石川県及び長崎県における利用加工セミ
ナー、水産業関係研究開発推進会議等の活動を通じ、地方
自治体、研究機関、関係団体のみならず、一般消費者や学
生との間で意見交換やアンケートを実施し、センターの成果
に対する意見や期待及び浸透度等を把握し、双方向コミュニ
ケーションを図った。
･研究予算の配分に当たっては、研究課題の評価結果による
重点化等を行うとともに、評価委員の指摘等を業務運営に反
映させた。
･水産庁等からの受託事業の評価については、担当課から意
見や要望等を受け、その結果を課題の評価や研究開発業務
の運営に反映させた。

　研究職、調査技術職については、その結
果を適切に研究開発資源の配分、処遇等
に反映させるとともに、業務の特性を考慮
しつつ公正かつ透明性を確保した多軸評
価を実施するとともに必要に応じて評価シ
ステムの改善を行う。さらに、一般職等に
ついては、組織の活性化と実績の向上を
図る等の観点から、新たな評価制度を導
入する。
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　理事長のトップマネージメントの下、評価
結果を資金配分に反映させるとともに、社
会的要請等を勘案しつつ資金の重点配分
を行う。

　研究課題については、課題ごとに研究成果を評
価し、研究資源の重点配分を行い、引き続き競争
的環境の醸成を進める。また、中期計画の着実な
達成に向け、課題の進捗状況を確実に把握し、研
究開発を充実させる。
   プロジェクト研究課題についても、中課題ごとの
課題スケジュールの検討を行い、中期計画の中で
の位置づけを明確にしつつ、社会的ニーズに対応
して重点配分を行う。特に、社会的ニーズの高い
水産業の省エネ技術に関する研究、資源管理方策
の総合的な検討及び評価技術の開発について
は、適切な評価を経て、研究開発を推進する。

・一般研究では、課題毎の評価等に基づき１３４課題中３９課
題に研究費の重点配分を行い引き続き競争的環境の醸成を
進めた。
・プロジェクト研究課題についても、評価結果に基づき予算査
定等を実施し、継続課題１８課題中６課題に予算の重点配分
を行った。さらに社会的ニーズに対応してカツオの分布来遊
関連研究開発を含む１３課題を新たに採択し、積極的に研究
開発を推進した。

イ．外部資金 イ．外部資金

　競争的研究資金を含め研究開発等の推
進を加速するため、センターの目的に合致
する外部資金を積極的に獲得する。

　農林水産省の委託プロジェクト研究、新たな農林
水産政策を推進する実用技術開発事業及び受託
事業の企画競争、各種公募による競争的研究開
発資金について、他機関との共同提案を含め積極
的に提案・応募し、外部資金の獲得に努める。
   また、他機関からの要請に応じ、センターの目的
に合致する受託費及び目的寄付金等の外部資金
を積極的に受け入れる。

・農林水産省の委託プロジェクト研究や「我が国周辺水域資
源調査推進委託事業」等の受託事業の企画競争、各種公募
による競争的研究開発資金について、都道府県等の他機関
との共同提案を含め積極的に提案・応募し、外部資金の獲得
に努めた。特に、新たな農林水産政策を推進する実用技術開
発事業で新規6課題継続11課題、文科省科学研究費補助金
では新規10課題、継続16課題の研究資金を獲得した
・独立行政法人農業環境技術研究所等の他機関からの要請
に応じ、センターの目的に合致する受託費等の外部資金を積
極的に受け入れた。

ウ．自己収入の安定的な確保 ウ．自己収入の安定的な確保
　海洋水産資源開発勘定については、漁
獲物の販売管理を適切に行うこと等により
自己収入の安定確保に努める。

　各種利用料等の見直しを継続する。
   漁獲物の販売に係る必要な検査を販売委託先
を含めて実施することにより漁獲物の売り払いを適
正に行う等、自己収入の安定確保に努める。

・漁獲物の水揚げ・販売時において、販売委託先である組合
または問屋等の販売方針等の確認や各調査船の漁獲物水
揚げ時における製品状態、重量等の立ち会い検査を行って
売り払いの適正化を図るとともに、適正な水揚港の選択や漁
獲物の品質向上にも取り組み、自己収入の確保に努めた。ま
た、今年度においては外地での新しい市場の開拓も行い、自
己収入の安定確保に取り組んだ。
・立会検査回数　７７回／水揚　２６３回
・立会検査金額　１，５０７百万円／販売収入　１，９５８百万
円
・旧受託出張規程を見直し、新たに依頼出張受入規程を平成
２１年６月に制定し、講師派遣や指導等の依頼業務に対し
て、組織として派遣料を取るよう改訂した。  (平成２０年　63件
324万円　　　平成２１年　178件　414万円)

その他
・平成２０ 年１0月に制定した実験施設等貸付要領により、事
務・事業に支障のない範囲で、外部の研究機関等による実験
施設等の利用を促進し、使用料を取った。　(平成２０年　１件
８５．９万円　　　平成２１年　８件　４５１．９万円)
・平成２ ０ 年10月に、組織として出版収入を得ることが出来
るよう叢書刊行規程を改正し、それ以降に２冊の叢書を刊行
したが、年度末に一括して払い込まれるため、収入は未定で
ある。

（２）施設・設備 （２）施設・設備 （２）施設・設備

ア．研究開発等の良好な環境の維持・向上を図る
ため、施設、船舶、設備については、中長期的な施
設整備を目指した第二期中期目標期間中の施設
整備計画に基づき、21年度においても計画的な更
新、整備を行う。

・第二期中期計画中の施設整備５ヵ年計画に基づき、水産工
学研究所における海洋工学総合実験棟曳引車速度制御設
備改修その他工事を含め、本年度整備計画９案件中8案件を
計画通りに完工した。1案件については、建築確認申請の許
可である確認済証が下りるのに不測の日数を要し着工自体
が大幅に遅れたことにより、財務省に明許繰越工事の許諾を

　良好な研究開発等の環境を維持するた
め、研究開発等の重点化と並行して、業
務の良好な実施に必要な施設、船舶及び
設備の計画的な整備に努める。また、施
設、船舶及び設備については、国公立研
究機関、大学等との相互利用を含め、効

　良好な研究開発等の環境の維持・向上
を図るため、機能の重点化や陳腐化防止
等の観点から、施設、船舶及び設備の計
画的な更新、整備を行う。また、利用計画
の作成、他機関との共同研究開発の積極
的な推進により、施設、船舶及び設備の効

・社会的ニーズに応じた研究費の重点配分や外部
資金の獲得を実施し、施設整備、組織の統合等を
行い、研究開発等の業務を効率的に取組むなど
「資金等の効率的利用及び充実・高度化」について
は業務が順調に進捗している。

営費交付金を効率的に活用して研究開
発等を推進する。さらに、研究開発等を加
速するため、競争的研究資金を含む外部
資金の獲得に積極的に取り組むととも
に、評価制度を活用して資金の効率的な
使用を図る。
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イ．施設、機械については、利用計画の作成、他機
関との共同研究開発の積極的な推進を図るととも
に各研究所等の利用状況の把握に努め、法人内
相互利用の効率化に努める。特に、機器について
は配置の見直しも含め、効率的な活用を図る。 ま
た、オープンラボ等をホームページに掲載して利用
促進を図るとともに、業　務の実施に支障をきたさ
ない範囲で他法人、地方公共団体、公立試験研究
機関、大学等外部からの利用環境整備を進める。

・施設及び機械に関しては、共同研究開発の場としてオープ
ンラボの利用計画を作成し、他機関との共同研究開発の積
極的な推進を図るとともに、各研究所等の利用状況の把握に
努め、法人内相互利用による効率化に努めた結果、64件の
相互利用が行われた。
・研究開発用機器については、各研究所間での機器の共同
利用等について検討し、効率的な活用を図った。
・オープンラボ等をホームページに積極的に掲載し、他法人、
地方公共団体、公立試験研究機関、大学等外部の利用を促
進した結果、108件の外部利用が行われた。
・平成２１年度の固定資産等の遊休化の状況と減損兆候並び
に調査船運航率（平成２０年度）を調査した結果、遊休化１件
（水産工学研究所波浪平面水槽実験棟及び同付属設備）と
減損兆候を示している資産１件（瀬戸内海区水産研究所建設
仮勘定施設費減額通知に伴う支出済み設計費等の減損）が
あった。船舶運航率は、９３．５％であった。

（３）組織 （３）組織  （３）組織

　水産政策や消費者及び地域のニーズに
対応した成果の効率的な創出と次代の研
究開発のシーズとなる基礎的かつ先導的
な成果を蓄積するため、センター内の資
金等を有効に活用し得るよう、センターの
組織を、具体的な分野、課題の重要性や
進捗状況に関する評価を踏まえ、再編・
改廃も含めて機動的に見直す。
　また、研究開発等の業務に効率的に取
り組み、その結果として早期に有効な成
果を得る観点から、センターの地方組織
及び各種部門間の機動的かつ柔軟な連
携を推進する。

　水産政策や消費者及び地域のニーズに
対応した成果の効率的な創出と次代の研
究開発のシーズとなる基礎的かつ先導的
な研究開発の成果を蓄積するため、セン
ター内の資金等を有効に活用し得るよう、
センターの組織を、具体的な分野、課題の
重要性や進捗状況に関する評価を踏まえ
て、不断の検証を行い、再編・改廃も含め
て機動的に見直す。
　また、研究開発等の業務に効率的に取
り組み、その結果として早期に有効な成果
を得る観点から、センターの地方組織及び
各種部門間の機動的かつ柔軟な連携を推
進する。

　水産政策や消費者及び地域のニーズに対応した
成果の効率的な創出、次代の研究開発のシーズと
なる基礎的かつ先導的な研究開発の成果を蓄積
するため、センター内の資金等を有効に活用し得
るよう、組織の業務効率化等の観点から引き続き
見直しの検討を行う。
   本部における研究開発業務の効率化、他の研
究開発機関との連携促進等を図るため、本部業務
推進部と業務企画部を統合して研究推進部とし、
社会連携推進本部長を設置するなどの見直しを行
う。
   水産工学研究所における業務の効率化、漁船
漁業の省エネ化やコスト削減等、水産業の構造改
革を通じた産業競争力の回復・強化への所内横断
的な対応の円滑化を図るため、漁業生産工学部と
水産情報工学部を統合して漁業生産・情報工学部
（仮称）とし、水産業システム研究センターを設置す
るとともに、各部の下部組織としての各研究室を廃
止して各グループ組織を設置するなどの見直しを
行う。
   遠洋水産研究所において、南極海洋生物資源
保存委員会に加えて外洋性海山の生態系管理に
関連した研究にも対応するため、南大洋生物資源
研究室を改組して外洋生態研究室とするなどの見
直しを行う。

率的な運用を図る。 率的な活用を図る。特に、機器について
は、配置の見直しをも含め効率的な活用
を図る。また、業務の実施に支障をきたさ
ない範囲において、センター以外の機関と
の相互利用を含め効率的な運用を図る。

・本部において、研究開発の業務効率化、他の機関との一層
の連携を図るため、次の見直しを行った。また、研究開発等
の業務に効率的に取組み、早期に有効な成果を得る観点か
ら、第３期中期計画に向けた組織の見直しの検討に着手し
た。本部業務推進部と業務企画部を統合し、研究推進部を設
置した。研究推進部に次長、チーフ研究開発コーディネー
ター、研究開発コーディネーター、社会連携推進コーディネー
ター、交流協力課、研究支援課、栽培管理課、契約課、船舶
管理課及び施設整備課を設置した。社会連携推進本部長を
設置した。情報関連業務を一元化するため、総務部のネット
ワーク管理係を経営企画部広報室に移行し、情報管理係を
設置した。

・水産工学研究所において、漁船漁業の省エネ化やコスト削
減等、水産業の構造改革を通じた産業競争力の回復・強化
に所内横断的な対応を行うため、次の見直しを行った。漁業
生産工学部と水産情報工学部を統合し、「漁業生産・情報工
学部」とし、下部組織としては研究室を廃止し、漁船工学グ
ループ、漁具・漁法グループ、水産情報工学グループを設置
した。水産土木工学部においても研究室を廃止し、水産基盤
グループと生物環境グループを設置した。各グループの研究
開発の基盤を構成する専門領域については研究チームとし
て位置付け、グループの機能の維持・発揮を図った。当面の
緊急課題（省エネ対策技術開発・実証・普及及び水産業のシ
ステム化による生産・経営効率の改善）への迅速かつ確実な
対応のため、所内横断的な対応組織として、「水産業システ
ム研究センター」を設置した。本センターには、エネルギー利
用技術タスクグループ、生産システムタスクグループ、養殖工
学タスクグループを設置し、各タスクグループに研究チームを
設置した。
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　効率的かつ効果的な運営を確保する観
点から、栽培漁業センター等における事
務及び事業について、比較的近接する箇
所に設置しているものとの一元化等の見
直しを行う。さけ・ますセンターにおいて資
源増大を目的とするふ化放流を行ってい
た３事業所を北海道へ移管し、その業務
を民間へ移行する。さけ類及びます類の
ふ化及び放流事業に要する人員につい
ては、統合メリットを発揮して、さけ・ます
センターの本所及び支所の管理部門の合
理化を図りつつ、適正な要員規模を明ら
かにし、水産庁等の他機関、センターの
他部門との人事交流等を図ることにより、
業務に見合った適正な規模に縮小する。

　栽培漁業センター等における事務及び
事業について、比較的近接する箇所に設
置しているものとの一元化等の見直しを行
う。中でも国や地元自治体等のニーズに
適切に対応する観点から、北海道、瀬戸
内海、沖縄にある法人内組織及び増養殖
分野については、先行的に研究開発等の
分野の重点化や組織の一元化を実施し、
上記以外の栽培漁業センターについても
順次再編統合等の見直しを行う。さけ・ま
すセンターにおいて資源増大を目的とする
ふ化放流事業を実施していた３事業所を
北海道へ移管し、その業務を民間に移行
する。また、さけ類及びます類のふ化及び
放流事業に要する人員については、さけ・
ますセンターの本所及び支所の管理部門
を一元化して支所を廃止し、最終的に１５
事業所体制とするとともに、適正な要員規
模を明らかにし、水産庁等の他機関、セン
ターの他部門との人事交流等を図ることに
より、業務に見合った適正な規模に縮小す
る。さらに、本州におけるさけ類及びます
類のふ化及び放流に係る研究開発や技術
の普及に資するため日本海区水産研究所
及び東北区水産研究所に人員を配置す
る。

（４）職員の資質向上及び人材育成 （４）職員の資質向上及び人材育成 （４）職員の資質向上及び人材育成

　センターは、業務の円滑化と効率的な
推進に資するため、研究職、調査技術職
等各職種ごとに必要とする能力を明らか
にしつつ、職員の資質向上を計画的に行
う。
　また、研究職、調査技術職については、
競争的意識の向上とインセンティブの効
果的な付与、多様な任用制度を活用した
キャリアパスの開拓、他の独立行政法人
を含む研究開発機関等との円滑な人材
交流等これら職員の資質向上を図ること
ができる条件整備を行う。

　研究職及び調査技術職については、社
会的要請等を反映した研究開発の重点化
等に随時、臨機応変に対応できるよう、若
手研究者や研究管理者等ライフステージ
に沿った人材育成プログラムの策定・実践
等を通じて、職員の資質向上を計画的に
実施する。また、研究支援部門等について
は、社会的要請等を反映した研究開発を
積極的に推進するため、一般職の企画部
門への配置等を推進するとともに、業務の
質、幅の拡充に対応できるよう、企画調整
や広報・情報管理など多様なニーズに
沿った人材育成プログラムの策定・実践等
を通じて、職員の資質向上を計画的に行
う。
　さらに研究職及び調査技術職について
は、評価結果の処遇への反映を通じ、競
争的意識の向上を図るとともに、インセン
ティブの効果的な付与を行う。多様な任用
制度を活用したキャリアパスの開拓、国外
を含めた他機関との人事交流やセンター
内の部門間の人事交流を積極的に行う。
　また、学位の取得を奨励するほか、業務
に必要な研修の実施及び資格取得の支
援を計画的に行う。
　これらにより、職員の資質向上を図ること
のできる条件整備を行う。

　社会的要請等に適切に対応するため、人材育成
プログラムの改正作業を行う。
   多様な採用制度を活用した人材採用の実施、国
外を含めた他機関との人事交流やセンター内の部
門間の人事交流等を引き続き促進する。
   また、業務実地研修等、業務に必要な研修の実
施及び資格取得の支援を引き続き行うとともに、具
体的な検討を行う。
   これらにより、職員の資質向上を図ることのでき
る条件整備を推進する。

･社会的要請等に適切に対応するため、職員の採用方針の
策定及びテニュア審査制度の制定に伴い、人材育成プログラ
ムの職員採用方法について改正作業を行った。
･多様な採用制度を活用した人材採用の実施、国外を含めた
他機関との人事交流やセンター内の部門間の人事交流等を
引き続き促進した。
･業務実地研修等、業務に必要な研修の実施及び資格取得
の支援を引き続き行った。社会人大学院制度等を活用した学
位取得を進めるための支援として、通学、受講等に要する時
間について職務専念義務の免除することとしており、平成２１
年度は３機関８名がこの制度を活用した。これらにより、職員
の資質向上を図ることのできる条件整備を推進した。

３　研究開発支援部門の効率化及び充
実・高度化

３  研究開発支援部門の効率化及び充実・
高度化

３  研究開発支援部門の効率化及び充実・高度化
A

（１）管理事務業務の効率化、高度化 （１）管理事務業務の効率化、高度化 （１）管理事務業務の効率化、高度化

・Web化された会計システムの利用できる事業所が
８事業所ふえた点など業務が進捗している。
・会計システムの改善、アウトソーシングの促進、
調査船の効率的運用等 「研究開発支援部門の効

・遠洋水産研究所において、南極海洋生物資源保存委員会
への対応、外洋域海山の生態系管理に関連した研究にも対
応するた南大洋生物資源研究室を外洋生態系研究室に改組
した。
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　本部と研究所等及び栽培漁業センター
の支援部門の役割分担を明確にしつつ、
以下のことに取り組む。
　総務部門の業務については、業務内容
の見直しを行い、効率的な実施体制を確
保するとともに、事務処理の迅速化、簡素
化、文書資料の電子媒体化等による業務
の効率化を行う。
　現業業務部門の業務については、すで
に各研究所の施設管理などを行う少数の
要員であることを踏まえ、事務部門と一体
的に要員の合理化を進める。

　研究所等及び栽培漁業センターと本部
の支援部門の役割分担の明確化を計画
的に推進するとともに、支払及び決算事務
の一元化を行う等、業務処理過程の重複
排除等による迅速化、決裁手続きを含む
業務の簡素化、文書資料の電子媒体化、
システムの最適化を計画的に実施するこ
と等により管理事務の効率化を図る。
　また、技術専門職の業務については、す
でに清掃、警備、施設点検等アウトソーシ
ングを実施しているが、さらに可能なところ
から他職種へシフトし、その後は不補充と
する。要員の合理化については、支援部
門全体として進める。

　平成20年度にＷｅｂ化した契約依頼票の作成業
務について利用範囲を拡大し、さらに効率化を進
める。また、業務遂行の過程でも引き続き効率化
について検討を行うとともに、可能なものから実施
していく。

・契約依頼票の作成業務に関連して、ネットワーク回線の改
善により新たに厚岸や伊茶仁など北海道内８事業所で、Web
化された会計システムのの利用が可能となった。
・勘定科目の見直しを行い、経理事務業務の効率化を図っ
た。

（２）アウトソーシングの促進 （２）アウトソーシングの促進 （２）アウトソーシングの促進

　研究開発に必要な各種分析、同定等の
業務、電気工作物等の保守管理等の業
務のうち職員による判断を要しないもの
については、コスト比較等を勘案しつつ、
極力アウトソーシングを推進する。

　研究開発に必要な各種分析、同定等の
業務、電気工作物等の保守管理等の業務
及び管理事務業務のうち、職員による判
断を要しない業務については、コスト比較
等を勘案しつつ、極力アウトソーシングを
推進する。

　 微生物等の同定、検査、サンプル分析、軽微な
データ入力・解析、電気工作物等の保守管理の業
務等について、コスト比較を勘案しつつ極力アウト
ソーシングを行う。

・微生物等の同定・査定、サンプルの処理・分析、軽微なデー
タの集計・入力・解析、潜水調査、電気工作物等の保守管理
の業務等について、安価で良質なサービスを受けられる場合
には、コスト比較を勘案しつつ極力アウトソーシングを行っ
た。

（３）調査船の効率的運用 （３）調査船の効率的運用 （３）調査船の効率的運用

　センターが保有する調査船については、
水産施策を推進する上で必要とする船舶
を有する独立行政法人水産大学校及び
水産庁との連携について検討するととも
に、これら調査船が各水産研究所の水産
に関する研究の基礎となる資源調査等を
実施することを踏まえた上で、調査船の
効率的かつ効果的な運用を推進するため
の見直しを行う。

　調査船の運航管理については、本部に
おいて一元化し、共同調査、多目的調査
の実施により効率的かつ効果的な運航を
図る。また、水産施策を推進する上で必要
とする船舶を有する独立行政法人水産大
学校及び水産庁との連携について検討す
るとともに、これら調査船が各水産研究所
の水産に関する研究の基礎となる資源調
査等を実施することを踏まえた上で、中長
期的観点から船舶及び乗組員の配置、船
舶関連業務の外部委託等を含む見直しを
行う。

　調査船の調査計画及び運航計画の策定を一元
的に行うとともに、可能な限り共同調査及び多目的
調査の実施により効率的な運用を行うとともに、継
続して調査船経費の削減や経済速度による効率
的運航を推進する。
　資源調査等の実施など、水産施策上必要な船舶
を有する独立行政法人水産大学校及び水産庁と
の継続的な協議を行い連携を図る。

・平成２１年度に策定した運行計画をもとに効率的な運行に
努めた。
・平成２２年度についても、研究所から提出された調査計画を
調査船調査計画審査会で精査・調整し、可能な限り共同調査
及び多目的調査を取り込んだ効率的な運航計画を作成した。
・資源調査等の実施のため、水産庁漁業調査船と連携した調
査テーマを協議し、調査船調査計画を作成するなど、連携を
図った。

４  産学官連携、協力の促進・強化 ４  産学官連携、協力の促進・強化 ４  産学官連携、協力の促進・強化 A
　水産業や漁港漁場整備に関する関連機
関の研究開発水準の向上並びに研究開
発等の効率的な実施及び活性化のため
に、他の独立行政法人との役割分担に留
意しつつ、国、他の独立行政法人、公立
試験場、大学、民間等との間で、共同研
究や人材交流等を通じ、連携及び協力関
係を構築する。このうち、研究者等の人材
交流については、円滑な交流システムの
構築を通じて、今後とも積極的な展開を
図る。また、研究開発等については、行政
部局と密接に連携し、行政ニーズを的確
に踏まえながら、効果的な推進を図る。

　水産業や漁港漁場整備に関する関連機
関の研究開発水準の向上並びに研究開
発等の効率的な実施及び活性化のため
に、他の独立行政法人との役割分担に留
意しつつ、国、他の独立行政法人、公立試
験場、大学、民間等との間で、共同研究や
人材交流等を通じ、連携及び協力関係を
構築する。このうち、研究者等の人材交流
については、円滑な交流システムの構築
を通じて、今後とも積極的な展開を図る。
また、研究開発等については、行政部局と
密接に連携し、行政ニーズを的確に踏ま
えながら、効果的な推進を図る。
　非公務員型独立行政法人への移行のメ
リットを活かし、弾力的に兼業を実施でき
るよう必要な整備を行う。

　水産物、水産業に関する研究開発等を積極的に
推進するために、国内外との研究交　流や人材交
流を積極的に進める。
  水産業や水産物に関する種々の課題を解決する
ため、コーディネート機能を強化し、担当研究開発
コーディネーター等が水産業の動向や研究開発
ニーズを把握し、公立試　験場等の他機関との連
携を図りつつ、横断的な研究開発の課題化に取り
組む。

・国外との研究交流や人材交流を積極的に進めるために、国
内外の機関からの依頼により、長期４名、短期延べ１１８名の
職員を海外へ派遣した。
・連携大学院や包括連携協定により人材育成、共同研究につ
いて積極的に取組み、連携大学院制度では、３０名の職員を
教員として派遣するとともに、６名の大学院生を研修生として
受け入れた。
・研究開発等の分野については、本部主導で計画を策定し、
運営費交付金プロジェクト研究では内部公募により積極的に
課題の募集を行った。
・非公務員型独立行政法人への移行のメリットを活かし、兼業
（３３件：２３名）については、目的や要望を踏まえて、弾力的
な運用を行った。

調査船の効率的運用等、「研究開発支援部門の効
率化及び充実・強化」に関しては計画通り進捗して
いる。

・国内外との積極的な人事交流や人材派遣や「水
産分野における温室効果ガス発生量の推計」など
の課題化の採択など計画が具体的に進捗してい
る。
・公的機関や民間企業との共同研究等を積極的に
推進し、目標達成率150％となるなど計画を上回っ
て業務が進捗している。
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　地域の水産研究開発に共通する課題を
解決するため、地域拠点におけるコーディ
ネート機能の強化に努めるとともに、地域
拠点を中心に、地方自治体、水産関係
者・関係団体、他府省関係機関、大学及
び民間企業等との研究・情報交流の場を
提供する等、地域における産学官連携を
積極的に推進する。
　他の独立行政法人、公立試験場、大学
及び民間企業等との共同研究について
は、数値目標を設定して取り組む。

　地域の水産に関する研究開発に共通す
る課題を解決するため、地域拠点におけ
るコーディネート機能の強化に努めるとと
もに、地域拠点を中心に、地方自治体、水
産関係者・関係団体、他府省関係機関、
大学及び民間企業等との研究開発・情報
交流の場を提供するなど、地域における
産学官連携を積極的に推進する。このた
め、研究開発企画部門の一元化、研究開
発コーディネーター制の導入、確立等を推
進し、社会的要請等に機敏に対応し得る
業務執行体制の確立を図る。他の独立行
政法人、公立試験場、大学及び民間企業
等との共同研究契約に基づく共同研究を
年間７０件以上実施する。

　  また、産学官連携をより加速するため、社会連
携推進本部の体制を強化し、活動のさらなる活性
化を図る。技術交流セミナー等の成果の普及に繋
がるイベントの開催を継続し、関係機関との情報交
換、共同研究の推進等、研究成果の普及を促進す
る。
  研究開発等の分野については、研究開発ニーズ
を把握し、本部主導で研究開発重点分野を策定し
た上で、内部公募により運営費交付金プロジェクト
研究の募集を行う。
   公的機関や民間企業等との共同研究を積極的
に推進し、平成２１年度は、年間７０件以上につい
て共同研究を実施する。
　前年度に包括連携協定を結んだ大学において
は、協定のメリットを生かし、教育、研究、人材育成
等の活性化に努める。

・研究開発コーディネーター等により、地域の水産業に共通す
る課題を解決するため、他機関と連携を図りつつ研究開発
ニーズの把握を行い、研究所間の融合を意識して、横断的な
研究開発課題の立案に取り組んだ。平成21年度は、「水産分
野における温室効果ガス発生量の推計」や「カツオ一本釣り
漁船における餌料用カタクチイワシの飼育温度と喚水量の最
適化による省エネ化技術の開発」など計14課題を課題化し採
択した。
・栽培漁業ブロック会議等からのニーズを受け、栽培漁業技
術中央研修会にて、大学、関係県の協力により「遺伝的多様
性の保全に配慮した栽培漁業」をテーマとする研修会を開催
し、技術交流の促進、関係機関の情報交換に貢献した。
・公的機関や民間企業等との共同研究を積極的に推進し、２
１年度は、年間１０４件について共同研究を実施した。

５  国際機関等との連携の促進・強化 ５  国際機関等との連携の促進・強化 ５  国際機関等との連携の促進・強化 A

　水産分野における研究開発等の国際化
を効率的に推進するため、国際機関等と
の共同研究等を通じて研究の一層の連
携推進に取り組み、国際的な視点に基づ
いた研究開発を推進する。
　国際ワークショップ及び国際共同研究
等については、数値目標を設定して取り
組む。

　我が国の国際対応の責務に研究開発等
の面で貢献するため、二国間協定や国際
条約等に基づく共同研究等を積極的に推
進する。また、他国の研究機関との交流及
び国際プロジェクト研究への参画を積極的
に行い、組織レベルでの連携を強化する。
国際ワークショップ及び国際共同研究等を
年間７件以上実施する。

　二国間協定や国際条約等に基づく共同研究等を
積極的に行い、国際機関等との連携を強化する。
特に、研究協力に関する覚書（ＭＯＵ）締結機関と
は、研究者等の交流、特定の課題についての研究
協力を積極的に推進する。また、その他の機関に
ついてもＭＯＵ締結の可能性を含めて連携、交流
を促進するとともに、国際プロジェクト研究への参
画を積極的に行い、組織レベルでの連携強化に努
める。国際共同研究及び国際シンポジウム・ワーク
ショップを年間７件以上実施する。

・二国間協定や国際条約等に基づく共同研究等を積極的に
行い、国際機関等との連携強化を図った。
・日中韓水産研究機関で締結した研究協力に関する覚書（Ｍ
ＯＵ）に基づき、11月に中国海南島で日中韓機関長会議を開
催し、大型クラゲ共同研究、魚類繁殖技術・病害防除技術等
での活動を評価した。より一層の連携・協力の推進を確認し、
次年度重点項目を決定し、覚書付属書を取り交わした。ま
た、人工魚礁・海洋牧場ワークショップを開催し研究交流等を
行った。併せて日韓及び日中の二国間会合を行い、国際共
同調査等について意見交換を行った。
・センターとSEAFDECとの共催により人工礁に関するワーク
ショップをマレーシアとタイで開催し、研究者を派遣し研究交
流を促進した。
・漁業分野における日ロ間の科学技術協力計画に基づき、ロ
シア太平洋漁業海洋研究所（TINRO）の科学者を受け入れ、
サンマ・マサバ・スケトウダラ等の生態学及び現存量に関する
報告及び意見交換等を実施した。
・二国間協定等に基づき国際共同研究をアメリカ合衆国、ノ
ルウェー、韓国等と２０件実施した。また、SEAFDEC、中国水
産科学研究院、韓国水産科学院等と１１件の国際ワーク
ショップ・シンポジウムを実施した。

第３　国民に対して提供するサービスその
他の業務の質の向上に関する事項

第２　国民に対して提供するサービスその
他の業務の質の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

１　研究開発等

（１）重点領域

  研究開発に係る計画の作成に当たって
は、次のように定義した用語を主に使用し
て 段階的な達成目標を示す また この
（２）効率的かつ効果的な研究開発等を進
めるための配慮事項

１　効率的かつ効果的な研究開発等を進
めるための配慮事項

１　効率的かつ効果的な研究開発等を進めるため
の配慮事項 A

ア　研究開発業務の重点化 （１）研究開発業務の重点化 （１）研究開発業務の重点化

・国際機関などとの連携強化、国際共同研究が積
極的に行われている。
・日・中・韓機関長会議、東南アジアでのワーク
ショップを目標の160％開催するなど計画を大きく
上回って業務が進捗している。

・第二期中期計画の柱として位置づけた研究につ
いては、十分な成果を上げていると高く評価する。
一方で、目標達成のために膨大な研究資金が投
入されている。資金の主たる部分は国民の税金で
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A B C D E F 
　センターで行っている研究開発業務に
ついては、国と地方の役割分担の観点か
ら見直し、確立した技術を公立試験場へ
積極的に移行することとし、栽培漁業セン
ターで行っている親魚の養成、採卵、種
苗生産、中間育成、種苗放流等に係る技
術開発については、公立試験場への移行
を推進し、センターとしての独自性の発揮
に努める。また、移行に際しては、公立試
験場の体制の整備状況を踏まえ、当該公
立試験場において実施可能なものについ
て行う。
　なお、確立した技術が公立試験場に移
行された後においても、当該公立試験場
で十分な対応ができない魚病や複数の都
道府県にわたる広域的な課題が発生した
場合等には、センターとして、必要な協
力・連携を図る。

　センターの研究開発業務について、国と
地方の役割分担の観点から見直し、確立
した技術を公立水産試験場等（以下「公立
試験場」という。）へ積極的に移行する。こ
のため、栽培漁業センターで行っている親
魚の養成、採卵、種苗生産、中間育成、種
苗放流等に係る技術開発について、研究
開発コーディネーターの活動やブロック会
議等を通じて、公立試験場が実施している
技術開発の進捗状況、体制及びセンター
へのニーズを的確に把握し情勢分析を行
う。その上で、公立試験場において実施可
能な技術については技術研修等を通じ順
次移行し、センターとしての独自性の発揮
に努める。特にサワラ、トラフグ等につい
て資源回復計画の動向等に配慮しつつ技
術移転を実施する。なお、確立した技術が
公立試験場に移行された後においても、
公立試験場で十分な対応ができない魚病
や複数の都道府県にわたる広域的な課題
等については、センターとして必要な協力・
連携を図る。

　水産基本計画を踏まえ、「水産物の安定供給確
保のための研究開発」及び「水産業の健全な発展
と安全・安心な水産物供給のための研究開発」を
重点的に実施する。また、センターで行っている親
魚の養成と採卵、種苗生産、種苗放流調査等の確
立した技術を公立試験場へ積極的に移行するた
め、ブロック会議等を通じて都道府県が実施してい
る技術開発の進捗状況、ニーズ等の把握と情勢分
析を行い、技術移転を行う。
　サワラ、トラフグ等について、「ポスト資源回復計
画」の導入等の動きに配慮しつつ、都道府県等の
実施状況を配慮し、技術研修や講習会を開催し、
技術移転を行う。公立試験場で十分な対応ができ
ない魚病や複数の都道府県にわたる広域的な課
題等については、センターとして必要な協力・連携
を行う。
  水産業関係研究開発推進ブロック会議等を通じ
て、都道府県、大学、民間企業などの関係機関と
の連携を推進するとともに、課題設定において役
割分担を図る。また、研究開発課題の重点化に向
けた点検を実施する。

・第二期中期計画の柱として位置づけた「水産物の安定供給
確保のための研究開発 」及び「水産業の健全な発展と安全・
安心な水産物供給のための研究開発」を重点的に実施した。
・親魚の養成、採卵、種苗生産、中間育成、種苗放流等の確
立した技術を全国5つのブロック会議を中心に、その下部会
議である分科会等を活用して、公立試験場、公立栽培漁業セ
ンターへ積極的に移行した。また、ブロック会議等を通じて技
術開発ニーズを把握するとともに、都道府県が実施している
技術開発の進捗状況を把握し、情勢分析を行った。
・サワラ、トラフグ、ヒラメ等について、4分野12課題、延べ13
回の技術研修会を行うとともに、講師派遣による技術移転を
行った。
・公立試験場等で十分な対応が出来ない魚病や広域的課題
については、センターとして必要な協力、連携を行った。

イ　海洋水産資源開発事業の見直し （２）海洋水産資源開発事業の見直し （２）海洋水産資源開発事業の見直し

海洋水産資源開発事業（海洋水産資源
開発促進法（昭和４６年法律第６０号）第３
条第１項に規定する海洋水産資源の開発
及び利用の合理化のための調査等をい
う。）のうち、大中型まき網漁業、遠洋底び
き網漁業等を対象とし、新たな漁業生産
システムによるコストの削減等を調査課
題とする「海洋の漁場における新漁業生
産方式の企業化のための調査」について
は、遠洋底びき網漁業の生産量等の減少
傾向、同漁業を取り巻く国際的な動向及
び水産基本計画に定められた自給率目
標の達成などの国の水産施策等も踏ま
え、適切な見直しを行う。

　海洋水産資源の開発及び利用の合理化
のための調査等（以下「海洋水産資源開
発事業」という。）のうち、新たな漁業生産
システムによるコストの削減等を調査課題
とする「海洋の漁場における新漁業生産
方式の企業化のための調査」について
は、水産基本計画（平成１４年３月２６日閣
議決定）に定められた自給率目標の達成
など国の水産施策等も踏まえ、適切な見
直しを行う。
　このため、対象となる資源の状況や消費
者等のニーズに見合った生産形態、魚価
の低迷や燃油の高騰等によるコスト増に
対応した収益の改善及び水産庁主催の漁
船漁業構造改革推進会議で提案される新
技術などを総合的に勘案しつつ、大中型
まき網漁業においてはコスト削減された２
隻体制からさらに省人・省エネルギー効果
を取り入れた単船式操業システムの開発
に取り組むとともに、遠洋底びき網漁業に
おいては開発された表中層共用型トロー
ル漁具の導入による収益の改善を図るな
ど、漁船漁業において安定的な経営が可
能となる操業形態に関する事業内容とす
る。

　大中型まき網漁業においては、省人・省エネル
ギー効果を取り入れた完全単船型まき網漁船を用
いて新たな操業システムの開発及び凍結サバの
生産増に取り組む。
  遠洋底びき網漁業においては、開発された表中
層共用型トロール漁具により浮魚類等を対象に、こ
れまで実施した操業調査結果を検証しつつ、収益
の改善を図るための漁獲技術の開発など、漁船漁
業の安定的な経営に資する調査を引き続き実施す
る。

・大中型まき網漁業においては、省人・省エネルギー効果を
取り入れた完全単船型まき網漁船を用いて新たな操業システ
ムの開発に取り組み、今漁期のカツオ来遊資源の大幅な減
少の影響を受け年間想定水揚げ金額は下回ったものの、船
上凍結サバ製品の生産量増（前年の約4倍）による水揚げ金
額上昇を実証する等、概ね順調な成果が得られた。
・遠洋底びき網漁業においては、表中層共用型トロール漁具
を用いて、インド洋公海にてキンメダイを主対象とした操業調
査を行い、収益の改善を図るための漁獲技術の開発に取り
組むなど、漁船漁業の安定的な経営に資する調査を実施し、
想定漁期の後半期におけるキンメダイ浮上群を対象とした漁
獲技術が確立できた。

ウ　さけ類及びます類のふ化及び放流等
の事業の見直し

（３）さけ類及びます類のふ化及び放流事
業の見直し

（３）さけ類及びます類のふ化及び放流事業の見直
し

あることに鑑み、常に経費の無駄を排し、適切な使
用を目指してもらいたい。
・栽培漁業センターで確立された技術については
積極的に移転が行われていると評価できる。一方
で、技術移転後の栽培対象種について、今後どの
ようにセンターとしての独自性を発揮させた研究開
発を行おうとしているのかを明確にすべきである。
・さけ類及びます類の個体群の維持のために行わ
れている放流事業については、河川ごとに全個体
を標識して放流することによって、放流後の海洋に
おける分布や回遊など、生物学的に意味があるだ
けでなく、将来の資源管理に活用可能な重要な情
報が得られている。このような研究成果をもっと積
極的に記述するべきではないか。
・サケマスセンターと複数の水研が連携してプロ
ジェクト研究を実施したことは、水産総合研究セン
ター内の組織の共同研究の成果として評価でき
る。
・第二期中期計画の柱を重点的に実施したことが
成果として表れ，順調に進捗している．様々な確立
した技術を必要な場へ積極的に移行し，技術の
ニーズや開発進展状況の情報分析も行っている点
で，センター全体の活性化が促されている．北海道
区水産研究所とさけますセンターとの連携は軌道
に乗り始めている．センター内の施設を利用した正
確・高度な成果の獲得にも努めており，さけ・ます
の孵化および放流事業の新しい展開が見え始め
た．今後も大いに期待できる．これらは統合のメ
リットならびに現場と研究室との協力・連携の推進
によるものであり，高く評価できる．順調に進捗して
いる．
また，漁獲技術の開発は成果が出始め，順調であ
る．安全面も考慮した漁船漁業の安定へのさらな
る技術向上が期待される．
・ブロック会議等を通じて都道府県の技術開発動
向を把握し、情報分析を行ったとあるが、情報分析
の結果、どのようなことが明らかとなったのか。ま
た、その結果は都道府県にどのような形で還元さ
れているのか、簡単な説明があれば良いと思う。
・遠洋底引き網漁業の収益の改善を図るための漁
獲技術とは具体的にはどのような技術なのか、既
存技術の導入なのか、まったく新たな技術なのか。
後者であれば大いに評価できる。
・成果普及用のパンフレットはどのようなところに配
布され、それが実際の現場で評価されているのか
どうか、フォローアップが必要である。
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A B C D E F 
　ふ化及び放流事業については、個体群
の維持を目的とするふ化及び放流に特化
し、資源増大を目的とするふ化及び放流
については平成１８年度までにすべて民
間へ移行する。また、ふ化及び放流に係
る調査研究等の業務については、セン
ターが実施している沿岸域・外洋域での
成長・回遊、沿岸域への回帰に至る研究
開発と一体的に実施し、その成果を検証
しつつ進め、統合メリットを発揮する。

　資源増大を目的とするふ化及び放流事
業については、平成１８年度までにすべて
民間へ移行し、個体群の維持を目的とす
るふ化及び放流に特化するとともに、ふ化
及び放流に係る研究開発の業務に重点化
する。また、センターの調査船の活用によ
るさけ類及びます類の生活サイクルに合
わせた一貫したデータの収集・解析、研究
者及び技術者の知見の結合、施設の有効
活用を図り、冷水性溯河性魚類に関する
より質の高い研究開発の実現に資すると
ともに、さけ類及びます類に関する基礎
研究から応用研究、実証までを一貫して
行い、その成果を検証し、統合メリットを発
揮する。

　さけ類及びます類のふ化及び放流に係る研究開
発の業務について、冷水性溯河性魚類に関するよ
り質の高い研究開発に資するため、統合メリットを
発揮し、センターの調査船や施設の有効活用によ
るさけ類及びます類の生活サイクルに合わせた一
貫したデータの収集・解析を行うとともに、各種のプ
ロジェクト研究に積極的に取り組み、研究者及び技
術者の知見の結合を図る。

・北海道区水産研究所と連携の下、国際資源対策推進委託
事業に係る調査船調査へさけますセンターの職員を積極的に
参画させるとともに、さけ類及びます類の生活サイクルに合
わせた一貫したデータの収集・解析の成果をサケ資源変動に
関する検討会等で活用することにより、統合メリットの発揮に
努めた。
・農林水産技術会議の温暖化対策プロジェクト研究の一環と
して「地球温暖化が日本系サケ資源に及ぼす影響の評価」を
推進し、さけますセンターと宮古栽培センターとが共同でサケ
を海水中で長期間飼育する実験に成功し、サケ稚魚の海水
適応能は分布適水温を超える16℃でも良好な状態で維持さ
れること、水温20℃はサケ未成魚の生存に関わる限界水温
の可能性が高いこと等を明らかにした。
・さけますセンターと北海道区、中央、日本海区の各水産研究
所との連携により、交付金プロジェクト「河川の適正利用によ
る本州日本海域サクラマス資源管理技術の開発」を推進する
とともに、３カ年の実施結果を総括し、本州日本海域のサクラ
マス資源再生に向けた指針を取りまとめ、成果普及用のパン
フレットを制作した。
・さけますセンター本所実験室、飼育室、電子顕微鏡室等の
施設を養殖研究所札幌魚病診断・研修センターと共同利用
し、施設を有効活用するとともに、連携してさけ・ます親魚の
病原体保有状況調査に取り組み、北海道におけるさけ・ます
親魚のIHN保有状況等を明らかにした。

（３）研究開発等の推進方向 ２　研究開発等の重点的推進 ２　研究開発等の重点的推進 A

ア　水産物の安定供給確保のための研
究開発

（１）水産物の安定供給確保のための研究
開発

（１）水産物の安定供給確保のための研究開発
A

　水産物の将来にわたる安定供給の確保
に資するため、水産資源の持続的利用の
ための適切な保存・管理、水産生物の増
養殖の推進及び生育環境の保全・改善に
係る以下の研究開発を重点的に推進す
る。

（ア）水産資源の持続的利用のための管
理技術の開発

ア．水産資源の持続的利用のための管理
技術の開発

 ア．水産資源の持続的利用のための管理技術の
開発

　水産物は、国民の健全な食生活をはじ
め健康で充実した生活の基盤として重要
なものであり、将来にわたって、安全で新
鮮かつ良質なものが安定的に供給されな
ければならない。
　水産資源は海洋や河川等の生態系の
構成要素であり、自然的な再生産が可能
であるが、許容限度を超えた利用が行わ
れる場合には枯渇するおそれがある。ま
た、世界的に水産物の需要の拡大傾向
が続く中、水産資源の悪化が懸念されて
おり、世界の水産物の需給及び貿易は不
安定な要素を有している。したがって、国
民に対する水産物の安定的な供給に当
たっては、海洋法に関する国際連合条約
の規定を踏まえ、我が国経済水域内等の
水産資源の適切な保存・管理を通じてそ
の持続的な利用を確保するとともに、資
源管理に関する国際協力を通じた公海域
等における水産資源の合理的な利用や
輸入を適切に組み合わせて行くことが必
要である。
　また、単に自然の力による再生産を期
待するだけでなく、より積極的に水産資源
の増大を図るため、生態系機能の保全に
配慮しつつ、水産動植物の増殖及び養殖
を推進する必要がある。さらに、その生育
環境を良好な状態に保全し、改善していく
ことも重要である。
　このため、水産資源の持続的利用のた
めの適切な保存・管理、我が国周辺水域
における水産動植物の積極的な増養殖
及び生育環境の保全・管理や改善・修復
のための研究開発を重点的に推進する。

・水産資源の持続的利用について、おおむね計画
に沿った研究成果が挙げられている。なかでも、ウ
ナギ、カンパチの種苗生産技術の向上、海産魚仔
魚の無換水飼育への取り組みなど、種苗生産にお
ける研究の進展には著しいものがある。成果の公
表も活発で、現場へのフィードバックも盛んに行わ
れていて、全体的に高く評価できる。
・S評価が多いことは，研究の展開が実を結び，順
調に発展していることを示している．日本近海にお
ける生態系構造把握は成果が得られてきた．日本
海のカタクチイワシと餌プランクトンとの関係を3年
間にわたる調査の成果，混合域でのプランクトン調
査，東シナ海での主要魚種の卵稚仔分布マップの
作成，スケトウダラやスルメイカの資源量変動への
新知見など，いずれも継続的および多数の調査が
重要であることがわかる．海洋環境の中長期的変
動にも着眼した生態系の解析もなされ，水産事業
に直結することが期待される．今後は継続調査をし
つつ，過去の成果も入れたゴールの方向を定める
ことが望まれる．
データの質と量が向上しつつある中で，現存データ
の処理法および解析法の発展がみられ，有用魚
種およびツチクジラの資源変動や資源評価に進捗
があった．資源管理は学際的研究であり，社会的
ニーズの考慮もあり，さらに高度な管理を目指し
て，柔軟な飛躍が期待される．
・水産資源量の維持・回復技術では，周防灘での
生態系構成群と漁獲圧，藻場と環境，広域でのア
ワビ類幼生の移動分散，有明海のタイラギと環境
など，問題解決型で成果を出しており高く評価でき
る．
・水産資源の合理的利用技術の開発では，かつ
お・まぐろ類，イカ類に集中し，先端技術を積極的
に導入して多くの技術開発成果が得られ，高く評
価できる．特許申請は，技術提供の利便性もある
だろうが，今後さらに増えることが望まれる．
・増養殖の成果は確実に得られており，無換水飼
育法や餌成分など，増養殖の新しい展開に向けた
取り組みは 省力・省コストかつ低環境負荷の増養

64 
理技術の開発 技術の開発 開発 取り組みは，省力・省コストかつ低環境負荷の増養

殖の技術開発への取り組みであり，高く評価でき
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A B C D E F 
　我が国周辺及び公海域並びに外国経
済水域等における主要水産資源の変動
要因を解明し、資源動向予測や資源評価
の高度化を図るとともに、生態系機能の
保全に配慮した水産資源の持続的利用
のための管理技術や維持・回復技術を開
発する。また、水産資源の合理的利用の
ための漁業生産技術を開発する。

　我が国周辺及び公海域並びに外国経済
水域等における主要水産資源の生態学的
特性を解明するとともに、資源変動要因の
解明に基づく資源動向予測や資源評価の
高度化を通じて、生態系機能の保全に配
慮した水産資源の持続的利用のための管
理技術や維持・回復技術を開発する。ま
た、水産資源の合理的利用のための漁業
生産技術を開発する。

（ア）主要水産資源の変動要因の解明
　主要な水産資源の生態学的特性を把握
し、餌料環境や捕食者が資源変動に及ぼ
す影響を解明する。海洋環境変動に伴う
低次生産変動等が水産資源に及ぼす影
響を解明する。資源評価や資源動向の予
測手法を高度化するため、漁獲対象資源
への加入量を予測する技術を開発する。
　特に、水産物の安定供給を図る上で重
要な漁獲可能量（ＴＡＣ）による管理の対象
魚種であるマイワシ、スケトウダラ、スルメ
イカ等について、資源変動要因をより詳細
に解明する。マイワシについては、これま
で取り組まれていない産卵場所や産卵時
期等と長期環境変動との因果関係を解析
して変動の鍵となる環境要因を解明する。
スルメイカについては、新たに加入量変動
と海洋環境等の変動要因との関係を解明
する。スケトウダラについては、加入量の
早期把握を行い、資源評価や資源動向の
予測手法を高度化するため、新たに加入
量予測モデルを開発するとともに、開発し
たモデルを用いて加入量変動に影響を及
ぼす要因を特定する。また、日本海中部海
域の海洋環境変動が餌料プランクトンなど
低次生産の変動を通して、カタクチイワシ
の成熟・産卵生態に及ぼす影響を解明す
る。

（ア）主要水産資源の変動要因の解明
　今期は、資源評価や資源動向の予測手法を高度
化するため、主要な水産資源の生態学的特性を把
握し、餌料環境や捕食者が資源変動に及ぼす影
響を解明するとともに、海洋環境変動に伴う低次
生産変動等が水産資源に及ぼす影響を解明して、
漁獲対象資源への加入量を予測する技術を開発
する。
   これまで、調査船による分布調査によって、サン
マ０歳魚の資源尾数を体長別に推定するなど、加
入量の把握手法を開発し、以下に挙げる成果を始
めとして、海洋環境が資源変動に及ぼす影響の解
明を進めてきた。カタクチイワシの日本海におけ
る、産卵期間、卵仔魚分布量の年変動は、水温環
境とそれに伴う餌生物量に連動している。日本海
北部海域へのスケトウダラ加入量は、産卵親魚量
だけではなく、産卵場水温などの生活史初期にお
ける分布環境及び捕食者密度などを用いること
で、高い精度で説明できる。日本海のブリの海域
別の漁況予測手法を開発した。日本海における南
下回遊ルートの変化が、スルメイカの中長期的な
資源水準の変化に関係していることが示唆され
た。北海道のサケの回帰率予測モデルを降海時の
沿岸環境と放流サイズを用いて作成した。

(中課題業務実施概要)
・生態系構造把握のための調査について、日本海では水温
変動に伴うカイアシ類現存量変動がカタクチイワシの栄養状
態や成熟・産卵に影響することが示されるとともに、カニ類分
布の海域差が成長・成熟との関わりで検討された。混合域で
は餌プランクトンの長期的減少が示される中で、サンマやヒラ
メについて環境要因に依存する若齢期成長変異が親魚加入
量に影響し、再生産への反映過程が定量的に評価されつつ
ある。小型浮魚類及びアカイカについては、卵仔魚分布情報
が整備され、産卵場・成育場形成に及ぼす環境の影響解析
が可能となった。東シナ海では、主要魚類の成育場マップが
提示され、カタクチイワシの輸送経路の推定に顕著な進捗が
得られている。また、スケトウダラやカタクチイワシでは被食
減耗の定量評価が可能となり、スルメイカでは黒潮親潮移行
域海洋環境が幼体資源量と相関することが示された。加入量
予測に関するモデル研究では、太平洋のマイワシとカタクチ
イワシについて加入量変動要因の抽出が行われ、スケトウダ
ラでは加入量モデルや成長段階に対応した生命表の定量的
な解析にも着手し顕著な進捗が得られた。黒潮親潮移行域
における調査船調査結果の解析により、低次群集構造変化
が仔稚魚食物網構造に影響を及ぼすことが示唆されるなど、
低次生態系についても顕著な進捗が得られた。

   本年度は、引き続き、生態系構造把握のための
調査等を継続するとともに、対象資源・海域の生態
学的特性と環境要因の関係を解析し、捕食や海流
輸送による資源・分布量への影響を見積もって、研
究開発が先行するいくつかの資源について、加入
量予測モデルの構築や改善等を行う。すなわち、
日本海主要底魚類の生物特性の海域差とその形
成機構の検討、環境要因がサンマ、アカイカ、ヒラ
メの成長・成熟等に及ぼす影響の評価、東シナ海
産卵場における主要魚種の発生海域・輸送経路・
初期成長の推定、スケトウダラ加入量早期把握の
利用の検討、スケトウダラへの捕食の定量化、太
平洋のマイワシとカタクチイワシの加入量モデルの
開発等を行う。

る．これらは長期にわたる検討が必要であり，継続
した技術試験を行うことが望まれる．業績もよい．
生態系保全に配慮した放流技術の開発は，時間
がかかる継続による地道な研究であるが，生態へ
の影響評価，遺伝的集団構造の解析，成長と免疫
力強化，食品添加剤を素材とした標識の効果に目
立った成果が表れ，大変順調に進捗している．ト
ピック的要素は薄いが今後もしっかりと開発を進め
る必要がある．次にウナギの増養殖への道は着実
に進められており，さらに熟卵親魚の捕獲は水産
庁の評価を高め，今後の進展を大いに期待でき
る．クロマグロやヒラメなどの成果もあり，新規増養
殖技術の開発は高く評価できる．病害防御技術の
開発はコイヘルペスウィルス病の感染源特定に一
歩近づき，その他の病害にも多くの結果を残してい
る．一方で現場での診断や防御の基盤整備も進
み，常に病気と闘わなければならない増養殖の在
り方に一石を投じている．総じて増養殖技術の開
発は大変順調に進捗している．
・生育環境の管理・保全技術の開発は，大規模調
査・研究の途上にあって部分的成果となる研究
や，逆に小課題が多い傾向もみられるが，沿岸域
や内水面は生活圏に近い場であり，多くの課題を
同時にこなす必要は理解できる．沿岸域の栄養塩
等の調査，藻場造成への各種調査，ダム取水とイ
ワナ資源量との関係，内水面の魚類生息のため
の基礎データ収集など，順調に進展している．一
方，有毒・有害生物や有毒化学物質は近年ますま
す注目され，その対処法の開発は急を要する場合
も多い．S評価とA評価の多さも危急性と重要さの
表れである．遺伝子組換え生物の生殖の検証，コ
クロディニウム赤潮の原因究明の飛躍的前進，ク
ラゲ類の大発生メカニズムの解明とその実用，化
学物質汚染水域での調査と解析，新規防汚物質
等の毒性評価など，応用も踏まえて着実に研究が
進捗しており，高く評価できる．
・資源評価に資する定量的な研究の成果が出てい
るようで、評価できる。
・沿岸資源の管理に資する成果が出ている。この
成果が実際に資源管理の現場で如何に反映され
ているかをフォローすることも重要である。
・漁業による環境破壊は厳に慎まねばならない。
操業の効率化と混獲回避を両立させるには高度な
技術が必要とされようが、それにチャレンジするこ
とが水研センターに求められている。引き続き、成
果を上げられることを期待する。
・種苗生産技術はわが国が世界に誇れる数少ない
分野であり、特に初期餌料に関しては技術的にも
困難な課題が多いなか、順調に成果が上がってい
ると思う。
・サワラのシミュレーションモデルに加えて、テレメト
リー手法などで実海域の調査も行うべきと考える。
・ウナギ・クロマグロはこれからのわが国水産養殖
の要となる魚種である。完全養殖の技術が確立さ
れつつある中、国の重要施策として安定的な種苗
生産技術の確立と供給体制を整える必要があろ
う。このための基幹的な役割を担って欲しい。
・魚病の問題に関して、早期診断のための検査
キットの開発など、所期の成果が上がっている。
・三重県五カ所湾での養殖環境簡易指標を十分に
評価して、全国に適応できる技術にして欲しい。
・内水面生態系は開発にともない極めて脆弱であ
る。重要な課題であるが生産量が少ないことからと
もすれば見落とされがちであるが、十分業務は進
捗していると思われる。
・23課題中S評価が12課題と、極めて順調に進んで
いる67 いる。
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A B C D E F 
（イ）水産資源を安定的に利用するための
管理手法の開発
　主要な水産資源が分布する海域の環境
収容力を把握するとともに、それぞれの水
産資源の適正漁獲量を決定するための生
態系モデルを開発し、水産資源の管理手
法を高度化する。
　特に、ベーリング海及び北太平洋におけ
るさけ・ます類の餌料条件からみた種間相
互作用を把握し、環境収容力に見合った
適正放流水準の算出基礎とするとともに、
種間関係や海洋条件を考慮した生態系モ
デルを開発し、水産資源の管理手法を高
度化する。資源変動の大きいあじ類、いわ
し類、さば類等の浮魚類等を安定的に利
用するため、統計モデルやシミュレーショ
ン等により複数種間の獲り分け効果の解
析を行い、複数種の資源管理に有効な漁
獲方策を提案する。また、増殖対象種のヒ
ラメについては、より精度の高い市場調査
とデータ解析手法の応用により、総合的な
放流効果の判定手法を開発する。

(中課題業務実施概要)
・環境収容力を把握するため、東北沖太平洋の底魚類及びオ
キアミ類について現存量・時空間的分布等に関する調査を
行った。資源変動や資源評価に不確実性が伴うアジ・サバに
ついては、漁業情報と海洋環境データを統合して数値的根拠
を持つ漁況予測手法を開発し、さらに価格も考慮した加入当
たり漁獲量解析を行うことで、生産額維持と資源管理・回復を
図る漁獲方策を提案した。日本海における生態系モデル研究
では、動物プランクトンから魚食魚までの28要素からなる日本
海の基本構造を再現する生態系モデルを構築した。ベーリン
グ海・北太平洋におけるサケ成長モデルと海洋生態系モデル
を結合し、サケ資源量変動が海洋生態系に与える影響を試
算した。改良を施した目視調査法によるツチクジラ調査を継
続し、本種の潜水行動データを統合することにより目視調査
法を完成させるとともに、資源量推定値改訂に必要な情報整
備を行った。マグロ類を対象に、年齢査定の不確実性が統合
モデルによる資源評価へ与える影響を明らかにし、影響評価
手法の一般化に向けた改善を検討した。ポアソン分布の区間
推定とレフコビッチ行列モデルにより資源動態モデルやパラ
メータの区間推定手法改善を行った。

（ウ）水産資源の維持・回復技術の開発
　地域の重要資源について、漁獲努力量
の管理により資源量や漁獲量をシミュレー
ションする技術や資源の維持・回復に必要
な管理システムを開発する。　特に、中・長
期的な資源回復が望まれている瀬戸内海
のトラフグ、サワラについて、シミュレー
ションモデルを用いて種苗放流や漁獲努
力量管理等の対象資源に適切な資源管
理手法を評価・選択するとともに、サワラ
については、新たに種間関係を考慮した
資源動態モデルを開発・適用することによ
り、これら資源を回復させる技術を開発す
る。また、資源の減少が著しいアワビ等に
ついては、生産に影響する初期減耗要因
を解明して資源を維持・回復させる技術を
開発する。

（ウ）水産資源の維持・回復技術の開発
　今期は、地域の重要資源について、漁獲努力量
の管理により資源量や漁獲量をシミュレーションす
る技術や資源の維持・回復に必要な管理システム
を開発する。
   これまでに、減少が著しい水産資源の維持・回
復技術を開発するための資源変動シミュレーション
モデルを構築し、重要資源の維持・回復に必要な
管理システムの開発を目的としてアワビ等につい
てパラメータ収集を進めるとともに、磯根生物の餌
場及び着底場としての藻場の機能評価を行った。
また、サクラマス等の幼魚の漁獲・釣獲実態の把
握と再生産及び種苗放流実態を把握し、幼稚魚育
成場の適正利用による資源管理技術を開発した。
   本年度は、引き続きデータを収集するとともに、
これまでに得られた解析結果及びパラメータを資
源変動シミュレーションモデルに反映し、モデルの
妥当性の評価及び管理手法について検討するとと
もに、海洋環境変化及び漁業活動等により生起す
る漁場群集構造変化が、漁業対象資源の生態特
性に及ぼす影響の包括的評価等を行う。

(中課題業務実施概要)
・瀬戸内海のトラフグ等の放流効果について、2002年以降の
種苗適地放流の有無を仮想条件として両者の違いを試算し
た結果、将来にわたって種苗放流をしなかった場合の資源尾
数は、これまで同様の放流を継続した場合よりも大幅に減少
することが示された。また、周防灘の底魚類を中心とした生態
系構成群の捕食-被食関係をエコパス・モデルにより定量化
し、種々の漁業の漁獲圧削減効果を複数の魚種で予測・評
価した。亜寒帯の底魚資源については、現場のベントス組成
が漁場環境の指標として有効であり、底魚類の成長等に影響
することを示した。サクラマスについては、資源回復を阻害す
る要因を解析して、資源再生のための指針を取りまとめた。
アワビ類については、北米との国際共同研究を組織し、初期
生活史と浮遊幼生の移動分散・着底過程のシミュレーション
結果及び捕食者の検出等、これまでの研究手法の有効性を
示した。温暖化に関連して、春藻場構成藻による藻場造成の
可能性を検討し、幾つかの藻類では成熟段階を的確に判断
することで大量採苗が可能であり、野外移植後も順調に成長
することを確認した。有明海のタイラギの斃死原因について、
底泥中に蓄積された硫化水素が恒常的にタイラギの生理作
用に悪影響を及ぼしている可能性を示唆した。

（イ）水産資源を安定的に利用するための管理手
法の開発
　今期は、主要な水産資源が分布する海域の環境
収容力を把握するとともに、それぞれの水産資源
の適正漁獲量を決定するための生態系モデルを
開発し、水産資源の管理手法を高度化する。
   これまで、環境収容力に関して、東北沖太平洋
海域における底魚類の年・季節・水深ごとの栄養
状態や、親潮域・混合域におけるオキアミ類の種
組成・分布量と環境要因等に関する知見を得た。
日本海では安定同位体分析による魚食性魚類の
栄養段階の把握や卵稚仔データによる主要浮魚
産卵場の分析を行い、さけ・ます類では資源動態
や成長と回遊モデルを作成するとともに、生物特性
の不確実性や潜水などの生態行動がマグロや鯨
の資源量推定に及ぼす影響をモデルに取り組み、
価格を考慮したサバ類の加入当たり漁獲量を解析
し、社会経済的な視点も入れて資源変動の不確実
性下での漁業管理に関する定量的分析手法を完
成する等、管理手法の高度化を進めている。
　本年度は、引き続き、環境収容力を把握するため
の調査等を継続するとともに、これまでに開発し
た、資源変動や資源評価の不確実性に対処する、
資源評価と資源・漁業管理の具体的各手法を、
データ統合と新手法導入によって改良し、種間関
係や海洋条件を考慮して日本海及びベーリング
海・北太平洋における生態系モデルを作成・試行
する。ツチクジラの資源評価手法の高度化、不確
実性下での意思決定を支援する分析手法の一般
化、情報工学的手法を導入した資源動態モデルの
改良等を行う。
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A B C D E F 
（エ）水産資源の合理的利用技術の開発
　水産資源の合理的利用のための漁業生
産技術、及び漁獲対象以外の生物の混獲
回避技術など生態系機能の保全に配慮し
た漁業生産技術を開発するととも　に、漁
業管理の手法を高度化する。
　特に、海外まき網漁業、いか釣り漁業等
において、対象資源の水準や分布の変化
等に応じた漁場選択による効率的な操業
パターンの開発に取り組む。また、国際的
に注目されているマグロはえ縄漁業にお
ける海鳥や海亀の混獲削減措置による削
減効果の予測と漁獲対象生物資源や漁業
の効率への影響の評価を行う。さらに、底
びき網漁業について、操業形態や漁具が
漁場環境やそこに生息する生物に与える
影響の評価及び影響緩和のための漁具
改良等の技術開発を実施する。

（エ）水産資源の合理的利用技術の開発
 　今期は、水産資源の合理的利用のための漁業
生産技術、及び漁獲対象以外の生物の混獲回避
技術など生態系機能の保全に配慮した漁業生産
技術を開発するとともに、漁業管理の手法を高度
化する。
   これまでに、かつお・まぐろ、いか等を漁獲対象
とする漁業種類についての漁業生産技術開発及
び生態系機能保全を考慮した漁業生産技術開発
のため技術構築・実証化試験を実施した。沖合底
びき網漁業における混獲漁具開発においては技術
の検証・評価を実施、結果を報告し、アメリカオオア
カイカの利用拡大に関する提言を取りまとめた。ま
た、混獲防止、公海トロール漁業規制等に関する
データの集積及び解析、生態系に配慮した漁業管
理手法の高度化のための新技術検討等を実施し
ている。
   本年度は、引き続き、かつお・まぐろ、いか等を
漁獲対象とする漁業種類についての漁業生産技
術開発及び生態系機能保全を考慮した漁業生産
技術開発のため技術構築・実証化試験を実施する
とともに、公海の漁場におけるさんま資源を対象と
した漁業操業の採算性について評価を行う。また、
生態系に配慮した漁業管理手法の高度化のため
のデータの解析等を行う。

(中課題業務実施概要)
・かつお・まぐろ、いか類を対象に効率的操業パターンの開発
に取り組んだ。海外まき網漁業では喫緊の課題であるFADs
（人工浮魚礁）操業における小型まぐろ類の混獲回避手法に
関して、水産庁調査船・当業船との共同調査を実施した。遠
洋かつお釣漁業では、衛星情報活用による漁場探索技術、
船上活餌畜養装置に係わる省エネ技術の開発、漁獲物の付
加価値向上等に取り組み、得られた成果を業界に速やかに
普及しつつある。いか釣漁業では光力を減じた船上灯とLED
水中灯の併用による省エネ操業等に取り組み、スルメイカを
対象とした夜操業調査においては，船上灯とLED水中灯を併
用することで一般漁船と同等の漁獲を得た。公海のさんま棒
受網漁業では漁場形成に関する知見を得たほか、運搬船を
導入した船団操業に取り組み生鮮魚の転載方法を確立した。
・生態系保全に関する技術開発の研究では、開発した海鳥の
個体群動態モデルを元に、近海まぐろはえ縄漁業における仮
想的な混獲データ作成による混獲回避措置導入の効果予測
手法の開発に取り組んだほか、底びき網漁業において海底
への影響を緩和した漁具による試験操業を実施し、着底種と
離底種の漁獲状況を調査した。さらに、生態系と水産業の発
展を両立させる漁業管理については、新たな数理生態系モデ
ルや日本型海洋保護区について整理するとともに、研究者間
の連携を図り、生態系動態を把握する手法の開発等に取り組
んだ。

（イ）水産生物の効率的・安定的増養殖技
術の開発

イ．水産生物の効率的・安定的な増養殖
技術の開発

イ．水産生物の効率的・安定的な増養殖技術の開
発

　漁業生産の増大・安定と自給率向上の
一翼を担う増養殖について、効率化・安定
化を推進するため、魚介藻類の生理生態
学的特性を解明し、種苗の安定生産技術
の開発と飼養技術の高度化を図るととも
に、生態系機能の保全に配慮した種苗放
流等の資源培養技術を開発する。また、
種苗生産が困難な魚介類の種苗生産技
術や希少水生生物の増殖技術等の新規
技術を開発する。さらに、増養殖対象とな
る水産生物の疾病防除技術を開発する。

　効率の高い養殖生産を行うため、飼養
技術の高度化を図る。また、生態系機能
の保全に配慮した種苗放流等の資源培
養技術を開発する。さらに、種苗生産が
困難な魚介類の安定的な種苗生産技術
を開発するほか、増養殖対象となる水産
生物の疾病防除技術を開発する。
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A B C D E F 
（ア）種苗の安定生産技術の開発と飼養技
術の高度化
　水産生物の種苗生産過程において、安
定生産を阻害する要因を解明するととも
に、餌料生物の効率的な培養法を開発
し、健全な種苗の安定的な生産技術を開
発する。また、飼料の品質向上等飼養技
術の高度化により環境負荷軽減や高品質
な養殖魚生産のための技術を開発する。
　特に、輸入に依存し寄生虫の感染により
防疫上問題となっている養殖カンパチ種
苗については、種苗の国産化を目指し、仔
魚期の初期減耗の防止技術と早期採卵手
法を組み合わせた種苗生産技術を開発す
る。また、活力のある仔稚魚を生産するた
め、栄養価の高いワムシ等の培養技術を
開発する。また、医薬品を使用せず種苗
生産過程で発生する細菌性疾病を防除す
るため、アミメノコギリガザミを例として、有
用細菌等を用いた飼育管理技術を開発す
る。さらに、低環境負荷の養殖魚生産の確
立を図るため、魚粉の代替タンパク質原料
である大豆油かす等による栄養障害等の
影響を明らかにし、飼料としての利用性を
向　上させることにより、環境へのリン負荷
軽減に有効な低魚粉飼料を開発する。

（ア）種苗の安定生産技術の開発と飼養技術の高
度化
　今期は、水生生物の種苗生産過程において、安
定生産を阻害する要因を解明するとともに、餌料
生物の効率的な培養法を開発し、健全な種苗の安
定的な生産技術を開発する。また、飼料の品質向
上等飼養技術の高度化により環境負荷軽減や高
品質な養殖魚生産のための技術を開発する。
   これまでに、環境条件制御による早期の成熟促
進効果を確認するとともに、明らかにした好適初期
飼育条件を実証する量産試験を行い、生物餌料の
好適な培養条件を仔稚魚の種苗生産で明らかにし
てきた。種苗生産技術においては、省力化・低コス
ト化の量産手法の実証を行った。環境負荷軽減飼
料について成長や肉質を指標とした試験を行っ
た。
  本年度は、カンパチについて早期採卵技術を開
発するとともに、引き続き、好適な初期飼育条件の
種苗生産での実証を行い、生物餌料培養法につい
て生産現場での有効性を実証し、種苗生産技術に
おける省力化・低コスト化の量産手法の実証を行
う。また、環境負荷軽減飼料のタンパク質削減方
法の検討等を行う。

(中課題業務実施概要)
・カンパチ養殖用種苗の国産化を目指した研究開発では、12
月採卵を4年連続成功させ早期安定採卵技術を確立するとと
もに、中国産天然種苗に比べ低コストでの生産を可能とした。
さらに、カンパチの自発摂餌能を利用した給餌システムを養
殖現場に取り入れることで、従来の給餌方法による養殖手法
よりも成長と増肉係数を改善した。種苗生産過程における初
期減耗を防止するための無換水飼育法開発では、異体類や
ハタ類などで実証規模での試験を行い、省力・省コストの有
効性を確認した。ヒラメにおいても、飼育当初に添加するナン
ノクロロプシスを安価な淡水クロレラで代替出来ることを量産
規模で確認し、省コスト効果を実証した。餌料生物の効率的
な培養法として、Ｌ型ワムシに対する濃縮淡水クロレラの適正
な給餌量を把握し、現場レベルでの栄養価の高いワムシの
培養技術を実証した。環境負荷軽減飼料の検討では、低環
境負荷の養魚飼料開発のため、アルコール抽出処理や発酵
処理を行った大豆油かすを用いた飼料の投与法を検討し、マ
ダイやニジマスの生理状態及び飼育成績の改善効果を明ら
かにした。さらに、ニジマスで無魚粉飼料による組織変性や
胆汁酸量の減少等の主原因物質の検討を進めた結果,大豆
タンパク質と大豆サポニン等が同時に存在する場合に異常が
顕著になることが示された。

（イ）生態系機能の保全に配慮した種苗放
流・資源培養技術の開発
　放流種苗の生残を向上させるため、健全
種苗の評価手法、中間育成技術を開発す
るとともに、標識技術の高度化など放流効
果の実証技術を開発する。増殖対象種に
ついて、天然集団の遺伝的多様性に配慮
した資源培養技術を開発する。
　特に、資源回復対象種である瀬戸内海
のサワラについては、日本近海における
サワラの遺伝的特性及び瀬戸内海の資源
動向を把握しつつ、放流効果の実証技術
を開発する。また、資源回復が求められ、
親魚の数量的確保が困難な北海道のマツ
カワについては、親魚の遺伝子型を考慮
し、遺伝子の多様性を確保できる種苗生
産技術を開発する。また、サケについて
は、遺伝的多様性や生態系の保全に配慮
し、個体群を維持する上で重要な放流種
苗の降海後の分布・回遊実態や減耗要因
について、遺伝子マーカーや大量耳石標
識技術等を利用し、回帰率を維持・安定化
させる放流技術を高度化する。

（イ）生態系機能の保全に配慮した種苗放流・資源
培養技術の開発
　今期は、放流種苗の生残を向上させるため、健
全種苗の評価手法、中間育成技術を開発するとと
もに、標識技術の高度化など放流効果の実証技術
を開発する。増殖対象種について、天然集団の遺
伝的多様性に配慮した資源培養技術を開発する。
　これまでに、放流種苗の生残を向上させるため、
放流初期の行動特性及び初期減耗要因を把握し、
さけ・ます類の回帰率を維持・安定化させる技術開
発の一環として健全種苗の評価基準を明らかにす
るとともに、マツカワについては、希少な天然親魚
の遺伝子の多様性を確保できる種苗生産技術を
開発した。さらに、安心・安全な素材を用いた標識
を開発し、装着手法の検討及び性能評価を実施す
るとともに、有効な標識がない甲殻類の標識技術
を高度化し、クルマエビDNA標識手法及びガザミ等
の外部標識手法の実用化を検討した。
   本年度は、サワラ等の放流シミュレーションモデ
ルを開発して再生産効果を検討するとともに、経年
的なモニタリングにより資源回復の検証を行い、最
適放流条件を把握する。また、さけ・ます等の遺伝
的集団構造の解明と保全技術の開発等を通して
遺伝的多様性に配慮した資源培養技術を開発す
るとともに、開発した種苗の評価基準に基づく効果
的な健苗育成技術の開発を行う。食品添加物を素
材とした標識等の識別可能期間及び汎用性の検
討等を行う。

(中課題業務実施概要)
・サワラでは、開発したシミュレーションモデルによる種苗放流
の再生産効果、 集中放流と分散放流との比較による最適放
流条件、放流魚の資源に占める割合などを明らかにした。経
年的なモニタリングによる資源回復の検証については、模擬
放流試験やクロソイ、マツカワ等の比較放流試験から、放流
手法、放流サイズ、放流時期など最適な放流条件を把握し
た。トラフグではDNAマーカーを用いて放流魚の再生産を確
認するとともに、再生産が天然集団へ及ぼす遺伝的影響を検
証し、生態系保全に配慮した放流技術の在り方を示した。
・北海道7集団と本州3集団のサクラマスの遺伝的集団構造を
解析した結果、北海道・本州太平洋・本州日本海の3地域間
で遺伝的分化が示唆された。サケでは、海水移行後の生残
率が稚魚の健苗性を評価する一指標として活用できることが
確かめられた。サクラマス幼魚に免疫賦活剤を投与すること
で、成長促進と免疫力が強化されることが明らかになった。食
品添加剤を素材とした標識等の識別期間及び汎用性の検討
においては、標識識別期間が24ヵ月に及ぶことを示すなど、
実用化に向けた成果を得た。
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A B C D E F 
（ウ）新規増養殖技術の開発
　種苗生産が難しい魚介類については、
減耗要因を把握し、生残率を向上させる技
術を開発する。また、絶滅の危機に瀕して
いる希少水生生物については保護及び増
養殖の技術を開発する。さらに、養殖対象
種の新品種作出等のため、遺伝子情報に
基づく人工交配等の育種技術を開発す
る。
　特に、天然種苗の減少が著しく、種苗生
産が難しい魚介類の種苗生産技術の確立
を図るため、ウナギとイセエビについて、
良質な卵を得る成熟促進等の技術から餌
料等の飼育技術の改良に至る総合的な研
究開発を実施し、ウナギでは１００日齢ま
で、イセエビでは稚エビまでの生残率を現
状の１０倍程度向上させる技術を開発す
る。また、クロマグロでは水流等の改善に
より種苗サイズまでの生残率を現状の５倍
程度に向上させる技術を開発する。さら
に、育種による養殖の振興を図るため、ヒ
ラメ等養殖魚種の成長、耐病等の重要な
形質に関与するＤＮＡマーカーを開発し、
マーカー選抜育種技術を開発する。

（ウ）新規増養殖技術の開発
　今期は、種苗生産が難しい魚介類について、減
耗要因を把握し、生残率を向上させる技術を開発
する。また、絶滅の危機に瀕している希少水生生
物については保護及び増養殖の技術を開発する。
さらに、養殖対象種の新品種作出等のため、遺伝
子情報に基づく人工交配等の育種技術を開発す
る。
   これまでに、難種苗生産種については、良質卵
を得るための催熟技術を開発するとともに、仔稚の
飼育において、減耗要因に対処した飼育手法、飼
育装置の検討を行った。また、希少水生生物につ
いては卵管理技術の開発を行い、遺伝子情報に
基づく育種技術の開発に関しては解析家系の作出
と形質評価を行った。
   本年度は、難種苗生産種であるクロマグロとウ
ナギについて、良質卵を得るための催熟技術及び
仔稚の減耗要因に対処した飼育手法、飼育装置
の改善等により、仔稚の生残率の改善を図るととも
に、親魚養成技術の改善のため天然親魚の生息
環境を把握する。また、希少水生生物については、
ふ化後の飼育条件の把握を行う。遺伝子情報に基
づく育種技術の開発に関して作出家系について
DNAマーカーを用いた遺伝情報と形質の比較等を
行う。

(中課題業務実施概要)
・ウナギについては、産卵場調査により親魚と仔魚の生息環
境を明らかにし、その成果に基づいて飼育環境を改善した結
果、仔魚の奇形発生率を低減し、初期の生残率を向上させる
ことができた。さらに、良質卵を得るための栄養強化法や親
魚の新たな催熟方法の開発を進めた。クロマグロでは、夜間
の照明と強い通気により仔魚の沈降を防止し、仔魚の生残率
を向上させることができた。希少水生生物のタイマイではふ化
後飼育条件の把握を行い、水温20℃での良好な生残と26℃
以上での良好な成長を確認した。遺伝子情報に基づく育種技
術の開発に関しては、ヒラメの連鎖球菌感染症抗病性の表現
型形質と連鎖するDNAマーカーを同定し、マーカー選抜によ
る親魚の選抜を可能とした。また、マイクロサテライトDNA
マーカーを用いた種苗の親子推定が可能となったことから、
高成長の個体に対する寄与率の高い親を特定した結果、そ
の親から作出された家系の個体は高成長率を示すことが認
められた。

（エ）病害防除技術の開発
　特定疾病の確定診断実施機関として、新
たに発生した魚病の発病機構、病原体の
諸性状や伝播経路を明らかにし、その防
除技術を開発するとともに、我が国未侵入
の海外重要感染症や問題となっている感
染症等の迅速・高感度診断法を開発す
る。さらに、免疫・生体防御関連遺伝子の
同定とその機能解明を行うとともに、より
効果の高いワクチンやその投与法を開発
する。
　特に、持続的養殖生産確保法（平成１１
年法律第５１号）において特定疾病に指定
されているコイヘルペスウイルス病の防除
技術の開発やコイ春ウイルス血症等の重
要感染症の分子生物学的手法を用いた迅
速・高感度診断法の開発を実施するととも
に、アユ冷水病に対するワクチンの実用化
に向けた研究開発を実施する。

(中課題業務実施概要)
・発病機構・伝播経路等の解明について、KHV(コイヘルペス
ウイルス病)では、感染履歴のある野生ゴイ(感染耐過魚)にお
ける脳の残存ウイルスは、そのままでは感染性を持たない
が、脳組織を培養することで再活性化して感染源となる可能
性を示すとともに、感染耐過魚検出のためコイ抗KHV抗体検
出ELISAキットを完成させた。異体類の未知ウイルス病では、
病魚からの原因ウイルス精製と全ゲノム塩基配列解読に成
功した。貝化石等にNNV(神経壊死症ウイルス）を吸着する性
質があることを明らかにした。WSD（ホワイトスポット病）感染
経路の分子疫学的検討のため、ウイルス株間で変異のある
ゲノム候補領域を得た。
・迅速・高感度診断法について、SVC（コイ春ウイルス血症）で
は、新たにガイドラインに採用されたPCR等の検証を行い、検
査部位として腎臓が最適で、特異性等に問題が無いことを確
認した。またサケ科魚類の疾病の診断法について、BKD(細
菌性腎臓病)のPCR診断法を検討し、IHN（伝染性造血器壊死
症）検出マニュアルを作成した。また、ヒラメの健康診断用「抗
体・プロテインチップ」を完成させ、その使用マニュアルを作成
した。
・免疫機能の解明及びワクチン開発のため、ヒラメの各種免
疫担当細胞集団における表面抗原マーカー候補遺伝子を
250種類から17種類に絞り込むとともに、今まで得られた候補
遺伝子タンパク質への抗体作出のため、マウス培養細胞で
のヒラメ膜タンパク質を効率よく発現させる実験系を確立し
た。

（ウ）水産生物の生育環境の管理・保全技
術の開発

ウ．水産生物の生育環境の管理・保全技
術の開発

ウ．水産生物の生育環境の管理・保全技術の開発

（エ）病害防除技術の開発
  今期は、特定疾病の確定診断実施機関として、
新たに発生した魚病の発病機構、病原体の諸性状
や伝播経路を明らかにし、その防除技術を開発す
るとともに、我が国未侵入の海外重要感染症や問
題となっている感染症等の迅速・高感度診断法を
開発する。さらに、免疫・生体防御関連遺伝子の同
定とその機能解明を行うとともに、より効果の高い
ワクチンやその投与法を開発する。
　これまでに、発病機構・伝播経路等の解明のた
め、実験感染コイにおける詳細な魚体内コイヘル
ペスウイルス(ＫＨＶ)動態の検討、アワビの大量死
の原因菌特定と診断法開発等を行った。また、迅
速・高感度診断法の開発のため、特定疾病レッド
マウス病等のPCR診断法の改良・開発、健康診断
用の抗体・プロテインチップの開発検討等を行っ
た。免疫機能の解明及びワクチン開発のため、ヒラ
メ白血球の各種細胞集団ＥＳＴライブラリー遺伝子
の発現解析やアユ冷水病及びマハタウイルス性神
経壊死症（ＶＮＮ）に対するワクチン実用化試験を
行った。
　本年度は、引き続き、発病機構・伝播経路等の解
明では、ＫＨＶ感染履歴のある野生ゴイでの調査か
らＫＨＶ感染耐過魚の有効な検出法の確立やＶＮＮ
等の病原体の特性や伝播経路等の把握とそれに
基づいた防疫法の検討等を行う。迅速・高感度診
断法の開発では、コイ春ウイルス血症（ＳＶＣ)等の
ＰＣＲ診断法の検証・最適化等の検討、健康診断
用の抗体・プロテインチップの開発とその使用マ
ニュアル作製等を行う。免疫機能の解明及びワク
チン開発のため、ヒラメ白血球の各種細胞集団に
おける表面抗原マーカー候補遺伝子の絞り込み等
を行う。
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　我が国周辺水域及び内水面において、
環境改変が生物生産に与える影響を解
明する。また、内水面及び養殖漁場を含
む沿岸域の保全・修復技術を開発する。
さらに、外来生物を含む有毒・有害な生物
や物質の生態系への影響の評価手法及
び管理技術を開発する。

我が国周辺水域及び内水面において、環
境改変が生物生産に与える影響を解明す
るとともに、養殖場等を含む沿岸域及び内
水面生態系の監視・評価手法とその保全・
修復技術を開発する。さらに、外来生物を
含む有毒・有害な生物や物質等の生態系
への影響評価手法及び管理技術を開発す
る。

（ア）沿岸域生態系の保全・修復技術の開
発
　沿岸域を中心に、窒素やリンなどの栄養
塩等の循環実態を解明する。環境改変等
による沿岸域の干潟、藻場、サンゴ礁等の
消失や生産力低下の実態を解明し、沿岸
域の生態系に備わる機能の評価手法や
土木工学的な手法による保全・修復技術
を開発する。
　特に、肉眼では見えない大きさの稚貝で
も生化学的な反応により短時間に広域の
生態調査を可能とするための新手法を活
用し、有明海や瀬戸内海等の干潟におい
て広域的な生産環境評価手法を開発する
とともに、アサリ等貝類資源の再生手法を
開発する。また、マダイ等の魚類養殖など
内湾の給餌養殖場について、物質循環モ
デル等により給餌養殖が生態系へ及ぼす
影響を評価し、持続的養殖生産確保法に
定められた環境基準等に基づいて、養殖
漁場を汚さない適正な養殖量推定手法を
開発する。

（ア）沿岸域生態系の保全・修復技術の開発
  今期は、沿岸域を中心に、窒素やリンなどの栄養
塩等の循環実態を解明する。環境改変等による沿
岸域の干潟、藻場、サンゴ礁等の消失や生産力低
下の実態を解明し、沿岸域の生態系に備わる機能
の評価手法や土木工学的な手法による保全・修復
技術を開発する。
  これまで、沿岸生態系において栄養塩の循環実
態や食物連鎖構造の実態把握のためのデータを
取得した。瀬戸内海や、有明海、東シナ海を対象
に、陸域からの負荷の影響を明らかにするため
に、環境データを取得し、負荷量の推定や沿岸環
境への影響の評価を行ってきた。また、物質循環
モデル等による適正な養殖量推定手法の開発、各
種環境ストレスに対するアサリ稚貝の影響評価手
法、ならびに生物多様性評価のための微生物の機
能やベントス幼生等の簡易判別手法を作成した。
さらに、サンゴ増殖候補地におけるサンゴ増殖技
術の開発、九州周辺の藻場をモデルとした藻場の
拡大技術開発等を行った。

(中課題業務実施概要)
・沿岸域生態系における栄養塩等の循環実態解明について
は、陸起源の懸濁粒子及び栄養塩の負荷が出水期に集中す
ることを数値的に明らかにすることで、沿岸環境や生態系に
及ぼす影響評価を進めた。東南アジアから西太平洋中部に
至るサンゴ礁生態系において、アオヒトデ・ゴマフヒトデについ
て特徴的なハプロタイプの検出に成功し、集団遺伝構造を解
析した結果、海流による集団分化フローの存在が示唆され
た。ナマコ類については、ミトコンドリア遺伝子によるハプロタ
イプ解析により複数のハプロタイプを検出し、シカクナマコで
は沖縄周辺海域でのハプロタイプの出現頻度差から、集団分
化を示唆する結果を得た。
・これまでに開発したバフンウニ等の沿岸生態系構成生物の
簡易判別手法を用いて、広島湾・周防灘における藻場や干潟
の生物機能に関する調査を実施するとともに，新たにウチム
ラサキガイ，アコヤガイ，イワガキ他についても技術開発を
行った。瀬戸内海域の干潟の生物群集評価手法やGISによる
藻場・干潟総合管理手法については，前年度までの成果を新
たな水産庁委託事業で活用した。環境変動や漂着海藻等が
藻場・干潟ベントス群集に及ぼす影響評価については，長期
環境変動と干潟生物の影響を取りまとめて公表した。海藻類
が生産する成分の一部について，生物の成長促進するなど
の効果を見出して公表した。養殖環境評価モデルを改良する
ことにより、養殖適地度把握指標の有効性を確認した。開放
性沿岸域や藻場・干潟に於ける生産環境評価のための流
動・一次生産モデル汎用高精度化に関しては、沖合での夏期
水温低下に関する不具合を解消するとともに、鹿島灘海域に
おける基礎生産調査結果から植物プランクトンのモデルパラ
メーターを検討することで、再現性を向上させた。
・サンゴの回復阻害要因の調査と藻類増殖技術の検証では、
サンゴ増殖による沿岸修復技術について枝状サンゴの高い
地域特異性と幼生放流の有効性を確認し、長崎県沿岸の春
藻場造成についてウニ類の個体群管理による増殖効果を実
証した。

15



83 

84 

A B C D E F 
  本年度は、引き続き、沿岸生態系において食物
連鎖構造や生産力データならびに環境データを取
得するとともに、物理・化学環境の変化や陸域から
の負荷量の変化が沿岸環境や沿岸生態系へ及ぼ
す影響の評価を行う。サンゴ礁生態系において集
団遺伝学的解析及び分子系統地理学的解析を実
施し、集団内の遺伝的多様性、集団間の遺伝子流
動の程度を明らかにする。また、これまでに開発し
た沿岸生態系構成生物の簡易判別手法を用いて
藻場や干潟の生物機能を把握する。養殖漁場にお
ける環境評価と適正養殖量の推定が可能なモデ
ルや、開放性沿岸域や藻場・干潟に於ける生産環
境評価のためのモデルの開発、改良を行う。さら
に、サンゴ増殖候補地において、サンゴの回復阻
害要因を調査するとともに、考案したサンゴ増殖技
術の検証を行う。河口干潟では、アサリ稚貝定着
促進のためのサンドチューブを設置し、効果を確認
する。本邦南西水域の特殊性に対応した、磯根資
源の持続的生産を目的とする効果的な藻場造成
技術の提示等を行う。

（イ）内水面生態系の保全・修復技術の開
発
　河川・湖沼などの内水面域において、水
産生物に良好な環境を保全・管理する技
術を開発する。また、内水面域の重要な魚
種について、生理・生態特性を把握し、環
境の変化が河川・湖沼の生物多様性に与
える影響を解明するとともに、生息環境の
評価技術や資源の維持・増大技術を高度
化する。
　特に、ダム等の河川工作物が流量・河床
の変化等河川漁場環境やアユ等の資源
に及ぼす影響を解明し、効果的な流量調
節等による影響軽減手法を開発する。ま
た、イワナの放流魚と天然魚について、河
川や湖沼の生態系と調和させながら、種
苗放流と産卵場の造成や産卵親魚の保護
等を総合的に組み合わせた資源管理・増
殖手法を開発する。

（イ）内水面生態系の保全・修復技術の開発
  今期は、河川・湖沼などの内水面において、水産
生物に良好な環境を保全・管理する技術を開発す
る。また、内水面域の重要な魚種について生理・生
態特性を把握し、環境の変化が河川・湖沼の生物
多様性に与える影響を解明するとともに、生息環
境の評価技術や資源の維持・増大技術を高度化
する。
   これまで、環境保全・管理技術を開発するためダ
ム取水量が魚類の生息面積に与える影響等の評
価、河川群集における栄養カスケードを強化する
要因の実験的解析、フナの無性・有性型個体の特
性比較、生息環境の評価技術や資源の維持・増大
技術を高度化するためサケ科魚類の放流魚と天然
魚の混獲率、齢構成、成長、再生産等の解析、湖
沼資源の環境ストレスに反応する遺伝子の発現動
態解析等を行った。
   本年度は、引き続き、取水ダムによる減水が魚
類の個体数動態に与える影響評価や環境条件が
栄養カスケードに与える影響解析、フナの無性・有
性型個体の共存条件の解析等生理・生態特性の
把握、サケ科魚類の資源添加過程、有効集団サイ
ズ及び産卵場の分布制限要因の把握、湖沼生態
系における環境ストレッサーの抽出等を実施する。

(中課題業務実施概要)
・ダム取水が、水表面積（生息可能面積）の減少と生産量の
低下という2つの要因を通してイワナの資源量減少を引き起こ
すことを明らかにし、取水の減量による発電量の減少分を金
額に換算することで、漁場環境改善のために取水量を減らす
という合意形成に向けた情報提供を可能とした。
・フナの倍数性は地域により大きな違いがあることや、無性型
の成長が有性型に優れることを実験的に明らかにするなどき
わめて重要な発見があった。ウグイを含む天然環境を模した
実験系により、栄養カスケードが普遍的で環境の影響を受け
にくいことを明らかにした。
・琵琶湖アユでは、急激な水温低下により脳内視索前野での
CRH遺伝子発現量の上昇がみられ、環境ストレッサーに対す
る反応が捉えられた。陸封性サケでは、ヒメマスの資源加入
過程と人工産卵床の有用性を明らかにするとともに、イワナ
集団で初めて加入量・成長・生残・総産卵数等の人口統計学
的パラメータを記録した。降海性サクラマスでは、耳石標識調
査により稚魚放流魚と同レベルの野生魚の再生産が推定さ
れるなど、包括的資源管理に向けた多くの貴重な成果が得ら
れた。さらに水産庁事業において、内水面水産重要６種の産
卵床造成技術のDVDとパンフレットを作成し、関係機関へ配
布するなど現場普及を意識した優れた成果があげられた。ま
た、アユの不振漁場の要因として河床勾配や河床の大型石
の割合等を抽出した。
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A B C D E F 
（ウ）外来生物や有毒・有害生物等の影響
評価・発生予察・被害防止技術の高度化
　外来生物が生態系に与える影響を評価
する手法を開発するとともに、新たに出現
した有毒・有害生物等について、発生機構
を解明し、発生の予察技術や、被害防止
技術を開発する。さらに、魚介類を毒化さ
せる原因生物の簡易で迅速な分析手法を
開発する。
　特に、大型クラゲについて、出現動態と
環境要因の関係を解明し、モニタリング技
術の高度化等により大量出現を的確に予
測する技術を開発するととも　に、効率的
駆除や漁具改良等による漁業被害軽減技
術を開発する。また、赤潮や貝毒を発生さ
せる有害生物について、迅速・簡便・正確
なモニタリング技術、生活史特性に基づく
発生予察技術や移入・拡散及び被害防止
技術、並びに感染性ウイルスの挙動に基
づく赤潮動態予察技術を開発する。

（ウ）外来生物や有毒・有害生物等の影響評価・発
生予察・被害防止技術の高度化
   今期は、外来生物が生態系に与える影響評価
手法を開発するとともに、新たに出現した有毒、有
害生物等について、発生機構を解明し、発生の予
察技術や被害防止技術を開発する。さらに、魚介
類を毒化させる原因生物の簡易で迅速な分析手
法を開発する。
   これまで、外来生物が生態系に与える影響評価
のため、遺伝子組換えアマゴを用いたベニザケ成
長ホルモン遺伝子のコピー数の定量解析手法の
開発、メダカの交雑性評価手法の開発とマニュア
ル化等を行ってきた。また、種々の有害・有毒赤潮
プランクトンの生理生態特性の把握及び生活史の
解明、簡易同定手法やマイクロサテライトマーカー
を用いた個体群構造分析手法、下痢性貝毒及び
その代謝物の一斉分析法の開発等を行った。さら
に、ウイルス等を用いた有害赤潮被害防止技術の
開発のため、ヘテロカプサ及びヘテロカプサ感染
性ウイルスの動態の解明等を行うとともに、マガキ
養殖漁場におけるノロウイルスリスクの予測手法
の開発、クラゲ類の出現予測のための数値モデル
の開発等を行った。

  本年度は、遺伝子導入アマゴの成長解析を行う
とともに、コイとフナの交雑実態を把握する。引き続
き、新奇有害・有毒プランクトンの生理・生態特性
の解明、簡易同定・定量技術の開発を行う）。ま
た、有害赤潮原因藻ヘテロカプサ個体群のウイル
ス感染進行度の測定技術の構築に向けた基礎的
データの収集、ならびに藻類ウイルスカプシドタン
パク質の大腸菌系による発現条件の最適化等を
行う。カワウの漁業被害軽減のためにコロニー、ね
ぐら管理手法を開発する。ミズクラゲ大量発生メカ
ニズム解明のための微小動物プランクトンの餌料
価値の解明、大量発生予察のための瀬戸内海に
おけるモデル開発の継続ならびに伊勢三河湾にお
けるポリプ出現実態の把握とクラゲ輸送モデルの
開発等を行う。

(中課題業務実施概要)
・遺伝子導入アマゴの成長解析を行うとともに、全国の川で
行ったサンプリングによりコイとフナの交雑種を発見し、DNA
マーカーを用いて交雑種であることを確認した。遺伝子組み
換え水生生物で、メ ダカ雌とメダカとハイナンメダカとの交雑
後代F2雄との交雑により得られた卵はすべて孵化までに死
亡し、F2雌 とメダカ雄の交雑では受精卵が得られないことを
確認した。大西洋サケとサケ、カラフトマス、サクラマス間では
生存性交配魚は得られなかった。
・新奇有害・有毒プランクトンの生理・生態特性の解明を発展
させるとともに、簡易同定・定量技術を高度化した。また、有
害赤潮原因藻ヘテロカプサ個体群のウイルス感染進行度の
測定技術構築に向けた基礎的データの収集、並びに藻類ウ
イルスカプシドタンパク質の大腸菌系による発現条件の最適
化等を行った。コクロディニウム赤潮の種となる可能性がある
ハイアリンシスト(透明シスト)の形成を、日本で初めて確認し
た。
2009年に広島湾、島根県、有明海、長崎県五島及び長崎県
牧島で発生したコクロディニウムについて集団遺伝学的解析
を実施し、各集団の近縁関係を明らかにした。
・カワウの漁業被害軽減のためにコロニー、ねぐら管理手法
等を開発した。全国のカワウ個体数分布から、潜在的なカワ
ウ被害を受けやすい場所のハザードマップを作成した。また、
カワウへの各種の食害対策について費用と効果を算出した。
・ミズクラゲ大量発生メカニズム解明のため、微小動物プラン
クトンの餌料価値の解明、大量発生予察のための瀬戸内海
におけるモデル開発の継続、並びに伊勢三河湾におけるポリ
プ出現実態の把握とクラゲ輸送モデルの開発等を行った。
大型クラゲ国際共同調査の東シナ海における調査結果から、
今年度大型クラゲが大発生する可能性をいち早く警報として
発信した。
・ドウモイ酸、アザスピロ酸群、ブレベトキシン群について、
LC-MSによる全毒成分の一斉分析法を完成させた。
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A B C D E F 
（エ）生態系における有害物質等の動態解
明と影響評価手法の高度化
　有害な化学物質が生態系に蓄積する機
構や動態を解明するとともに、生態系に及
ぼす影響を評価する手法を高度化する。
　特に、有機スズ等の有害化学物質につ
いては、毒性の発現機構に基づく影響評
価法の高度化を図るとともに、現地海水か
らの抽出物の毒性試験データに基づく漁
場環境の総合的評価手法及び底質に堆
積した有害化学物質の底生生物を経由し
た高次生物への移行蓄積動態の解明に
基づく予測手法を開発する。

(中課題業務実施概要)
・イソゴカイを用いて、人工底質からのナフタレン、フェナントレ
ン、ピレン、クリセンによる複合暴露の試験結果を解析し、取
り込み速度定数や排泄速度定数を得るとともに、これらの値
から生物底質濃縮係数を明らかにした。化学物質汚染が危
惧される水域についての調査については、大阪湾の表層海
水から抽出した化学物質の毒性値を求め、昨年度実施した２
か所（瀬戸内海と日本海）の値と比較し、毒性の高い海域の
原因を推定した。大阪湾の海水から最も高濃度で検出された
ニトロアレーン関連物質は1-ニトロナフタレンで、濃度の変動
要因と考えられるSS濃度、塩分、水温、淀川河口からの距離
を変動要因に重回帰分析を行い、夏季と秋季の変動を解析
することで、夏季の低濃度、淀川河口から湾中央へ向けての
濃度低下を再現できた。魚類を用いた初期生活段階毒性試
験における慢性毒性値と推定無影響濃度の把握では、急性
毒性試験による結果の比較から、マコガレイの感受性が高い
ことを明らかにした。イソゴカイを用いた底質曝露試験から、１
－ニトロナフタレンの半数致死濃度を把握するとともに、ニト
ロアレーンのマミチョグ受精卵への影響を把握した。漁網防
汚材や船底塗料に使用される新規防汚染物質等の毒性評価
については、ピリジントリフェニルボランやSea-Nine 211（新規
防汚物質）の曝露試験を行い、多毛類や甲殻類、魚類への急
性毒性値を明らかにした。

イ　水産業の健全な発展と安全・安心な
水産物供給のための研究開発

（２）水産業の健全な発展と安全・安心な水
産物供給のための研究開発

（２）水産業の健全な発展と安全・安心な水産物供
給のための研究開発 A

　我が国水産業の健全な発展に資するた
め、水産業の経営安定と漁業生産の効率
化、水産業の生産基盤整備の効率的かつ
総合的な推進、水産物の高度利用及び安
全・安心な水産物の供給に係る以下の研
究開発を重点的に推進する。

　国民に対する水産物の安定供給を達成
するためには、漁業・養殖業はもとより、
水産加工業及び水産流通業を含む水産
業全体を、国民に対し、安全・安心な水産
物を供給する食料供給産業として位置付
け、その構造改革を通じた健全な発展を
総合的に図っていかなければならない。
　そのためには、国際的な競争力を備え、
継続的に漁業活動を担い得る効率的で
安定的な経営体を育成する必要があり、
安全かつ効率的な漁業生産技術の開発
が課題となっている。また、漁業と連携し
た水産加工業及び水産流通業の健全な
発展を図るため、漁港、漁場その他の生
産基盤の整備や水産廃棄物等の地域循
環システムの構築の推進が求められてい
る。
　一方、国民の健全な食生活の実現のた
めには、生産現場から加工・流通及び消
費に至る一連の過程の中で、消費者及び
実需者のニーズに対応した高品質な水産
物の開発と利用加工技術の開発が課題
となっている。また、水産物に対する国民
の信頼の確保の観点からは、水産物の
汚染防止や危害要因低減の技術及び信
頼確保やリスク分析に資する技術開発を
推進することが必要である。
　このため、我が国の水産業の国際競争
力の強化や経営安定化及び生産地域の
活性化のための技術の開発並びに、消
費者ニ ズに対応した安全 安心な水産

（エ）生態系における有害物質等の動態解明と影
響評価手法の高度化
　今期は、有害な化学物質が生態系に蓄積する機
構や動態を解明するとともに、生態系に及ぼす影
響を評価する。
　これまでに、広島湾の表層底泥を分析して多環
芳香族化合物(PAHs）の水平分布を把握するととも
に、イソゴカイを対象とした飼育実験により、取り込
み速度定数、排泄速度定数等の生物蓄積に係る
パラメーターを明らかにした。また、大阪湾の底質
のニトロアレーン類の水平・鉛直分布を把握し、そ
の歴史的変遷を考察した。さらに、海水からの化学
物質の抽出法並びに急性毒性試験法を確立し、実
環境海水の汚染状況の数値化が可能であることを
把握するとともに各種抽出液を用いて、海産の藻
類、甲殻類及び魚類に対する毒性値を明らかにし
た。
　本年度は、フィールド調査結果を基にした多環芳
香族化合物の複合暴露を行い、各多環芳香族化
合物のイソゴカイにおける取り込み速度定数、排
泄速度定数等の生物蓄積に係るパラメーター値を
求め、単独暴露時の値と比較検討する。引き続き、
複数の漁場あるいは化学物質汚染が危惧される
水域から採集した海水から化学物質を抽出し、そ
の抽出物の毒性値を求める。大阪湾で採集した表
層海水中のニトロアレーンを測定し、海水中ニトロ
アレーンの季節変動を明らかにするとともに、魚類
を用いた初期生活段階毒性試験を行い、数種のニ
トロアレーンの慢性毒性値と推定無影響濃度を把
握する。漁網防汚材や船底塗料に使用される新規
防汚物質などの海産生物に対する毒性評価等を
行う。

・後継者対策、産地からの販売強化、地域水産物
のブランド化など、水産業経営を社会科学的に分
析し、利益性の高い産地形成に積極的に取り組ん
でほしい。より現場に近い都道府県とさらなる連携
を考えてもよいのではないか。
・国民の関心の高い、水産物のトレーサビリティー
や安全性に対して、多くの成果が上がっていて、国
民のニーズにこたえていると高く評価される。
・水産物の機能解明や品質保存技術の改良につ
いても、十分な業務実績が上がっていて、成果の
公表も盛んに行われており、十分評価できる。
・水産業の経営安定と効率的漁業生産技術の開
発のために，国内加工業と国内漁業の連携構造
の検証，魚場形成予測情報システムの構築，さま
ざまな大型・中型操業システムや漁法の開発，省
エネ漁船への改良など，特に省人省力省エネと，
明確な目標のもとに多くの技術開発がなされた．
自然を相手とする水産業の現場では，これらの前
進は高く評価でき，S・A評価の多さも納得できる．
しかしながら，実用化の定着には時間が必要であ
り，さらなる前進を期待する．
・生産基盤整備では，魚場の詳細な調査と解析，
漁港の防災機能に着目した施設整備の検討，藻
場・干潟等の再生への調査がなされた．調査研究
の対象の選択は的確であり，基礎情報の積み上
げは着実になされており，順調に進捗している．
・水産物から得られる様々な生体物質を有用な利
用に供する研究が，順調に進展している．畜養技
術の開発への貢献もみられる．分析・測定方法の
精度・確度がそれらの研究には重要である．そこで
共同研究や受託研究で多くの協力者を得て幅広く
研究を展開し，開発の精度・確度を高めることも視
野に入れ，今後に期待したい．
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A B C D E F 

（ア）水産業の経営安定化と生産地域の
活性化のための技術の開発

　貿易ルール等の改変、規制緩和の影響
等も含め、国内の水産業及び漁村、水産
物の加工・流通、水産物の国際需給の動
向を分析し、安定的な経営と水産物供給
を実現するための条件を解明する。また、
自動化技術等を応用した軽労・省力・安
全な漁業生産技術や省エネルギー技術
を開発する。さらに、低・未利用資源を含
む水産物の機能特性を解明し利用加工
技術を開発するほか、漁村における生産
基盤等の整備技術や水産廃棄物の地域
循環利用技術を開発する。

(中課題業務実施概要)
・国内水産業の最適市場規模と経営安定条件の推定に関し
て、水産加工業分析によりボーダーレス時代における国内イ
カ加工業と国内イカ漁業との連携必要性が改めて示された。
零細加工業の存立基盤を、シラス加工を例として原料・市場
両面から解析し、国内漁業と加工業の連携構造を検証した。
後継者対策について、所得水準や労務条件以外の多様な要
素を抽出し、定量的解析を行った。産地からの販売強化方法
について、成功事例研究を通して水産産地による浜値向上対
策をマーケティング視点から評価し、定量的解析手法により
一般化した。また、養殖魚の銘柄や地域ブランドの確立要件
を現場ニーズに基づいて検討した。
・漁船の船体構造・生産システムについては、沿岸漁業の作
業工程分析から省人省力効果を解析するとともに、船体構造
理論モデルを改良する一方、船体副部改造による省エネ効
果の検証を行い、アジア型漁船の安全性基準の評価システ
ム構築を推進した。
・効率的漁業操業システムとその周辺の支援技術開発につ
いては、大中型まき網漁業で完全単船型操業システムの開
発に取り組み、サバ用縮小網のドカ積み方式により揚網作業
の省人省力化に目処をつけた。また、オーバーフロー方式に
代えて導入した沈下型モッコにより，冷凍サバの移送作業の
省人省力化に効果が認められた。これらの手法により船上凍
結さばの増産と陸上選別販売に目処が立った。遠洋底びき
網漁業では表中層トロール操業による漁獲技術の開発に取
り組み、南インド洋西部公海域で企業的操業の可能性を確認
し、今後は周年操業が可能な漁場開発が期待される。近海ま
ぐろはえ縄漁業では、直まきリール方式の網装置やｼｬｰﾍﾞｯﾄ
状海水氷導入による省人・省力効果の測定を継続し、南西諸
島及び九州西方海域における小型かつお釣漁業では、短期
航海で漁獲される高鮮度生鮮かつおに対する市場評価の定
着により、収益性の改善が図られた。日本海のスルメイカ分
布予測システムをＨＰで公開するとともに、分布と漁獲量との
関係を検討し、漁期の開始期及び終了期を予測することに有
効であることを確認した。

費者ニーズに対応した安全・安心な水産
物の供給技術の確立へ向けた研究開発
を重点的に推進する。

（ア）水産業の経営安定に関する研究開発と効率
的漁業生産技術の開発
　今期は、我が国水産業の動向を分析するととも
に、貿易ルール改変の影響等も含めた水産物の
国際的需給動向が我が国水産業に及ぼす影響を
解明、水産物の効率的な流通・加工構造の解明を
含め、水産業の経営安定条件を解明する。また、
省エネルギー、省コスト化等による漁業の経営効
率の向上に必要な漁業生産技術を開発するととも
に、自動化技術等を応用した軽労・省力・安全な漁
業生産技術を開発する。
    これまでに、我が国水産業の動向の分析と水産
物の国際的需給動向の影響を解明するために、最
適市場規模の推定等を実施するとともに、水産物
の効率的な流通・加工構造と水産業の経営安定条
件を解明するための実態調査と構造分析を実施し
経営安定に資する手法の開発に着手している。ま
た、省エネルギー、省コスト化等による漁業の経営
効率の向上に必要な漁業生産技術と自動化技術
等を応用した軽労・省力・安全な漁業生産技術を
開発するために、省エネのための理論モデルの開
発と適用性の検証、漁業生産技術開発のための
技術構築・実証化試験等を実施しており、新たな省
人・省力型沖合底びき網漁業操業システムについ
て提言を行った。
    本年度は、引き続き、最適市場規模の推定、経
営安定に資する手法の開発等を実施し、軽労・省
力・安全な漁業生産技術を開発するために、省エ
ネのための簡易モデルの開発、漁業生産技術開
発のための技術の検証、評価、改良等を行う。

（ア）水産業の経営安定に関する研究開発
と効率的漁業生産技術の開発
　我が国水産業の動向を分析するととも
に、貿易ルール改変の影響等も含めた水
産物の国際的需給動向が我が国水産業
に及ぼす影響を解明する。水産物の効率
的な流通・加工構造の解明を含め、水産
業の経営安定条件を解明する。また、省エ
ネルギー、省コスト化等による漁業の経営
効率の向上に必要な漁業生産技術を開発
するとともに、自動化技術等を応用した軽
労・省力・安全な漁業生産技術を開発す
る。
　特に、産業育成が遅れている水産加工
業の基盤を強化するため、多種多様な加
工品があり企業規模も大小様々なイカ等
加工業及び多獲性魚の有効利用など産業
的ニーズの高いイワシ等加工業を対象と
して、原料や製品の安定的な需給関係構
築のための条件を解明し、水産加工業の
育成施策や経営安定化のための提言を行
う。
　また、電気推進技術等の国内外の新技
術の導入と船型の最適化や魚探等船体付
加物の改善など、推進抵抗の低減技術を
盛り込んだ模型実験や試設計を行い、我
が国の漁業実態に即した即した省エネル
ギー型次世代漁船を提案する。
　さらに、我が国の漁船漁業において安定
的な経営が可能となる操業形態とするた
め、例えば大中型まき網漁業において、機
械化による人員コストの軽減など省人・省
エネルギー効果を取り入れた単船式操業
システムの開発に取り組むほか、遠洋底
びき網漁業においては、開発された表中
層共用型のトロール漁具の導入による収
益の改善などに取り組む。

・安全・安心な水産物供給技術の開発は地味であ
るが，必須の研究開発である．鮮魚1尾ずつを識別
するトレーサビリティー試行，凍結履歴判別法の確
立，漁港・産地市場での使用海水中の滅菌法の開
発，貝毒除去，マグロ類などのメチル水銀摂取問
題の解明など，どれ一つをとっても国民に役に立
つ研究開発であり，慎重かつ速やかに進展するこ
とを期待したい．
・定量的解析は重要であり、今後も詳細なデータ解
析を続けて貰いたい。
・実際の海域における地形と海洋構造の比較検討
は重要であり、他の海域、漁場における比較検討
も必要だと思う。また、漁港の防災対策は東海・東
南海地震など大規模な災害が予想される地域では
計画的に進めるべきで、そのための技術開発は重
要である。
・水産物の高度利用技術の開発は、付加価値を高
めるためにも重要な課題である。紫外線吸収アミノ
酸などの成果が得られており評価できる。
・日本型水産業に対応したトレーサビリティーの実
証は重要であり、今後は普及を目指した取組に期
待したい。
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A B C D E F 
（イ）生産地域の活性化のための水産業の
生産基盤整備技術の開発
　水産業の経営安定と生産地域の活性化
のために必要な基盤整備技術を開発　し、
またその手法を高度化する。特に、リサイ
クル素材を用いた環境にやさしい水産基
盤整備技術及び藻場・干潟等の再生のた
めの水産工学的造成技術を開発する。
　特に、房総沖のキンメダイ漁場の造成を
例として、これまで未開発の大水深ゾーン
における人工魚礁の設計・施工技術を開
発する。また、養殖場の軟弱底質を有効
利用するため、浚渫軟泥にセメント配合等
による固化処理手法を開発するとともに、
固化処理したブロックの藻場造成への利
用技術を開発する。

（イ）生産地域の活性化のための水産業の生産基
盤整備技術の開発
　 今期は、水産業の経営安定と生産地域の活性
化のために必要な基盤整備技術を開発し、またそ
の手法を高度化する。
    これまでに、千葉県のキンメダイ漁場において
地形とキンメダイ蝟集場所に関するデータを収集
し、生息適地条件の抽出等を行った。水産物流
通、利便性、観光性等漁港施設のもつ複合的機能
を効果的に発揮させるための漁港の適正な利用計
画策定を支援するツールを構築した。さらに、アサ
リ・干潟に関する調査と設計・計測技術の高度化、
漁場整備のためのガイドライン・設計基準の策定、
デ－タベ－ス化を行った。アカガレイ・ズワイガニを
対象とした保護育成礁の造成のために、対象魚種
の分布状況、餌料環境等を把握するための調査を
実施した。また、磯焼けや人工湧昇流に関する既
往の知見収集を行い、湧昇流によって安定した藻
場が形成する条件が予測できる簡単な評価モデル
を作成した。
   本年度は、キンメダイ等を対象とした漁場造成計
画を策定し、大水深域を３次元的に利用できる新
たな漁場施設を提案する。また、各漁港の空間利
用形態を評価するツールをモデル地区に適用し、
水産業、観光関連、生活支援など諸施設の適正配
置についての現況の評価等を行う。

(中課題業務実施概要)
・千葉県沿岸のキンメダイ漁場において、計量魚探を用いた
地形及び魚群調査を行い、主漁場での地形、流況、蝟集位
置に関するデータを取得し、キンメダイが蝟集する地形を把
握した。また、キンメダイ漁場の造成には、その蝟集場所の
特徴から自然石あるいはコンクリートブロックにより造成され
るマウンド魚礁（人工海底山脈）の規模を拡大した施設を使
用することが適当であり、造成適地の条件把握を行うととも
に、造成施設の概要を構築することができた。
・漁港の空間利用形態を評価するツールの適用と諸施設の
適正配置の評価等においては、漁港の多面的機能を評価す
るために、銚子漁港地域をモデルとして、漁港施設が担って
いる防災機能に注目し、銚子漁港地域において災害が発生
した場合の被害低減に向けた減災対策方策を作成した。水
産業の経営安定と生産地域の活性化のために、高層魚礁に
ついての設計法や沿岸漁場の物理・生態系に係わるデータ
ベースを整備した。さらに、防波堤に関する模型実験・数値計
算等を行った。
・藻場・干潟等の再生のために、アサリに関連した地形・流動
に関する調査や情報収集等を行った。さらに、衛星画像デー
タを用いて湧昇流による表面水温の低下域を抽出した。日本
海西部地区特定漁港漁場整備事業において整備する、アカ
ガレイ・ズワイガニを対象とした保護育成礁の造成位置と、構
造等の決定に必要となる対象魚種の分布状況や餌料環境等
の情報を取得するため、当該海域において篭とトロールによ
る漁獲ならびに餌生物分布調査を実施した。

（ウ）水産物の機能特性の解明と高度利用
技術の開発
　水産物が持つ生活習慣病の予防に役立
つ機能等、人体にとって有用な機能の解
明及び評価を行うとともに、食品としての
利用技術を開発する。加工残滓や未利用
資源等に含まれる有用物質の探索を行
い、利用技術を開発する。また、水産物の
科学的評価手法を開発するとともに、品質
を保持する技術及び水産物の利用を高度
化するための技術を開発する。
　特に、ノリ・アオサ等の海藻類、ホタテガ
イ卵巣などの加工廃棄物に含まれるアミノ
酸、糖類等の免疫や生活習慣病の改善機
能を実験動物等で評価するとともに、これ
ら機能性素材・成分の加工特性を解明し、
機能を有効に活用する利用技術開発を行
う。また、マグロ等の凍結・解凍過程の解
明による魚肉の品質制御技術を開発する
とともに、肉質に関連する遺伝子の解明に
より、新たな育種技術につながる魚肉のお
いしさの評価手法を開発する。

（ウ）水産物の機能特性の解明と高度利用技術の
開発
　今期は、水産物の有用な機能の解明及び評価を
行うとともに、加工残滓や未利用資源等に含まれ
る有用物質の探索を行い、利用技術を開発する。
また、肉質の科学的評価手法を開発するとともに、
品質を保持する技術及び水産物の利用を高度化
するための技術を開発する。
   これまで、色落ちノリに多量に含まれるビフィズ
ス菌増殖促進物質(ＧＧ)や海藻やホタテガイ卵巣
などに含まれる紫外線吸収アミノ酸(ＭＡＡ)の抽出
技術開発や機能性及び安全性の評価を行うととも
に、加工残渣からセラミドやコラーゲン等有用物質
の高効率抽出方法の開発を行った。また、高鮮度
凍結マグロの解凍硬直と色調変化を防止する解凍
条件を明らかにし、肉質に関連する成分組成の定
量分析を試みるとともに、品質評価の指標として利
用可能な遺伝子をスクリーニングした。
  本年度は、ＧＧやＭＡＡの加工特性を評価すると
ともに、ホタテガイセラミドの高純度化、水産物由
来ゼラチンの糖装飾による性状改変に取り組む。
また、水産物の品質評価の指標となる肉質関連遺
伝子の同定とそれらの遺伝子を利用する分析手法
を開発するとともに、品質保持技術として、凍結マ
グロの解凍硬直と色調変化を制御する解凍法につ
いて実用化に向けた検討やサンマのグローバル商
品化のための高鮮度技術開発等に取り組む。

(中課題業務実施概要)
・ホタテガイやノリに含まれる紫外線吸収アミノ酸（MAA）の加
工特性を評価するために、動物実験による紫外線防御効果
判定法を用いて、香粧品への添加可能性を確認した。また、
加工残滓からのホタテガイセラミドの抽出法改良に取組み、
95％の高純度化を可能にするとともに、水産加工残渣（養殖
ハマチの中骨）より抽出したゼラチンを糖修飾により親水性と
することで、利用用途拡大の可能性を示した。肉質関連遺伝
子の同定とその分析手法の開発では、肉質軟化の分子メカ
ニズムを明らかにし、これらを指標とした品質劣化防止法の
検討の結果、セレン補給による栄養改善と取り上げ手法の改
善が有効であることを明らかとした。凍結マグロの解凍硬直と
色調変化を制御する解凍法についての検討では、高鮮度凍
結マグロの品質維持のための解凍法を確立し、解凍硬直と
色調劣化の抑制を可能とした。
・サンマのグローバル商材化のため、鮮度保持技術、フィレ製
造技術・製品化開発、すり身化技術開発、効率的漁獲手法の
提案、全自動フィレ製造機械の設計・製造、船上加工・輸出の
ためのHACCP対応漁船の設計と採算性を明らかにした。
・日本海漁獲サワラ（サゴシ）の加工製品のため、秋期漁獲分
の成分分析を行った結果、魚体サイズに対応した脂肪含量
の増加と、水分と脂肪含量の逆相関など、加工特性が明らか
となった。また、迅速・簡便で国際基準となる水産物の科学的
品質評価法の開発をめざして、可視・近赤外分光分析と官能
評価に基づく鮮度評価システムとの相関性を検討し、可視・
近赤外分光分析が魚類の鮮度評価に有効である可能性を確
認した。
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A B C D E F 
（イ）安全・安心な水産物の供給技術の確
立
　水産物の品質評価技術を開発するとと
もに、品質保持のための利用加工技術を
開発する。また、水産物の信頼確保に資
するため、種や原産地の判別・検知技術
を開発するとともに、消費段階における水
産物の品質保証技術を開発する。

（エ）安全・安心な水産物供給技術の開発
　水産物の種や原産地を迅速・簡便に判
別する技術や凍結履歴等の生産・流通状
態を識別する技術を開発し、水産物表示
の適正さを確保するとともに、生産者から
消費者に至るまでの水産物流通における
トレーサビリティシステム導入に必要な条
件を解明する。また、食中毒などの原因と
なる有害微生物等の防除等に関する技
術、人体に対して危害を及ぼす可能性の
ある生物毒や有害元素の防除等に関する
技術など、水産物の利用に伴うリスクを低
減する技術を開発する。
　特に、微量金属成分の解析によるノリの
原産地判別技術開発、非破壊法による魚
介類の凍結履歴検出技術開発、乳酸菌を
用いて発酵過程を制御し水産発酵食品中
のアレルギー物質を低減させる技術の開
発、貝毒を生産現場で迅速簡便に検出す
る手法の開発等を実施する。

ウ　基盤となる基礎的・先導的研究開発
及びモニタリング等

（３）研究開発の基盤となる基礎的・先導的
研究開発及びモニタリング等

（３）研究開発の基盤となる基礎的・先導的研究開
発及びモニタリング等 A

　各種先端技術等を用いて、上記（１）及び
（２）の基盤となる研究開発及び水産業や
漁村が有する多面的機能の適切な評価手
法やその活用技術の高度化を推進すると
ともに、海洋環境等の長期モニタリング及
び有用な遺伝資源等の収集・保存等を継
続的に実施する。また、行政機関等からの
依頼により、主要水産資源の資源評価等
水産行政施策の推進に必要な各種調査
や技術開発の受託業務等を積極的に実
施するとともに、センターの研究開発等の
成果を踏まえ、地域振興や行政施策の推
進に必要な各種提言を行う等、知見・技術
の社会への還元を推進する。
　また、さけ類及びます類のふ化及び放流
に着実に取り組む。

(中課題業務実施概要)
・DNAアレイ分析法の市販品・加工品への適用については、
魚種等の判別手法開発のため、国内産とアフリカ産マダコの
判別等の試験手順書を作成した。鮮度や凍結保管条件等が
近赤外線分析精度に及ぼす影響等の検討では、サンマ及び
クロマグロを対象とした近赤外線分析による凍結履歴判別モ
デルを構築した。
・マグロ・ウニを対象にそれぞれの流通特性を考慮したトレー
サビリティー導入・普及の条件について検討するとともに、マ
アジ鮮魚について鮮魚一尾ずつにタグを装着した日本初のト
レーサビリティ試行を実施して消費者から反響を得るととも
に、アンケートにより消費者の受け入れ条件等を明らかにし
た。
・漁港・産地市場における使用海水について、食中毒ビブリオ
属細菌の分布、水産食品におけるリステリア菌の分布及び海
洋環境大腸菌群の由来を明らかにし、その防御方法及び加
工品製造時にこれら菌の発育を完全に阻止できる手法を開
発した。
・新規貝毒についての分析法や産業重要種についての調査
等については、麻痺性貝毒の分解菌の探索に成功し、微生
物作用の利用により麻痺性貝毒成分を分解除去できる可能
性が示唆された。
・魚食についてメチル水銀摂取等のリスクの再評価について
は、マグロ類，カジキ類からメチル水銀を含有する魚肉タンパ
ク質を精製し、実験により魚類及びマウスへの蓄積部位を確
認するとともに、マグロ類血合肉由来新規セレン含有アミノ酸
のセレノネインによって，メチル水銀が解毒されることを見い
だすことにより、メチル水銀のセレンによる解毒の分子機序が
解明されつつある。
・ヒスタミン生成菌によるヒスタミン生成の機構を明らかにし、
ヒスタミン産生を防止する水産発酵食品用スターターを開発し
た。また、魚醤油に蓄積したヒスタミンの除去方法を確立し
た。

　水産物の安定供給の確保や水産業の
健全な発展を図るためには、上記の研究
開発に加えて、医学や理工学等の他分野
とも連携しつつ、水産生物の機能と生命
現象及び水域生態系の構造と機能の解
明により、将来の革新的な水産技術の開
発と生物機能の利用を促進するとともに、
水産業が有する自然循環機能の高度発
揮に向けた技術開発を加速することが必
要である。　また、漁村は、漁業者を含め
た地域住民の生活の場であり、水産業の
健全な発展の基盤たる役割を果たしてい
ることから、生活環境等の整備はもちろん
のこと、健全なレクリエーションの場の提
供等の多面的機能にも着目して、漁村の
新たな可能性を切り開くことが重要であ
る。
　さらに、資源管理対象魚種の資源評価
等水産行政施策の推進に必要な各種の
調査や技術開発を積極的に実施するとと
もに、研究開発の基礎となる水域環境・生
物・放射能等の長期モニタリングや水産
生物の遺伝資源の収集、評価及び保存
並びに情報化とその活用、個体群の維持
を目的としたさけ類及びます類のふ化及
び放流に着実に取り組む必要がある。
　このため、重点研究開発領域ア及びイ
の基盤となる研究開発として、水産生物
の生命現象や水域生態系の構造と機能
に関する研究開発及び水産業 漁村の多

（エ）安全・安心な水産物供給技術の開発
　今期は、水産物の種や原産地を迅速・簡便に判
別する技術や凍結履歴等の生産・流通状態を識別
する技術を開発するとともに、水産物流通における
トレーサビリティシステム導入に必要な条件を解明
する。また、有害微生物や生物毒、有害元素の防
除等に関する技術など、水産物の利用に伴うリス
クを低減する技術を開発する。
   これまで、凍結履歴の指標として近赤外線による
分析データを蓄積するとともに、ＤＮＡや微量元素
によるノリの原産地判別技術を開発するとともに、
品質情報を付加したトレーサビリティ導入の効果の
検証に取り組んだ。また、アレルギー様食中毒の
原因となるヒスタミン生成を抑制し、魚醤油発酵用
スターターとして有望な菌株を選抜した。貝毒につ
いては、安全で効果的な貝毒モニタリング体制を
提言するとともに、近年、監視を強化する必要のあ
る３種類の新規貝毒群の分析法を新たに開発し
た。
   本年度は、種判別技術として、開発したＤＮＡア
レイ分析法の市販品・加工品への適用、鮮度や凍
結保管条件等の近赤外線分析精度に及ぼす影響
等を検討するとともに、マグロ・ウニ・アサリ・養殖ブ
リについてトレーサビリティー導入・普及の条件等
につき検討を進める。また、食中毒ビブリオ属細菌
及びリステリア菌の地理的分布や加工段階の汚染
経路、流通時の動態を解明するため、漁場、蓄養
現場、加工場での対象菌の分布を調べる。新規貝
毒については、開発した分析法によりわが国の主
要二枚貝生産地の産業重要種について、汚染状
況を調査する。さらに、魚食によるメチル水銀摂取
等のリスクを再評価するため、メチル水銀の代謝
及び蓄積機構解析等を行う。

・海洋における様々な事象のモニタリングやモデリ
ング、水産生物のゲノム解析、水産資源の利用等
に関する基盤的研究に十分な成果を上げていると
評価できる
・水産業や漁村の持つ多面的な機能を積極的に評
価することは、水産業や漁村の活性化につながる
と考える。これまで見過ごされていた、または重要
視されてこなかった機能等を掘り起こし、低下した
機能を回復させるなど、その機能に付加価値を与
えるような取り組みをさらに強化してほしい。
・海洋環境や水産資源に関するモニタリングは、そ
れを継続することによって研究の基礎データとして
の価値が生じるわけだから、引き続き欠かさずに
モニタリングを継続してほしい。
・重要水産生物資源の保存は、遺伝育種や他の応
用研究に多大な貢献をすることが期待されるの
で、今後、さらに充実してほしい。
・さけます放流に関しては、資源維持のための業
務にとどまらず、全個体を標識して放流することに
よって、海洋における分布や回遊に関するデータ
が得られていることを評価する。放流によってサケ
マス資源管理に資する新たな情報が得られている
ことから、研究としての本事業の側面を明確にする
必要がある。
・基礎的・先導的研究開発は，海洋環境測定，海
況予測モデル構築，遺伝子解析，音響による種判
別技術開発など，広い分野にわたっている．それ
ぞれは順調に成果を出しており，S・A課題も多く，
特許2件の取得や多数の学会発表などにみられる
活発な研究の展開があり，個々の基礎研究の十
分な進捗がみられる．一方，他機関との連携の増
加 研究開発後の利用目的の精査にも 一層の基

100 に関する研究開発及び水産業・漁村の多
面的機能の評価 活用に関する研究開発

加，研究開発後の利用目的の精査にも，一層の基
礎研究の発展に向けて 今後の飛躍を期待した
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（ア）基盤となる基礎的・先導的研究開発
　水産生物の生命現象を生理・生化学的
に解明するとともに、生物特性の高度発
揮に向けた基礎技術を開発する。また、
地球環境変動が水域生態系に与える影
響を解明し、水産業に対する地球温暖化
等の影響評価技術を開発する。さらに、
水産業及び漁村の持つ保健休養・やすら
ぎ機能や自然環境保全機能等の多面的
機能の評価手法を開発し、その活用を図
る。

（ア）基盤となる基礎的・先導的研究開発
　衛星やＩＴなどの先端技術の多様な利用
により、水産資源に影響を与える海洋構
造や低次生物生産の変動を把握するため
の技術を開発するとともに、海洋モデリン
グ技術の高度化により、海況予測モデル
を開発する。地球温暖化が海洋生態系や
水産資源に及ぼす影響を解明し、水産業
が受ける影響を評価する技術を開発す
る。
　増養殖技術の発展のため、水産生物ゲ
ノムの構造・機能、器官の分化、成長、繁
殖などに関する分子生物学的な解明とそ
の制御技術の開発に取り組む。
　生物・工学的な手法で海藻等のバイオマ
スを資源化し利用するため、コンブ等につ
いて、微生物を用いた分解・発酵、有用物
質の抽出等の技術を開発する。

(中課題業務実施概要)
・日本周辺の海洋環境や低次生態系のモニタリングを実施し
て海洋環境データの蓄積と解析を継続することにより、海洋
の季節・経年変動特性に関する基礎的情報の集積と理解を
深めた。海況予測モデルの精度向上と沿岸域も再現可能な
新モデル構築を進めた。また、マイワシの増加・減少を約4年
前に予測する手法と魚種交替への対応策を提示した。
・地球温暖化影響把握のための生態系モデルの改良や主要
魚介類への影響については、モデル実験や寒海生魚類の高
温適応把握を行うとともに、ニシンについては放流実験結果
から高温化時の放流対策を提示し、マツカワについても高温
耐性の高い個体の選別の有効性が示唆された。
・水産生物ゲノムの研究では、環境ストレスによる遺伝子発
現検証においてストレスタンパクによるアポトーシス阻害作用
を明らかにするとともに、新世代シーケンサーによりクロマグ
ロゲノムの99.6%を解読した。
・海藻等のバイオマス資源化に向けた発酵酵素遺伝子の解
析等においては、海藻分解菌の分解酵素遺伝子を解析し、
発現調節に関する情報の取得を進めた。その他、種特異的
な水産生物鳴音特性による水産生物種判別の可能性が示さ
れるなどの音響技術開発、魚群サイズの計測データとシミュ
レーション・データによる集群性浮魚類の現存資源量の区間
推定法開発による、資源力学理論構築等、水産資源の生態
解明及び動態把握等に関わる基礎的･先導的研究開発を行
なった。

面的機能の評価・活用に関する研究開発
を行う。また、各種の調査や技術開発、モ
ニタリング並びに個体群の維持を目的と
したさけ類及びます類のふ化及び放流を
実施する。

（ア）基盤となる基礎的・先導的研究開発
　今期は、衛星やＩＴなどの先端技術の多様な利用
により、水産資源に影響を与える海洋構造や低次
生物生産の変動を把握するための技術を開発する
とともに、海洋モデリング技術の高度化により、海
況予測モデルを開発する。地球温暖化が海洋生態
系や水産資源に及ぼす影響を解明し、水産業が受
ける影響を評価する技術を開発する。増養殖技術
の発展のため、水産生物ゲノムの構造・機能、器
官の分化、成長、繁殖などに関する分子生物学的
な解明とその制御技術の開発に取り組む。生物・
工学的な手法で海藻等のバイオマスを資源化し利
用するため、コンブ等について、微生物を用いた分
解・発酵、有用物質の抽出等の技術を開発する。
   これまで、海洋環境モニタリングと解析を進め、
生物再生産とレジームシフトの関係把握、海況予
測モデルの再現性の向上や新モデルの構築を開
始した。地球温暖化影響評価として、藻場の炭素
循環モデルを構築するとともに魚介類や湖沼への
影響を把握したほか、高温耐性ノリ品種作出のた
めの基礎技術を開発した。ゲノム技術を利用して
魚類の環境ストレスバイオマーカーとして有力な酵
素を算出する遺伝子の構造を解析した。水産バイ
オマスの資源化のため、海藻分解菌の遺伝子周
辺構造、発酵条件や分解物の機能性、リファイナ
リーシステム構築条件を明らかにした。
　本年度は、海洋環境データの蓄積と解析をさらに
進めるとともに海況予測モデルの再現性向上と新
モデルの改良を進める。地球温暖化影響把握のた
め、生態系モデルの改良や主要魚介類への影響
を明らかにする。水産生物ゲノムの制御技術を開
発するため環境ストレスによる遺伝子発現検証を
行う。海藻等のバイオマス資源化にむけ発酵酵素
遺伝子の解析等を行う。その他、水産資源の生態
解明及び動態等に関わる基礎的･先導的研究開発
を行う。

礎研究の発展に向けて，今後の飛躍を期待した
い．
・地域活性化は最近の不況傾向もあり，重要事項
に位置づけられるが，その実行は容易ではない．
その中で，カタクチイワシの有効利用法の開発，ア
ユの生態とそれを取り巻く環境や経済価値との評
価方法の開発，内湾域の沿岸資源の評価など，地
域に密着した評価を行い，順調に進捗していると
言える．
・長期モニタリングは，調査を継続しながらデータを
整備し，さらにその過程で調査項目が増えたり精
度のよい調査方法に移行したりなど，常に前進し
ている．さけ・ます漁業30年分の海洋調査データ整
備など，蓄積されたデータの解析と有効利用をさら
に進められたい．データの公開も順調であり，国内
だけでなく国際的にも貢献している．総じて高く評
価できある．
・藻類・微細藻類，微生物のサブバンクのアクティ
ブコレクションの配布は有償・無償ともに順調に伸
びており，この事業の成果は高く評価できる．コレ
クションの付帯情報の質の高さも評価されていると
考えられ，さらなる発展が期待できる．小課題1件
であるが，S評価に同意する．
・ふ化放流事業は順調に行われ，幼稚魚への耳石
温度標識による新たな調査の準備もできている．
業績は発表誌の選択や学会発表への積極的参加
で今後得られていくであろう．事業は順調に進捗し
ている．
・海況予測モデルの精度向上に関して、どの程度
精度が向上したのか評価はどのようになっている
のかを明確にすべき。
・加工機械と改良すり身の品質を確認した、とある
が、確認した結果、その評価は良かったのか悪
かったのかを明確にすべき。
・長期モニタリングは継続していくことに意味があ
り、性急な成果を期待するべきではない。しかし、
データベースを構築していくことは重要であり、評
価できる。
・遺伝子資源の確保は国が責任をもって行う事業
であり、水研センターとして着実に目標を達成して
いることは評価出来る。
・法に基づく事業を着実に行っている。また耳石温
度標識の採捕結果など、今後の研究に期待した
い。
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（イ）地域活性化のための手法の開発及び
多面的機能の評価・活用技術の高度化
　地域特産資源の増大・利活用による地
域振興や地域における重要問題の総合的
解決など、地域特性を活かした地域活性
化のための手法を開発する。漁業・漁村が
持つアメニティや自然環境保全等の多面
的機能の評価手法の開発を行　い、多面
的機能の向上のための指針を示す。

（イ）地域活性化のための手法の開発及び多面的
機能の評価・活用技術の高度化
　今期は、地域特産資源の増大・利活用による地
域振興や地域における重要問題の総合的解決な
ど、地域特性を活かした地域活性化のための手法
を開発する。また、漁業・漁村が持つアメニティや
自然環境保全等の多面的機能の評価手法の開発
を行い、多面的機能の向上のための指針を示す。
   これまでに、地域特産資源の増大・利活用によ
る地域振興や地域における重要問題の総合的解
決の手法の開発のため、地域特産資源の成分特
性分析、利用加工技術開発を行い、地域における
重要問題を解決するための調査等を実施した。ま
た、漁業・漁村が持つアメニティや自然環境保全等
の多面的機能の評価手法の開発とその向上のた
めの指針作成のため、水田水系における魚類等の
果たす役割の評価や水産業・漁村等の多面的な
機能に関して事例の調査等を実施した。
   本年度は、地域特産資源の利用加工技術開発
を引き続き実施し、技術導入条件の把握を行い、
地域における重要問題を解決するための調査、解
析等を行う。また、引き続き、水田水系における魚
類等の果たす役割の評価や水産業・漁村等の多
面的な機能に関して評価、検証等を行う。

(中課題業務実施概要)
・地域特産資源の利用加工技術開発と技術導入条件の把握
については、前年度に引き続きカタクチイワシの有効利用を
目指して、鮮度保持手法や新らたな鮮度指標の検討と加工
機械の改良、水中ミンス法で得られたすり身の品質を確認
と、加工原料としての資源特性を海域や時期別に評価した。
・地域における重要問題を解決するための調査等において
は、有明海における粘質状浮遊物の発生要因として珪藻類
の関与を明らかにした。
・多面的機能の評価手法の開発では、稲田養魚や天然河川
のアユ漁場について、陸域に由来する生物が水田生態系に
与える影響の評価を行うとともに、水田水中の栄養塩類の濃
度及び収穫した玄米中のタンパク含量を調査し、アユの摂餌
活動により富栄養化汚濁を防ぐ景観維持機能の経済価値を
下水処理による水質改善費用により代替評価した。また、都
市近郊の代表的な内湾域３地域において、アサリを中心とし
た沿岸資源が漁業活動はもとより社会教育や環境保全など
様々な機能と効果を発揮していることを評価した。栽培漁業
の地域経済への波及効果を明らかにするため、産業連関分
析やTCM(旅行費用法）、CVM（仮想的市場評価法)によりマ
ダイとヒラメ遊漁の便益分析を行うとともに、代表的な栽培対
象種について再生産効果について現状評価を行い、効果推
定上の問題点を整理した。

（イ）基盤となる調査、技術開発及びモニ
タリング
　主要水産資源の資源評価に係る調査、
継続的な水域環境、生物、放射能等のモ
ニタリング、放流効果の実証に必要な調
査を実施するとともに、収集・蓄積された
情報の活用を図る。また、水産生物の遺
伝資源の収集・保存・情報化と活用を進
める。さらに、先端的技術を活用したモニ
タリング等の実施や高度　化に必要な観
測手法やシステムを開発する。　遺伝資
源の配布については、数値目標を設定し
て取り組む。

（ウ）主要水産資源の調査及び海洋環境
等のモニタリング
　主要水産資源、水域環境、生物、放射性
物質等について先端技術等を用いた長期
モニタリングを実施し、海洋生態系データ
ベースを構築・充実する。
　増殖対象種の放流効果を実証するた
め、都道府県等と連携して必要な調査を
実施する。また、我が国周辺水域に分布
する国際的水産資源について、近隣諸国
間での持続的利用技術に関する調査研究
に取り組む。

(中課題業務実施概要)
・我が国周辺海域の主要水産資源、海洋環境、生物、放射性
物質に関する先端技術を用いたモニタリング調査を実施し、
資源状態や環境分析のためのデータベースの整備を進め、
水産資源の評価、資源管理等に活用した。また、放射能レベ
ルについては異常がないことを確認した。さけ類・ます類につ
いては、幼稚魚の生息環境、回帰親魚の資源量等のモニタリ
ングを行い、逐次データベース化を進めるとともに、データの
公開を開始した。過去の水産海洋調査データの整備では、漁
海況データの収集・解析とともに海洋環境の長期時系列作成
に向けた海洋観測データの品質管理に取組んだ。
・栽培漁業技術の実証については、道府県の機関と連携し、
ニシン、ヒラメ、サワラ等の種苗提供を行い、種苗生産、中間
育成、放流等の工程別の実証試験を行い、ノリ網シェルター
によるガザミの共食い防除効果、アカアマダイの低照度輸送
によるストレス軽減方策等を明らかにした。
・国際的水産資源の持続的利用技術に関しては、高度回遊
性魚類、遡河性魚類、混獲生物、海洋ほ乳類についての調
査研究を行い、資源管理に必要な科学的知見を国際会議等
に報告し、また大陸棚縁辺域調査により国連へ提出する大陸
棚限界情報の生物データの整備に貢献した。

（ウ）主要水産資源の調査及び海洋環境等のモニ
タリング
　今期は、主要水産資源、水域環境、生物、放射
性物質等について先端技術等を用いた長期モニタ
リングを実施し、海洋生態系データベースを構築・
充実する。増殖対象種の放流効果を実証するた
め、都道府県等と連携して必要な調査を実施す
る。また、我が国周辺水域に分布する国際的水産
資源について、近隣諸国間での持続的利用技術
に関する調査研究に取り組む。
   これまで、海洋観測データの精査・修正・データ
ベース化を行うとともに、表層水温の長期変動を把
握した。放射性物質について日本周辺海域に生息
する主要海産生物、主要漁場からの海底土の分
析を行ってきたが、特に異常値は検出されてこな
かった。サケ、カラフトマス、サクラマス及びベニザ
ケの増殖実態、沿岸域での生態等をモニタリングし
逐次データベース化を進めた。ニシン、ヒラメ、サワ
ラ等17種の中間育成、放流調査等に関する実証試
験を実施し種苗等の提供を行うとともに、ニシン等
で中間育成と放流効果について検討した。また、主
要水産生物の資源評価調査を実施している。
   本年度は、引き続き、主要水産資源、水域環境、
生物、放射性物質等について先端技術等を用いた
長期モニタリングを実施し、漁海況データベース作
成、漁獲量データの収集、卵稚仔魚・プランクトン
データの整備を行う。道府県と連携し、ニシン、ヒラ
メ、サワラ等の栽培漁業技術の実証に取り組む。
我が国周辺水域に分布する国際的水産資源の持
続的利用技術に関する調査研究等を行う。
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（エ）遺伝資源等の収集・評価・保存
　育種素材として有用な藻類・微細藻類及
び水産微生物等については、収集、継代
培養や低温保存及び適切な特性評価を継
続するとともに、共同研究に係るものを含
め、本中期目標期間における配付数を１０
０点以上とする。
　また、これら遺伝資源等の産業利用及び
試験研究材料としての利用の促進を図る
ため、データベース化を促進し、必要な情
報をインターネット等を通じて公開する。

（エ）遺伝資源等の収集・評価・保存
 　今期は、育種素材として有用な藻類・微細藻類
及び水産微生物等について、収集、継代培養や低
温保存及び適切な特性評価を継続するとともに、
共同研究に係るものを含め、今期中に１００点以上
の配付を実施する。また、これら遺伝資源等の産
業利用及び試験研究材料としての利用の促進を図
るため、データベース化を促進し、必要な情報をイ
ンターネット等を通じて公開する。
   これまで、育種素材として有用な大型藻類（コン
ブ・ワカメ・アマノリ類）、微細藻類及び水産微生物
（海洋細菌・病原体微生物）等については、収集及
び継代培養や低温保存、適切な特性評価を実施し
てきた。見直した特性調査の基準・方法を適用しア
クティブコレクション化を促進してきたほか、各サブ
バンクでデータベース化した項目の公開を進めて
いる。
   本年度は引き続き育種素材として有用な種等に
ついて、収集等を継続するとともに、適切な特性評
価を継続する。引き続きアクティブコレクション化を
促進するほか、各サブバンクでデータベース化した
項目について公開を進め、配布対象遺伝資源の増
加を図る。共同研究も含め、依頼等に基づいて２０
点以上配布する。

(中課題業務実施概要)
・  本年度は引き続き育種素材として有用な種等について、収
集等を継続するとともに、適切な特性評価を継続し、藻類・微
細藻類サブバンクではアクティブコレクションを増やし、計23
点を配布の対象とした。微生物サブバンクのアクティブコレク
ションは２０点である。
本年度（帳簿整理の関係で平成２１年１～１２月とする）の有
償配布は２７点（微細藻類２５点、病原微生物２点）であった。
昨年度までの配布実績は、有償配布が８４点、無償配布（た
だし、事業あるいはプロ研に基づく配布）が４５点である。
・第２期中期計画期間における配布点数は、総計で、有償配
布が111点、無償配布が４５点以上となり、第２期中期計画に
おける配布点数目標（100点以上）は、有償配布のみで達成
できた。また、各サブバンクでデータベース化した項目につい
ての情報の公開では、ホームページの更新を行った。

（ウ）さけ類及びます類のふ化及び放流
　さけ類及びます類の個体群を代表する
河川において、遺伝的特性を維持したふ
化及び放流を行う。また、さけ類及びます
類の各個体群の資源状況等を把握する
ために、耳石温度標識等を付した放流を
行う。

（オ）さけ類及びます類のふ化及び放流
　さけ類及びます類の個体群を維持するた
め、水産資源保護法（昭和２６年法律第３
１３号）に基づき大臣が年度ごとに定める
さけ・ますふ化放流計画に則り、遺伝的特
性を維持するためのふ化及び放流並びに
耳石温度標識等による資源状況等を把握
するためのふ化及び放流を実施する。

（オ）さけ類及びます類のふ化及び放流
　さけ類及びます類の個体群を維持するため、水
産資源保護法（改正平成１９年法律第７７号）に基
づき大臣が年度ごとに定めるさけ・ますふ化放流
計画に則り、遺伝的特性を維持するためのふ化及
び放流並びに耳石温度標識等による資源状況等
を把握するためのふ化及び放流を以下のとおり実
施する。
    ⅰ）遺伝的特性維持のためのふ化及び放流
      　　・サケ：５河川、88,900千尾
      　　・サクラマス：６河川、2,700千尾
    ⅱ）資源状況等把握のためのふ化及び放流
      　　・サケ：５河川、40,100千尾
      　　・カラフトマス：３河川、7,200千尾
      　　・ベニザケ：３河川、150千尾

(中課題業務実施概要)
・北海道における、サケ地域個体群を代表する5河川及びサ
クラマスの地域個体群を代表する6河川を対象として、個体群
の遺伝的固有性と多様性を維持するためのふ化及び放流を
行った。これらの放流は①他河川由来の種苗は放流しない、
②当該河川における産卵期全般にわたる種苗を確保する、
③採卵・採精に供する親魚の人為選択は行わない、④集団
の有効な大きさを確保した受精を行う、⑤適正な時期に適正
なサイズで放流する、との原則に基づき実施した。また，すべ
ての放流魚に耳石温度標識を施した。さらに北海道内におい
て、サケは5河川，カラフトマスは3河川、ベニザケは3河川を
対象として、資源状況等を把握するためすべての幼稚魚に耳
石温度標識を施し、ふ化放及び放流をおこなった。今後、これ
らの標識魚を対象に、放流後の幼稚魚の追跡調査、秋に回
帰親魚の標識確認調査等が行われることとなっている。
・数値目標としては、サケ：129,000千尾（10河川）、サクラマ
ス：2,700千尾（６河川）、カラフトマス：7,200千尾（３河川）、ベ
ニザケ：150千尾（3河川）の放流が計画されており、目標を達
成する見込みである。

２  行政との連携 ３  行政との連携 ３  行政との連携 A・行政サイドからの要請に対し、的確に対応してい
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　センターは、行政機関と密接な連携を図
り、行政ニーズを的確に踏まえた研究開
発等を推進するとともに、その成果等を活
用し、行政機関が行う水産政策の立案及
び推進に協力する。また、行政機関から
の依頼に応じて、センターの有する総合
的かつ高度な専門的知識を活用して、緊
急対応を行うとともに、調査へ参加し、ま
た、国際交渉を含む各種会議等へ出席す
る。

　行政機関からの依頼に応じて、センター
の有する総合的かつ高度な専門的知識を
活用して、調査に参加するとともに、国際
交渉を含む各種会議等に出席する。また、
成果等を活用し、行政機関が行う水産政
策の立案及び推進に協力する。

　行政機関等からの依頼に応じ、行政施策の推進
に必要な調査等を実施するとともに、行政施策上
重要な各種委員会及び国際交渉等について、積
極的に対応する。また、研究開発等の成果を活用
し、水産政策の立案及び推進について、科学技術
的側面から積極的に助言・提言を行う。

・水産庁の行政施策に応えるため企画提案し、２７件の委託
事業を受けた。このうち「我が国周辺水域資源調査推進委託
事業」においては、実施要領で定める魚種について、都道府
県試験研究機関を含む調査体制を構築し、精度の高い資源
調査の実施及び資源管理に必要な的確な資源評価を行うと
ともに、関係者へこれらの科学的データ・知見に基づいた資
源管理上の指導・助言、資源状況に関する情報提供を行った
ほか、「大型クラゲ発生源水域における国際共同調査」や「新
たなノリ色落ち対策技術開発」等において、水産行政施策の
推進に対応した。
・農林水産省の行政施策に応じ、3件の委託事業を受けた。こ
のうち「貝毒安全対策事業」においては、二枚貝の毒化原因
種としての危険性を詳細に把握し，有毒プランクトンをモニタ
リングする際の基礎的知見を整理したほか、「魚類防疫技術
対策事業」等において、消費・安全行政施策の推進に対応し
た。
・行政施策推進上必要として行った調査船開洋丸・照洋丸の
資源調査航海に、水産庁からの依頼により研究者を派遣し、
調査に参加するとともに、「大型クラゲ各種委員会」、「国際捕
鯨委員会(IWC)」、「大西洋マグロ類保存国際委員会（ＩＣＣＡ
Ｔ）」等国際交渉等に積極的に対応し、水産政策の立案及び
推進において、科学技術的側面から助言、提言を行った。

３  成果の公表、普及・利活用の促進 ４  成果の公表、普及・利活用の促進 ４  成果の公表、普及・利活用の促進
（１）国民との双方向コミュニケーションの
確保

（１）国民との双方向コミュニケーションの
確保

（１）国民との双方向コミュニケーションの確保
A

　研究開発等の推進に際しては、科学技
術の進歩と国民意識とのかい離を踏ま
え、センター及び所属する研究者等の説
明責任を明確化し、国民との継続的な双
方向コミュニケーションを確保するととも
に、多様な情報媒体や機会を効果的に活
用して、成果について分かりやすい形で
情報を発信する。

　研究開発等の推進に際しては、科学技
術の進歩と国民意識のかい離を踏まえ
て、センター及び研究者、技術者の国民に
対する説明責任を明確化するとともに、多
様な情報媒体を効率的に活用することに
より、国民との持続的な双方向のコミュニ
ケーションの確保を図る。
　このため、経営企画コーディネーター、研
究開発コーディネーター制度の導入等によ
り地域や関連業界、消費者等の社会的要
請に機敏に対応した研究開発等の展開を
図るとともに、広報体制の強化等により成
果の普及、利活用の促進を図る。

　研究開発等の円滑な推進を図るため、科学技術
の進歩と国民意識の乖離を踏まえ、センター及び
研究者、技術者の国民に対する説明責任を明確に
し、研究所等における外部への説明を適切に行
う。
  経営企画コーディネーター、研究開発コーディ
ネーターが地域や関連業界、消費者等の社会的要
請等を積極的に収集・把握し、それらに機敏に対
応した研究開発プロジェクト等を推進し、課題化を
検討する。
  広報誌、ニューズペーパー、メールマガジン、ホー
ムページ、成果発表会等多様な広報ツールを用い
て、積極的に国民に対しセンターの研究開発やそ
の成果等に関する情報を発信するとともに、メール
やアンケート等を通じて幅広く国民の意見や要望を
聴取する。
  センターが主催する各種推進会議等を通じ、地方
公共団体、民間等の試験研究機関とのネットワー
クを引き続き強化することにより、地域や産業界等
のニーズを的確に収集・把握し、それらを研究開発
に反映させる。

・研究所等においては、本部広報室と広報併任者等を中心と
した対応窓口及び対応手順を明確にする等の適切な説明体
制をとり、取材報告をデータベース化し対応内容を共有して外
部への説明を適切に行った。
・研究開発コーディネーター等が地域や関連業界、消費者等
の社会的要請等を積極的に収集・把握し、7月～８月に有明
海、八代海で広範囲に発生した赤潮への対応を課題化して、
「有明海におけるシャットネラ属シスト分布緊急調査」を緊急
に実施し、全調査点でシストが高密度に存在することを明ら
かにした。
・広報誌（ＦＲＡＮＥＷＳ）、ニューズマガジン(おさかな瓦版）、
メールマガジン(おさかな通信）の発刊や、ホームページ、プレ
スリリース、ミュージアムでの夏休み展示、アグリビジネス創
出フェア、農林水産祭、食のブランドニッポン等の関係機関が
主催するイベントへの出展、センター主催の成果発表会等に
おいて、センターの実施している研究内容等を積極的に展
示・説明した。
・広報誌や成果発表会等でアンケートをとって意見や要望を
聴取した。産卵回遊調査から完全養殖までの一連のウナギ
研究や、ソナーによる資源探査技術、深海のベニズワイガニ
生態を講演した成果発表会の反応としては、興味深い内容
だったとするものが約８割で研究の進展が感じられたと概ね
好評であった。広報誌についてもエビの研究の特集で理解が
深まった、内水面漁業や栽培漁業、養殖業の取り組みを取り
上げて欲しい等の意見を頂いた。
・研究開発推進会議や専門特別部会等を開催し、地方公共
団体、民間等との連携を強化することにより地域や産業界な
どのニーズを的確に収集・把握し、研究情報の共有を図るな
ど研究開発に反映させた。

（２）成果の利活用の促進 （２）成果の利活用の促進 （２）成果の利活用の促進

ると認められる。
・行政との連携は，滞りなく行われている．順調に
進捗している．
・水産庁および農林水産省からの委託事業を着実
に実施しており、行政との連携はなされている。

・様々な機会をとらえて研究成果を活発に一般に
公開していて、参加者からの反応もアンケート調査
等によって把握し、双方向のコミュニケーションが
確保されている。
・研究成果の論文による公表数が目標値を大きく
上回り、研究活動が活発に行われている。
・広報誌やホームページ（ＨＰ）など、さまざまな媒
体と機会をとらえて成果の公開が盛んに行われて
いる。特にＨＰへのアクセス数が目標の２倍を超え
ていることなど、一般市民から専門家までの幅広
いニーズにこたえ、広く情報提供が行われている
点は高く評価される。ＨＰへの攻撃があったとのこ
とだが、今後も一層の情報管理をお願いしたい。
・今後も研究成果のデータベース化を進め、有用な
情報提供につとめてほしい。
・それらの中の項目が細分化され，評価もなされて
いるが，総じて「成果の公表、普及・利活用の促
進」の目覚ましい進展がみられ，評価も高い．研究
機関は競って成果の公表をしている中で，重要な
成果をタイミング良く出すことが最重要であり，その
点は計画には入っていないが，劇的に改善され，
進捗状況は大変よい．多くの項目がＳ評価に相当
するが，事項が多いため，総じてＡ評価とした．
・国民との双方向コミュニケーションは，多面的な
方策がみられ，外に向けた説明の適切化，紙媒体
やインターネットやメールによる発信，アンケート等
による意見の収集など，多くの実績を挙げた．順調
に進捗している．今後は効果の分析にも力を入
れ，効率的な方策の選択も考慮した進展を期待す
る．
・成果の利活用は，多くの目標項目からなり，それ
ぞれに目標は達成している．水研センター叢書2冊
の出版は成果として大きく，内容も若い世代向け
の工夫がなされている データベースの充実は期
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A B C D E F 
　研究開発等については、迅速な成果の
実用化を図るため、その企画段階から技
術や成果の受け手となる関係者の意見を
採り入れる等の方法により、成果の活用・
普及及び事業化までを見据えた上で取り
組む。　また、研究開発等の成果は、第１
期中期目標期間で得られたものを含め
て、データベース化やマニュアル作成等
により積極的に利活用を促進する。

　研究開発等については、迅速な成果の
実用化を図るため、その企画段階から技
術や成果の受け手となる関係者の意見を
採り入れる等の方法により、成果の活用・
普及及び事業化までを見据えた上で取り
組む。

ア．研究開発等の企画段階から、技術や成果の受
け手となる関係者の意見を取り入れ、成果の活用・
普及及び事業化まで見据えた取り組みとするた
め、経営企画コーディネーター、研究開発コーディ
ネーター、社会連携推進本部及び広報組織の活動
を活発に行う。特に、現場への成果の普及促進及
び現場の意見等を研究開発の企画立案に資する
ため、水産技術交流プラザの活動や業界・地域住
民を対象とし地域に密着したセミナー等の実施を
継続するとともに、水産総合研究センターが保有す
る特許や技術情報等を積極的に業界に広報する。

・研究開発等の企画段階から、技術や成果の受け手となる関
係者の意見を取り入れ、成果の活用・普及及び事業化まで見
すえた取り組みとするため、経営企画コーディネーター、研究
開発コーディネーターや広報組織の活動を活発に行うととも
に、現場への成果の普及促進及び現場の意見等を研究開発
の企画立案に資するため、業界や地域住民を対象とし地域
に密着した地域水産加工セミナー（石川県七尾市、長崎県長
崎市）や出前講義等を実施した。
・特に現場への成果の普及等のために、水産技術交流プラ
ザでは「省エネ技術」や「安全で安心な養殖技術」など、業界
や地域の関心が高いテーマを設定し、技術交流セミナーを５
回開催した。また、アグリビジネス創出フェアやジャパン・イン
ターナショナル・シーフードショーに出展し研究成果の普及に
努めた。センターの保有する特許等知的財産については、利
用しやすいようにホームページや冊子「特許・技術情報」によ
り発信し、企業化等を進めた。

イ．単行本やマニュアルを刊行図書として１回以上
刊行する。

・水研センター叢書として、４月に「地球温暖化とさかな」、「守
る・増やす渓流魚」の２冊を出版した。また、叢書刊行委員会
を開催し、出版方針として水研センターのマグロについての
研究及び小中学生向けの海のミステリーといった内容をとり
まとめて出版することを決定し、企画、執筆した。

ウ．主要な研究成果をマスメディアやホームページ
で積極的に広報する。

・主要な研究成果やセンターの活動についてプレスリリースを
67回実施した。
・クロマグロの全ゲノム解読（6月）、ウナギの産卵生態調査（7
月）について研究者による記者レクチャーを行った。また、大
型クラゲの大量出現に関して水産庁等と連携し７月に記者勉
強会を行ったほか、９月にはマスコミが同乗した大型クラゲ乗
船駆除調査を実施した。これらにより業界紙のみならず、一
般紙やテレビでもセンターの調査研究が掲載・放送された。
・１２月末に平成２１年の主な研究成果をまとめてプレスリリー
スしたほか、１月に理事長年頭会見を開催し、２２年の研究開
発方針や抱負についてマスコミ関係者と意見交換を行った。
・109件の主要な研究成果をホームページに成果情報として
公表し、研究成果の普及等の促進を図った。
・マスコミ等からの取材・問い合わせ1058件に対応した。

エ．ホームページの年間アクセス件数１５万件以上
を確保する。

・ホームページへは年間で34万2,717件のアクセスがあり、成
果の普及やセンターの活動への理解促進に貢献した。

　また成果は、継続的なデータベース化の
実施に加え、積極的に単行本やマニュア
ル等の刊行図書として取りまとめ発行する
ことにより水産業の現場等での実用化、利
活用を促進する。本中期目標期間におけ
る刊行図書の刊行数は５回以上とする。さ
らに、主要な研究開発成果については、マ
スメディアやホームページ等を通じて積極
的に広報することにより、国民に対する情
報提供の充実を図る。本中期目標期間に
おけるホームページのアクセス数を年間１
５万件以上になるよう内容の充実を図る。
また、本中期目標期間に成果発表会を５
回以上開催する。毎年各地で研究所等を
公開するほか、施設等の条件を活かして
観覧業務を充実する。

　また、行政・普及部局、公立試験場、産
業界等との緊密な連携の下に普及事業
等を効果的に活用し、成果の現場への迅
速な技術移転を図る。さらに、従来の成
果の普及ルートに加え、行政部局及び普
及組織と連携して各分野に応じた効果的
で迅速な普及システムを構築する。
　成果の利活用の促進については、数値
目標を設定して取り組む。

の工夫がなされている．デ タ スの充実は期
待されるところである．個人情報漏えいもその後の
対応が的確になされ，評価できる．冬期の来場者
が少ないさけますセンター千歳事業所や日光庁舎
の施設活用も順調に伸びている．ホームページの
アクセス数が多いことも，多くの広報活動を行って
いる成果として特筆できる．総じて計画を大きく上
回って進捗している．
・成果の公表と広報は，いずれの項目の目標も達
成し，大いに上回っている項目もある．センター主
催のシンポジウムはタイムリーで興味深い主題を
取り上げ，回数も多く，高く評価できる．第2回，3回
と同タイトルでの継続も考えてはどうだろうか．論
文数は共著を含むが，数は十分目標を達成してい
る．今後は日本語の短い論文でも筆頭著者で出せ
るように組織の支援も期待する．また研究への支
障とならないよう配慮した広報活動は奨励され，プ
レスリリースなどの増加による活発化は高く評価で
きる．航海のまとめと調査報告書の発行は順調に
進捗している．
・特許等は順調に出願に努め，TLOによる民間へ
の利活用も行っている．順調に進捗している．今後
もさらに積極的かつ的確な知的財産の利活用を進
めるよう期待する．水産技術交流プラザの「特許・
技術情報」は一般にも分かり，大変よい冊子であ
る．
・各種の広報誌を定期的に出版されている。また、
その内容にも工夫がなされており評価できる。それ
ぞれの記事に対する読者の反応など、定期的にア
ンケート調査を行うなど、紙面の充実に努力された
い。
・各種のイベントを企画・実施しており、評価でき
る。
・数値目標も達成されており、評価できる。マスコミ
等からの問い合わせ件数は、他の研究機関と比較
しておそらく多いと思うが、特にどのような問い合
わせが多いのかなど、内容を分析すると、今後の
広報活動の参考になるのではないか。

26



119 

120 

121 

122 

123 
124 

A B C D E F 
オ．継続的なデータベース化を実施する。 ・新たな研究成果等の情報を水生生物情報データベースに組

み入れるなど、継続的なデータベース化を実施した。
・マスコミ等への写真貸出を迅速、簡便に行うために、水産生
物等の写真データベース を構築し、充実させた。
・また、水生生物情報データベースに対する外部攻撃があり、
収録されている個人情報（ログインID、パスワード、E-mailアド
レス）の漏えい被害が確認されたことから、データベースの稼
働を停止し、情報漏えい対象者に情報漏えいの連絡と注意
喚起を行うとともに、所定の手続きにより水産庁関係部局に
報告を行った。さらに、今後の外部攻撃を防止するために、農
林水産研究情報総合センター（筑波）の支援を受けつつ、プロ
グラムの改修及びシステムの再構築を行い、外部攻撃による
被害防止対策措置を講じた。

カ．水産資源分野等で得られた成果を積極的に広
報し、行政機関等の策定する基準・指針等へ反映
すべく努める。

・水産庁委託による、「我が国周辺水域資源調査推進委託事
業」等により得られた、精度の高い資源調査結果及び資源管
理に必要な資源評価結果や、「大型クラゲ発生源水域におけ
る国際共同調査」等において得られた最新の情報について、
水産庁と共同で広報を行うとともに、関連する指導・助言・情
報提供を行うことにより、水産行政施策の推進に対応した。

・大量かつ広範囲に出現した大型クラゲへの対応として「大型
クラゲ発生源水域における国際共同調査」の実施及び漁具
改良マニュアルの第４版を作成した。
・国際資源について資源評価をとりまとめホームページ等で
公表し、水産庁の国際交渉における科学的情報として活用さ
れるよう努めた。
・（社）海洋水産システム協会等、業界団体が開催する各種講
習会で、パンフレット「漁船漁業の省エネルギー」をテキストと
して使用し、漁船漁業の省エネルギー技術の啓蒙普及に務
めた。

キ．成果発表会を年１回以上開催する。 ・平成21年10月28日に、都内で「探り、知り、そして活かす水
産研究」をタイトルとして成果発表会を開催し、約２００名の参
加者を得た。その他、各研究所等でも、開発調査センター（8
月）、養殖研究所（9月）、日本海区水産研究所及び遠洋水産
研究所（12月）がそれぞれテーマを決めて成果発表会を実施
した。

ク．各研究所、支所等は年１回以上一般に公開す
る。
　また、さけますセンター千歳事業所構内に設置さ
れている「さけの里ふれあい広場」や筑波リサーチ
ギャラリーの展示の充実を図り、活用を促進する。

・各研究所・支所で近隣の一般市民を対象とした一般公開を
実施し、合計約6,700人の来場者にセンターの活動を知っても
らい、水産研究への関心を高めることに貢献した。
・各研究所や栽培漁業センター等で漁業者や関係団体、一般
等を対象とした出前講義や来所見学への対応を行った。
・さけますセンター千歳事業所構内に設置されている「さけの
里ふれあい広場」（体験館・展示館）では、開場以来通算入場
者10万人を突破した。年間入場者数は5,020人であった。つく
ばリサーチギャラリーでは、ウナギ産卵回遊調査の様子を映
した動画を流したり、可能な限り新しい研究成果をパネルとし

ケ．中央水産研究所日光庁舎では、展示施設を活
用して観覧業務を実施する。

・「さかなと森の観察園」は、7月に開催された世界生物オリン
ピックのエクスカーションの対象に選定され、世界56カ国から
約230人の高校生が訪れた。
・園内にある「おさかな情報館」には『「海とさかな」自由研究・
作品コンクール』で理事長賞を得た作品を展示するなど、子ど
もが関心を持ちやすい展示に努めた。年間入場者数は
23,780人であった。

（３）成果の公表と広報 （３）成果の公表と広報 （３）成果の公表と広報
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ア．得られた成果はマスメディアやホームページ、
国内外の各種学術誌、専門誌、普及誌、学会等を
活用して積極的に発表する。

・主要な研究成果等をプレスリリース（67回）した。
・ホームページの研究成果情報にマグロやウナギ、地球温暖
化などカテゴリーごとの「ホットな研究情報」コーナーを新設す
るなど、成果を見やすく、検索しやすく掲載した。
・各種学術誌、専門誌、普及誌に論文等を発表するとともに、
日本水産学会、海洋学会、水産工学会等で研究成果を報告
した。

イ．適切なテーマを設定して、センター主催のシン
ポジウムを開催する。

・「水産業エネルギー技術研究会」でとりまとめた提言に盛り
込まれた技術等を普及するため、第７回技術交流セミナーと
して「漁船漁業の省エネルギー技術」を開催した（6月）。
・第11回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー（7月）
において、「最新の検査・分析技術で高度な安心・安全を食卓
に」、「輸入種苗に頼らないカンパチ養殖技術」の２つのセミ
ナーを開催した。
・ゲノム研究について、シンポジウム「海洋ゲノム情報を活用
した革新的食料生産技術の開発」（8月）を主催し、「マリンゲノ
ム国際シンポジウム」（12月）を（独）沖縄科学技術研究基盤
整備機構等と共催した。
・あじ類、さば類などの主要漁業対象種の大規模な資源変動
と近年の大型クラゲの大量出現の予測技術開発等を目的と
したシンポジウム「クラゲの海からサカナの海へ」（11月）を農
林水産省、広島大学と共催した。
・地球温暖化に伴う農林水産物への影響予測と適応技術に
ついて、研究成果発表会「地球温暖化と農林水産業」（11月）
を農林水産省及び農林水産省所管の独立行政法人研究機
関と共催した。
・クロマグロ等の浮魚資源にとって重要な台湾との研究連携
を図り、日・台水産研究シンポジウム「黒潮源流域における水
産業及び水産研究の現状」（１月）を沖縄県等と共催した。
・その他、クエ資源の維持増大を目指した「クエ栽培漁業セミ
ナー」（9月）を、食のブランドニッポンにおける食材開発セミ
ナー「地球に優しいエコ・メバチ」（11月）を行った。

ウ．学術誌等の論文公表数は、年３６０編以上とす
る。また、研究報告を発行する。

・学会誌等で４１７編の論文（査読あり、共著含む）を公表し
た。
・水産総合研究センター研究報告を２回発行した。
・これまでの研究業績については、中央水産研究所の研究者
が「小型浮魚類の魚種交替に関する生物学的研究」により受
賞した日本農学進歩賞を含め、１８件の学会賞・論文賞を受
賞した。
・学会発表については、海外を含め３件のベストプレゼンテー
ション賞を受賞した。

エ．技術開発業務の成果は技術報告としてまと
め、年２回以上刊行する。

・栽培漁業センター技報第10号及び11号を刊行した。

オ．「広報誌」は年4回発行する。 ・広報誌「ＦＲＡＮＥＷＳ」を年４回発行した。

カ．「ニューズレター」は年６回発行する。 ・ニューズレター「おさかな瓦版」を年６回発行した。

キ．「メールマガジン」を年１２回配信する。 ・メールマガジン「おさかな通信」を年１２回配信した。

ク．水産学研究成果の普及を図り、産業界への発
展に寄与するため、水産全分野の技術に関する成
果を記載した技術論文誌を発行する。

・水産学研究成果の普及を図り、産業界への発展に寄与する
ため、水産全分野の技術に関する成果を記載した「水産技
術」の第2巻1号及び2号を発行した。

　 成果は、積極的に学術誌等への論文
掲載、学会での発表等により公表するとと
もに、主要な成果については、マスメディ
アやホームページ等各種手段を活用し、
広報活動を積極的に行う。成果の公表及
び広報については、数値目標を設定して
取り組む。

　成果は、マスメディアやホームページ、国
内外の各種学術誌、専門誌、普及誌、学
会等を活用して積極的に発表するととも
に、機関誌「研究報告」「技術報告」等を発
行する。また、適切なテーマを設定して、セ
ンター主催のシンポジウムを開催する。本
中期目標期間におけるセンターの論文公
表数は、１，８００編以上、技術報告の刊行
数は８回以上、広報誌は２０回、ニューズ
レターは３０回、それぞれ発行する。また、
メールマガジンは６０回配信する。
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ケ．子供向け広報イベントの充実を図るとともに、
体験学習や職場体験又は社会見学等の教育活動
に対応し、青少年の育成活動に努める。

・朝日新聞・朝日学生新聞が主催する『「海とさかな」自由研
究・作品コンクール』を後援し、想像力豊かな優秀な作品には
水産総合研究センター理事長賞を贈り、小学生等に対してセ
ンターが行う研究や水産全般に関する理解が深まるように努
めた。
・『「海とさかな」自由研究・作品コンクール』のプレイベントとし
て北海道区水産研究所の厚岸栽培技術開発センターにおい
て小学生を受け入れ、貴重なかれい類であるマツカワの標識
放流等の体験を行った。
・各研究所及び本部において小学生から大学まで幅広い対
象に水産研究に関する講義を行った。
・さけますセンター及び中央水産研究所では、(独）科学技術
振興機構が主催する高校生向け合宿学習プログラム「サイエ
ンスキャンプ」を実施した。
・横浜みなとみらい地区にあるみなと博物館において、小中
学生向け夏休み展示として「地球に優しい最先端のエコ漁船
と漁業」を開催した。
・ニューズレター「おさかな瓦版」を小学生が楽しんで読める表
現と内容にリニューアルした。

コ．各種機関や一般からの問い合わせに適切に対
応すること等により、研究成果の広報に努める。

・マスコミ等の各種機関や一般からの問い合わせ(1,058件）に
対応、また写真・映像の貸し出し(113件）を行うなど、研究成
果の広報活動に努めた。

　海洋水産資源開発事業の調査で得られ
た結果は、調査航海終了後２ヶ月以内に
取りまとめ、速やかに関係漁業者等へ情
報提供する。本中期目標期間における調
査報告書数は、４０編以上とする。

サ．海洋水産資源開発事業の調査で得られた結
果は、調査航海終了後２か月以内に取りまとめ、
速やかに関係漁業者等へ情報提供する。調査報
告書を８編以上発行する。

・海洋水産資源開発事業の調査で得られた結果を調査航海
終了後２ヶ月以内に取りまとめ、関係漁業者等へ情報提供し
た。また、調査報告書を11編発行した。

（４）知的財産権等の取得と利活用の促進 （４）知的財産権等の取得と利活用の促進 （４）知的財産権等の取得と利活用の促進
　重要な成果については、我が国の水産
業等の振興に配慮しつつ、国際出願も含
めた特許権等の迅速な取得により権利の
確保を図るとともに、技術移転機関等を
活用し民間等における利用を促進する。
特許出願件数については、数値目標を設
定して取り組む。

　重要な成果については、我が国の水産
業の振興に配慮しつつ、国際特許を含め
た特許権等の迅速な取得により権利の確
保を図るとともに、インターネット等を通じ
た積極的な情報開示やＴＬＯ（技術移転機
関）の技術移転活動の活用等により、民間
における知的財産権の利活用を促進す
る。本中期目標期間における特許権等の
出願件数は５０件以上とする。また、特許
権等の維持管理については、費用対効果
の視点から随時見直し、当該特許権等の
所有の維持又は放棄を行う。

　センター知的財産ポリシーに従い、業務によって
得た種々の成果の中で、知的財産権としてとして
権利化することにより効率的かつ効果的に社会に
普及することができると判断する職務発明は、迅速
に出願を行う。
   センターが保有する公開可能な知的財産権につ
いては、ホームページや水産技術交流プラザの活
動、また、ＴＬＯ（技術移転機関）を通して、積極的
に普及活動に努め、センターが保有する知的財産
の利活用を図る。
   費用対効果の視点から、センター職務発明規程
に則って所有の維持又は放棄を行う。

・職務発明届が出された研究成果は１６件あり、センター知的
財産ポリシーに従い、特許等として権利化し実施許諾先の企
業活動を通して普及をはかる必要があると判断した職務発明
を１５件出願した。海外については、ＰＣＴ出願（特許協力条約
に基づく国際出願）を３件行った。
・センターが保有する公開可能な知的財産権について、ホー
ムページによって情報開示するとともに、水産技術交流セミ
ナーを５回開催したほか、アグリビジネス創出フェアー・シー
フードショー(東京・大阪）に出展し、積極的に宣伝活動に努
め、利活用を図った。また、TLO（技術移転機関）を活用して
民間への利活用を図った。
・特許権等実施許諾契約については新たに３件実施契約を
締結したほか、技術援助契約とプログラム著作権利用許諾契
約を新たに締結した。
・出願にあたっては、費用対効果の視点からセンター承継の
可否を検討した結果、１５件を審査請求し、２件については出
願審査請求せずに権利を放棄した。

　４ 専門分野を活かしたその他の社会貢
献

５  専門分野を活かしたその他の社会貢
献

５  専門分野を活かしたその他の社会貢献
A

（１）分析及び鑑定 （１）分析及び鑑定 （１）分析及び鑑定
　行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、
センターの有する高い専門知識が必要と
される分析、鑑定を実施する。

　行政、各種団体、大学等の依頼に応じ、
他機関では対応困難な水産物及び水産食
品の成分等の分析、水産生物等の同定、
判別等、高度な専門知識が必要とされる
分析・鑑定を積極的に実施する。

　行政、各種団体、大学等からの依頼に応じ、他機
関では対応困難な貝毒成分等の分析、赤潮プラン
クトン等の同定・判別、魚介類疾病の診断など、高
度な専門知識が必要とされる各種分析・鑑定を積
極的に実施する。

・専門的な知識や技術を活かして分析・鑑定の依頼には積極
的に対応し、144件の分析・鑑定を実施した。

（２）講習、研修等 （２）講習、研修等 （２）講習、研修等

・様々な形で、国内、国際的に社会貢献が行われ
ていることを高く評価する。
・分析および鑑定での社会貢献は十分に行われて
いるが，依頼元がさらに多様になることを期待す
る．144件の多さは評価できる．
・講習，研修会の実施と講師派遣は数多くなされて
おり，各種研修生の受け入れも積極的である．特
筆すべきは，積極的に多数のインターン実習生等
や外国人研究生の受入およびJSPSの特別研究員
の受入を行っており，若い世代への水産業への理
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　行政、普及部局、漁業者等を対象とした
講習会の開催、国公立研究機関、産業
界、大学、国際機関等外部機関からの研
修生の受入れ等を行う。講習会の回数に
ついては、数値目標を設定して取り組む。

　資源解析、リモートセンシング、海洋測器
等の講習会を年２５回以上実施し、技術情
報を提供するとともに、国や団体等が主催
する講習会等に積極的に協力する。また、
国内外からの研修生を積極的に受け入
れ、人材育成、技術水準の向上、技術情
報の移転等を図る。

　センターの特性を活かして企画・立案した講習会
を２５回以上実施し、技術情報の速やかな提供を
行う。また、センター以外が開催する講習会に講師
を派遣する等、積極的に協力する。人材育成、技
術向上や技術移転のためにも、国内外からの研修
生を積極的に受け入れる。

・諸機関を対象として、資源管理、魚病診断、栽培漁業技術、
ふ化放流技術等の講習会や研修会を５５回開催し、技術情
報の速やかな提供を行った。
・センターが持つ高度な学術、技術を普及するため各種講習
会等への講師派遣依頼には積極的に対応し、本年度は延べ
２９１名の職員を派遣した。
・国、地方公共団体等から依頼により、依頼研究員として２０
件２５名、連携大学院による研修生として６件６名、その他大
学院・学部からの研修生として１４件１５名、国・県からの研修
生として１６件２４名、民間からの研修生として７件９名を受け
入れた。また、インターン実習生等として、中・高・大学から２１
件６６名を受け入れた。
・海外からの研修生の受け入れ依頼にも積極的に対応し、外
国人研修生を10件４４名受け入れた。また、外国人研究者８
名を短期招へいした。
・日本学術振興会の事業により、特別研究員４名、外国特別
研究員３名をそれぞれ受け入れた。

（３）国際機関、学会等への協力 （３）国際機関、学会等への協力 （３）国際機関、学会等への協力
　国際機関、学会等への専門家の派遣、
技術情報の提供等を行う。

ア．国際機関及び国際的研究活動への対
応

ア．国際機関及び国際的研究活動への対応

　国際連合、経済協力開発機構(ＯＥＣＤ)、
北太平洋海洋科学機関(ＰＩＣＥＳ)、東南ア
ジア漁業開発センター(ＳＥＡＦＤＥＣ)等の
国際機関への職員の派遣及び諸会議へ
の参加等に関して積極的な対応を行う。

　国連食糧農業機関（ＦＡＯ）、東南アジア漁業開発
センター（ＳＥＡＦＤＥＣ）等の国際機関に職員を派
遣し、国際機関の活動に積極的に協力する。ま
た、北太平洋海洋科学機関（ＰＩＣＥＳ）の年次会議
並びに各種の国際研究集会に職員を参加させ、国
際的研究活動に対応する。さらに、国際協力機構
（ＪＩＣＡ）等の依頼に応じて、職員の専門家派遣及
び研修員受入を行い、専門知識を活かした社会貢
献、国際貢献に努める。
   水産庁と連携しつつ、中国・韓国との間で日本近
海での大型クラゲに関する国際共同調査の強化を
図る。

・国際機関との連携を強化するため、国際食糧農業機関（ＦＡ
Ｏ）、東南アジア業業開発センター(SEAFDEC)養殖部門
(AQD)、海洋水産資源管理開発部門(MFRDMD)、北太平洋遡
河性魚類委員会(NPAFC)へ職員を引き続き派遣した。また、
諸会議への参加も積極的に行い、SEAFDEC等の要請に応じ
て、職員を専門家として海外へ派遣した。
・海外から来訪する外国人研究者や外国機関担当者等と積
極的に意見交換を図り、国内外での海洋科学発展、水産業
振興に貢献した。
・国際的研究活動を推進するため、国際共同研究２０件、国
際ワークショップ・シンポジウム１１件を実施した。また多くの
国際学会・集会等に職員を派遣し、国際交流、人材育成に努
めた。
・北太平洋の海洋科学に関する機関(PICES)年次会議、天然
資源の開発利用に関する日米会議（ＵＪＮＲ）等に職員を派遣
し、国際的研究活動の推進に貢献した。
・水産庁からの補助を受け、大型クラゲに関する国際共同調
査を関係国と連携して実施し、成果は国際ワークショップを開
催して公表した。

イ．学会等学術団体活動への対応 イ．学会等学術団体活動への対応
　日本水産学会等の国内外の関連学会等
の諸活動に積極的に対応する。

　　日本水産学会、日本海洋学会、水産工学会等
に研究成果を発表するとともに、シンポジウム等の
運営協力、論文の校閲、各種委員会・評議委員会
等への委員派遣等を通じ、これら学会等の諸活動
に積極的に貢献する。

・日本水産学会、日本海洋学会、水産工学会等に研究成果を
報告するとともに、シンポジウム等の運営協力、論文の校閲、
各種委員会・評議委員会等への委員派遣など、これら学会等
の諸活動について積極的に貢献した。
・中央水研が、日本大学との共同事務局体制をとり、日本水
産学会春季大会（H22年3月26-30日）を開催した。

（４）各種委員会等 （４）各種委員会等 （４）各種委員会等
　センターの有する専門知識を活用して、
各種委員会等への職員の派遣、検討会
等への参画等を積極的に行う。

　高度な専門知識が要求される各種委員
会等に積極的に対応する。

　　センターの有する専門知識を活用しつつ、要請
に応じて国内外の各種委員会等に職員を推薦し、
積極的に派遣する。

・国等が主催する協議会を始めとし、センター職員の専門知
識を必要とする各種委員会の委員等への就任・出席依頼に
積極的に対応した。また、２１年度には、依頼出張受入規程を
制定し、その円滑な運用に努めた結果、延べ３７７名の委員
を派遣した。

（５）公立試験研究機関等への貢献 （５）水産に関する総合的研究開発機関と
してのイニシアティブの発揮

（５）水産に関する総合的研究開発機関としてのイ
ニシアティブの発揮

解を高める上で重要なことである．進捗状況は高く
評価される．
・国際機関への派遣や国際会議・委員会への参加
は，研究機関で急増している業務であり，国際研
究集会への派遣や外国人研究者来訪などの国際
交流が積極的になされている．国内の主要学会で
の活動も継続して行われ，国内外の研究交流や専
門からの協力は順調に進められている．
・委員会等への出席も多く，社会的貢献は大きい
が，職員の負担増にならないように必要最低限の
人数構成で臨む工夫も今後の課題であろう．
・大型プロジェクトの推進，大規模データベース構
築と公開，他機関や民間等との連携体制の作出
で，イニシャティブを取り，順調に進捗している．い
ずれの要素も今後の水産学・水産業の中心となる
上で重要な展開であり，さらなる発展を期待する．
・水研センターからの講師派遣に関する規定を制
定し、積極的な講師派遣を行っていることは評価で
きる。ただ特定の研究者への講師派遣依頼が集中
するなど、おそらく運用に当たっては様々な問題も
あろうかと思うが、今後とも一般の社会への水研セ
ンターの認知度の向上に役立つことであるので、
引き続き積極的な対応をお願いしたい。
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　我が国における水産に関する唯一の総
合的研究開発機関である特長を最大限
に活かし、各種会議の開催や各種データ
ベースの構築・活用等により水産分野の
研究開発等の促進に積極的に貢献する。

　センターは、公立試験場、大学、民間等
が必要とする研究開発に係る情報の収集
とデータベース化及びこれら情報の提供を
行う。また、水産分野の研究開発等を促進
するため、これら機関との間で各種会議を
開催する。

　研究開発コーディネーター等による地域連携の促
進や多様な広報ツールの活用等を通じて、水産に
関する総合的研究機関としてのイニシアティブの発
揮に努める。
   海洋環境モニタリング情報等を収集するととも
に、その結果等について各種データベースの改
善・充実を図りつつホームページで迅速に外部に
提供し、データの効率的利用を促進する。
   センター及び公立試験場等における水産に関す
る研究成果情報をデータベース化してホームペー
ジで公表し、研究成果の普及・利活用の促進を図
る。
   ＦＡＯ等を中心に運営されている水産関係の世
界的文献情報システムであるＡＳＦＩＳの我が国の
ナショナルセンターとして、センターは他機関の協
力を得つつ我が国水産関係文献情報をデーター
ベースに登録する。
   地方公共団体、民間等の試験研究機関の参画
を得て各種推進会議を開催することにより、これら
機関との連携を強化し、研究情報の共有、研究
ニーズの把握、共同研究課題の提案・検討を行う。
   また、必要に応じて、各種推進会議の下に部会
及び研究会を設置し、地域・分野の水産に関する
諸問題の解決に向けた研究開発の企画・連携・調
整を行う。

・研究開発コーディネーター等による地域の情報収集結果を
もとに、地域での連携を目指したほか、「天然日本ウナギの
資源生態に関する調査」等のプロジェクト研究の成果や研究
の開始について積極的にプレス発表を行った。
・海洋環境モニタリング情報等を収集し、その結果等について
各種データベースを構築し、内容の改善・充実を図りホーム
ページで迅速に外部に提供することにより、データの効率的
利用を促進した。
・センター49件、公立試験場61件、合計110件の主要な研究
成果をデータベース化するとともにホームページで公表し、研
究成果の普及等の促進を図った。
・FAO(国連食料機構)ほか４国連機関が組織し、１１国際機関
と４５カ国が運営に協力する、汎世界的な水産海洋学術情報
のデータベースである、Aquatic Sciences and Fisheries
Abstracts「ＡＳＦＡ」については、センターが我が国のナショナ
ルセンターを担い、他機関の協力を得つつ我が国水産海洋
関係文献情報　７００件の登録を行った。９月にインド・ゴアで
開催されたＡＳＦＡ諮問会議へはJapan Reportを提出した。ま
た、２月には国内協力機関と業務打合せを行い、ASFA事業
運営について協議を行った。
・地方公共団体、民間等との連携を強化するため８つのブロッ
ク及び２つの共通分野の研究開発推進会議と６つの専門特
別部会を開催し、研究情報の共有、研究ニーズの把握、農林
水産省の事業等へ共同提案課題の検討を行った。

（６）遺伝子組換え生物等の使用等の規
制による生物の多様性の確保に関する法
律に基づく立入検査等

（６）「遺伝子組換え生物等の使用等の規
制による生物の多様性の確保に関する法
律」　　　（カルタヘナ法）への対応

（６）「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による
生物の多様性の確保に関する法律」
（カルタヘナ法、平成１７年法律第８７号）への対応

　遺伝子組換え生物等の使用等の規制
による生物の多様性の確保に関する法律
（平成１５年法律第９７号）第３２条の規定
に基づき、同条第２項の農林水産大臣の
指示に従い、立入り、質問、検査及び収
去を的確に実施する。

　遺伝子組換え生物等の使用等の規制に
よる生物の多様性の確保に関する法律
（平成１５年法律第９７号）第３２条の規定
に基づき、同条第２項の農林水産大臣の
指示に従い、立入り、質問、検査及び収去
を的確に実施する。

   遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様
性の確保に関する法律に基づく立入検査等につい
て、農林水産大臣からの指示があった場合には的
確にこれを実施する。

・遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律に基づく立入検査等について、農林水産大臣から
の指示は無かった。環境省から水産庁を通じ遺伝子組換え
体が疑われる魚について、遺伝子を組換えた生物であること
を確認するための検査について準備の要請があり、準備し
た。実際の検査依頼は無かった。

第４　財務内容の改善に関する事項 第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収
支計画及び資金計画

第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画
及び資金計画

A

１  収支の均衡 １  予算及び収支計画等 １  予算及び収支計画等
Ⅰ　予算 Ⅰ　平成21年度予算
 平成１８年度～平成２２年度予算

２　業務内容の効率化を反映した予算計
画の策定と遵守

・（別紙１）　センター全体の予算
・（別紙２）　試験研究・技術開発勘定の予
算
・（別紙３）　海洋水産資源開発勘定の予
算Ⅱ　運営費交付金の算定ルール算定ルー
ル

運営費交付金については、次の算定ルー
ルを用いる。

［運営費交付金算定のルール］
１　平成１８年度運営費交付金は次の算定
ルールを用いる。

　適切な業務運営を行うことにより、収支
の均衡を図る。

　「第２　業務運営の効率化に関する事
項」及び上記１に定める事項を踏まえた
中期　　計画の予算を作成し、当該予算
による運営を行う。

・平成21年度において、業務経費、一般管理費とも
に平成20年度よりも削減した予算を策定した。にも
かかわらず、交付金に対する執行率は全体として
交付金の92.25%になっている。この原因は、燃油価
格の低めの推移もあったものとおもわれる。
また、総務省政策評価･独立行政法人評価委員会
等から指摘があった複数年契約についての基準
の明確化と明示、1者応札・1者応募への対策、契
約監視委員会の設置などの取り組みをおこなって
おり評価できる。
・給与や手当などについても見直しを行っており評
価できる。
・計画に基づきすべての内容を実施、処理しており
充分に評価できる。
・人件費については、対１７年度比５．５％の削減と
なり努力が感じられる。また、一般管理費、業務経
費の削減、効率化もなされており、申し分ない。
・平成２１年度予算について、管理費の削減率など
目標を適切に実施し、改善への努力が行われてお
り、評価できる。

・平成21年度予算のうち、運営費交付金を充当して行う事業
については、一般管理費対前年度比3%、業務経費対前年度
比１％、統合に伴う減額等により削減した予算をもとに、一般
管理費は前年度に対する削減率を目標にコピー経費などの
削減を図り、業務経費は研究課題採択方式による査定により
一層の精査を実施した。平成21年度の一般管理費の対20年
度予算ベース比は94.12％、業務経費は99.24％であり、平成
21年度においては、これらの予算を基に適切に執行を行って
おり、効率化目標は確実に達成している。

・具体的には、運営費交付金の執行率（当期振替額と当期交
付額の比）は、法人全体では92.25％、試験研究・技術開発勘
定では92.85％、海洋水産資源開発勘定では89.20％であっ
た。

・海洋水産資源開発勘定の執行予算の約半分は自己収入予
算によるものであり、執行においてはその自己収入予算を優
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A B C D E F 
運営費交付金＝（（前年度一般管理費相
当額－Ａ）×α×γ）＋（（前年度業務経費
相当額－Ｂ）×β×γ）＋人件費－ 諸収
入±δ
　α：効率化係数（９７％）
　β：効率化係数（９９％）
　γ：消費者物価指数
　δ：各年度の業務の状況に応じて増減す
る経費

　人件費＝（前年度人件費（除く退職手当）
－Ｃ）×０.９９以下＋退職手当＋雇用保
険、労災保険
　Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝勧告の方向性を踏まえて効
率化する額

２　平成１９年度以降については次の算定
ルールを用いる。

運営費交付金＝（前年度一般管理費相当
額×α×γ）＋（前年度業務経費相当額
×β×γ）＋人件費－諸収入±δ
　α：効率化係数（９７％）
　β：効率化係数（９９％）
　γ：消費者物価指数
　δ：各年度の業務の状況に応じて増減す
る経費

　人件費＝基本給等＋退職手当＋休職
者・派遣者＋再任用職員給与＋雇用保険
料＋労災保険料＋児童手当拠出金＋共
済組合負担金
　基本給等＝前年度の（基本給＋諸手当
＋超過勤務手当）×（１＋給与改定率）

（注） 消費者物価指数及び給与改定率に
ついては、運営状況等を勘案した伸び率と
する。ただし、運営状況等によっては、措
置を行わないことも排除されない。

り、評価 きる。算 よるも あり、執行 お そ 自 収入予算を優
先的に使用することとしていること、支出についても大きな位
置を占めている価格変動の激しい船舶燃油が、比較的低位
に推移したことなどにより、結果的に、当年度の運営費交付
金の執行率が90%を切ることとなったものである。
　当該交付金の執行状況（89.20％）が業務運営に与えた影
響については、当該業務の評価結果（研究課題単位ではＡ評
価以上）などから判断して、なかったと考えられる。

・人件費については、「行政改革の重要方針（平成17年12月
24日閣議決定）」を踏まえ、業務及び組織の合理化、効率化
を推進することにより、最終年度となる平成22年度に平成17
年度人件費から５％以上の確実な削減となるよう計画的に取
り組んでいるところである。平成21年度においては、対17年度
比94.5％となった。

・契約事務の合理化・効率化を図るため、次の取組を実施し
た。
（１）複数年契約を適切に実施することとし、契約事務取扱規
程を改正（平成21年12月1日付け）し、複数年契約に係る取扱
基準を明確に定めた。平成21年度においては、平成22年度
から始まる契約の一部で複数年契約の拡大を行った。

（２）平成21年度は、類似案件の取り纏めを行い、これまで少
額随契となっていた契約案件を一般競争入札へ移行するな
ど、契約事務の効率化と競争性・透明性を確保するための取
り組みを実施した。この結果、20年度に3ヶ年分を一括計上し
た船舶建造費補助金で契約した船舶建造契約3件5,026,327
千円を20年度契約から除き、20年度と21年度の対比を行う
と、一般競争入札における件数の割合は20年度の約44％か
ら約47％に増加、金額の割合は約39％から約47％に増加し
た。
　＊平成22年5月に公表した随契見直し計画で対象外とした
行政財産の使用許可に伴う財産使用料（都道府県用船）を除
いて集計した。

（３）１者応札・１者応募の改善に向け、「１者応札・１者応募に
係る改善方策」を定め（平成21年7月作成)、①公告期間等の
十分な確保、②情報提供の拡充、③業務内容の明確化、④
業務準備期間の十分な確保など、１者応札を防止し競争性を
確保するための取り組みを実施した。この結果、一般競争入
札における１者応札の割合は、20年度の約36％から21年度
の約28％に減少した。
　＊平成22年5月に公表した随契見直し計画で対象外とした
行政財産の使用許可に伴う財産使用料（都道府県用船）を除
いて集計した。

（４）契約事務の適切な実施を確保するため、これまで事後審
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A B C D E F 
［注記］前提条件
１．人件費については、今後５年で５％削
減されるよう調整した額を推定。

２．給与改定率、消費者物価指数につい
ての伸び率を０％と推定。

３．勧告の方向性を踏まえて効率化する額
は、以下のとおり。
試験研究・技術開発勘定
　一般管理費　３８,８８７千円
　業務経費　　７７,４４５千円
　人件費　　　３６,６９１千円
海洋水産資源開発勘定
　一般管理費　４４,５２７千円
　人件費　　　　９,４４０千円

４． 統合に伴う減額分は、平成１７年度一
般管理費比で１０％相当額とする。
５． 船舶運航費等については、平成１８年
度から１０％の削減とする。

Ⅲ　収支計画 Ⅱ　平成21年度収支計画
平成１８年度～平成２２年度収支計画
・（別紙４）　センター全体の収支計画
・（別紙５）　試験研究・技術開発勘定の収
支計画
・（別紙６）　海洋水産資源開発勘定の収
支計画

Ⅳ　資金計画 Ⅲ　平成21年度資金計画

・収支における当期総利益47百万円は、受託事業等の自己
財源による事業費の損益差47百万円（受託事業等の自己財
源により取得した資産の残存簿価相当）と、事業外収益（生
命保険事務手数料等）0.4百万円の合計額である。なお、当該
利益は経営努力による利益でないため、目的積立金は申請
していない。
・利益剰余金315百万円は、前中期目標期間積立金23百万
円、積立金244百万円（平成18、19、20年度の各年度の当期
総利益の合計額）及び当期総利益47百万円により構成され
ており、これらの大部分が、現預金の伴わない、受託事業等
の自己財源による事業費の損益差（受託事業等の自己財源
により取得した資産の残存簿価相当）である。
・試験研究・技術開発勘定での当年度の受託収入は、収入予
算に対しては532百万円余りの減となったが、政府補助金等
収入は、783百万円増加しており、相対的には増加している。

・資金計画については、短期借入を行わないことを前提とし、

査のみだった競争入札等推進会議の審査項目に事前審査の
項目を加え(平成21年12月1日改正）、一定金額（工事、製造：
5,000万円、財産購入、役務の提供等：1,700万円）以上の契
約について契約手続きに入る前に審査を実施することとし、
平成21年度については9回の審査を実施した。

（５）平成20年度に作成した総合評価落札方式マニュアルの
根拠を明確にするため、契約事務取扱規程を改正（平成21年
4月1日付け）し取扱基準を定めるとともに、企画競争・公募の
取扱についても基準を定めた。その結果、平成21年度は研究
委託事業で総合評価落札方式による一般競争入札を実施（1
件)するとともに、企画競争・公募についても取扱基準に従っ
て適切に実施(176件)された。

（６）平成21年11月17日閣議決定「独立行政法人の契約状況
の点検・見直しについて」に基づき、平成21年11月24日付け
で設置した契約監視委員会（外部有識者４名(公認会計士2
名、ジャーナリスト1名、弁護士1名）及びセンター監事2名で構
成）において、平成20年度に締結した契約に対する契約方式
等の点検及び見直しを行い理事長に報告するとともに、点検
結果を主務省に提出し、平成22年5月にセンターのホーム
ページで公表した。

・「独立行政法人の職員の給与等の水準の適正化について」
（平成21年12月17日総務省行政管理局事務連絡）を踏まえ
て、水上等作業手当について特殊勤務手当の適切性の視点
から見直しを行い、手当創設時（昭和５２年制定: 水産庁北海
道さけますふ化場）以来、業務内容に変わりはないが、業務
量が相対的に減少し、業務の実施方法にも改善が認められ
たこと 設備の改善が行われたこと等の理由から 支給対象
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A B C D E F 
平成１８年度～平成２２年度資金計画

・（別紙７）　センター全体の資金計画
・（別紙８）　試験研究・技術開発勘定の資
金計画
・（別紙９）　海洋水産資源開発勘定の資
金計画
２  短期借入金の限度額 ２  短期借入金の限度額
　運営費交付金の受入れが遅れた場合等
に対応するため、短期借入金の限度額を
２４億円とする（うち、海洋水産資源開発勘
定については５億円とする。）。

　中期計画に定める上限２４億円（うち、海洋水産
資源開発勘定については５億円）以内とする。

　短期借入金は行わなかった。

３  重要な財産を譲渡し、又は担保に供し
ようとするときは、その計画
　期間中に整備を計画している陽光丸の
代船建造に伴い、不要となる現陽光丸（４
９９．７６トン）を売り払う。

３  重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとす
るときは、その計画

　　－
　ー

４  剰余金の使途
　剰余金が生じた場合は、業務の充実・前
倒しを行うことを目的として、業務の充実・
加速及び機器の更新・購入、設備の改修
等に使用する。

４  剰余金の使途
　中期計画に記載された計画どおりに実施する。

　剰余金は生じていない。

第５　その他業務運営に関する重要事項 第４　その他主務省令で定める業務運営
に関する事項

第４　その他主務省令で定める業務運営に関する
事項

A

１  施設及び船舶整備に関する計画 １  施設及び船舶整備に関する計画

施設整備計画
　業務の適正かつ効率的な実施の確保の
ため、業務実施上の必要性及び既存の施
設、整備の老朽化等に伴う施設及び設備
の整備改修等を計画的に行う。

（別紙１０）施設整備計画

（１）施設整備に関しては、水産工学研究所におけ
る海洋工学総合実験棟曳引車制御・制動設備更
新工事を含め９件の工事を行う。

（２）平成２０年度において、建築確認申請の許諾
の大幅な遅延による不測の日数を要したため、繰
越の承認を受け平成２０年度に引き続き、西海区
水産研究所石垣支所八重山栽培技術開発セン
ターと養殖研究所の研究施設の整備を行う。

・第二期中期計画中の施設整備５ヵ年計画に基づき、水産工
学研究所における海洋工学総合実験棟曳引車速度制御設
備改修その他工事を含め、本年度整備計画９案件中8案件は
計画通りに完工した。1案件については、建築確認申請の許
可である確認済証が下りるのに不測の日数を要し着工自体
が大幅に遅れたが、財務省に明許繰越工事の許諾を得て、
平成22年6月末完工予定となった。
・年度途中に交付決定された中央水産研究所実験棟分析設
備更新工事を含め、補正予算案件3件についても、すべて年
度内に完工した。
・20年度からの繰越を承認された案件2件については、予定
通り5月末及び7月末に完工した。

船舶整備計画
　業務の適正かつ効率的な実施の確保の
ため、業務実施上の必要性及び既存の船
舶の老朽化等に伴う船舶の整備改修等を
行う。

（別紙１０）船舶整備計画

（３）船舶整備に関しては、研究体制強化のため西
海区水産研究所の陽光丸の代船建造を引き続き
進める。

・西海区水産研究所の陽光丸代船建造等の詳細仕様につい
て、打合せを行った。全体会議においては、一般配置図、水
槽試験報告、工場試験報告、漁具漁撈機器、振動・騒音・放
射雑音対策について打合せを行い、各分科会により、船体、
機関、無線、調査漁撈について打合せを行った。
・進捗状況については、水槽試験及び操舵室・研究室のモッ
クアップにより修正を行った。また、１１月末日に起工式を行っ
た。

１　人事に関する計画 ２  職員の人事に関する計画 ２  職員の人事に関する計画

（１）人員計画 （１）人員計画 （１）人員計画

ア．方針 ア．方針

時期によって変動が大きい船舶関連経費や施設費支出に支
障をきたすことのないよう収入、支出の管理を行った。

　中期目標期間中の人事に関する計画
び 費

・進捗状況を把握し、適宜修正を行っている。
・施設整備5カ年計画（9件中8件）、補正予算案件
（3件）、繰越案件（2件）の施設整備が計画的に行
われたことは、評価できる。
・船舶の代船建造を委員会におけるモックアップに
より修正を行い、起工式を行ったことは、評価でき
る。
・センターが所有する施設及び船舶の将来構想に
関して、産官学の関係組織と密接に連携協議し
て、我国の幅広い水産に関する調査研究開発がよ
り一層充実して行えるなることが望まれる。
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A B C D E F 
　センターの各業務部門間での人事の交
流を含む適切な職員の配置により、業務
運営の効率的、効果的な推進を行う。

　業務量の変化に対応した柔軟な組織運営の促進
を図るとともに、人事課において一元的な人事管
理及び人事の交流を含む適切な職員の配置を行
う。これにより業務運営の効率的、効果的な推進を
図る。
   国立大学、独立行政法人に関係する、研究開発
システムの改革の推進等による研究開発能力の
強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法
律（以下「研究開発力強化法」という。平成２０年法
律第６３号）の趣旨に基づき、任期付研究員のさら
なる活用を図る。

･契約課長の配置等、業務量の変化に対応した柔軟な組織
運営の促進を図り、人事課において各業務部門を統括した一
元的な人事管理（人事の交流を含む適切な職員の配置）を行
うことにより、業務運営の効率的、効果的な推進を図った。

･研究開発力強化法の趣旨に基づき、任期付研究員の採用と
適切な配置について検討し、１７名の任期付研究員を採用し
た。

イ．人員に係る指標 イ．人員に係る指標
　期末の常勤職員数は、期初を上回らな
いものとする。ただし、任期付職員に限り
受託業務の規模等に応じた必要最小限の
人員の追加が有り得る。
（参考）
　１）期初の常勤職員数　　　　１，０３６人
　２）期末の常勤職員数見込み　９８５人

　中期計画の円滑な推進を図るため、人件費の範
囲内で人員を確保しつつ、配置の見直しを行い効
率化を図る。
　研究開発力強化法の趣旨に基づく削減の対象外
となる人件費の適正な範囲で、任期付研究員を採
用する。

･人員に係る中期計画の円滑な推進を図るため、削減計画に
基づく人件費の範囲内で人員を確保した。
･研究開発力強化法の趣旨に基づく、削減の対象外となる人
件費の適正な範囲内で任期付研究員を採用した。

（２）人材の確保 （２）人材の確保 （２）人材の確保 17
　研究職員の採用に当たっては、今後と
も任期付き任用制度を積極的に活用する
とともに、試験採用及び選考採用を組み
合わせて、女性研究者の積極的な採用を
図りつつ、中期目標達成に必要な人材を
確保する。
　研究担当幹部職員については、広く人
材を求めるための公募方式の積極的活
用など、適材適所による任用を引き続き
進める。

　職員の採用については既存の制度の活
用に加え、非公務員化に伴い独自の採用
制度の検討を行う。特に選考採用に当
たっては公募を原則とし、若手研究職員の
採用に当たっては任期付任用の積極的な
活用を図る。また、女性職員の採用に関し
ては、応募者に占める女性割合と、採用
者に占める女性割合とで乖離が生じない
ように努める。研究担当幹部職員につい
ては公募の実施を検討する。
　また、大学、他の独立行政法人、公立研
究機関、民間の研究機関等との人事交流
を図る。

　応募者と採用者に占める女性割合に乖離が生じ
ないよう努めながら優れた人材を　確保するため
に、競争試験による採用、選考採用及び任期付研
究員採用に引き続き　取り組む。任期付研究員に
ついては、人事の透明性と研究意欲を確保するた
め、テニュア審査制度を導入する。
   研究担当幹部職員については、前年度の検討を
踏まえて、引き続き公募の実施を　検討する。
   関係他機関と協議を行い、人事交流を推進す
る。

３  積立金の処分に関する事項 ３  積立金の処分に関する事項
　該当なし 　　－

２  情報の公開と保護 ４  情報の公開と保護 ４  情報の公開と保護
　公正で透明性の高い法人運営を実現
し、法人に対する国民の信頼を確保する
観点から、情報の公開及び個人情報の保
護に適正に対応する。

　独立行政法人等の保有する情報の公開
に関する法律（平成１３年法律第１４０号）
に基づき適切な情報の公開を行う。
　独立行政法人等の保有する個人情報の
保護に関する法律（平成１５年法律第５９
号）　　に基づき個人情報の適切な管理を
行う。

　独立行政法人等の保有する情報の公開に関する
法律（平成１６年法律第１４０号）に基づく規程等に
より、適切に情報の公開を行う。
  独立行政法人等の保有する個人情報の保護に
関する法律（平成１６年法律第５９号）に基づく規程
等により、個人情報の適切な管理を行う。

・独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成
13年法律第140号）に基づく開示請求が３件有り、法律等に基
づき、適切に情報の公開を行った。

・個人情報については法律に従い保有個人情報の更新等適
切に行った。さらに保有個人情報の取り扱い等適切な管理に
ついて改めて文書により徹底を図った。

（人員及び人件費の効率化に関する目標
を含む。）を定め、業務に支障を来すこと
なく、その実現を図る。

･応募者と採用者に占める女性割合に乖離が生じないよう努
めながら優れた人材を確保するために、国家公務員採用試
験合格者からの採用、選考採用及び任期付研究員採用に引
き続き取り組んだ。また、国家公務員採用試験合格者につい
ては面接試験を受けられる有資格者とし、国家公務員採用試
験合格者以外の者にあっては、水研センターが実施する試験
（記述式）と面接試験により合格した者を採用する、新たな採
用方針を策定した。
・研究担当幹部職員については、定年退職者ポストを公募対
象ポストとして公募を検討したが、今回は適当なポストがなく
公募できなかった。
・国家公務員採用試験制度の活用により研究開発職員Ⅰ種
２名（内女性０名、応募者１０名（応募者中女性３名））を採用
した。
・選考採用により一般職員３名（内女性３名、応募者２０名（応
募者中女性９名））、研究開発職員４名（内女性１名、応募者６
名（応募者中女性１名））、技術職員１名（内女性０名、応募者
８名（応募者中女性１名））を採用した。
・任期付研究員の人事の透明性と研究意欲を確保するため、
テニュア審査制度を導入し、その対象となる任期付研究員１７
名（内女性１名、応募者４７名（応募者中女性４名））を採用し
た。
・研究活動の活性化を図る観点から、関係他機関と協議を行
うことにより外部の研究者を積極的に受け入れ、地方公共団
体（青森県）、独立行政法人（国際農林水産業研究センター）
との人事交流を行った。
・ポストドクター派遣制度（独立行政法人日本学術振興会特
別研究員）の活用により、４名を受け入れた。
・高年齢者雇用安定法が改正された事に伴う再雇用制度に
より、２５名を再雇用した。
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３  環境対策・安全管理の推進 ５  環境・安全管理の推進 ５  環境・安全管理の推進
　センターの活動に伴う環境への影響に
十分配慮するとともに、事故及び災害を
未然に防止する安全確保体制の整備を
行う。さらに、環境負荷低減のためのエネ
ルギーの有効利用やリサイクルの促進に
積極的に取り組む。

　環境への負荷を低減するため「国等によ
る環境物品等の調達の推進等に関する法
律」（平成１２年法律第１００号）に基づく環
境物品の購入等の取組を実施し、それら
を環境報告書として作成のうえ公表する。
　労働安全衛生法（昭和２２年法律第４９
号）に基づき、職場の安全衛生を確保す
る。

　　環境情報の提供の促進等による特定事業者等
の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
（平成１６年法律第７７号）に基づき、環境に配慮し
た取り組みを行うとともに、平成２０年度の活動を
記載した環境報告書を９月までにとりまとめ、ホー
ムページ上で公表する。
    労働安全衛生法（昭和２２年法律第４９号）に基
づく規程等により、センターの各職場の安全衛生を
確保する。
  　災害時の迅速な連絡体制の強化を促進するた
め、災害時の職員等の安否を確認するシステムの
本格運用を開始する。
　　実験動物を用いる実験については、動物実験
規程に則って適正に実施する。

・センターが平成２０年度に実施した環境配慮活動について、
９月１５日付けで「環境報告書２００９」として取りまとめ、関係
諸機関に配布するとともに、ホームページ上で公開した。

・労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会を設置し、職場の
安全衛生について点検、確保に努めた。また、職員健康診断
や個別健康相談等を実施した。
・苦情相談窓口は各水産研究所等に設置しているが、職員の
一層の利便性を考慮して、新たに「セクシュアル・ハラスメン
ト」の相談窓口を外部に設置した。

・災害時の迅速な連絡体制の強化を促進するため、職員安否
確認システムの本格運用を開始した。平成２１年８月１１日に
発生した静岡沖地震(最大震度６弱)において、システムが正
常に稼働し、該当職員の安否を確認することが出来た。

・実験動物を用いる実験は、４水産研究所において実施した
が、動物実験規程に基づき適正に実施した。
【中央水産研究所５課題、瀬戸内海区水産研究所２課題、西
海区水産研究所５課題、養殖水産研究所６課題】

（６  内部統制）
　本部内にコンプライアンス対応窓口を設置し、各
場所に設置するコンプライアンス推進責任者と連
携して、体制の強化に取り組む
　研修等の機会を捉えて、コンプライアンス基本方
針を役職員に周知徹底する。

・本部内にコンプライアンス総合窓口を設置し、各事業所のコ
ンプライアンス推進責任者と連携し体制の整備に取り組ん
だ。
・コンプライアンス基本方針を周知徹底するため、外部コンサ
ルタント及び本部役職員により、各研究所等においてコンプラ
イアンス研修を行なった。併せてコンプライアンスマニュアル
を作成し全役職員に配付した。　　　（研修会１１個所１２回
マニュアル２，０００部）
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